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巻頭言

ミャンマーと私のかかわり　－法整備支援の経験から－

元知的財産高等裁判所判事

弁護士（三村小松山縣法律事務所）

三　村　量　一

1　はじめに

手許のパスポートを見ると，2016 年 2 月から 2019 年 12 月まで合計 9 回ミャンマーを

訪問している。そして，毎回の訪問で訪れているのは，首都ネピドーである。

ミャンマー（ミャンマー連邦共和国，Republic of the Union of Myanmar）は 1989 年

に採用された新たな国名であり，多くの人にとっては旧国名ビルマの方がなじみ深いであ

ろう。中国，タイ，ラオス，インド及びバングラデシュと国境を接し，南北に伸びる長い

国土を有する。経済の中心は，旧首都ヤンゴン（Yangon ，旧名称ラングーン）である。

ネピドー（Nay Pyi Taw）は 2006 年に首都とされた新設都市で，ヤンゴンの北方約 300

キロメートルの地点にあり，ヤンゴンから空路で約 50 分，陸路（自動車）で約 4 時間 30

分を要する。日本からネピドーへの直行便はなく，ヤンゴン又はバンコク等の空港で乗換

えを要する。国会議事堂，連邦最高裁判所（以下「最高裁」という。）や連邦法務長官府（以

下「法務長官府」という。）等の中央官庁はネピドーに所在する。ネピドーは，ブラジリア

等の都市と同様に，首都としての機能を果たすために計画的に建設された人工都市であり，

20 車線の広い道路が張り巡らされた広域のなかに政府機関の大規模な建物といくつかの大

規模ホテルが散在するが，商店や飲食店はわずかしか存在しない。ちなみに，20 車線道路

は有事の際には軍用機の滑走路として用いられるものと推測されている。最高裁は，法廷

のほか職員の執務室や会議室等も備えた大規模な建物である。最高裁には，業務予算部，

国際関係・研究部，民事部，刑事部等の複数の司法行政部局が置かれており，幹部職員は

下級審の裁判官と同じ法曹資格者である。この司法行政部局の位置付けは，我が国における

最高裁事務総局と同様ということができる。

【最高裁の建物】
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2　ミャンマーにおける知的財産法の整備と我が国の支援

ミャンマーは英国領であったことから，独立後も基本的には英国系の法制が維持され，知的

財産法分野においても，商標等につき英国系の法律が一部存在したが，不十分なものであった。

そのようななかで，GATT の加盟国であったミャンマーは，1995 年の WTO 設立によ

りその加盟国となり，これに伴って TRIPS 協定の規定に従った知的財産法制を導入する必

要に迫られた。TRIP 協定上の開発途上国に対する移行措置の猶予が 2005 年末から 2013

年，更に 2021 年に延長されるなか，知的財産法の整備は必ずしも進展していなかったが，

2015 年 11 月の総選挙により成立した民主政権の下，科学技術省（後に教育省に移管）を

中心に検討が進められ，2017 年 7 月には知的財産 4 法（商標法，意匠法，特許法，著作権

法）の法案が連邦議会に提出された。その後，上院（民族院）・下院（人民院）での審議を

経て，2019 年１月 30 日に商標法及び意匠法が，同年 3 月 11 日に特許法が，同年 5 月 24

日に著作権法が，それぞれ成立した。これらの法律は 2020 年夏頃までに施行することが

予定されていたが，コロナ禍の影響により施行が遅れている。2021 年夏頃までには知財庁

が開設されて商標法が全面的に施行されることを期待したい。

これらの新たに制定された知財法に基づく権利の登録手続や無効手続における知財庁の

決定に対しては，裁判所に取消訴訟を提起して司法審査を求めることができることとされ

ており，取消訴訟及び権利侵害訴訟の管轄裁判所や訴訟手続については，広く最高裁の規

則に委ねられている。これを受けて，最高裁においては，各知財法の施行に間に合わせる

べく，知財関連の訴訟規則の制定作業を行っており，現在，商標関係訴訟規則の制定作業

が佳境にさしかかっている。

このようにミャンマーにおいて知財法の制定作業が行われ，その施行に向けての体制整

備が進むなか，我が国は，知的財産 4 法の法案作成については，世界知的所有権機関（WIPO）

と共に特許庁及び文化庁が支援を行っていた。2013 年には，特許庁は，ミャンマー知的財

産制度整備支援チームを結成して，知財法案を含む知的財産制度構築に向けた援助を始め

た。また，同年から，JICA の技術協力プロジェクトとして，ミャンマー法整備支援プロジェ

クトが開始され，これまで現地セミナーの開催や本邦研修等を含め，様々な形態で知的財

産法関連分野における協力が行われている。また，これに対応して，ミャンマー側におい

ても，最高裁にワーキンググループが設置されている。

私は，当初，特許庁のミャンマー知的財産制度整備支援活動に携わっていたが，2016 年

に熊谷健一教授（明治大学），小野寺良文弁護士（森・濱田松本法律事務所）と共に JICA

のミャンマー法整備支援プロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）における知的財

産法アドバイサリーグループのメンバーとなり，以来，本プロジェクトを中心にミャンマー

における知的財産法整備の支援に携わっている。

本プロジェクトについて特筆すべきなのは，一つには，日本側・ミャンマー側の双方と

も，省庁の垣根を超えて連携して活動していることである。すなわち，日本側では，法務

省，JICA と特許庁が連携して活動しており，ミャンマー側では，最高裁，法務長官府，教

育省のみならず連邦議会議員を含む議会関係者，税関，警察等を含んだ形で活動を行って
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いる点である。もう一つの点は，本プロジェクトが知的財産 4 法の議会での審議の段階か

ら開始されたことと，ミャンマーでは最高裁が訴訟手続に関しては広範な権限を有してい

たことから知的財産 4 法の内容に関わる関与ができた点である。ミャンマーでは，議会に

おける審議の過程において法案の内容を訂正することが日常的に行われている。今回も，

議会における法案の訂正を想定して，知的財産 4 法について知財庁の決定に対する取消訴

訟や権利侵害訴訟を見据えた形で，議会関係者への働きかけ等を行うことができた。この

点に関しては，我が国では，実体法の立法作業の段階から当該法律の司法を通じての実現

を想定しての議論がされることは稀である。私は，最高裁事務総局民事局に籍を置いてい

た 1980 年代当時，「株券等の保管及び振替に関する法律」の法案作成作業に際して法案作

成時から関与して，株式等に関する権利に対する強制執行の手続を最高裁判所規則に委任

する条項を同法に設けてもらった経験があるが，このように実体法の法案作成作業の段階

から，司法を通じての権利実現の観点からの裁判所の意見が反映されることは我が国では

稀である。

3　現地セミナー

知的財産法アドバイザーとしての私の活動の中心をなすのは，ミャンマーにおける現地

セミナーへの参加であり，今までの私のミャンマー訪問はいずれも同セミナーに関連する

ものである。

現地セミナーは，JICA と最高裁の共催に係るものであり，日本側の参加者は，アドバイ

サリーグループすなわち熊谷教授，小野寺弁護士と私のほか，JICA 法整備支援プロジェク

トの長期派遣専門家及び現地スタッフである。ミャンマー側は，セミナーのテーマによっ

て異なるが，原則として，最高裁ワーキンググループのメンバーを中心として，ヤンゴン

に所在する高裁・地裁の裁判官であり，合計 20 名前後である。2 日間にわたって行われる。

【現地セミナーの風景】

テーマとしては，①議会で審議中の知財法案の内容についての検討（審議中の内容訂正

の可能性を含めての検討），②審議中の知財法案を前提としての訴訟規則案の作成，③知財
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訴訟を担当する裁判官向けの解説書の作成，④想定事例に基づく研修などである。現地セ

ミナーは，現地のミャンマー人通訳を介して，日本語とミャンマー語で行われるが，日本

側アドバイサリーグループと参加者の間で英語で直接やりとりを行うこともある。知財法

案の内容の検討や訴訟規則案の作成等に際しては，当初は，日本側アドバイザーが日本や

欧米諸国の法制の内容を説明する場面が多かったが，回を重ねるにつれて，ミャンマー側

参加者からの積極的発言が増えていった。知財法案の内容検討や訴訟規則案の作成の場面

では，ミャンマーにおける他の法律や一般的な訴訟法（民事訴訟法，証拠法）との整合性

について，ミャンマーの裁判官メンバーの間で議論の応酬がされることもあった。ミャン

マー語での法案の表現や一般的な訴訟法との整合性については日本側に知識が乏しいため，

ミャンマー側参加者の間での討論の結果を示されて，それに対してのコメントを行うとい

う形になることも多かった。訴訟規則案の作成や想定事例に基づく研修を行う場合には，

セミナー会場においてミャンマー側参加者がいくつかの小グループに分かれてグループご

との検討結果を発表するというグループワーク形式をとる場合もあった。

【グループワークの風景】

数回にわたる現地セミナーの実施を通じて感じたことは，最高裁ワーキンググループを

はじめとするミャンマー側の裁判官には，共通意識として英国法的な考え方，すなわちコ

モンロー的思考や法の支配を重視する考え方が浸透していることである。今回の知財法案

において知財庁の決定に対する取消訴訟に関する条文が，省庁間での大きな対立もなく取

り入れられたのも，このような背景があったためと理解される。

ちなみに，今回の支援作業を通じて気付いたことは，一つは，最高裁のワーキンググルー

プをはじめとする裁判官等には，日本の大学への留学経験者が多いことである。これは，

長年にわたって続いた軍事政権下では欧米の大学への留学が困難であったことが理由であ

るが，結果的に親日的な裁判官や官僚が多いという好ましい状況を生み出している。早稲

田大学等の在京大学のほか，名古屋大学，広島大学，新潟大学等の地方の大学への留学経

験者も少なくない。本プロジェクトに関して，終始ミャンマー側の責任者として参加し，ミャ

ンマー側参加者を指導してきたティン・ヌエ・ソー（Tin Nwe Soe）女史（最高裁司法監
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督局長）も，広島大学への留学の経験者である。また，最高裁のワーキンググループをは

じめ教育省等も含めて，幹部職員に占める女性の割合が多いのも特色である。幹部職員へ

の女性の進出という面では日本よりはるかに進んでいるが，この背景としては，軍事政権

下において男性が軍部の役職に就くことを希望していたといった事情が存在したのではな

いかと推測される。

このような裁判所メンバーを参加者としての現地セミナーに加えて，検討結果を他の関

係者と共有する趣旨で，いわば拡大セミナーとして，裁判所メンバーに法務長官府，教育省，

税関，警察や議会関係者を加えてのセミナーも実施されている。

4　本邦研修

上記のような現地セミナーのほか，日本での研修も行われている。裁判所メンバーのほ

か法務長官府，教育省，税関，警察や議会関係者を日本に招いての研修である。参加者は

15 名程度であり，期間は 2 週間である。プログラムは，ミャンマー語の通訳を介しての日

本や欧米諸国の法制に関する講義のほか，裁判所，官庁や各種施設の訪問等を内容として

いる。ミャンマー側関係者に日本への理解を深めてもらうという点で，貴重な研修である。

5　今後の活動等

本年（2020 年）は，3 月上旬に本邦研修，同月下旬に現地セミナーを実施することが予

定されていたが，コロナ禍の影響により日本・ミャンマー間の渡航が制限されたことなど

から，予定されていた本邦研修及び現地セミナーは中止された。今後のコロナ禍の状況及

び渡航制限の緩和次第であるが，事態が改善して，我が国やミャンマーでの研修・セミナー

の実施が可能となれば，本プロジェクトの活動に引き続き参加していきたい。
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寄 稿

コロナ危機下の法整備支援のあり方について

ミャンマー法整備支援プロジェクト長期専門家

独立行政法人 国際協力機構 国際協力専門員 / 弁護士

小松　健太

1　はじめに

新型コロナウィルス（COVID-19）によるパンデミックは，世界中の人々の生命，健康だ

けではなく，経済や社会の大きな脅威となっている。世界中の感染者数は，440 万人，死

者数は，約 30 万人を越えている 1。経済活動にも深刻な打撃を与え，国際通貨基金（IMF）は，

2020 年の世界の実質 GDP の成長を -3.0％（2019 年は，2.9％成長）と予測し 2，国際労働

機関（ILO）は，世界の就業者 33 億人の半数が生計手段を失う危険に直面していると発表

している 3。加えて，緊急事態措置の導入によって社会におけるリモート化が否応なく進んで

いる。また，権威主義的な国家は，この危機を利用して，緊急事態措置による不当な人権

の制限や人々に対する監視を強めると同時に，感染症に対する能力を誇示するなどし，自

由主義，民主主義を標榜する国家を揺さぶっている 4。このようなパンデミックの人々，経済，

社会に対する影響は，数年に及び，人々の生活や社会を根本から変容させるものと予測さ

れている。

国際協力機構（JICA）が途上国で実施している法整備支援プロジェクトも，当然，大き

くこのパンデミックの影響を受けている。本稿では，パンデミックが法整備支援活動に与

える影響に触れた後，この危機下における法整備支援のあり方について考えていきたい。

もとより，このパンデミックについては，収束の見通しも立っておらず，社会に対する影

響など解明されていない段階での暫定的，限定的な考察ではあること，また，筆者が赴任

しているミャンマーの状況に影響されていることに留意されたい。なお，本稿の意見に渡

る部分は，筆者個人の意見であり，所属する組織や特定の団体を代表するものではない。

1　Johns Hopkins University, Coronavirus Resource Center（2020 年 5 月 15 日アクセス）, https://coronavirus.jhu.
edu/map.html
2　International Monetary Fund (2020 年 4 月 ), “World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown”, 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en
3　International Labour Organization (2020 年 4 月 29 日 ),“COVID-19 and the world of work. Third edition”, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
4　The Economist（2020 年 4 月 23 日 ）,“Autocrats see opportunity in disaster” https://www.economist.com/
leaders/2020/04/23/autocrats-see-opportunity-in-disaster); 高須幸雄（2020 年 4 月 19 日）, 「新型コロナウイルス
危機で民主主義は後退するのか？」http://democracy.jcie.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/%E6%96%B0%E5%
9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%
84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%A8%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%8
1%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%EF%BC%88%E9%AB%98%E9%A0%88%E5%B9%B8%E9%9B%84%EF%
BC%89.pdf
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2　法整備支援プロジェクトに対するパンデミックの影響

JICA は，本年 3 月 1 日時点で 6 ヶ国に 22 人の長期専門家を派遣し，法整備支援プロジェ

クトを実施していたが，パンデミックの影響により，現地に派遣されていた専門家のほと

んどが，ミャンマーに派遣されている筆者を含め，日本に一時帰国している。帰国した全

ての専門家が東京に滞在しているとは限らず，一カ所に集まることも困難な状態である。

また，カウンターパート機関を含む政府機関が外国人との対面での面談を制限したり，政

府が，そもそも集会を禁止したりしているため，日常的に行ってきた協議やセミナーを実

施することができなくなっている。

日本の法整備支援は，法律専門家が現地に長期滞在し，カウンターパート機関の職員と

の間で日常的，密接にコミュニケーションをしながら活動を行う相手国の主体性を重視し

た「寄り添い型」の支援と位置づけられているが 5，上記のとおり，カウンターパート機関と

のコミュニケーションが難しくなるなか，「寄り添い型」の支援の長所を維持することがで

きるかが問われている。

また，この危機下では非接触型の社会が一層進展すると予想され，そのような環境に合

わせた支援のあり方を考える必要もある。例えば，ミャンマーでも，連邦最高裁判所（最

高裁）など一部の裁判所では，オンライン会議などを利用した手続を実施しているようで

あり，また，最高裁は，全ての裁判所に対して，Facebook を開設し，人びとに対して期日

等の情報の提供をするように求めていると聞いている。他方，裁判所には，インターネッ

ト設備が十分に整備されておらず，オンライン会議などを開きたくてもできないという課

題も抱えているようである。

それでは，以上のような状況において，法整備支援事業としてどのような活動ができ，

また，すべきであろうか。本稿では，以下のとおり，①法整備支援のデジタルトランスフォー

メーション（DX）6，②短期的なコロナ関連支援，③長期的なビジョンに基づく活動の提案

の 3 点について述べて行きたい。

3　コロナ危機下における支援のアプローチ

（1）法整備支援の DX

既述のとおり，現在，対面でのコミュニケーションが難しくなっており，長期的にみても，

そのような非接触型の社会は進行すると予想されることから，更に DX を推進することは

必須だと思われる。これには，オンライン会議システムなどの導入による法整備支援に関

する体制や手続など業務の変革だけでなく，非接触型社会を見すえた支援の内容の変革も

5　自由民主党政務調査会（2019 年），「司法制度調査会 2019 提言　司法システムの新たな展開～ 3 つの視点
と 4 つの柱～」25 頁 , https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/139701_1.pdf
6　従来型の ICT 技術の利活用は，既に確立された産業を前提に，ICT 技術を事業の補助ツールとして利用し，
その産業の効率化や価値の向上を実現するものに過ぎないとされているのに対し，デジタルトランスフォー
メンションは，事業のコアとして ICT 技術を利用し，その産業のビジネスモデル自体を変革するものと捉
えられている。（総務省（2019 年），「情報通信白書」138 頁
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/01honpen.pdf）。つまり，国際協力の分野でいえば，
ICT 技術によって業務の改善だけでなく，支援の内容についても変革を求めるものといえる。
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必要である。

(a) 法整備支援の内容に関する DX

まず，新たな支援の内容として考えられるのは，紛争解決のオンライン化である。こ

れには，裁判手続の IT 化，Online Dispute Resolution（ODR）の導入が含まれる。日

本でも本年 2 月からオンライン会議システムを用いた争点整理の運用が一部の裁判所で

開始され，コロナの影響により，裁判の IT 化の動きが加速している 7。ODR についても，

諸外国が先行して導入しているが 8，日本でも政府の「成長戦略フォローアップ」の一つと

して設置された ODR 活性化検討委員会が，本年 3 月に「ODR 活性化に向けたとりまとめ」

を発表している 9。また，コロナ感染拡大の影響を受けた飲食店に対し，テナント料に関す

る無料のオンライン調停サービスを提供する企業も現れている 10。このように紛争解決の

オンライン化は，日本でも導入の途上であり，現在，様々な法的，実務的な課題を検討

しているところであるが，そこで得られた知見を活用し，途上国の裁判の IT 化や ODR

の導入を支援することができると思われる。当然，オンラインでの書面の提出，期日の

実施を可能とするための法令案起草などの支援も考えられる。

また，法律専門家の人材育成は，開発途上国で「法の支配」を確立するために必要な

ものであるが，これからは，研修員が一か所に集合して研修を実施することが困難にな

るかも知れない。カウンターパート機関による Web 会議を活用したオンライン研修の導

入が予想されるが，このような分野の支援も検討する必要があるだろう。オンラインで

講師と参加者を繋いで双方向的な研修を効果的，効率的に実施するためには，どのよう

な点に留意すべきかなど様々な検討事項があろう。また，既存の研修映像をアップロー

ドしていつでも視聴ができる e-Learning の導入支援も有用であり 11，それぞれの特徴を生

かした研修制度の構築を支援することが重要である。

既に述べたとおり，開発途上国には，インターネット設備が十分に整っていない政府

機関もあり，当然，機材の供与を通じたネット環境の整備も十分に意義があると思われる。

(b) 法整備支援の体制や手続に関する DX

まずは，プロジェクトの専門家，スタッフが各地に散らばっていること，かつ，カウ

ンターパートとの間でもリモートでコミュニケーションを取る必要があることなどを考

慮し，オンライン会議システムのほか，プロジェクト間での情報共有がスムーズに行わ

れるような体制作りをする必要がある。現在，ミャンマーの法整備支援プロジェクトでは，

7　日本経済新聞（2020 年 5 月 12 日），「裁判ウェブ会議が急増　コロナ影響か，導入拡大」，https://www.
nikkei.com/article/DGXMZO58982790S0A510C2000000/
8　 例えば，カナダの Civil Resolution Tribunal（https://civilresolutionbc.ca/）
9　 ODR 活性化検討会（2020 年 3 月），「ODR 活性化に向けた取りまとめ」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
keizaisaisei/odrkasseika/pdf/report.pdf)
10　日本経済新聞（2020 年 4 月 9 日），「テナント料猶予などネットで調停　ミドルマン，新型コロナで」，
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57889950Z00C20A4TJ2000/
11　ベトナムの法整備プロジェクトでは，ベトナム弁護士連合会（VBF）に対して，日弁連の e-learning の経
験を共有しようとしているところであり，これを踏まえ，VBF は今後の展開について検討することとなっ
ている（担当している枝川充志専門家よりヒアリング。2020 年 4 月末現在。）。
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プロジェクトメンバー間の情報共有のために Slack というビジネスチャットソフトを導

入し，また，カウンターパートとの間では，Skype や Zoom を用いたオンライン会議を

実施している。また，これに加えてプロジェクトでは，以前からデータの共有がスムー

ズにできるようクラウドサービスも利用している。これらのソフトは，それぞれを組み

合わせ，連携させることにより，一層の業務の効率化が期待できる。

また，これまでのようなカウンターパート機関との間で緊密なコミュニケーションをと

りながら，漸進的に活動を進めるいわゆる「寄り添い型」の支援が，オンライン会議を

用いてもできるかどうかについては，もう少し回数を重ねる必要があるとは思うが，丁

寧な準備や進行の工夫をすることにより十分可能だと思われる。ただ，オンライン会議

には，接続が悪く音声や映像が突然切れるなど不安定な要素もあり，また，対面でのコミュ

ニケーションに比べると伝えられる情報量が少なくなり，心理的な違和感が生じないわ

けではない。上手に進めるためには，会議の準備，資料の準備，アジェンダの設定，進

行の方法には工夫が必要だろう。例えば，事前に会議で何を議論し，何を合意したいのか，

達成目標は何か，どのような優先度で議論をするか，まずはプロジェクト内で意思統一

をしておく必要があるし，それを書面にするなどカウンターパートが分かりやすい形で

共有する必要がある。また，相手方の意見を聞いて決めるような場合は，反応しやすい

ように，Yes か No で答えられるようにしたり，複数の選択肢を示したりする必要があろ

う。また，サブスタンスに関して作成する資料についても，議論の短縮のため，できる

だけ完成版に近いものを示すべきであり，また，議論が横道に外れたり，細部にこだわ

るようなことになったりしないようストーリーの流れを追いやすく，要点をしっかりと

押さえたものにすべきであろう 12。

また，オンライン会議を成功に導くためには，現地に残っているスタッフの力による

ところもより大きくなってくると思われる。これまで法整備支援の現地スタッフは，活

動の中身に関する側面よりは，ロジ面や人間関係面でのサポートを中心に業務を行って

きたと思われるが，これからは，現地でのサブスタンス面でのサポートにも関与しても

らう必要がでてくるのではないかと思われる。そのためには，そのような法的知識を持っ

た現地スタッフの採用も検討すべきであろう 13。

加えて，カウンターパートに様々な助言をするにあたっては，法的なリサーチが欠か

せない。現在，法整備支援プロジェクトの専門家は，判例や雑誌記事についてのデータベー

スを利用することができるが，これに加えて法律専門書などについての Web 上での利用

についても検討を進めるべきであろう 14。

JICA としても上記のような内容面及び体制・手続面の DX をサポートすべきである。

内容面の DX については，国内外の動向や支援の方法などを確立するための研究が必要

12　これらの注意事項は，もちろん対面でコミュニケーションを行う場合でも同様であるが，特にリモート
で協議をする場合は，留意すべきである。
13　現地の法律事務所に関与してもらうことも一案である。
14　例えば Legal Library(https://legal-library.jp/) はこのようなサービスを提供している。
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になるだろう。また，体制・手続面の DX については，プロジェクトが必要とするソフ

トウェアの導入をサポートしたり，カウンターパートとの間の合意文書のデジタル化な

どを検討したりすべきだと思われる。

（2）短期的なコロナ関連支援

まず，コロナ危機から生じる法的な問題に関する支援というものが考えられる。例え

ば，シンガポールは，新型コロナウィルス暫定措置法（The COVID-19 (Temporary Mea-

sures) Act 2020）15 を制定し，コロナの影響によって債務が履行できなくなった者や経済的

困窮者に対して救済を与えるとともに裁判所や各種会議をオンラインで実施できるような

法制度を整えている。このような制度について情報提供し，法令，命令などのドラフト支

援を行うことが考えられる。

また，コロナの影響による契約の債務不履行に関しては，不可抗力条項（Force Ma-

jeure）などが適用され，履行期限の延長や契約の解除が認められるか，追加コストの負担

をいずれの当事者が負うかなどは，建設業界，観光業界などにとっては，非常に関心の高

いトピックとなっている 16。ミャンマーのプロジェクトのカウンターパートの一つである連

邦法務長官府は，政府機関（国営企業を含む。）に対する法的助言を与える役割を担っており，

近い将来，大規模なインフラ整備の事業を実施している官庁や国営企業からこの種のアド

バイスを求められることが予想される。これに備えて，事前に連邦法務長官府の職員に不

可抗力条項などコロナ危機から生じる法的問題についてインプットをしておくことはタイ

ムリーかつ意味がある 17。

もっとも，不可抗力条項が使われるような状況下では，契約で定められたとおりにリス

ク分配してしまうと当事者そのものが経済的に立ちゆかなくなってしまう場合も考えられ

る。その場合には，話し合いによって紛争を解決する調停は有効であろう。

また，コロナ危機下では，既に述べたようなインフラに関連する大規模な案件だけでなく，

事業所閉鎖によって賃金を受け取ることができない労働者，貸金の返せない借入人，賃料

を払うことできなくなった零細事業者など，小規模だが，一人ひとりの生活に直結する法

的な問題も数多く生じることになるだろう。このような場合に簡易で安価な調停の整備は，

有用である。既にミャンマーでは調停制度の導入に関する支援をしているが，オンライン

での調停を含め，必要な場所でタイムリーに調停サービスが提供されるように支援するこ

とも必要だろう。加えて，調停の利用者向けに，今後多く発生することが予想される事例

についての解説を載せたパンフレットを作成することも考えられる。

15　法律は，https://sso.agc.gov.sg/Act/COVID19TMA2020
16　例えば国際建設契約のスタンダードを発行している国際コンサルティング ･ エンジニア連盟（FIDIC）
も不可抗力を含む法的問題につき，ガイドラインを発行し（https://fidic.org/sites/default/files/COVID%20
19%20Guidance%20Memorandum%20-%20PDF.pdf），Web を通じたセミナーを実施している（https://fidic.org/
node/29213）。
17　なお，インフラの整備を支援している JICA にとっても，開発途上国政府が，コロナ危機から生じる法的
問題を国際的にも広く受け入れられている基準で処理することはメリットがあると思われる。
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（3）長期的なビジョンに基づく活動の提案

(a) コロナ危機による社会の変容を視野にいれた提案

コロナ危機が引き起こす政治，経済，文化の混乱は，長期に渡り，我々の社会や国際

秩序を変容させていくことが予想されている 18。既に示したような非接触型社会の到来も

あるが，危機が社会等に突きつけている問題について，将来を見すえてカウンターパー

トを含む先方政府に示し，議論を行うことは，将来の法整備支援のあり方を考えるうえ

で重要なことだと思われる。

例えば，コロナ危機は様々な問題を引き起こしているが，特に重要なのは，人種 19 やジェ

ンダー 20 の問題を顕在化させ，非正規雇用者 21，外国人 22 など社会的に弱い立場にある人々

を更に窮状に追い込んでいることである 23。このような社会的脆弱層への支援の必要性は，

国際機関や二国間援助機関も訴えているところである 24。ただ，必ずしもこのような問題

に取り組む必要を十分に認識している開発途上国は多いとは思われず 25，まずは，問題提

起をして必要性を認めてもらうところから始める必要があるだろう。社会的脆弱層への

配慮を怠ることが国全体に重大な影響を及ぼすことを示すことは必要だろう 26。また，差

別禁止を訴えたり，社会的脆弱層への情報提供をしたりしている法務省など日本政府の

取り組みを紹介することも一案である 27。

また，パンデミックに対応するための緊急事態措置や市民に対する監視体制に対して

は，市民のエンパワーメントが必要であろう。そのためには，政府の意思決定への市民

の参加，政府による情報公開などの透明性の確保，政策に対する説明責任の確保が必要

18　The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies (2020 年 4 月 ), “Justice for All and the Public Health 
Emergency”8 頁 , https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_1e8d8e91cfec4098b7b2
6db9cd296d30.pdf
19　The Economist (2020 年 4 月 11 日 ),“Covid-19 exposes America’s racial health gap”, https://www.economist.
com/united-states/2020/04/11/covid-19-exposes-americas-racial-health-gap
20　The Economist (2020 年 4 月 22 日 ),“Domestic violence has increased during coronavirus lockdowns”, https://
www.economist.com/graphic-detail/2020/04/22/domestic-violence-has-increased-during-coronavirus-lockdowns
21　共同通信社（2020 年 4 月 28 日），「コロナで非正規労働者 26 万人減」，https://this.kiji.is/627806036332233
825?c=39550187727945729
22　The Economist (2020 年 4 月 25 日 ),“The Gulf states should take better care of their migrant workers”, https://
www.economist.com/leaders/2020/04/25/the-gulf-states-should-take-better-care-of-their-migrant-workers, 
23　ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク（2020 年 4 月），「新型コロナウイルス感染症拡大の人権への
影響と企業活動における対応上の留意点（第１版）」，https://ea219aa4-d320-4dde-9856-9733561c7aeb.filesusr.
com/ugd/875934_2bcd2cfe612a40c5b41b34aaf9a2cc20.pdf
24　United Nations (2020 年 4 月 ), “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together”, https://www.
un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf; USAID (2020 年 4
月 ), “COVID-19: DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND GOVERNANCE ISSUES AND POTENTIAL USAID 
RESPONSES”, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/COVID_USAID-DRG-Issues-and-
Potential-Responses.pdf
25　例えば，ミャンマーでは，コロナ対策として COVID-19 Economic Relief Plan（https://www.moi.gov.mm/
moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511）という経済政策は出されているが，社会的脆弱層に対する社会福祉
政策に関しては出されていないようである。
26　日本経済新聞（2020 年 5 月 6 日），「シンガポール，コロナ感染 2 万人超　外国人寮で「3 密」」，https://
www.nikkei.com/article/DGXMZO58795130W0A500C2EAF000/?n_cid=SPTMG002
27　法務省「新型コロナウイルス感染症に関連して －不当な差別や偏見をなくしましょう－」，http://www.
moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
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である。もっとも，開発途上国にこれらの政策の必要性を認識してもらうのは，一筋縄

ではいかないと思われる。これらの政策が持続可能な開発目標（Sustainable Develop-

ment Goals）のターゲット 16.6 及び 16.7 に含まれていることは説得材料の一つになる

と思われるが，まずは，議論を始めることが重要だと思われる。

もっとも上記のような提案は，プロジェクトのカウンターパートや活動内容といった

プロジェクト枠組み，技術協力の枠組みを越えるところもあるため，現地大使館や JICA

事務所などの理解を得ながら，あるいは他の技術協力プロジェクトなどと連携して実施

する必要がある。

(b) 現行プロジェクトの将来の活動に関する提案

コロナの影響によって短期的にプロジェクト活動が停滞することも考えられるので，こ

のような期間に 2，3 年先の将来の活動について考え，カウンターパートと議論すること

も有用だと思われる。例えば，ミャンマーでは，昨年，知財 4 法が成立し，今年は，こ

れらの法律の施行が予定され，来年には知財事件などを扱う商業裁判所の設立が計画さ

れている。また，これらの法律の施行や商業裁判所の設立に合わせ，裁判官などに対し

ては，十分な研修がプロジェクトからも行われる予定である。他方，ミャンマーには日

本のような弁理士資格は存在せず，また，商業裁判所の代理人資格についても議論が行

われていない。商業裁判所が成功するためには，代理人などの関係者が十分なスキルを

有していることが必要とされている 28。そこで，このような機会に，商標等の登録申請か

ら商業裁判所での代理を広くカバーする人材の育成及びそのような人材に関する資格制

度について最高裁などと議論をすることを考えている。実現可能性はひとまず置くとし

て，現時点でカウンターパートに問題意識を伝え，議論しておくことは，将来の活動を

考えるうえでも有用だと思われる。

４．おわりに

以上のように本稿では，暫定的ではあるが，コロナ危機における法整備支援のあり方を

検討してきた。専門家の帰国などにより，活動を制約する要素もあるが，ICT 技術を賢く

活用することによって十分な活動を続けることは，可能ではないかと思われる。また，コ

ロナ危機は，持続可能な開発目標が提唱する「No one will be left behind ―誰一人取り

残さない」というスローガンの実現にとっても，法整備支援が目指している法の支配の確

立にとっても，長期に渡って深刻な影響を及ぼしそうである。全体主義に基づく監視社会，

ナショナリスト的な考え方に基づく孤立主義に警鐘が鳴らされているが 29，法整備支援を含

む開発協力は，「一人ひとりの権利が保障され，人々が安心して経済社会活動に従事し，社

会が公正かつ安定的に運営されることが不可欠」であることを前提に，「自由，民主主義，

28　The World Bank（2016 年 ）, “Good Practices for Courts : Helpful Elements for Good Court Performance and 
the World Bank’s Quality of Judicial Process Indicators”10 頁 , https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/25101/108234.pdf?sequence=4&isAllowed=y
29　Yuval Noah Harari (Financial Times, 2020 年 3 月 20 日 ),“the world after coronavirus”, https://www.ft.com/
content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
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基本的人権の尊重，法の支配といった普遍的価値の共有」を国際社会と協力して実施して

いく必要があることはいうまでもない 30。

本稿で示したとおり，この危機下においても，法整備支援として実行できることは多岐

に渡っているし，ここで触れることができなかったものも多くあるだろう。コロナ危機の

状況は，流動的であり，予断を許さないが，このような未曾有の危機は，世の中の仕組み

を変革する契機にもなりうるだろう。筆者は，法整備支援の関係者との間で，今後の支援

のあり方について議論し，よりよい法整備支援を作り上げていきたいと願っている。本稿

がその一助となれば幸いである。

30　開発協力大綱（2015 年）5 頁，https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072774.pdf
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外国法制・実務

ベトナム弁護士職務倫理規程の改正と 
ＪＩＣＡプロジェクトの協力

JICA長期派遣専門家，弁護士

枝　川　充　志 1

１　はじめに

（１）２００９年５月に設立されたベトナム弁護士連合会（以下「ＶＢＦ」という。）は，

２０１１年に初の「ベトナム弁護士職務倫理規程」（以下「旧倫理規程」という。）2 を制定

した 3。

ＶＢＦ設立の根拠となる２００６年制定の弁護士法５条には「弁護士業務の原則」とし

て「ベトナム弁護士職務倫理規程の遵守」（同条２項）が規定されている。また同法６５

条３項には，ＶＢＦの任務として「ベトナム弁護士職務倫理規程の作成」が掲げられて

いる。このような規定を根拠として旧倫理規程が制定された 4。

２０１８年に入りＶＢＦでは，弁護士人口の増加 5 や社会経済の発展，弁護士をめぐる

法的サービスにまつわるトラブルを巡り，旧倫理規程の改定が最重要課題として指摘さ

れるに至った。何よりベトナムにおける弁護士の社会的地位が高まり，その挙動に注目

が集まってきたこともまた背景にあるといえよう。

（２）このような中，ＪＩＣＡ「２０２０年を目標とする法・司法改革プロジェクト」（以下「プ

ロジェクト」という。）は，改訂されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）6

及びＶＢＦの要請に応じ，２０１８年から２０１９年の約２年をかけて日本弁護士連合会

の協力を得ながら旧倫理規程の改定に協力した。

そして２０１９年１２月１３日，旧倫理規程の改定版である「ベトナム弁護士職務倫

1　 「2020 年を目標とする法・司法改革プロジェクト」派遣専門家。本稿のうち意見に渉る部分は私見であり，
筆者の所属する団体や同プロジェクトの見解でないことを申し添える。
2　　ベトナム語は「Quy tắc Ðạo dức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư」である。漢字を当てると「Quy tắc（【規則】
≒規程） Ðạo dức（【道徳】⇒道徳≒倫理） và（及び） Ứng xử （【応処】⇒状況に応じて対処する）nghề nghiệp（【藝
業】⇒職業） luật sư（【律師】⇒弁護士）」である。直訳すると「ベトナム弁護士業の倫理及び適切対応規程」
となる。【　】内の漢字及び「⇒」における日本語は「川本邦衛編「詳解ベトナム語辞典」（株）大修館書店，
2011 年」を参照した。「≒」の後の日本語は，文脈に応じて筆者が訳出したものである。
3　 https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_56.pdf　参照。「JICA　ベトナム弁
護士職務倫理」で検索可。新倫理規程の翻訳も同ページに掲載予定である（2020 年 4 月 28 日現在）。
4　 なお，ベトナムでは，2018 年 7 月 4 日付けで「裁判官職務倫理規程集（87/QĐ-HĐTC）」が制定されてい
る（BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN）。検察官についても制定が予定されているよ
うである（2020 年 4 月現在）。
5　 旧倫理規程が制定された 2011 年当時の弁護士の人数は 6,723 名であるが，2017 年までに 1 万 1,942 名と
なり，概ね倍増している。人数の変化や VBF の発展の軌跡については，ICDNEWS「ベトナム弁護士連合
会 10 年間の発展の軌跡（2009 年－ 2019 年）（仮訳）（第 82 号 2020 年 3 月号）」参照のこと。同 11 頁に人
数の記載がある。
6　 改訂 PDM については，ICDNEWS「プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂」（第 78 号 
2019 年 3 月号）にあるサブ・プロジェクトの成果 2 － d 参照（8 頁）
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理規程集」7（以下「新倫理規程」という。）がＶＢＦの全国弁護士評議会において承認・発

行されるに至った。

そこで本稿では，新倫理規程の概要及び日本側の協力内容について報告を行うもので

ある。

２　新倫理規程の内容

（１）経緯

ア　ＶＢＦの起草過程

ＶＢＦは２０１８年７月から改定草案の検討を開始した。ＶＢＦ内に旧倫理規程改定

に係る起草チームを設置し，旧倫理規程制定に携わったグエン・ミン・タム（Mr. Nguyễn 

Minh Tâm）弁護士をヘッドにして起草案の作成作業が進められた。

起草作業は旧倫理規程を逐条で検討し，起草チームのメンバーが改定案を持ち寄り議論

を進めた。この過程でハノイやホーチミン市を中心に，改定案のドラフトについて意見

聴取，つまり公聴会を開催し意見を募った。また全国６３の弁護士会にもドラフトを送り，

意見を求め，集約を図った。

このような作業を第一次ドラフトから第七次ドラフトまでの累次のドラフト起草段階

で行い，ＶＢＦ内部で検討を重ねた。またこの過程で，アメリカや日本等の倫理規程が

参考にされた。

イ　プロジェクトの協力

プロジェクトの協力としては，起草チームの第１回会合や各ドラフト段階での意見聴

取会の開催や，同会に出席し意見を述べるなどして関与した。また第三次・第四次ドラ

フトの段階でコメントを提出し，第七次の段階でも意見を述べた。

その内容は，大要，規定間の重複についての指摘や，弁護士法ですでに規定されている

行為（法９条「禁止される行為」，２５条「情報の秘密厳守」，２６条「法律サービス契

約に基づく法律サービスの実施」等）と調整がなされていないと思われる条項に対する

指摘，さらに利益相反の規定を網羅的に規定しようとしていることについて，ガイドラ

インや解説書等を作成し最小限の規定に留めるべきとの指摘，加えて「権利を持つ」と

の表現について，内規で「権利」を定めることはできないといった指摘などを，内容によっ

ては繰り返し行った。

また２０１８年度（２０１９年１月実施）の本邦研修 8 において，日弁連の弁護士職務

基本規程（以下，便宜上「倫理規程」という。）の制定・整備に長く関与している髙中正

彦弁護士や谷眞人弁護士の協力を得た。髙中弁護士からは日本の倫理規程の概要と近時

の動向を，谷弁護士からはベトナムの倫理規程第三次ドラフト（当時）についてコメン

7　 新倫理規程は，上記注１の名称に「BỘ（集）」という言葉が付加された。そのため「ベトナム弁護士職務
倫理規程集」としている。
8　 この本邦研修には，VBF のティン会長の他，起草チームのヘッドであるグエン・ミン・タム弁護士も参
加した。
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トを得るとともに，両弁護士からそれぞれ日弁連が作成した解説書の意義や作成方法，

その構成，活用方法について説明がなされた 9。日弁連の「解説　弁護士職務基本規程　第

３版」については，その後，日弁連の許諾を得て越語に翻訳しＶＢＦに提供している。

ウ　他団体の協力

なお，２０１８年以降の過程で，２０１９年１月にはホーチミン市でＩＢＡ（国際法

曹協会）による倫理規程のセミナーが，同年１０月にはＥＵ　ＪＵＬＥプロジェクト 10 の

ファンドによりＵＮＤＰがハノイで同様のセミナーを開催していた。

（２）内容

旧倫理規程は全６章・２７の規則からなっていた。これに対し新倫理規程は全６章・

３２の規則からなる。第一次ドラフト段階では４３の規則からなり，各規則の中に多くの

規定が盛り込まれていた。そのため「規定が多すぎて徹底されない」「遵守されない」と

の指摘がなされていた。

この点については「細かく規定しないと規律が保てない」との指摘があったのに対し，

逆に「細かく規定しすぎると弁護士の自由な活動を阻害する」「あらゆることまで規定し

なければならないが不可能である。むしろ諸外国のようにガイドラインや解説書を作成

すべき」との議論がなされていた（ちなみに参照された日弁連の倫理規程は解釈指針ま

で含めると１３章８２条からなる。このような条文数の違いは，ＶＢＦの規程と異なり，

日弁連の規程に刑事弁護，組織内弁護士，共同事務所，弁護士法人に関する規程が設け

られていることに起因する。）。

新旧規定について，目次だけを比較すると次のとおりとなる。

旧倫理規程	 新倫理規程

前書	 前書

第一章　総則規則１　正義及び法治国家の擁護規則２　独立，誠実，客観的事実の尊重規則

３　依頼者の利益を第一に擁護すること規則４　無料法律相談の実施規則５　社会の信用に

ふさわしいこと	 第一章　総則規則１　弁護士の使命規則２　独立，誠実，客観的事実

の尊重規則３　名誉・威信の維持及び弁護士の伝統の発揮規則４　公共活動への参加

9　 この内容については，拙稿 ICDNEWS「第 10 回ベトナム弁護士連合会本邦研修の概要」（第 78 号　2019
年 3 月号）82 乃至 84 ページを参照のこと。
10　 EU による法司法分野のプロジェクト（2018 年～ 2020 年。延長予定との話もある）。「JULE」とは，「Justice 
and Legal Empowerment Programme in Vietnam」の略称である。

4

旧倫理規程 新倫理規程

前書 前書

第一章　総則

規則１	 正義及び法治国家の擁護

規則２	 独立，誠実，客観的事実の尊重

規則３	 依頼者の利益を第一に擁護する

こと

規則４	 無料法律扶助の実施

規則５	 社会の信用にふさわしいこと

第一章　総則

規則１	 弁護士の使命

規則２	 独立，誠実，客観的事実の尊重

規則３	 名誉・威信の維持及び弁護士の

伝統の発揮

規則４	 公共活動への参加

））82 乃至 84 ページを参照のこと。



17ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

第二章　依頼者との関係規則６　依頼者の業務 11 の引受規則７　報酬規則８　依頼者の業務

の実施規則９　依頼者の業務の引受及び実施の拒否規則 10　一方的法律業務終了規則 11　

利益衝突 12 の解決規則 12　情報の秘密保持規則 13　依頼者の不服申立の受領規則 14	依頼

者との関係において弁護士が行うことができない業務	 第二章　依頼者との関係

　第１節　基本原則

　規則５　依頼者の合法的権利・利益の最善の保護

　規則６　依頼者の尊重

　規則７　秘密情報の保持

　規則８　報酬

　規則９　依頼者との関係において弁護士が行い得ない行為

　第２節　事件の受任

　規則 10　依頼者からの事件受任

　規則 11	弁護士が依頼者の事件受任を拒否しなければならない場合

　第３節　事件の処理

　規則 12　依頼者の事件処理

　規則 13	依頼者の事件処理の継続の拒　　　　　　　否

　規則 14　弁護士が法律サービス契約の履行を一方的に終了する際の解決

　規則 15　利益相反

　第４節　事件の終了

　規則 16　事件処理結果の通知

11　 「業務」と訳出されているベトナム語は「vụ việc」である。新倫理規程ではこれを，日弁連の倫理規程を
参考に「事件」と訳出した。なお，注１で掲載した「詳解ベトナム語辞典」では「公けの仕事，行政機関
の事務」とされている。
12　 「利益衝突」と訳出されているベトナム語は「xung đột về lợi ích」である。新倫理規程ではこれを，規定
の内容や日弁連の倫理規程を踏まえ「利益相反」と訳出した。細かく見ると「xung đột（衝突） về（について） 
lợi ích（利益）」となる。
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第二章　依頼者との関係

規則６ 依頼者の業務 11 の引受

規則７ 報酬

規則８ 依頼者の業務の実施

規則９ 依頼者の業務の引受及び実施の

拒否

規則 10 一方的法律業務終了

規則 11 利益衝突 12 の解決

規則 12 情報の秘密保持

規則 13 依頼者の不服申立の受領

規則 14 依頼者との関係において弁護士

が行うことができない業務

第二章　依頼者との関係

 第１節　基本原則

規則５ 依頼者の合法的権利・利益の最

善の保護

規則６ 依頼者の尊重

規則７ 秘密情報の保持

規則８ 報酬

規則９ 依頼者との関係において弁護士

が行い得ない行為

 第２節　事件の受任

規則 10 依頼者からの事件受任

規則 11 弁護士が依頼者の事件受任を拒

否しなければならない場合

 第３節　事件の処理

規則 12 依頼者の事件処理

規則 13 依頼者の事件処理の継続の拒否

規則 14 弁護士が法律サービス契約の履

行を一方的に終了する際の解決

規則 15 利益相反

 第４節　事件の終了

規則 16 事件処理結果の通知
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第三章　同業者 13 との関係規則 15　弁護士界の名誉，威信の擁護規則 16　同業者の尊重及

び協働規則17弁護士界における同業者への　　　　　　情 14規則18　職業競争規則19　同

業者との権利，利益の紛争が生じた時の適切な対応 15 規則 20　同業者との関係において弁護

士が行ってはいけないこと規則 21　弁護士と弁護士の社会・職業組織及び弁護士営業組織

との関係規則 22　弁護士修習性との関係	 第三章　他の弁護士との関係規則 17　他の弁護

士への情規則 18　他の弁護士の尊重と協働規則 19　職業競争規則 20		他の弁護士と権利・

利益の紛争がある時の対応規則 21		他の弁護士との関係で弁護士が行い得ない行為規則 22　

弁護士営業組織における弁護士の振る舞い規則 23　個人資格で業務を行う弁護士の振る舞

い規則 24　弁護士実務修習生との関係規則 25　弁護士と弁護士の社会・職業組織との関係

第四章　訴訟進行機関との関係規則 23　訴訟進行機関との関係における弁護士の適切な対

応規則 24　訴訟進行機関 16 との関係において弁護士が行えないこと	 第四章　訴訟進行

機関・訴訟進行人との関係規則 26　訴訟参加における一般原則規則 27　公判期日における

振る舞い規則 28　訴訟進行機関，訴訟進行人との関係において弁護士が行い得ない行為

第五章　その他の国家機関との関係規則 25　その他国家機関との関係における弁護士の適

切な対応	 第五章　他の国家機関・組織・個人との関係規則 29　他の国家機関との関係

における弁護士の振る舞い規則 30　他の組織・個人との関係における振る舞い　

第六章　その他の規則規則 26　マスメディアとの関係規則 27　広告	 第六章　他の規則

規則 31　情報，通信規則 32　広告

13　 「同業者」と訳出されているベトナム語は「đồng nghiệp」である。新倫理規程ではこれを，日弁連の倫理
規程を参考に「他の弁護士」と訳出した。
14　 「情」と訳出されているベトナム語は「tình」である。「情」「思いやる心」「情け」といった意味がある。
15　 「対応」と訳出されているベトナム語は「ứng xử」である。注１で記載したとおり，「状況に応じて対処する」
という意味合いになる。「対応」「素行」「言動」「行儀」「所作」といった訳が当てはまるが，結局，弁護士
が場面・場面でどう立ち振るうかが問われている考え，新倫理規程では「振る舞い」と訳出した。
16　 「訴訟進行機関」は，他の翻訳において「訴訟執行機関」と訳されている場合がある。ベトナム語は「cơ 
quan tiến hành tố tụng」である。

6

第三章　同業者 13 との関係

規則 15	 弁護士界の名誉，威信の擁護

規則 16	 同業者の尊重及び協働

規則 17	 弁護士界における同業者への

情 14

規則 18	 職業競争

規則 19	 同業者との権利，利益の紛争が

生じた時の適切な対応 15

規則 20	 同業者との関係において弁護士

が行ってはいけないこと

規則 21	 弁護士と弁護士の社会・職業組

織及び弁護士営業組織との関係

規則 22	 弁護士修習性との関係

第三章　他の弁護士との関係

規則 17	 他の弁護士への情

規則 18	 他の弁護士の尊重と協働

規則 19	 職業競争

規則 20	 他の弁護士と権利・利益の紛争

がある時の対応

規則 21	 他の弁護士との関係で弁護士が

行い得ない行為

規則 22	 弁護士営業組織における弁護士

の振る舞い

規則 23	 個人資格で業務を行う弁護士の

振る舞い

規則 24	 弁護士実務修習生との関係

規則 25	 弁護士と弁護士の社会・職業組

織との関係

第四章　訴訟進行機関 16 との関係

規則 23	 訴訟進行機関との関係における

弁護士の適切な対応

規則 24	 訴訟進行機関との関係において

弁護士が行えないこと

第四章　訴訟進行機関・訴訟進行人との関係

規則 26	 訴訟参加における一般原則

規則 27	 公判期日における振る舞い

規則 28	 訴訟進行機関，訴訟進行人との

関係において弁護士が行い得な

い行為

第五章　その他の国家機関との関係

規則 25	 その他国家機関との関係におけ

る弁護士の適切な対応

第五章　他の国家機関・組織・個人との関係

規則 29	 他の国家機関との関係における

弁護士の振る舞い

規則 30	 他の組織・個人との関係におけ

る振る舞い

第六章　その他の規則

規則 26	 マスメディアとの関係

規則 27	 広告

第六章　他の規則

規則 31	 情報，通信

規則 32	 広告
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左が旧倫理規程の小冊子，右が新倫理規程の小冊子

（３）特徴

ア　新倫理規程の大きな特徴としてはまず，「第二章　依頼者との関係」を整備した点にあ

る。これは紛議の中で多いのが依頼者との関係だからである。特に報酬を巡る争いが多い

とされている。

従前は，依頼者との関係で想定される問題を網羅的に規定していた。新倫理規程では「基

本原則」を立てた上で，事件のライフサイクルにあわせ「事件の受任」「事件の処理」「事

件の終了」との整理を行った。この整理の仕方は日弁連の倫理規程の項目立て（「通則」「職

務を行い得ない事件の規律」「事件の受任時における規律」「事件の処理における規律」「事

件の終了時における規律」）を参照している。

また日本でもよく問題となる依頼者との委任契約書の締結について，ベトナムでいう

「法律サービス契約」17 の締結が明記された（新倫理規程規則１０の５項）。弁護士法にも

書面による法律サービス契約の締結条項はあるが（弁護士法２６条），締結義務までは記

載がない。依頼者との契約，特に報酬を巡る紛争を回避する上で行為規範として明記さ

れたのは大きい。

さらに利益相反（新倫理規程規則１５）については，どこまで細かく定めるべきかに

ついて最後まで議論がなされた。特に，規定内容を見た場合に具体的にどのようなケー

スが想定されるのか，また規定が想定している行為が現実的に起こりうるのかが議論さ

れた。この点については，包括的な規定であるのはやむを得ず，最終的には日弁連の解

説書を参考にガイドラインを作成することで議論の収束が図られた。そして規定の仕方

17　 「法律サービス契約」はベトナム語で「hợp đồng dịch vụ pháp lý」である。
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として，定義，解決方法，どのような場合が利益相反に該当するかという形で規定内容

が整理された。また利益相反が解除される場合についても規定された。この内容及び整

理の仕方についても，日弁連の倫理規程が参照されている。

イ　もう一つ大きな特徴は，他の弁護士との関係や，裁判所や検察院等の訴訟進行機関と

の関係に関する規定の整理である。このことは，弁護士の役割や地位が大きくなるにつれ

て，その振る舞いが注目を浴びてくるようになったこととも関連している。刑事弁護にお

いて指定弁護人 18（日本でいう国選弁護人）になっているのに連絡もせず出廷しない，弁護

人が勝手に法廷から出ていく，裁判官や検察官に罵声を浴びせる，他に裁判に関連する事

項についてＳＮＳで根拠のない言動を行う，といったことがＶＢＦ内で問題視されていた

ようである。

旧倫理規程では，訴訟進行機関との関係での禁止行為を列挙していた。しかし，これ

では網羅できず，規定するのに限界がある。新倫理規程では規定を最小限に留めるべく，

原則を定め（新倫理規程規則２６），あるべき行為を規定し整理を図った。

これらの内容については日本ではあまり議論されていない点である。ベトナム弁護士

特有の行為規範と言えよう。

（４）課題及び今後

ア　いうまでもなく，規程を改定すればそれで終わりではない。内容の周知と違反した場

合の懲戒処分を実効的に行うことが重要となる。懲戒処分については，抜本的な改正では

ないものの，並行して行われている定款の改定作業の中で検討されている。

イ　他方，周知について，新倫理規程の制定を受け２０２０年度はその解説書を作成する

ことが予定されている 19。

その作業の参考用に前述した日弁連の「解説　弁護士職務基本規程」を越語に翻訳し，

すでにＶＢＦに提供済みである。同解説書は，概ね，条文の趣旨・沿革，条文の文言の意義，

違反事例について，条文ごとに解説がなされている。

誤解を恐れずに言えば，ベトナムでは解説書の類は条文を書き連ねているものが多い

という印象を持つ。法律の場合，解釈権の問題と絡み，趣旨や文言の意義を措定するの

は難しいのかもしれない。しかし新倫理規程は内規にすぎない。そのためＶＢＦ独自の

解説書を作成することは可能と考える。

また様々な行為態様が想定されることから，利益相反に言及した際に記載したように，

網羅的な規定を置くことはできない。ゆえにこのような規定の趣旨や文言の意義，事例

を記載した解説書の役割は不可欠である。日本において弁護士や弁護士会の懲戒委員会

は，具体的な事件において倫理規程違反か否かを検討するに当たり，同解説書を参考に

している。このように解説書は実務上不可欠なものと考える。

ウ　また同時に，研修においても解説書の存在は意味を持つ。現在，ＶＢＦでは倫理規程

の研修が毎年全国的に行われている。これは例えば，ダナン市などに周辺弁護士会の弁

18　 2015 年ベトナム刑事訴訟法 76 条。 
19　 2020 年 4 月末現在，COVID-19 の影響を受けその作業は一旦止まっている。
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護士を集めて，大きな会場で実施する方式で行われている。その内容は事例問題 20 を中心

に 21，ＶＢＦの講師がその事例問題について参加者に質問し答えさせるというやり方であ

る。議論が白熱する場合もある。日本でも想定される事例がいくつも指摘されるので興味

深い。

しかし議論の仕方で特徴的なのは，当該事案の問題点及び結論を答えることになっては

いるものの，たとえば当該事案が倫理規程のどの規則の問題で，当該規則の何に違反す

るのか，という思考を辿らないことである。また守秘義務や利益相反などの事例で典型

的にあらわれる，その規定の趣旨目的を紐解かないと考えられない事例においても，必

ずしもそのような思考経過を辿らない。問題となる事例を倫理規程に網羅的に規定せよ，

という意見が出る所以である。

こうした中，解説書が規定の趣旨目的から解説するような内容となれば，これら議論

を導入する一助になると思われる。

３　最後に

ＶＢＦの発展や組織形成の過程で中心においている組織的課題は，社会や市民との間の

信頼の確保である。そのための手段として信頼される行為規範を確立し実践する必要があ

ることは，ＶＢＦの幹部も痛感している。その一助となるのがまさに倫理規程である。こ

のことは，起草過程の中でもＶＢＦのティン会長が強調していた。

もちろん，これを改定したからといってただちに信頼が確立されるわけではない。時間

のかかる試みであるが，研修や懲戒事例の蓄積を通じ，新倫理規程の浸透を図っていく必

要がある。まずは解説書の作成が急務であるところ，必要な協力を行っていきたい。

20　 「依頼者」との関係における事例問題として，VBF から次のような問題が参加者に提示される。
「依頼者と契約した後に，弁護士 M はその依頼者の血縁のある兄から電話を受け，弟（妹）である依頼者
の事件について意見交換するために弁護士に会いたいということであった。続けて，その人（依頼者の兄）
は弁護士 M に対して，依頼者を助けて下さい，もし勝訴したら弁護士は賞賛に値すると述べた。同人は弁
護士に対して，当該事件の解決のために再び裁判所に行く時には車を貸します，と言い，もし弁護士が金
銭に関し何か困ったことがあったら快く援助することを約束した。この場合において，弁護士はどのよう
に対処するか？」（私の前任者である塚原正典専門家（弁護士）が仮訳したものをもとに多少日本語を修正
した。）
21　 そもそも弁護士になるための最終試験において「弁護士倫理」は試験科目となっている。この点は拙稿
ICDNEWS「ベトナム弁護士及びベトナム弁護士連合会の概要」（第 76 号，2018 年 9 月号）44 ページ参照。
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ラオスにおける弁護士制度の概要と現状

ＪＩＣＡラオス長期派遣専門家

弁護士　入　江　克　典

本稿は，ラオスにおける弁護士制度の概要として，執筆現在（２０２０年４月末）の状

況を踏まえ，①弁護士会の沿革，②弁護士会の組織，③弁護士関係法令，④弁護士になる

ための要件，⑤訴訟制度における弁護士の役割，⑥法律扶助における弁護士の役割，⑦国

際機関等による弁護士・弁護士会に対する支援について整理するとともに，⑧ラオス弁護士・

弁護士会の課題を考察するものである。

第１　ラオス弁護士会の沿革 1

ラオス弁護士会（Lao Bar Association：ＬＢＡ）は，１９８９年３月３０日付弁護士に

関する政府決定（２４号／政府）に基づき，同日付で設立された（弁護士法７３条参照）。

それ以前に，ラオス（人民民主共和国）に弁護士制度は存在しない 2。

翌１９９０年５月３０日，司法大臣が，司法大臣令（１３４号／司法省）を発布し，当

時の法律家４名を第一期の弁護士として任命し 3，同弁護士らに対し，ヴィエンチャン首都弁

護士グループを設立するように命じた。

続けて，１９９１年７月２２日，司法大臣が，司法大臣令（１６６号／司法省）を発布し，

新たな弁護士を任命した結果，上記グループは，２１名の弁護士（１１名の見習い弁護士

を含む）が所属する組織となった。同年８月９日の第１回弁護士総会では，会長，副会長

を含む経営委員会委員３名と，監査委員会委員３名が選任されている。

１９９６年になると，ラオス弁護士会の組織及び業務に関する首相令（６４号／首相）

に従い，司法大臣は，司法大臣令（３５５号／司法省（１９９６年）・１５３号／司法省

（１９９７年））を発布し，２９人の弁護士を新たに選任したうえ，上記弁護士グループに

対し，ラオス弁護士会との名称を付与した。

その後，２０１１年１２月２１日に，初めての弁護士法（１０号／国会）が成立し，上

記首相令（６４号）や関連する規則に代わるものとなった。同法は，２０１６年１１月９

日に改正された（０６号／国会）。

２０１９年３月３０日，ラオス弁護士会設立３０周年を祝う式典が国際会議場において

大々的に開催され，司法大臣をはじめ，法・司法関係者が一斉に集い，弁護士会の３０周

年を祝した。

1　 「 ラ オ ス 弁 護 士 会 」（ 設 立 ３ ０ 周 年 資 料 ），The International Conference on “Access to Justice in 
Asia”( ２０１４年２月１０日・１１日 ) における Information Sheet-Lao PDR などを参照。なお，ラオ
ス弁護士会の活動は，現在，主としてフェイスブックにより広報されている（https://www.facebook.com/
LaoBarAssociation/）。
2　 フランス植民地時代には，フランス人のみが弁護士となれる弁護士制度があった（柳原克哉「ヴィエト
ナムの弁護士制度について」ＩＣＤＮＥＷＳ第２号〔２００２年３月〕１５６頁）。
3　 本稿執筆現在，第一期弁護士の 4 名のうち 1 名のみ存命であり（ピワット氏），同氏は，弁護士会の相談
役（第２，１（９）ウ参照）を務めている。



23ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

第２　ラオス弁護士会の組織 4

１　組織体制

ラオス弁護士会は，①弁護士会会員，②弁護士総会，③経営委員会，④常任委員会，⑤

監査委員会，⑥弁護士会事務所，⑦県及び首都弁護士会事務所，⑧郡，特別区及び特別

市弁護士会ユニットの８要素により組織される（弁護士法３１条）。以下，順にみていく。

（１）弁護士会会員（弁護士法３２条・３３条，弁護士会内部規則２１条－２４条）

ア　弁護士会会員とは，弁護士会に登録した弁護士のことをいう。２０年以上弁護士登

録し，賞を受賞した弁護士会会員は，内部規則に従って名誉弁護士となる。弁護士会

会員の権利と役割として，弁護士総会への参加，弁護士会等が実施する研修への参加，

市民に対する広報と指導，市民への法律無償支援，弁護士会会費の支払等がある。

イ　２０１９年３月３０日時点において 5，ラオス弁護士会に所属する弁護士（会員）は，

２４３名（内女性は５９名）である。ラオス弁護士会設立以来所属した弁護士（会員）

の総数は，３１７名（内女性は６９名）であり，退会原因について，死亡が４１名（内

女性は 0 名），脱退が１２名（内女性は１名），除名が２１名（内女性は 9 名）である。

所属弁護士２４３名のうち，ヴィエンチャン首都に所属する弁護士が２１１名，それ

以外の地方に所属する弁護士が３２名である。

以上のとおり，弁護士の多数がヴィエンチャン首都に属し，地方に弁護士が行き届

いていないことから，弁護士の偏在が課題となっている。また，ヴィエンチャン首都事

務所に所属する弁護士を含め，弁護士業のみで生計を立てている弁護士は半数程度で

あり，それ以外の者は家業などで生計を立てている。現在の弁護士業務の中心は，企

業内弁護士として行うコンサルティング業務と公判活動である。弁護士会は，１０年

後の２０３０年には，弁護士（会員）が１０００人に達することを目指している。なお，

弁護士資格の取得の要件・手続については後述する。

（２）弁護士総会（弁護士法３５条・３６条，弁護士会内部規則２５条－２９条）

ア　弁護士総会とは，弁護士活動と組織に関する重要な問題を決定する弁護士会の最高

機関である。弁護士総会は，全弁護士会会員の半数が参加できる場合に開催される。

年に最低１回の開催が必須とされるほか，必要かつ緊急の場合は，経営委員会，監査

委員会ないし全弁護士会会員の 4 分の 1 以上の会員からの提議に従って，臨時総会を

いつでも開催することができる。

弁護士総会の権限と役割として，弁護士会の活動・経理報告の検討と承認，活動計

画と予算計画の承認，弁護士会内部規則等の検討と承認，経営委員会及び監査委員会

の一人ないし全員の任命解任，その他重要な問題の検討等がある。

4　 ラオス弁護士・弁護士会からの聴き取りの他，「ラオス弁護士会」（設立３０周年資料）・前掲脚注１，松
尾弘＝深沢瞳「ラオス民法関連法の実施状況に関する現地調査報告」（２０１６年４月２１日）などを参照。
5　 本稿執筆現在（２０２０年４月）までに，３０名程度，２０２０年２月前後に登録した新規弁護士が増
加していると思われる。
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イ　１９８９年の弁護士会設立以降に開催された弁護士総会のうち，弁護士会会長，副

会長，経営委員及び監査委員等の選任が行われた総会は，１９９１年８月９日に開催

された最初の総会のほか，１９９６年９月３０日総会，２００２年６月１４日総会，

２００６年３月２７日総会，２０１０年１月６日総会，２０１３年６月２７日総会及

び２０１５年１２月１６日総会の７回のみである。

（３）経営委員会（弁護士法３８条－４０条，弁護士会内部規則３０条－３６条）

ア　経営委員会とは，弁護士総会の開催から次回の開催に至るまで，弁護士総会に代わっ

て，弁護士会の業務の執行，調整等を行う機関であり，少なくとも３か月に１回は開

催される。

経営委員会の権限と役割として，弁護士総会の準備と招集の指導，弁護士会の活動

計画と予算計画の弁護士総会への提案，弁護士会内部規則等の弁護士総会への提案，

懲戒委員会の設置，監査委員会の提案に基づく弁護士の奨励又は懲戒処分，司法省へ

の定期的な活動報告等がある。

イ　現在，経営委員会は，２０１５年１２月１６日弁護士総会により選任された，弁護

士会会長１名，副会長３名及びその他経営委員４名の計７名によって構成されている。

（４）常任委員会（弁護士法４１－４３条，弁護士会内部規則３７条－３９条）

ア　常任委員会とは，弁護士会が決定した計画に従って，日常業務について管理する機

関である。個々の常任委員は経営委員会によって任命される。

常任委員会の権限と役割として，個々の弁護士活動の指導・監督・監視，弁護士会

の活動及び財政計画の立案，弁護士養成制度，弁護士倫理，弁護士会内部規則等の改

訂の経営委員会に対する提案等がある。

イ　現在，常任委員会は，２０１５年１２月１６日弁護士総会により選任された，弁護

士会会長・副会長等経営委員７名を含む計２１名の常任委員によって構成されている。

（５）監査委員会（弁護士法４４条－４６条，弁護士会内部規則４０条－４７条）

ア　監査委員会とは，経営委員会，常任委員会，弁護士会及び弁護士の活動を監視監督

する任務を負う機関である。監査委員の任期は５年であり，弁護士総会により任免が

行われる。

監査委員会には，経営委員会に対し，問題事項の決定，弁護士会及び弁護士に対す

る支援及び処罰を求め，弁護士総会に対し，監査結果を報告し，問題事項の改善及び

解決を提案する等の権限があるものとされている。

イ　現在，監査委員会は，２０１５年１２月１６日弁護士総会により選任された，３名

の監査委員によって構成されている（常任委員との兼任はない）。

（６）弁護士会事務所（弁護士法４７条・４８条，弁護士会内部規則５３条）

ア　弁護士会事務所とは，常任委員会を支援し，弁護士会と弁護士の国内活動に関する

日常業務を管理する組織である。

イ　弁護士会事務所は，ヴィエンチャン首都裁判所４階の一部を賃借し，執務室及び会

議室等を置いている。賃料や光熱費等は弁護士会負担となっているとのことである。
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（７）県・首都弁護士会事務所（弁護士法４９条・５０条，弁護士会内部規則６３条－６５条）

ア　県及び首都弁護士会事務所は，県及び首都の弁護士会活動及び個々の弁護士活動に

関する日常業務を管理する組織である。

イ　現在，ヴィエンチャン首都及び８県（ルアンパバーン県，シェンクワン県，ヴィエ

ンチャン県，カムムアン県，サワンナケート県，チャンパサック県，サラワン県及び

ウドムサイ県）に弁護士会事務所を設置している。弁護士会は，残り９県を含む全県

に事務所を設置することを課題としている。なお，県及び首都の弁護士会事務所は，

地方単位会という構成ではなく，あくまでラオス弁護士会の一要素である。

（８）郡・特別区・特別市弁護士会ユニット（弁護士法５１条・５２条，弁護士会内部規則

６３条－６５条）

ア　弁護士会ユニットは，郡，特別区及び特別市に設立された管轄内の弁護士の活動を

管理する組織である。

イ　現在，ヴィエンチャン首都内全９郡に弁護士会ユニットが設置されている。ヴィエ

ンチャン首都以外の県に属する郡及び特別区・特別市における弁護士会ユニットは存

在しない。

（９）その他（弁護士法に規定がないもの）

ア　懲戒委員会（弁護士会内部規則４８条－５２条）

懲戒委員会は，個人または組織より特定の弁護士に対する不服が申し立てられた場

合に，経営委員会の提案により弁護士会会長が任命する非常任の合議体であり，その

者の懲戒処分を判断する。同委員会は５名の委員で構成され，弁護士及び弁護士でな

い者も含まれる。

懲戒委員になるためには，弁護士である場合，１０年以上の登録があること，懲戒

処分を受けたことがないこと，他の弁護士から信頼を受けていることが必要であり，

他方，弁護士でない場合は，経験豊富な法律家であること，社会から信頼されている

ことが必要である。

イ　弁護士会関連補助体制（弁護士会内部規則５３条－６２条）

弁護士会関連補助体制として，弁護士法に規定がある弁護士会事務所（前述）のほか，

弁護士会の業務を補助する部門が置かれている。具体的には，組織及び政策部門（５４

条），国家機関及び民間機関連携部門（５５条），社会組織及び活動部門（５６条），法

律部門（５７条），計画経理部門（５８条），普及啓蒙部門（５９条），弁護士職務開発

部門（６０条），国際協力部門（６１条）及び法律無償援助部門（６２条）が置かれ，

各部門の権利及び役割，部門員の構成などが規定されている。

ウ  相談役会

弁護士法及び弁護士会内部規則上規定はないが，相談役会が存在し，元司法省副大臣，

元最高人民検察院副長官など６名の弁護士が所属している。

２　強制加入制

司法大臣より任命を受けた弁護士は，弁護士会に登録して弁護士になることができ（弁



26

護士法１６条），弁護士登録を外した場合には弁護士を辞することとなる（１７条）。弁

護士会は，その公共性，倫理性から，組織面，運営面及び財務面で独立性が認められ（３

条１号，３０条），懲戒処分が認められるなど（８０条），自律的な規律により運営され

ている。

３　司法省等による監督・検査

（１）弁護士会は，前述のとおり，組織面，運営面及び財務面で独立性が認められると規定

される一方で（３条１号，３０条），司法セクター（司法省，県・首都司法局及び郡・特

別市司法事務所の司法促進部門）により弁護士活動を管理・監督される（６６条）。司法

省は，弁護士会と協力の上，弁護士に関わる戦略計画・方針の策定・実施，法律規則の草

案検討・公表，弁護士の任命・育成・除名，弁護士倫理規則の認可を行う等，広範な権限

と役割を有している（６７条）。

（２）また，司法セクター以外の機関（国民議会，県議会及びラオス国家開発戦線等）によ

る弁護士活動の検査も実施され（７０条２号），その方法は，事前通知を行うもののほか，

抜き打ち検査も可能とされている（７２条）。

４　予算

（１）弁護士会は，自らの独立した予算を有し，その財源は，弁護士会費の他，弁護士会会

員の資産の一部，研修料その他サービス料，国内外の組織等からの寄付とされている（７４

条）。その予算は，弁護士会の運営業務，各委員会の活動，総会の開催，職業訓練，福利

厚生などに使用される（７５条）。

（２）監査委員会による２０１９年３月３０日付財務報告によれば，弁護士会の年間予算は

２３１, ６８７, ５８０キープ（約２５, ０００ドル）である。また，現在の弁護士の年会費

は１５０万キープ（約１６５ドル）である 6。

第３　弁護士法及び弁護士・弁護士会関連規則

１　弁護士法（２０１６年０６号／国会）

弁護士法は，２０１１年１２月２１日（１０号／国会）に成立し，２０１６年１１月

９日に改正された。その内容は，第１編「総則」，第２編「弁護士」，第３編「弁護士職

業活動」，第４編「弁護士会」，第５編「法律企業体」，第６編「法律扶助基金」，第７編

「禁止事項」，第８編「弁護士活動の管理と監督」，第９編「弁護士会の設立日，予算，紋

章，印鑑」，第１０編「貢献に対する表彰及び違反に対する措置」及び第１１編「最終条項」

の全８２か条からなる。

第１編として，目的（１条），弁護士に関する国家の方針（４条），弁護士業務活動の

原則（５条）等が定められた後，第２編として，弁護士になるための要件・手続が定め

られている（後述第４参照）。第３編として，刑事訴訟への参加（１９条），民事訴訟へ

の参加（２１条），法律相談（２３条）などの弁護士業務が列挙され，第４編として，弁

6　 なお，弁護士登録前であり業務を実施できない「見習い弁護士」からも会費が徴収されているとのこと
である。
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護士会の組織体制が規定されている（前述第２，１参照）。第５編は，企業法に従った法

律業務の提供を業とする企業の設立及び外国人弁護士の業務活動に関する事項が規定さ

れている（５３－５９条）。第６編として，弁護士会が行う法律扶助に対して基金が設定

されることが規定され，第７編では，弁護士の禁止事項として，過度の能力喧伝，社会

的地位等に基づく差別，勝訴の約束，双方当事者の代理，守秘義務違反等が規定されて

いる（６３条）。第８編として，司法省等の機関が弁護士会の監督にあたること（前述第２，

３参照），第９編として，弁護士は，法廷での審理に際しては公式の制服を着用しなけれ

ばならないことなどが規定されている（７７条）。

２　弁護士会内部規則（２０１７年４７２号／司法省）

弁護士会内部規則は，２０１６年弁護士法に基づき，２０１７年５月１１日司法大臣

により発布された。第１編「総則」，第２編「弁護士」，第３編「法律業務の提供」，第４

編「弁護士会の組織体制」，第５編「法律企業体」，第６編「法律無償支援」，第７編「弁

護士会の財務経理」，第８編「弁護士カード及び制服」，第９編「弁護士会及び弁護士の

業務に関する原則及び方法」，第１０編「貢献に対する表彰及び違反に対する措置」及び

第１１編「最終条項」の全９８か条からなる。

第２編では，ラオス人弁護士，長期在留外国人弁護士，外国人弁護士及びラオス国弁

護士の定義，権利及び役割等について述べる。第３編で，弁護士は関係法令規則の定め

に従い法律業務を提供すること，法廷での弁護活動には委任状と弁護士会の許可が必要

であること等が定められている（１９条・２０条）。第４編で，弁護士法に定める組織体

制の詳細を規定し（前述第２，１参照），第６編で，法律扶助政令とは別の，弁護士会独

自の法律扶助活動について規定している（７１条－７３条）。第７編では，弁護士の財務

管理及び収支の費目に関して詳細が定められている（７４条－８９条）。第９編において

は，弁護士としての活動原則として（９２条），計画的な業務を行い，常に確認を怠らず，

報告を実施すること等が規定され，業務を遂行する方法として（９３条），民主的な方法

で方針を決定し，結果に対して責任を負うこと，関連法令規則及び党の方針に従うこと

などが規定されている。

３　弁護士倫理規則（２０１２年６３５号／司法省）

弁護士倫理規則は，２０１１年弁護士法に基づき，２０１２年１１月１２日に司法大臣

により発布された。第１編「倫理の目的及び意義」，第２編「顧客の保護及び支援」，第

３編「案件管理と顧客の財産」，第４編「弁護士報酬と案件移管」，第５編「関連機関と

の協力」，第６編「管理，検査及び禁止」，第７編「功績者への方針及び違反者への方策」

及び第８編「最終条項」の全２４か条からなる。

第２編では，弁護士業は自由業である（ことが本質である）とし（３条），案件受任（４条），

契約（５条），契約解除（６条），契約結果（の説明）（７条），顧客代理業務（８条）及

び守秘（９条）について規定している。第３編では，案件管理（１０条）として業務資

料の保管に関し詳述するとともに，顧客財産の保管（１１条）につき規定している。第

４編では，弁護士報酬（１２条）は顧客との契約に基づき請求することが規定されると
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ともに，他の弁護士への案件の移管又は顧客の移管（１３条）に際して，契約の定めの

ない限り移管を受けた弁護士が報酬を請求してはいけないことが規定されている。第５

編では，民事・刑事手続において警察及び司法セクターとの協力（１４条）を求めるべ

きとされるとともに，あらゆる場面において第三者との協力（１５条）が必要である旨

規定されている。第７編では，功績者への方針（１８条）として，倫理的に模範的な行

為をした弁護士に表彰等がされると規定される一方，違反者への方策（１９条）として，

再研修，行政罰，刑事罰等が課され得ることが規定されている。また，司法省，弁護士

会常任委員会又は監査委員会等に対する違反者への懲戒申立（２０条）の規定や，弁護

士会による倫理規則に違反した弁護士に対する懲戒処分（２１条）の規定が存在する。

第４　弁護士になるための要件・手続 7

１　弁護士になるためには，２０歳以上，ラオス国籍保有，法学士以上の学歴等の要件を満

たしている必要がある（弁護士法９条）。その上で，司法省が定めたカリキュラムに則り

弁護士職業研修を受けた後（１０条），いわゆる「見習い弁護士」として，最低 1 年間の

弁護士職業実習を受け（１１条），弁護士会において実施される弁護士試験に合格し，司

法大臣から任命を受ける必要がある。

２　実際の運用としては，２０１５年１月より法曹三者を統一的に育成する法曹養成制度が

開始したことを受け，同制度開始の前後において，「見習い弁護士」になるための手続が

異なっている。すなわち，２０１５年１月以前の法曹養成制度においては，大学法学部卒

業後，ラオス弁護士会が実施する 6 週間の研修を経て，「見習い弁護士」となることがで

きた。これに対し，同月以降の法曹養成制度においては，国立司法研修所（National In-

stitute of Justice: ＮＩＪ）の入所試験に合格し，同研修所の約 1 年間の司法修習を受け

て卒業試験に合格した後 8，「見習い弁護士」となることができるとされている 9。

３　しかしながら，かかる統一法曹養成制度は，ラオス弁護士会が描く弁護士数の増加の要

請に応えるものとならず，国立司法研修所修了生のうち「見習い弁護士」となった者は，

第一期（２０１５年度）は１８名（修了者数１２５名），第二期（２０１６年度）は８名（修

了者数１７０名）にすぎなかった。そこで，ラオス弁護士会は，２０１７年度より，統一

法曹養成制度と並行して，司法省の承諾の下，独自の弁護士養成研修を開始した。現在まで，

毎年約３０人前後の「見習い弁護士」を輩出している。

この独自研修は，毎年１１月ころに実施され，選抜試験を通過した者だけが，１８日

7　 ラオス弁護士・弁護士会，国立司法研修所からの聴き取りのほか，須田大「ラオスの法曹養成制度改革」
ＩＣＤＮＥＷＳ第７２号（２０１７年９月）７５頁以下を参照。
8　 ２０１８年１２月３１日付司法大臣決定（１７１１号／司法省）によれば，２０２０年から修習期間は
１年６か月となる。
9　 なお，弁護士の要件として法学士 (Bachelor) が要求される一方で，国立司法研修所法曹養成コースには
法律分野の High Diploma があれば入所でき，法学士が求められないことから，同研修所を修了しても弁護
士になれない場合が生ずるという問題がある。弁護士法を改正して法学士の要件を撤廃する案，同研修所
法曹養成コース修了者に法学士を付与する案等があったが，いずれも実現されておらず，問題は解消され
ていない。
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間で１５教科を受講し，面接等の最終試験を経て，見習い弁護士の資格を得られるもの

である。研修の受講条件は，法学士取得者は 2 年以上の実務経験が必要となる一方，修

士取得者は実務経験が不要とされる。また，研修受講生としては，法律事務所の事務員

や企業の法務スタッフなどが多いようである。

研修講師は，国立司法研修所の講師とは重ならないように配慮され，元司法大臣，元

司法副大臣，元国会法務委員会委員長，シニアの弁護士等が務めている。国立司法研修

所の研修との違いは，法学的な素養があることを前提に，社会貢献，ボランティア精神，

弁護士倫理，党の方針等の指導に力点が置かれているところである。

第５　訴訟制度における弁護士の役割 10

１　民事訴訟制度

（１）ラオスの民事訴訟制度においては，本人訴訟を前提にしつつ，弁護士代理を原則とし

ていると考えられる。

すなわち，民事訴訟法（２０１２年１３号／国会）８６条は，１項において，弁護士

に加えて保護者が訴訟手続に参加するものとし，2 項において，保護者とは，組織，企業

の代表，夫又は妻，父母，後見人又は近親者をいうものとしている。また，同９１条は，

2 項において，委任による代理人として，弁護士のほか，近親者を挙げている（同項 5 号）。

これらの条項からすると，近親者に代理人としての訴訟参加を認めている点で，弁護士

代理の原則を徹底していないようにも読める。しかしながら，２０１２年改正民事訴訟

法は，社会問題化していた親族を名乗る無関係者，いわゆる事件屋の関与について，一

定の近親者に限り代理人となることを認めるものと明文化し，運用の厳格化を図ったも

のである。同法起草者及び裁判所も，将来的には，弁護士代理の原則をより一層徹底し

ていくことが望ましいと考えている。

（２）もっとも，実際には，地域差があるが，民事訴訟のほとんどが本人訴訟である（代理

人が付く訴訟は１０％から３０％程度とされ，そのうち弁護士が代理人となる訴訟はさら

に少ない。）。弁護士数の乏しさに加えて，民事訴訟法における職権主義的色彩を反映して

のものと思われる。

２　刑事訴訟制度

（１）憲法（２０１５年６３号／国会）９６条２項は，被疑者は，訴追された事件に対し，

自身または保護者もしくは弁護士によって争うことができると規定し，同 3 項は，弁護士

は，当事者または被疑者に対し法律的な支援を行う権利を有する，と規定している。これ

を受け，刑事訴訟法（２０１７年３７号／国会）７１条でも，弁護士に加えて，保護者が

弁護人となることが認められている（人民裁判所法〔２０１７年２２号／国会〕3 条 8 号

参照）。

10　 ラオス弁護士・弁護士会からの聴き取りのほか，石岡修「ラオス民事訴訟法（２０１２年改正）（１）」
ＩＣＤＮＥＷＳ７６号（２０１８年９月）１０３頁脚注１６４，松尾弘「法整備における弁護士の役割―
法整備支援の観点から―」２０１４年１２月１５日弁護士会館における講演を参照。
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弁護士と保護者は，原則として同様の権限を有するが，法律により死刑が規定された

犯罪においては，弁護人が必要的であるうえ，弁護士のみが弁護人として選任される（刑

事訴訟法７１条３項・４項・８項）。被疑者・被告人が１８歳未満の場合，障害者である

場合，ラオス語に通じない場合等の必要的弁護事件において，弁護人がいない場合は，

弁護士会を通じて選任手続が実施される（同条８項）。

（２）刑事訴訟法の要請があることから，刑事訴訟において弁護人が付く頻度は民事訴訟よ

り高いものと思われるが，筆者がこれまで傍聴した数回の刑事裁判において弁護人が付い

たものはなかった。なお，刑事事件で弁護士の選任が必要な事件において，裁判所により

弁護人として任命された場合，報酬（２０万キープ：２５００円程度）が付与されるとの

ことである。

第６　法律扶助（リーガルエイド）における弁護士の役割 11

１　２０１８年２月２８日付で発布された法律扶助政令（７７号／政府）は，弁護士法に

おいて，法律扶助を貧困者や恵まれない人々に対して，法の前の平等と司法への公平なア

クセスする権利をラオス市民に保証するための法的支援である旨規定され（３条７号及び

２６条），また，法律扶助基金は，司法省の管理と監査の元に設立された，国家予算等を

資金源とする，法律扶助を受ける市民のための基金である旨規定されていることを受けて

（６０条－６２条），法律扶助に関する実際の運用を定めるべく制定されたものである。

同政令は，第１編「総則」，第２編「法律扶助業務」，第３編「法律扶助の申請」，第４編「法

律扶助機関及び法律扶助担当官」，第５編「法律扶助手続」，第６編「法律扶助基金」，第

７編「禁止」，第８編「法律扶助の監督」，第９編「法律扶助の検査」，第１０編「功績者

への方針と違反者への方策」及び第１１編「最終条項」の４９か条からなる。

同政令は，法律扶助の種類として，①法情報の提供，②法的助言，③法的文書の作成，

④訴訟代理の４つを規定している（７条）。法律扶助の主体は，法律扶助機関と法律扶助

員の二者であり（８条－１１条），前者は，各司法セクターの司法促進部門，弁護士会の

下に設置される法律扶助事務所及びラオス女性同盟等（１５条），後者は，弁護士会によっ

て任命された弁護士である（１６条）。法律扶助の上記①から④のうち，①から③は，法

律扶助機関・法律扶助員（弁護士）のいずれもが実施できるのに対し（８条－１０条），

④は法律扶助員（弁護士）のみが実施できる（１１条）。

弁護士が任命される場合の法律扶助の手続（２０条－２４条）は，まず，法律扶助を

求める者から申請を受けた法律扶助機関が，審査を経て，申請受理から５日間以内に，

申請者との間で法律扶助に関する契約を締結する。そして，同機関が，弁護士会に対し，

法律扶助を担う弁護士を任命するよう要請し，これに対し，弁護士会が３日間以内に担

当の弁護士を任命するとともに，法律扶助基金委員会に対し基金の申請を行う。申請を

受けた同委員会は３日以内に申請を承認することになる。

11　 ラオス弁護士会及びアジア財団（ＴＡＦ）からの聴き取り等に基づく。
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法律扶助基金は，国家予算法及び関連法令に基づき，法律扶助員となり訴訟活動等を

行う弁護士の日当・旅費等に使用され，その管理は，司法省副大臣を議事役とする法律

扶助基金委員会が行うとされる（２６条－２９条）。これを受け，財務省は，国家予算の

管理に関する決定を発布し（２０１８年１２月１２日４０００号／財務省），①法律扶助

員となる弁護士の日当，現地調査費及び法律扶助受益者のための費用，②ヴィエンチャ

ン首都内またはその近郊の交通費，③その他法律扶助のための必要経費（申請費用，裁

判費用，印刷費用等）が，法律扶助基金により補助されるものとした。

２　法律扶助政令が発布されたことを受け，関連法令の制定を含む法律扶助に対する運用整

備が加速している。後述第７のとおり，主にＵＮＤＰ，ＴＡＦ，ＬＵＸ－ＤＥＶ及びＭＣ

Ｃの支援を受け，地方の法律扶助事務所の設立が進んでおり，現在，ヴィエンチャン首都

及び１３県（サイニャブリー県，シェンクワン県，ウドムサイ県，サワンナケート県，チャ

ンパサック県，セコン県，ヴィエンチャン県，フアパン県，カンムアン県，アタプー県，ボッ

ケオ県，ルアンナムター県，ボリカムサイ県）に加え，３郡（サイニャブリー県シェンホ

ン郡及びカエンカオ郡，アタプー県サナムサイ郡）に法律扶助事務所が設立されている。

実際，法律扶助基金として，国家予算は存在しないに等しい状況とのことであるが，ＴＡ

Ｆ等が法律扶助基金の対象（上記①から③）とならない弁護士費用の支払いも含めて支援

を提供している。

なお，国立司法研修所の弁護士研修では「法律扶助」の受講が必修となっている。ま

た，弁護士となった後は，政令に基づく法律扶助とは離れて，弁護士会内部規則（７２条）

により，年４０時間の無償援助活動が義務付けられている。

第７　弁護士及び弁護士会に関係する国際機関・NGO等による支援

１　日本弁護士連合会（日弁連）

日弁連は，２０００年５月にラオスにおいて司法調査を実施し，弁護士の不足と市民

の司法に対するアクセス障害を認識した。これを踏まえ，従前より培ってきた司法アク

セス改善に関する経験を生かし，ラオス弁護士会に対する支援を開始した。

近年では，東芝国際交流財団より支援を得て，２０１２年９月，東南アジア各国の有

識者を招き，「ラオスにおける市民の司法アクセスの諸問題と解決提言」と題する国際会

議をヴィエンチャン首都で開催した。２０１３年４月には，ラオスにおける法の普及と

して，一般市民を対象とした法律相談会及び若手弁護士を対象とした法律相談スキルに

関する会議をヴィエンチャン首都で開催した。さらに，ラオスにおける統一法曹養成制

度導入を契機とした弁護士養成研修支援として，２０１４年８月には４名の弁護士を，

２０１６年１０月には６名の弁護士を招聘し，東京近郊で研修を実施した。２０１７年

６月には，国立司法研修所の弁護教官に対する教授法改善のためのワークショップをＪ

ＩＣＡと共催してヴィエンチャン首都で実施している。

２０１９年末より新たに，トヨタ財団からの資金拠出を得て，ラオス弁護士会，ベト

ナム弁護士会及びカンボジア弁護士会を対象機関として，法や弁護士へのアクセス保障
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の視点から取組みと教訓を共有し，法的サービスを一般市民に届ける具体的な方法の検

討と継続的な改善を図るプロジェクト（２年間）が開始されている。

２　国連開発計画（ＵＮＤＰ）12

ラオスは，法司法分野における開発政策として，“Legal Sector Master Plan：ＬＳＭＰ”

を作成したうえで２０２０年までに法の支配国家の実現を目指し，法改革，法・司法関

係機関の組織能力強化，法・司法関係機関職員の人材育成，法令データベース・情報発

信の強化及び市民参加等の改善を目標として掲げている。ＵＮＤＰは，ＬＳＭＰ実現の

ため，ラオス弁護士会を通じた司法アクセス向上プロジェクトや，ＬＳＭＰ支援プロジェ

クト（その柱の一つの活動としてラオス弁護士会を組織強化対象機関とするものを含む）

を実施した 13。

具体的には，司法アクセスに係る地方調査の実施 14，法律扶助による法律相談（リーガ

ルエイドクリニック），地方での法律相談（モバイルクリニック），弁護士への英語トレー

ニングの提供，弁護士法起草・運用支援，弁護士会地方事務所設立支援，弁護士会ホー

ムページ作成支援 15，セミナー・パンフレット作成等を通じた弁護士及び弁護士会の広報・

普及 16，弁護士に対する初期研修（主に国立司法研修所設立前）・継続研修，研修実施のた

めの弁護士講師の養成等が実施された。

現在，２０１７年８月より４年間の期間で開始された後継プロジェクト（Strategic 

Support to Strengthen the Rule of Law in Lao PDR：３Ｓ－ＲＯＬ）では，弁護士法

条文集の印刷・普及，法律扶助事務所（シェンクワン県，サワンナケート県，アッタプー

県及び同県内サナムサイ郡）の設立に対する支援活動等が行われている 17。

３　アジア財団（The Asia Foundation：ＴＡＦ）18

ＴＡＦは，ＵＳＡＩＤ等から資金を得て，２０１４年より法律扶助（リーガルエイド）

に関する支援をしており（Legal Aid Support Program），その一つのコンポーネントと

して，ラオス弁護士会に対する支援を実施している。

同支援では，第一段階として（２０１４年から２０１８年），法律扶助政令の起草支援，

法律扶助マニュアルの開発支援，法律扶助事務所（ヴィエンチャン首都，ウドムサイ県，

12　 Ｕ Ｎ Ｄ Ｐ の ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/democratic-governance-and-
peacebuilding.html）のほか，ＵＮＤＰ主催会合やＵＮＤＰ関係者との面談での情報に基づく。
13　 ２ ０ １ １ 年 ま で“Enhancing Access to Justice through the Lao Bar Association” Project (LBA Project) , 
２００９年１０月から２０１２年１２月までプロジェクト“Support to the Implementation of the Legal Sector 
Master Plan”， ２０１４年１月から２０１７年６月までプロジェクト“Support Project for Implementation of 
the Legal Sector Master Plan of the Lao People's Democratic Republic：ＳＰＬＳＭＰ”を実施。
14　 “People's Perspective on Access to Justice Survey in Four Provinces of Lao PDR”（２０１１年１１月）　
15　 ＵＮＤＰが作成支援した弁護士会のホームページ（www.laobar.org）は，現在利用が中止されておりアク
セスできない。
16　 “WHY CHOOSE TO BE A LAWYER ？”と題するパンフレットは，弁護士の使命，倫理，キャリア等を
纏めて，弁護士の魅力をアピールするものになっている。
17　 関連情報を総合すれば，同プロジェクト実施までに，ＵＮＤＰに対して資金拠出していたＥＵ，フラン
ス及びアメリカからの拠出がなくなり（本文第８，５参照），同プロジェクトは効果的な活動ができていな
いようである。
18　 ＴＡＦ主催会合やＴＡＦ関係者との面談での情報に基づく。２０００年初頭より弁護士会への支援を開
始している。
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チャンパサック県，サイニャブリー県及び同県内シェンホン郡及びカエンカオ郡）の設

立支援，ポスター等の作成支援を実施してきた。

政令発布前より，司法省及び弁護士会と共に法律扶助を実施し，２０１７年末時点で，

２３００人の市民に支援を提供した。対応案件としては，刑事・民事ともに相談があり，

薬物，強盗，不倫，交通事故，土地問題，家族問題などが多いとのことである。事務所

に来られない者に対しては，（事務所によっては）電話での相談も受け付けている。事務

所の課題は，その存在が認知されていないこと（なお，チャンパサック県ではラジオで

の広報もしているとのこと），対応の遅れ，職員の能力不足，職員数の不足，地方におけ

る弁護士の不在などが挙げられている。

政令発布後は，法律扶助基金の対象となる①弁護士の日当，現地調査費及び法律扶助

受益者のための費用，②ヴィエンチャン首都内またはその近郊の交通費，③その他法律

扶助のための必要経費（申請費用，裁判費用，印刷費用等）以外の，調査費用，面談費

用及び文書作成費用等の支援も実施している。

上記支援は，今後，第二段階として（２０１９年から２０２３年），弁護士会が実施す

る法律扶助クリニックに対する支援，法律扶助実施に向けた弁護士への研修の提供，プ

ロボノ弁護士の要請等の活動が本格化していく見込みである 19。

4　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

ＪＩＣＡの技術協力の枠組みで行うラオス政府に対する法整備支援においては，ラオス

弁護士会は，直接の支援対象機関（カウンターパート）とはされていない。しかしなが

ら，２０１４年７月より開始したプロジェクト（「法律人材育成強化プロジェクト・フェー

ズ２」）では，ラオス弁護士３名がサブワーキンググループ（ＳＷＧ）メンバーとして参

加した（刑事関連法ＳＷＧにおいて２名，教育研修改善ＳＷＧにおいて１名）。同様に，

２０１８年７月より開始したプロジェクト（「法の支配発展促進プロジェクト」）でも，

３名の弁護士が参加している（民事関連法ＳＷＧにおいて１名，刑事法ＳＷＧにおいて

１名，教育研修改善ＳＷＧにおいて１名）20。

また，２０１４年８月には，法務省との共催にて実施した「日本・ラオス法曹人材育成

強化共同研究」の一部プログラムについて，日弁連の招聘事業（前述第７，１）とも連携し，

ラオス弁護士も参加しての法曹養成に係る意見交換会を実施した。さらに，２０１７年

６月，前述１のとおり，日弁連と共催したワークショップをヴィエンチャン首都にて開

催した。

5　その他の援助機関 21

（１）ルクセンブルク開発庁（Luxembourg Aid & Development: ＬＵＸ－ＤＥＶ）が

19　 第二段階に対するプログラムの調印があったのは２０２０年１月２７日である。ＵＳＡＩＤのウェブサ
イト上の同調印ニュース記事：https://www.usaid.gov/laos/press-releases/jan-27-2020-us-launches-new-program-
strengthen-rule-law-laos
20　 ＪＩＣＡプロジェクトの活動に参加した弁護士において，その獲得した知見を弁護士会に還元してもら
えるよう求め，弁護士会に対して機会の設定を提案しているが，実現できていない。
21　 ２０１９年７月３０日・３１日に司法省主催で開催されたドナーコーディネーション会合での情報，そ
の他各機関関係者からの聴取等に基づく。
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２０１７年から５年間の期間で実施しているプロジェクト（Support Programme for 

Legal Teaching and Training and to the Promotion of the Rule of Law Concept in 

Laos: Lao/031）においては，ＩＬＳＴＡ（Institute for Legal Support and Technical 

Assistance）と連携して，法律扶助事務所（カンムアン県，ボッケオ県，ルアンナムター

県及びボリカムサイ県）の設立支援を実施したほか，ラオス弁護士会及びラオス国立大学

法政治学部の学生に対し，インハウスロイヤー業務に関する支援を計画している。

（２）メノナイト中央委員会（Mennonite Central Committee：ＭＣＣ）においても，法律

扶助事務所（ヴィエンチャン県及びフアパン県）の設立を支援している。

（３）ドイツ国際協力公社（ＧＩＺ），ＥＵ及びスイス開発協力機構（ＳＤＣ）が資金拠出し

て実施しているＣＥＧＧＡ（Citizen's Engagement for Good Governance, Accountabil-

ity and Rule of Law）プロジェクトは，国立司法研修所の研修改善やリーガルエイド事

務所に対する協力支援などを通じて弁護士及び弁護士会と関わりがある。同プロジェクト

も全県に対する法律扶助事務所の設置を支援する旨明示している。

（４）フランス開発庁（Agence Française de Développement：ＡＦＤ）は，新規プロジェ

クトである“Justice Project”に関し２０１９年内に協力文書の署名を完了し，その後早

い段階で活動を開始する予定とのことである。その支援の柱の一つとして，弁護士数の増

加に向けた活動と弁護士研修の改善に向けた活動を置いている。

（５）その他，国境なき弁護士団より派遣されたフランス人弁護士が，ラオス弁護士会に常

駐し研修改善等の支援をしていたが，２０１７年までに終了している。

第８　おわりに　—　考察：ラオス弁護士・弁護士会の課題 22

以上のとおり，ラオス弁護士及び弁護士会に関する諸制度とその実際を概観した。弁護

士には，国家と市民との狭間において司法制度等を通じ両者を媒介する役割があるととも

に，熟慮に富んだ市民としての行動指針を示し市民社会の形成に貢献する役割がある。ラ

オスにおける法の支配を実現し，グッドガバナンス（良い統治）を構築していくためには，

ラオス社会における弁護士の浸透，役割の強化が不可欠である。

弁護士及び弁護士会がラオス社会において浸透し，市民の権利・自由の保護の担い手と

なるために，目下，以下の課題があると考えられる。以下のとおり３つに分類したが，こ

れらの課題は，相互に密接に関連している。

１　弁護士の役割に対する社会的認知の向上

ラオス社会における紛争解決は，伝統的に，村，郡などのコミュニティーに委ねられ

ている。市民において何らかのトラブルが発生した場合は，まず村長のところに相談に

行き助言を求め，紛争であれば仲介してもらい，それでも解決しない場合は，村落調停

制度により村の調停委員が紛争を調停する。さらに村レベルで問題が解決しない紛争は，

郡の司法事務所に持ち込まれる。これらの過程において弁護士が登場することは皆無に

22　 ラオス弁護士会からの聴き取り，Information Sheet・前掲脚注１，日本弁護士連合会編『法律家の国際協
力－日弁連の国際司法支援活動の実践と展望』（２０１２年・現代人文社）等を参照したうえでの私見である。
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等しい。また，一般の市民が，村長に相談に行く前に弁護士に相談するということもほ

とんどないと言ってよい。

このように，ラオス社会においては，弁護士が法に基づく公平・公正な紛争解決の担い

手であることが社会的に認知されていないため，市民が村長に相談する前に弁護士を利

用することは殆どなく，村長らがその紛争解決プロセスにおいて弁護士を巻き込むこと

もない。弁護士会は，弁護士の人数を増やすことが喫緊の課題であると強調し，前述の

とおり独自研修を実施しているが，その試みと並行しながら，首都を中心に弁護士に対

する社会的な需要を喚起し少しずつ広げていき，これに伴い弁護士の担い手（供給）も徐々

に増やしていくことが必要である（日本での司法改革の議論を想起させる。）。この点は，

弁護士の役割を認知させるためのツール作り等，外部からの支援の余地があると考えら

れる（前述のように，日弁連の活動では，この点に関し，支援していく予定である。）23。

２　弁護士の質の向上

以上の社会的認知の向上と同時に，現にいる個々の弁護士の質を向上させ，弁護士に

よって適正に紛争が解決されていく事例を増やし，社会的な信頼を獲得していくことも

必要である。弁護士会は，弁護士数が少ないこともあり予算が乏しく，効果的な研修を

実施できていない。また，弁護士会は，他のＡＳＥＡＮ加盟国からの要請もあり，英語

の研修に力を入れていきたいというが，市民社会からの信頼獲得という観点からは弁護

士としての基本的な紛争解決スキルの養成こそが重要であり，弁護士を束ねる弁護士会

はかかるスキルの涵養に注力すべきと考える。この点は，様々なドナーにより地道な支

援がなされてきた点であるが，前述のとおり，法律扶助の機会も徐々に増加していくと

思われることに鑑みれば，継続的に実施していく必要がある。

３　弁護士会の組織運営の強化

以上のように，弁護士の社会的認知を向上させるために施策を実施し，弁護士技術向

上のための研修等を改善するためには，弁護士会として予算を適切に徴収し，適切に執

行するための体制が必要である。対内的に会として弁護士を統治しつつ，対外的に社会

的な信頼を獲得していかなければならない。この点，弁護士会は，司法省の監督下にあ

るが，将来的に政府を離れた独立の組織として運営していきたいとの希望を持っており，

そのための知見・経験等を日本から学びたいと要望している。日本政府（ＪＩＣＡ）は，

ベトナムにおいて，日弁連と協力しながら，ラオスと同様に司法省傘下にあるベトナム

弁護士会を長きに渡り支援し，またベトナム弁護士会も，弁護士会の組織運営について

日本から多くを学んできた。これらの知見・経験が，日本やベトナムから，ラオス弁護

士会に対して還元できる取組みが実施されると効果的と考えられる。

23　 さらに，地方における弁護士の活用，アクセスの向上または弁護士の偏在の解消も，重要な解決課題で
あることは疑いがない。しかしながら，地方においては，ラオ語以外の言語を用いる少数民族が多い，文
書の読み書き能力が低い，交通インフラが貧弱で司法事務所や裁判所まで出向くには相当の時間がかかる，
通信インフラも貧弱なためコミュニケーションも難しい，といった問題が山積している。そこで，まずは
首都レベルで弁護士に対する社会的需要を醸成すべきと考える。



36

中国民法総則の制定について（６・小括）

JICA 長期派遣専門家

弁護士　白　出　博　之

※プロジェクト近況等

　現行中国法整備支援プロジェクトで起草支援を行っている中国民法典編纂については，こ

れまで二段階方式，すなわち第一段階として民法総則を成立させた後，第二段階として各分

編起草を行う方針で進められてきた。もっとも，新型肺炎問題の発生により２０２０年２月

から当プロジェクトの活動も事実上停止することとなり（当職も一時帰国），同３月開催予

定であった全国人民代表大会での最終審議も延期状態が続いていた。その後，４月末開催の

全国人大常務委員会会議では，新型肺炎対策に必要な一連の関連立法（公共衛生法治保障立

法）の整備を優先事項とする年次立法計画が決定されているが 1，同計画中にも民法典が積極

的に位置づけられていることを特に指摘しておきたい。中国民法典編纂については，最終審

議を目前に控えながらも，なお多くの課題を内包する状態にあるといえるが，ここで本稿も

軌道を修正して，本号では民法総則第六章以下の要点のみを概観して小括としたい。

Ⅱ　中国民法総則の条文について

第六章　民事法律行為

民法総則の第六章「民事法律行為」では，民法通則（以下「通則」と略称），契約法等の

関連規定を基礎として，主に，以下の点について改善整備を行っている。すなわち１）民

事法律行為の内容を調整，２）意思表示ルールを新たに追加，３）民事法律行為の効力ルー

ルの整備である。

第一節　一般規定

第１３３条【民事法律行為の定義】民事法律行為は，民事主体が意思表示により民事法

律関係を設定，変更，終了する行為である。

※ 2 第１３４条【民事法律行為の成立】民事法律行為は，双方又は多方の意思表示の一致

に基づいて成立することができ，一方の意思表示によって成立することもできる。

２　法人，非法人組織が法律又は定款に規定する議事方式及び表決手続に基づいて決議

を行う場合，当該決議行為は成立する。

第１３５条【民事法律行為の形式】民事法律行為は，書面形式，口頭形式又はその他の

形式を採用することができる。法律，行政法規の規定又は当事者の約定で特定形式を

1　 ２０２０年４月１７日「十三期全国人大常委会強化公共衛生法治保障立法修法工作計画」につき全国人
大 HP の下記 URL 参照。http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202004/eacce363c350473f9c28723f7687c61c.shtml
2　 条数の前に「※」を付した条文は民法総則による新設規定であることを示す。
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採用する場合は，その特定形式を採用しなければならない 3。

第１３６条【民事法律行為の発効】民事法律行為は，その成立時から効力を生ずる。但し，

法律に別段の規定がある，又は当事者が別途約定している場合を除く。

２　行為者は，法律の規定に基づかず，又は相手方の同意を得ずに，民事法律行為を無

断で変更又は解除してはならない。

１）民事法律行為の内容を調整：通則第四章以下で定める「民事法律行為」と「民事行為」

はいずれも法的意義のある行為ではあるが，これらと無効・取消可能な民事行為が並存

する規定方式を合理的に改めて，民法総則では両者を統一した「民事法律行為」の定義

規定を置く ( １３３条）。この中には有効な民事法律行為だけでなく，無効，取消可能な

行為と効力未確定行為を含み，民事法律行為の範囲が拡大されているが，その趣旨は民

事主体が民事活動によって生じる法的結果を予見すべきことを強調して，自己の行為に

責任を負い，民事主体の規範意識及び責任意識を高める点，及び強い実践性を具える点

にある 4。

第二節　意思表示

※第１３７条【相手方ある意思表示の発効】対話方式で行った意思表示は，相手方がそ

の内容を知った時に効力を生じる。

２　非対話方式で行った意思表示は，相手方に到達した時に効力を生ずる。非対話方式

で行ったデータ電文形式を採用した意思表示は，相手方が特定システムによるデータ

電文の受信を指定している場合，当該データ電文が当該特定システムに入った時に効

力を生ずる。特定システムを指定していない場合は，当該データ電文がそのシステム

に入ったことを相手方が知り又は知り得べき時に，効力を生ずる。当事者がデータ電

文形式の意思表示の効力を生ずる時間を別途約定している場合には，その約定による。

※第１３８条【相手方なき意思表示の発効】相手方のいない意思表示は，表示が完成し

た時に効力を生ずる。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

※第１３９条【公告方式の意思表示】公告方式で行う意思表示は，公告を発表した時に

効力を生ずる。

※第１４０条【意思表示の方式】行為者は，明示又は黙示により意思表示を行うことが

できる。

２　沈黙は，法律の規定，当事者の合意又は当事者間の取引慣習に符合する場合に限り，

3　 新法１３５条は，法律行為の形式につき，通則５６条のように特定形式の採用が法律，行政法規に規定
のある場合に限らず，当事者の約定による場合も追加している。
4　 以下，本号では，全国人大常務委員会による２０１６年６月２７日の草案説明を「草案説明１」，同じく
２０１７年３月８日の説明を「草案説明２」と略称し，また草案審議資料に関する『民法総則立法の背景
と観点全集』同編集組編（法制出版社，２０１７）（以下「文献①」と略称），李適時主編『中華人民共和
国民法総則釈義』（法律出版社，２０１７）（以下「文献②」と略称），石宏主編『中華人民共和国民法総則
条文説明，立法理由及び相関規定』（北京大学出版社，２０１７）（以下「文献③」と略称）をそれぞれ引
用する。民法通則では合法的な法律行為を特に「民事法律行為」と呼び（通則５４条），無効・取消の対象
を単に「民事行為」として区別していた（通則５８～６１条）。草案説明１三（六）・文献①１８頁参照。
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意思表示とみなすことができる。

※第１４１条【意思表示の撤回】行為者は，意思表示を撤回することができる。意思表

示撤回の通知は，意思表示が相手方に到達する前又は意思表示と同時に相手方に到達

しなければならない。

※第１４２条【意思表示の解釈】相手方のある意思表示の解釈においては，使用されて

いる語句に従い，関連条項，行為の性質及び目的，慣習並びに誠実信用原則に照らし

て意思表示の意味を確定しなければならない。

２　相手方なき意思表示の解釈においては，使用されている語句に完全に拘泥してはな

らず，かつ関連条項，行為の性質及び目的，慣習並びに誠実信用原則に照らして行為

者の真実の意思を確定しなければならない。

２）意思表示ルールを追加：意思表示は法律効果の発生を意図する民事主体の内心的意思

の外在的表現であり，民事法律行為を構成する基礎となる。第六章第二節「意思表示」ルー

ルの追加は，民事法律行為の効力確定に重要な役割を果たすところ，新法では意思表示

の方式（１４０条，通則意見６６条対照），効力発生時期（１３７条，契約法１６条参照），

撤回（１４１条，契約法２７条参照），解釈（１４２条，契約法１２５条参照）等の内

容について定めている 5。

第三節　民事法律行為の効力

第１４３条【民事法律行為の有効要件】次の各号に掲げる条件を具備した民事法律行為

は有効である。

（一）行為者が相応の民事行為能力を具えること

（二）意思表示が真実であること

（三）法律，行政法規の強行規定に違反せず，公序良俗に反しないこと

第１４４条【民事行為無能力者の民事法律行為・無効】民事行為無能力者が行った民事

法律行為は無効である。

第１４５条【制限民事行為能力者の民事法律行為】制限民事行為能力者が行った単に利

益を得る民事法律行為又はその年齢，智力，精神の健康状況に相応しい民事法律行為

は有効である。その他の民事法律行為を行った場合には，法定代理人の同意又は追認

を経た後に有効となる。

２　相手方は，法定代理人に対して通知を受け取った日から１か月以内に追認するよう

催告することができる。法定代理人が意思表示を行わない場合は，追認を拒絶したも

のとみなす。民事法律行為が追認される前，善意の相手方は，取消権を有する。取消は，

通知の方式で行わなければならない。

※第１４６条【虚偽表示・無効と隠匿行為の処理】行為者が相手方と虚偽の意思表示に

より行った民事法律行為は無効とする。

5　 草案説明１三（六）・文献①１８～１９頁参照。
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２　虚偽の意思表示によって隠匿した民事法律行為の効力は，関係法律規定に従って処

理する 6。

第１４７条【重大な誤解による行為・取消可】重大な誤解に基づいて行った民事法律行

為につき，行為者は，人民法院又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１４８条【詐欺による行為・取消可】一方の詐欺的手段により，相手方に真実の意思

に反する状況で行わせた民事法律行為につき，詐欺を受けた者は，人民法院又は仲裁

機関に対して取消を請求する権利を有する。

※第１４９条【第三者の詐欺・相手方主観により取消可】第三者が詐欺行為を行い，一

方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為につき，相手方が当該詐欺行為

を知り又は知り得べき場合，詐欺を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に対して取消

を請求する権利を有する。

第１５０条【強迫による行為・取消可】一方又は第三者の強迫［胁迫］手段により，相

手方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為につき，強迫［胁迫］を受け

た者は，人民法院又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１５１条【明らかな不公平】一方が，相手方の危険困難な状況又は判断能力の欠如等

の状況にあることを利用して民事法律行為を成立させた時，明らかに公平を欠く場合

には，損害を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に取消を請求する権利を有する。

※第１５２条【取消権の消滅】次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，取消

権は消滅する。

（一）当事者が取消事由を知り又は知り得べき日から１年以内に，重大な誤解のあった当

事者が取消事由を知り又は知り得べき日から３か月以内に取消権を行使しなかったとき

（二）当事者が強迫を受け，強迫行為の終了した日から１年以内に取消権を行使しなかっ

たとき

（三）当事者が取消事由を知った後，取消権の放棄を明確に表示し，又は自己の行為によ

り表明したとき

２　当事者が民事法律行為の効力発生日から５年以内に取消権を行使しない場合，取消

権は消滅する。

第１５３条【法律，行政法規の強行法規等の違反】法律，行政法規の強行規定に反する

民事法律行為は無効とする。但し，当該強行規定が当該民事法律行為の無効を導かな

い場合を除く。

6　 １４６条２項ではいわゆる隠匿行為の処理が規定されている。隠匿行為とは，例えば当事者が贈与を仮
装しているが実際は売買を行っている例のように，当事者の虚偽表示の背後に真実の法律行為が隠蔽され
ている場合である（ドイツ民法１１７条２項参照）。同条によると，虚偽表示と隠匿行為が同時に存在する
場合，虚偽表示を無効とするが，隠匿行為はそれを理由としては無効にはならず，その効力は，関連法規
定に従って処理される。具体的には，かかる隠匿行為そのものが当該行為の発効条件に適合する場合，効
力発生が認められる。例えば贈与名目での売買行為につき，贈与行為は双方共同による虚偽の意思表示で
行った民事法律行為として無効だが，贈与形式下に隠された売買は双方による共同の真の意思表示であり，
その効力発生はそれが売買契約に関する法律規定に適合するか否かにより決せられる。売買契約の発効要
件に関する法律規定に適合する場合は有効，適合しない場合は無効となる（文献③３４７～３４８頁参照）。
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２　公序良俗に反する民事法律行為は無効とする。

第１５４条【悪意通謀による行為・無効】行為者と相手方が悪意をもって通謀し，他人

の合法的権益を害する民事法律行為は，無効とする。

第１５５条【無効，取消の効果】無効の，又は取り消された民事法律行為は，初めから

から法的拘束力がないものとする。

第１５６条【民事法律行為の一部無効】民事法律行為の一部が無効で，その他の部分の

効力に影響を与えない場合，その他の部分は依然有効である。

第１５７条【無効，取消の法律効果】民事法律行為が無効，取り消され，又は効力の不

発生が確定した後，行為者が当該行為によって取得した財産は返還しなければならな

い。返還不能又は返還する必要がない場合，金銭に換算して補償しなければならない。

過失のあった一方は，これにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。各

当事者に過失があった場合，各自が相応の責任を負担しなければならない。法律に別

段の規定がある場合は，その規定による。

３）民事法律行為の効力ルールの整備：第六章第三節「民事法律行為の効力」では，まず

民事法律行為の有効要件を規定し（１４３条，通則５５条対照），次に民事法律行為の効

力状態ごとに，①無効の場合として，民事行為無能力者の行為（１４４条），虚偽表示

（１４６条１項），法律・行政法規の強行規定違反と公序良俗違反（１５３条，通則５８

条５号対照），悪意通謀行為（１５４条，通則５８条４号対照），②取消可能な場合とし

て 7，重大な誤解（１４７条，通則５９条１号対照），詐欺（１４８条，通則５８条３号対照），

強迫（１５０条，通則５８条３号対照），明らかな不公平（１５１条，通則５９条２号対照），

③効力不確定の場合として制限民事行為能力者の行為（１４５条，契約法４７条参照），

④法律規定によりその効力を確定すべき場合として隠匿行為（１４６条２項）を規定し，

さらに取消権の消滅（１５２条），無効・取消の法律効果（１５７条，通則６１条対照）

について修正・補充している。

第四節　民事法律行為の条件付と期限付

第１５８条【条件付民事法律行為】民事法律行為には，条件を付すことができる。但し，

その性質により条件を付すことができない場合を除く。停止条件付民事法律行為は，

条件が成就した時に効力を生ずる。解除条件付民事法律行為は，条件が成就した時に

効力を失う。

※第１５９条【条件成就の阻止等と条件成就】条件付民事法律行為は，当事者が自己の

7　 この点，通則５８条３号が詐欺，強迫による行為につき原則として無効とする点を民法総則では直接無
効には確定せず，行為者による人民法院・仲裁機関に対する取消請求と改めている。また通則５９条１，２
号が重大な誤解，明らかな不公平の場合に原則として変更・取消可とする点を，民法総則では変更を認めず，
１４７条，１５１条の要件を具えた行為者による人民法院・仲裁機構に対する取消請求に改めている。なお，
草案段階では通謀虚偽表示の取消につき，善意の第三者に対抗不可とする規定もあったが，民事法律行為
の無効取消と第三者に対する法的効果については状況が複雑であり，これを一概に善意の第三者に対抗不
可とするのは不適当であり，むしろ民法典各分編の物権編，契約編等において具体的に規定すべしとの指
摘を受けて，民法総則には規定されていない（文献①３２頁参照）。
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利益のために条件成就を不当に阻止した場合，条件が既に成就したものとみなす。条

件成就を不当に促した場合，条件が成就していないものとみなす。

※第１６０条【期限付民事法律行為】民事法律行為には期限を付すことができる。但し，

その性質により期限を付すことができない場合を除く。始期付民事法律行為は，期限

が到来した時に効力を生ずる。終期付民事法律行為は，期限が満了した時に効力を失う。

４）第六章第四節「民事法律行為の条件付，期限付」では，通則６２条を補充修正した条

件付民事法律行為の定義・効力（１５８条，契約法４５条１項参照）のほか，条件付法

律行為の相手方の保護（１５９条，契約法４５条２項参照），期限付法律行為の意義・

効力（１６０条，契約法４６条参照）に関する規定が新設されている。

第七章　代理

代理制度は被代理人，代理人と第三者との関係を調整する法律制度であるところ，社会

主義市場経済の発展に伴い，代理活動はますます広汎かつ複雑化しており，被代理人，第

三者の合法的権益を保護し，取引安全を保護するため，代理行為を規範化しなければなら

ない 8。民法総則は，民事法律行為に関する第四章の中に代理の規定を置いていた通則の方

式を改めて代理に関する専門の章を規定し，かつ現行法規定を基礎として代理の一般的ルー

ル及び委任代理制度を改善している 9。

第一節　一般規定

第１６１条【代理の適用範囲】民事主体は，代理人を通じて民事法律行為を行うことが

できる。

２　法律の規定，当事者の約定又は民事法律行為の性質に照らして，本人が自ら行うべ

き民事法律行為は，代理してはならない。

第１６２条【代理の効力】代理人が代理権限内において，被代理人名義で行った民事法

律行為は，被代理人に対して効力を生ずる。

第１６３条【代理の種類・委任代理と法定代理】10 代理には，委任代理［委托代理］と法

定代理を含む。

２　委任代理人は，被代理人の委任に基づいて代理権を行使する。法定代理人は，法律

の規定に基づいて代理権を行使する。

8　 草案説明１三（七）・文献①１９頁，草案説明２三（五）・文献②６８６頁参照。
9　 商業活動の需要に応えるべく草案段階では非顕名代理制度が含まれており（隠名代理・契約法４０２条
参照），さらに間接代理（契約法４０３条参照）の採否も検討された。立法過程ではまず間接代理は真正の
代理ではなく，特殊な状況下において法律の特別規定に基づき代理の部分的効力を生じるもので契約法分
則に規定すればよく，民法総則に専門規定は不要とされた。また非顕名代理制度も同様に民法総則中への
規定は不要であり，契約法中に規定すれば足りるとの意見があり，最終的に非顕名代理は必要ないとして
民法総則では採用されなかった（文献③３８５頁参照）。
10　新法１６３条は代理の種類として委任代理，法定代理の二種類と定め，通則６４条による指定代理を含
めていない。これは指定代理が法定代理の特殊な形式であり，単独の代理類型として規定する必要性がな
いとの判断に基づく（文献③３８７頁参照）。
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第１６４条【代理人の不当行為の法律効果】代理人が職責を履行せず，又は不完全な履

行により被代理人に損害を与えた場合，民事責任を負担しなければならない。

２　代理人と相手方が悪意をもって通謀して本人の合法的権益を害した場合，代理人と

相手方は連帯責任を負担しなければならない。

第二節　委任代理

第１６５条【授権委任状の形式と記載事項】委任代理の授権において書面形式を採用し

た場合，委任状には，代理人の氏名又は名称，代理事項，権限及び期間を明記し，か

つ本人が署名又は押印しなければならない。

※第１６６条【共同代理】複数人が同一の代理事項についての代理人となる場合，代理

権を共同して行使しなければならない。但し，当事者が異なる合意をした場合を除く。

第１６７条【違法な代理と法律効果】代理事項が違法であることを代理人が知り又は知

り得べきでありながら代理行為を行った場合，又は代理人の代理行為が違法であるこ

とを被代理人が知り又は知り得べきでありながら未だ反対の表示を行わなかった場合

は，被代理人及び代理人は，連帯責任を負担しなければならない。

※第１６８条【自己契約，双方代理の禁止】代理人は，被代理人名義で自己と民事法律

行為を行ってはならない。但し，被代理人が同意し，又は追認した場合を除く。

２　代理人は，被代理人名義で自己と同時に代理しているその他の者と民事法律行為を

行ってはならない。但し，被代理人の双方が同意し，又は追認した場合を除く。

第１６９条【委任代理の復代理】代理人は，第三者に復任する必要がある場合，被代理

人の同意又は追認を取得しなければならない。

２　復代理人が被代理人の同意又は追認を経ている場合，被代理人は，代理事務につい

て復代理人たる第三者に直接指示することができ，代理人は，第三者の選任及びその

第三者への指示についてのみ責任を負担する。

３　復代理が被代理人の同意又は追認を経ていない場合，代理人は，復任した第三者の

行為に対して責任を負う。但し，緊急の状況において代理人が被代理人の利益を保護

するために第三者に代理を復任する必要がある場合を除く。

※第１７０条【職務代理】法人又は非法人組織の業務を執行する者が，その職権の範囲

内の事項について，法人又は非法人組織の名義で民事法律行為を行うとき，法人又は

非法人組織に対して効力を生ずる。

２　法人又は非法人組織が，その業務を執行する職権範囲に対して加えた制限は，善意

の相手方に対抗することができない。

１）代理の一般的ルールに関連し，①代理権を濫用して代理人と相手方が悪意通謀した場

合の民事責任（１６４条，通則６６条２，３項対照）11，②違法な代理行為とその法律効果

11　民法総則１６４条は，通則６６条２，３項を基礎として，代理人職責の不完全履行の場合を追加し，「第
三者との通謀」を「相手方との悪意通謀」概念に改め，効果も相手方との連帯責任に修正している。
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（１６７条，通則６７条対照）12 を整備し，③代理人による自己代理と双方代理の禁止規

定を追加している（１６８条）13。

２）委任代理に関連して，①復代理の要件と責任に関する規定（１６９条，通則６８条，

契約法４００条参照）を調整し，②法人・非法人組織の業務執行者の行為に関する職

務代理原則と職権範囲に対する制限と善意の相手方保護に関する規定を新設している

（１７０条）。

第１７１条【無権代理の法律効果】行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権

が終了した後，依然として代理行為を行い，被代理人の追認を経ない場合，被代理人

に対して効力を生じない。

２　相手方は，被代理人に対して通知受領日から１か月以内に追認するよう催告するこ

とができる。被代理人が意思表示を行わない場合，追認を拒絶したものとみなす。行

為者の行った行為が追認されるまで，善意の相手方は取消権を有する。取消は，通知

の方式により行わなければならない。

３　行為者の行った行為が未だ追認されない場合，善意の相手方は，行為者に対して債

務の履行を請求し，又はそれにより被った損害について行為者に対して賠償を請求す

る権利を有する。但し，賠償範囲は，被代理人が追認した場合に獲得できる利益を超

過してはならない。

４　行為者が無権代理であることを相手方が知り又は知り得べき場合，相手方及び行為

者は，各自の過失に照らして責任を負担する。

※第１７２条【表見代理】行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権終了後に

依然として代理行為を行い，相手方において行為者に代理権ありと信じる理由がある

場合，代理行為は有効とする。

３）被代理人の静的安全と代理取引の安全との調和を図るための無権代理行為の規律

（１７１条，契約法４８条参照）と表見代理制度を新設している（１７２条，契約法４９

条参照）。この点，立法過程では被代理人の過失を表見代理の要件とすべきかにつき見

解が分かれ，当初の草案には表見代理の積極的要件とともに適用除外状況も含んでいた。

表見代理制度創設の目的は取引安全の保護にあるが，行為時に被代理人に過失があった

ことを相手方が証明するのは困難なこともあり，むしろ行為者に代理権ありと信ずるに

つき相手方に正当理由の存在する点こそが表見代理の最も重要な特徴である以上，それ

を表見代理の積極的要件として，基本的に被代理人の過失は不問とする考えを民法総則

12　民法総則１６７条では，通則６７条の規定に，代理事項・代理行為の違法について「知り得べき場合」
を追加し，被代理人が作為義務を負うことを前提に「未だ反対の表示をしていない」場合に改めている。
13　この点，１９８１年「経済契約法」７条１項３号には自己契約・双方代理の規定はあったが，民法通則・
契約法には関連規定がなかった。被代理人（ないし相手方）の利益保護を図るという民法総則１６８条の
目的から，同条違反の自己契約・双方代理の効果は原則無効と解されているが，被代理人等の利益に損害
がないか，その不利益を受け入れる場合は法による関与は不要であり，被代理人等の同意・追認の例外を
認める（文献②５２１頁参照）。
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では採用している 14。

第三節　代理の終了

第１７３条【委任代理の終了事由】次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，

委任代理は終了する。

（一）代理期間が満了し，又は代理事務が完成したとき

（二）被代理人が委任を取り消し，又は代理人が辞任したとき

（三）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（四）代理人又は被代理人が死亡したとき

（五）代理人又は被代理人としての法人，非法人組織が終止したとき

※第１７４条【被代理人死亡後の代理行為が有効となる場合】被代理人が死亡した後，

次の各号に掲げる状況のいずれかがある場合，委任代理人が行った代理行為は有効と

する。

（一）代理人が被代理人の死亡を知らず，かつ知り得べきでないとき

（二）本人の相続人が承認するとき

（三）授権において代理権が代理事項の完成時に終了する旨が明確にされていたとき

（四）本人が死亡する前に既に行い本人の相続人の利益のために代理を継続したとき

２　被代理人としての法人，非法人組織が終止した場合には，前項の規定を参照適用する。

第１７５条【法定代理の終了事由】次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，

法定代理は終了する。

（一）被代理人が完全民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（三）被代理人又は代理人が死亡したとき

（四）法律が規定するその他の状況

４）第六章第三節「代理の終了」では，委任代理の終了事由（１７３条，通則６９条対照），

委任代理終了の例外として被代理人死亡後の代理行為が有効となる場合（１７４条，通

則意見８２条参照），法定代理の終了事由（１７５条，通則７０条対照）の規定を置い

ている。

第八章　民事責任

民事主体が民事義務を履行せず，又は完全に履行しない場合の法的効果が民事責任であ

るが，この責任を明確にすることは，民事主体をリードして法定又は約定の義務を自覚的

に履行する意識を強化し，民事義務違反行為を予防，制裁し，権利者の民事上の権利利益

を適切に保護することに資する。そこで民法総則は第八章「民事責任」として民事権利が

侵害された後の救済ルートと方式を以下のように整備している 15。

14　民法総則１７２条につき文献③４０４～４０５頁参照。
15　草案説明１三（八）・文献①１９頁，草案説明２三（五）・文献②６８６～６８７頁参照。
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第１７６条【民事義務と責任】民事主体は，法律の規定又は当事者の約定に基づいて民

事義務を履行しなければならない。

※第１７７条【責任比率による按分責任】二人以上が法に基づき分担に応じた責任を負い，

その責任の大小が確定できる場合，各自は相応する責任を負担する。責任の大小を確

定できない場合は，均等に責任を負担する。

※第１７８条【連帯責任】二人以上が法に基づき連帯責任を負担する場合，権利者はそ

の一部又は全部の責任負担を連帯責任者に対して請求する権利を有する。

２　連帯責任者の責任按分額は，各自の責任の大小に基づき確定する。責任の大小を確

定することが難しい場合，均等に責任を負担する。実際に負担した責任が自己の責任

按分額を超過した連帯責任者は，他の連帯責任者に対して求償する権利を有する。

３　連帯責任は，法律が定め，又は当事者の約定により定める。

第１７９条【民事責任の負担方式】民事責任の負担方式には，主に次のものがある。

（一）侵害の停止

（二）妨害の排除

（三）危険の除去

（四）財産の返還

（五）原状回復 16

（六）修理，やり直し，交換

（七）履行の継続

（八）損害の賠償

（九）違約金の支払い

（十）影響の消除，名誉回復

（十一）謝罪

２　法律の規定が懲罰的賠償を定める場合，その規定による。

３　本条の定める民事責任の負担方式は，単独で適用することができ，併せて適用する

こともできる。

１）まず民事義務と民事責任の負担に関する原則（１７６条，通則１０６条対照），責任

比率による按分責任（１７７条），連帯責任（１７８条，権利侵害責任法１３，１４条参照）

の負担ルールが明確にされている。

16　民法総則１７９条１項５号につき，草案一審稿では「原状回復，生態環境の修復」としていたが，原状
回復は生態環境の修復を包含するか，両者は完全に異なる責任負担方式なので別号に規定すべきか，「生態
環境の修復」概念の内容・程度等について見解が分かれ，その責任も不確定で責任負担形式として普遍的
適用が認められない等の指摘を受けて「原状回復」と規定されている（文献①５７頁，１１９頁参照）。な
お実務上は，２０１６年６月３日施行の「最高人民法院・環境侵権責任紛争事件審理の法律適用に関する
若干問題の解釈」１４条の「権利侵害を受けた者が，原状回復を請求する場合，人民法院は法に基づき汚
染者が環境修復責任を負担し，かつ同時に被告の環境修復義務不履行時に負担すべき環境修復費用を確定
する裁判を行うことができる」旨の規定により運用されている。
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２）次に民事責任負担の主な方式を整理補充し（１７９条１，３項，通則１３４条対照）17，

法律が懲罰的賠償について特別の規定を置く場合にはその規定によること（１７９条２

項）18 を明記している。

第１８０条【不可抗力による不履行】不可抗力により民事上の義務を履行することがで

きない場合，民事責任を負担しない。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

２　不可抗力とは，予見不可能，回避不可能で，かつ克服不可能な客観的状況をいう。

第１８１条【正当防衛】正当防衛により損害を与えた場合，民事責任を負担しない。

２　正当防衛が必要な限度を超え，あるまじき損害を生じさせた場合，正当防衛者は，

適切な民事責任を負担しなければならない。

第１８２条【緊急避難】緊急避難により損害を与えた場合，危険な状況を生じさせた者

が民事責任を負担する。

２　危険が自然原因によって生じた場合，緊急避難者は民事責任を負担せず，適切な補

償を行うことができる。

３　緊急避難により不当な又は必要な限度を超える措置を講じてあるまじき損害を与え

た場合，緊急避難者は適切な民事責任を負担しなければならない。

第１８３条【他人の民事権益保護による損害】他人の民事権益を保護するため自己が損

害を受けた場合，権利侵害者が民事責任を負担し，受益者は適切な補償をすることが

できる。権利侵害者が存在しない場合，権利侵害者が逃亡した場合又は権利侵害者が

民事責任を負担する能力がない場合，損害を受けた者が補償を請求するときは，受益

者は適切な補償をしなければならない。

※第１８４条【緊急救助行為】自己の意思で緊急救助行為を行ったことにより被救助者

に損害を与えた場合，救助者は，民事責任を負担しない。

３）まず不可抗力（１８０条・通則１０７，１５３条参照），正当防衛（１８１条・通則

１２８条参照），緊急避難（１８２条・通則１２９条参照）による免責事由を規定し，過

剰防衛，過剰避難による損害発生に関する責任負担ルールを定める。次に他人の民事権

益保護により損害を受けた場合の責任負担等について規定を整理調整し（１８３条，通

則１０９条対照），さらに緊急救助行為により被救助者に損害を与えた場合に救助者は

民事責任を負担しない旨を定める（１８４条）。勇気を持った正しい行為によって損害

を受けた者を保護すること，被救助者に損害を与えた場合も救助者を一律免責すること

17　まず民法総則１７９条１項７号に「履行の継続」が追加されているが，これは契約約定に基づく履行義
務の継続を指す。この点，通則１３４条３項は「人民法院は，・・・訓戒又は始末書提出を命じ，違法活動
による財物・不法所得を没収することができ，かつ法律の規定に基づき，過料，拘留に処することができる。」
と規定するが，民法総則１７９条にかかる規定は置かれていない。
18　現行中国法上の懲罰的賠償規定として，消費者権益保護法５５条，契約法１１３条２項，権利侵害責任
法４７条，食品安全法１４８条２項，観光法７０条，商標法６３条等がある。立法過程では，通則には規
定がなかった懲罰的賠償を民事責任負担方式として規定すべしとの意見もあったが，懲罰的賠償も損害賠
償の特別類型であることが考慮された結果，民法総則１７９条２項の規定が置かれたものである（文献③
４２１～４２２頁参照）。
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を通じて，正義のために勇気を持って行動をすることを奨励している 19。

※第１８５条【英雄烈士等の権利侵害】英雄烈士等の氏名，肖像，名誉，栄誉を侵害し，

社会公共の利益を害した場合，民事責任を負わなければならない。

※第１８６条【違約行為による損害】当事者の一方の違約行為により相手方の人身権益，

財産権益に損害を与えた場合，損害を受けた者は，違約責任を請求するか権利侵害責

任を請求するかを選択する権利を有する。

第１８７条【責任競合時の民事責任優先】民事主体が同一行為により民事責任，行政責

任及び刑事責任を負担すべき場合，行政責任又は刑事責任を負担することは，民事責

任を負担することに影響を及ぼさない。民事主体の財産が支払に不足する場合，優先

的に民事責任の負担に用いる。

４）英雄烈士等の氏名，肖像，名誉，栄誉を侵害し，社会公共の利益を侵害した場合の民

事責任負担（１８５条），被害者保護の観点から，当事者の一方の違約行為により相手

方の人身・財産的権益に損害が発生した場合における違約責任又は権利侵害責任負担の

選択請求権（１８６条，契約法１２２条参照）が新設され，民事・行政・刑事責任競合

下での責任主体の財産不足の場面における民事責任優先原則（１８７条，権利侵害責任

法４条２項・刑法３６条２項参照）が明確にされている。

第九章　訴訟時効

訴訟時効は，権利者が法定期間内に権利を行使せず，その期間満了後はその権利が保護

を受けない法律制度であり，権利者の速やかな権利行使を促進し，取引の秩序と安全の保

護に資する制度である。民法総則第九章では，司法実務の経験等を取り入れて訴訟時効制

度を以下のように整備している 20。

第１８８条【一般的訴訟時効の期間】人民法院に対して民事権利の保護を請求する訴訟

時効の期間は３年とする。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

２　訴訟時効期間は権利者が権利につき損害を受けたこと及び義務者を知り又は知り得

べき日から起算する。法律に別段の規定がある場合，その規定による。但し，権利が

損害を受けた日から起算して２０年を超えた場合，人民法院は保護しない。特殊な状

19　「良きサマリア人の法」「好人法（善人法）」とも称される民法総則１８４条は，正義のために勇気をもっ
て行動した際に被救助者に損害を与えた場合に，良い行いをしたにも拘わらずさらに賠償しなければなら
ない事例が数年来多数発生していることを重視して法律で明確に規定すべしとの提案がなされ，「英雄に
流血させた上に涙を流させる」，「人を救助したのに責任を追及される」状況の解決を目指したものである
（２０１７年３月９日法制日報。文献③４３６～４３８頁参照）。

20　草案説明１三（九）・文献①１９～２０頁，草案説明２三（五）・文献②６８７頁参照。この点，通則第七章「訴
訟時効」の規定は，社会主義法の流れを継承して，消滅するのは実体法上の権利自体ではなく，訴権消滅
主義を前提に構成されていたが，民法総則１９２条では抗弁権発生主義が採用されている（高見澤・鈴木・
宇田川・坂口『現代中国法入門（第８版）』（有斐閣，２０１９）１６８頁参照）。民法総則１８８条２項で
は訴訟時効の起算点について，主観主義モデルによる通則１３７条を基礎としつつ，さらに義務者が誰で
あるかを知り又は知り得べき場合であることが追加されており，権利者の権利行使可能性がより考慮され
ている（文献③４４７～４４８頁参照）。
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況がある場合，人民法院は，権利者の申請に基づき延長を決定できる。

※第１８９条【分割履行約定・最後の履行期限満了日から起算】当事者が同一債務を分

割履行する旨を約定している場合，訴訟時効の期間は，最後の一期の履行期限が満了

した日から起算する。

※第１９０条【法定代理人に対する請求・法定代理関係終了日】民事行為無能力者又は

制限民事行為能力者のその法定代理人に対する請求権の訴訟時効の期間は，当該法定

代理関係が終了した日から起算する。

※第１９１条【性的侵害を受けた未成年者の損害賠償請求・満１８歳の日】未成年者が

性的侵害を受けた場合の損害賠償請求権の訴訟時効の期間は，被害者が満１８歳となっ

た日から起算する。

第１９２条【訴訟時効期間満了の義務者に対する影響】訴訟時効の期間が満了した場合，

義務者は義務不履行の抗弁を提出することができる。

２　訴訟時効の期間満了後，義務者が履行に同意した場合，訴訟時効期間の満了を理由

として抗弁することはできない。義務者が自由意思で履行した場合は，返還請求をす

ることはできない。

※第１９３条【法院は訴訟時効の自発的適用不可】人民法院は，訴訟時効の規定を自発

的に適用することはできない。

第１９４条【訴訟時効の停止】訴訟時効期間の最後の６か月内において，次の各号に掲

げる障碍により，請求権を行使することができない場合，訴訟時効は停止する。

（一）不可抗力

（二）民事行為無能力者又は制限民事行為能力者に法定代理人がいない，又は法定代理人

が死亡し，民事行為能力を喪失し，代理権を喪失したこと

（三）相続の開始後，相続人又は遺産管理人が確定していないこと

（四）権利者が義務者又はその他の者に支配されていること

（五）権利者による請求権行使を不能にするその他の障碍

２　時効停止の原因が消除された日から満６か月により，訴訟時効期間は満了する。

第１９５条【訴訟時効の中断】次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，訴訟

時効は中断し，中断又は関連手続が終結した時から訴訟時効期間は改めて計算する。

（一）権利者が義務者に対して履行請求を提出したとき

（二）義務者が義務履行に同意したとき

（三）権利者が訴訟を提起し，又は仲裁を申し立てたとき

（四）訴訟提起又は仲裁申立てと同等の効力を有するその他の状況

※第１９６条【訴訟時効の不適用】次の各号に掲げる請求権には訴訟時効を適用しない。

（一）侵害の停止，妨害の排除，危険の消除の請求

（二）不動産物権及び登記した動産の物権者による財産返還請求

（三）養親費，養育費又は扶養費の支払請求

（四）法に基づき訴訟時効を適用しないその他の請求権
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※第１９７条【訴訟時効規定の強行性】訴訟時効の期間，計算方法及び停止，中断事由は，

法律が規定し，当事者による約定は無効である。

２　当事者の訴訟時効利益に対する事前放棄は無効である。

※第１９８条【仲裁時効】法律が仲裁時効について規定する場合，その規定による。法

律が仲裁時効について規定していない場合，訴訟時効の規定を適用する。

※第１９９条【除斥期間】法律の規定又は当事者が合意した取消権，解除権等の権利の

存続期間については，法律に別段の定めがある場合を除き，権利者が権利の発生を知

り又は知り得べき日から起算し，訴訟時効の停止，中断及び延長の関係規定は適用し

ない。存続期間が満了したとき，取消権，解除権等の権利は消滅する。

１）通則１３５条による２年間の一般訴訟時効期間につき，民法総則では３年間に延長し

た（１８８条）。社会生活において新たな状況が不断に現れ，取引の方式・種類ともに

絶えず新しくなり，権利義務関係はより複雑化している現実の状況と司法実務に適応し，

誠実信用社会の構築と，債権者の合法的権益の更なる保護に資すること等がその理由と

されている 21。

２）訴訟時効不適用の場合を明確にして（１９６条），訴訟時効の強行性を強調している

（１９７条）。

３）除斥期間及びその法的効果について特に規定を新設した（１９９条）。

第十章　期間の計算

第２００条【期間計算の方法】民事法律にいう期間とは，西暦年，月，日，時間によっ

て計算する。

第２０１条【年，月，日，時間による期間計算】年，月又は日により期間を計算する場合，

開始の当日は不算入とし，翌日から計算を開始する。

２　時間により期間を計算する場合，法律の規定する，又は当事者の合意した時間から

計算を開始する。

※第２０２条【年，月による期間計算の最後の日】年，月により期間を計算する場合，

最終月の対応する日を期間の最後の１日とする。対応する日がない場合，月末の日を

期間の最後の１日とする。

第２０３条【期間の最終日】期間の最終日が法定休日である場合，法定休日が終了した

翌日を期間の最終日とする。

２　期間の最終日の終了時間は２４時とする。業務時間がある場合は，業務活動の停止

時間を終了時間とする。

21　草案説明２三（五）・文献②６８７頁，文献③４４８～４４９頁参照。立法過程では，時効期間３年への
延長は，実務の状況や諸外国の立法例を勘案してなお不十分とする意見や，近時，中国において民間，企
業間の金銭貸借における債務逃れ事例が顕著なことへの対策の必要性等も問題提起されていた（２０１６
年７月５日法制日報参照）。
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※第２０４条【期間の計算根拠】期間の計算方法は本法の規定による。但し，法律に別

段の定めがあるか，当事者が異なる合意をした場合を除く。

第十一章　附　則

第２０５条【期間計算の関連用語】民事法律においていわゆる以上，以下，以内，満期には，

当該数を含む。未満，超過，以外には当該数を含まない。

第２０６条【本法の施行日】本法は，２０１７年１０月１日から施行する。

民法通則と民法総則の適用関係について

１９８６年制定の民法通則は，中国の民事立法史の節目としての意義を有し，重要な役

割を果たしてきた。これに対して民法総則では，通則の定める民事上の基本制度及び一般

規則が基本的に採用されるとともに，補足整備され，新たな内容が加えられている。通則

の定める契約，所有権及びその他財産権，民事責任等の具体的内容は民法典各編を編纂す

る際にさらに統一を図り，体系的な統合を図る必要がある。このため，民法総則が成立し

た後においても，通則は当面廃止されないが，他方で民法総則と通則の規定が一致しない

場合には，新法優先原則に基づき民法総則の規定を適用することになる 22。

22　草案説明２三（五）・文献②６８７～６８８頁参照。
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- IV.外国法導入と法的実務 -

ウズベキスタンにおける新しい行政法改革
－行政手続法の新原則である信頼保護の原則の適用を例に－

法学博士　タシケント国立法科大学准教授

ネマトフ ・ ジュラベック

New administrative law reforms in the Uzbekistan: in example 
of application of protection of the trust as a new principle of 

administrative procedure law 
Nematov Jurabek

Doctor of Laws，Associate Professor at Tashkent State University of Law 

新しくウズベキスタンの大統領に選出されたシャフカット・ミルジヨーエフは，新しい

ウズベキスタンを建設すべく，戦略アクション 2017-2021[1] に沿って，複数の行政法改革

を導入した。その結果，行政裁判所が導入され [2]，行政改革の企画 [3]，行政手続法 (the 

Law on Administrative Procedure 以下「APL」という。) [4] 及び行政訴訟法典（the 

Code of administrative litigation 以下「CAL」という。） が採択された [5]。かくして，ウ

ズベキスタンは，行政裁判所制度，行政手続法，行政訴訟法の採択により，行政法改革の

分野において飛躍的進歩を遂げた。

本稿では，こうした改革が実務で受容されていった経緯および新行政法改革導入にとも

ない生じた困難を行政手続の原則を例にとって簡単に分析したい。

上記の改革及び法規制の変更は，ウズベキスタン共和国の行政法における大きな突破口

を開く基盤を作った。行政法の発展に関する多くの科学的議論や提案は，これまで，実務

上実行されていなかった [6]。短期間に挙行された法令改革により長年待望であったこうし

た提案が生活に取り入れられた。しかし，上記関連法の採択だけでは，ウズベキスタン共

和国における近代行政法の発展における主要な突破口を達成することは不可能であること

にも留意しなければならない。本稿では，ウズベキスタン共和国における行政法発展の新

しいステージにおける行政手続の原則の適用に関する問題を例に，行政法の問題について

簡単な分析を試みることとする。

APL の基本的原則は，合法性，比例原則，信頼性，言い分を述べて聞いてもらえる機会，

オープンさ（聴聞の機会），透明性と行政手続の明確性，利害関係者の優先権，官僚的形式

主義の不承認，手続の併合，行政手続きの“１つの窓口”での実行，平等性，信頼の保護，

行政的裁量の合法性，および職権調べである。

APL 第１９条は，行政行為やその他の行政活動は，行政手続の原則を遵守しなくてはな

らないと規定している。 行政手続原則の非遵守は，行政行為やその他行政活動を取り消す
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または改訂する原因になると規定されている。

関連省庁職員への聴き取りの結果，上記原則の多くを職員が理解していないことが判明

した。とりわけ，比例原則，手続の併合，信頼保護，行政的裁量の合法性，職権調べは， こ

れら原則の意味の理解のみならず，職員が実務を遂行するにあたり生じる多くの疑問も生

んでいた。

このような状況から，行政手続の原則の実務的な適用には，そのエッセンスとルールを

明確にする必要がある。

以下は，信頼保護の原則に関する分析である。

Ⅰ．法律上の枠組および解釈

第１６条 信頼保護の原則

第１項　行政行為における善意の利害関係者の信頼は法律により保護される。

第２項　行政当局は，制定された行政実務より生じる利害関係者の正当な期待を尊重

する必要がある。制定された行政実務の変更は，公益により正当化されるべきであり，

性質において寛大で持続可能であるべきである。

この原則は，ウズベキスタン共和国の法令において初めて導入された。APL 第１６条は，

２項構成になっている。

第１項には， 利害関係者，善意の行為，行政行為における信頼，法律の保護 といった文

言が含まれている。

これら文言の意味を明らかにする必要がある。

・利害関係者

採択された行政行為や行政措置を受ける者。また，行政行為や行政措置により，自らの

権利や法的利益が影響を受ける，あるいは影響を受ける可能性のある者 (APL 第４条 )

・善意の行為

 悪意の兆候がないという意味。 

すなわち，利害関係者の信頼は，以下の場合，保護の対象ではない。

・	当人が行政行為に関する追加の義務を履行していない場合

・	当人が，行政行為にもとづいて付与された資金，物体，権利を，その意図された目的の

ために使用しなかった場合

・	当人が行政行為の違法性について知っていた，もしくは，当人のせいでそれを知らなかっ

た場合

行政行為の採択が，不正行為，脅迫，その他行政当局への違法な影響により行われた場

合には，法律は，利害関係者の信頼保護を考慮しないで，行政行為の廃止を要求する。 (APL

第５９条７項 )

これは，悪意の兆候は，信頼保護の原則の遂行を拒否する根拠であることを意味している。
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・行政行為への信頼

また，信頼保護の原則を適用する際には，公益を考慮する必要もある。

APL 第５９条 9 項は，「当人の信頼に関わらず，法を遵守していないと認められる行政

行為は，その保全が公益への脅威となり得る場合には，行政機関により廃止することがで

きる」と定めている。行政行為への信頼とは，利害関係者が当該行為の有効性を新任し，

それが合法だと信じて，その行為に従って行動するという意味である。

・法律による保護

行政行為に矛盾や違法性の根拠が存在する場合，法律は，主として，行政行為の法的効

力を頼りにした者の善意の信頼を保護するという意味である。公益が名宛人の利益を超え

る場合や行政行為の保全が公益を害する場合，行政行為は取り消され，名宛人は，損害賠

償を受けることができる。このように，行政行為の取り消しにより生じる損害は，公正に

補償される。

このようなルールは，APL 第５９条１０－１１項に規定されている。とりわけ，「利害関

係者は，行政行為の法的効力への信頼から生じた，またはそのために不可避となった物的

損害について補償される。損害賠償は，行政行為の内容について当人が受ける筈であった

利益を超えないものとする。物的損害賠償請求は，行政行為の取り消しが利害関係者に通

知された時より 1 年以内に行う。」とされている。

ただし， 公益が名宛人の利益を超えず，行政行為の保全が公益を害さない場合，行政行為

は保全することができ，損賠賠償の必要はない。

Ⅱ．事例研究

事例 № 1[7].

原告である農夫 E は，2017 年 2 月 21 日付シャロフ・ラシドフ地区当局 No. 340 判決

を無効にすることを訴えて，地方経済裁判所に控訴した。事件の資料から，原告農夫 E は，

2014 年 1 月 30 日付 シャロフ・ラシドフ地方 ( 前 ジザフ地方 ) 市役所 No. 92 及び 2015

年 3 月 18 日付 No.532 の関連決定にもとづいて，家畜生産用地として 114.1 ヘクタール

を取得していたことがわかる。ジザフ地方検察庁の指示にもとづき， ジザフ地方土地資源 ・

国家土地台帳局 は，シャロフ・ラシドフ地区 ( 前ジザフ地方 ) 市庁に，前述の決定をウズ

ベキスタン共和国の法令に則ったものにする提案書 2016 年 3 月 11 日付 No.H/71 を提出

した。2016 年 3 月 3 日，提案は地区の市役所総会で協議され， 2017 年 2 月 21 日付 No. 

340 市長決定は，検討にもとづき，2015 年 3 月 18 日付 No.532 の決定を取り消し，114.1

ヘクタールの土地は，地区土地ファンドに返還された。

2003 年 10 月 30 日付 No.476 ウズベキスタン共和国閣僚命令で承認された「土地区画を

農夫に長期リースで付与する手続」規則に従って，事業計画や土地の活動プログラムや関

連書類を添付した土地区画付与の申請書が，競争発表日から 1 ヶ月以内に地区の市長に提

出される。市民の陳述書は，特殊仕訳帳に登録する対象となる。農夫 E は，すべての関連
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書類を提出したと主張したが，特殊仕訳帳には補強書類が存在しなかった。

更に，ウズベキスタン共和国農業・水資源大臣命令により承認 (2005 年 11 月 19 日司法

省により登録 No.1523) された「農業用地配分入札当選者決定手続」規則パラグラフ１０に

従って，農業用地付与手続が制定された。とりわけ，関連委員会は競争を企画し，委員会

の実施要項で決定を作成しなければならない。更に，規則のパラグラフ３６に従って，単

独の申請者しか存在しない場合には，競争失効後，２回目の競争を実施する必要がある。

しかし，地区市役所 ( 地区会館 ) の上記規則パラグラフ３６は，実施されなかった。

また，2013 年 1 月 31 日付 No.22 ウズベキスタン共和国閣僚命令により承認された「農

業用地土地区画サイズの最適化および整理手続」規則のパラグラフ６に従って，市長が土

地配分の決定をする際，地区委員会を終了する必要があるが，この要件も遵守されていな

かった。

土地法令に違反した場合，ウズベキスタン共和国土地法３８条に従って土地は押収され

る。特に，土地法３８条は，３６条前半６－１１項やその他の土地法令に違反した場合は，

土地の使用および保護に関する国家支配を行使する機関は，土地の所有者または使用者へ

の警告後，土地区画を付与した機関に対して土地区画押収の提案を提出すると規定してい

る。土地を付与した機関は，提出にもとづき，1 ヶ月以内に押収についての決定を行う。

経済裁判所は，ウズベキスタン共和国 ( 前 ) 経済訴訟法１２条に従って，事件検討中に，

権限を超えた行為を含め，国や他の機関の行為の法律との矛盾を発見した場合，法律に従っ

た判決を下す。また，( 前 ) 経済訴訟法５５条に従って，国や他の機関の行為を無効化する

争いを検討する際に，これら行為の採択の根拠となった状況を証明する義務がその行為を

採択した当局に命じられる。

上記にもとづき，地方経済裁判所は，2017 年 2 月 21 日付 シャロフ・ラシドフ地方 市

役所 No. 34 決定を無効にする請求を棄却した。

事例へのコメント

この事例を熟考する上で，多くの質問が自然と出て来るが，ここでは信頼保護の原則に

関する問題だけを考えることとする。事案のすべての状況を想像することは困難であるが，

原告農夫 E が善意で行動し，上記事案の状況から明らかであるように，市役所のミスのた

めに土地法令の複数の基準に違反したと仮定した場合，信頼保護の原則にもとづき，農夫

E の利益は尊重され，保護されるべきである。従って，善意の土地を奪われるべきではない。 

続いて，司法実務の事例である。

事例 № 2[8].

申請者 ANOR LLC JV は，タシケント市役所を被告とし，2018 年 1 月 18 日付 No.85

タシケント市役所決定別紙パラグラフ８を取り消すとしたタシケント市役所 2019 年 5 月

27 日付 No.763 決定を無効化し，2019 年 5 月 27 日付 No.763 決定を取り消す決定をする

責任をタシケント市長に命じ，前版 2018 年 1 月 18 日付 No.85 タシケント市役所の決定
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を支持するよう裁判所に控訴した。

事案の資料から明らかなように，2018 年 1 月 18 日付 SAVDO LLC　No.85 のタシケン

ト市長の決定は，住所 : タシケント市ミラバッド地区，ミラバッドストリート，27/10 の非

居住地に隣接する建物を隣接テリトリー (Liter 0001，0002) と合わせて，国や公的ニーズ

のために解体された建物に対する補償として配分した。

「SAVDO」LLC とタシケント市役所建物使用・構造局間で締結された 2018 年 2 月

15 日付 No.427 合意および上記タシケント市役所決定にもとづくと，土地台帳記録単一

番号  101101020205900001-letter 0001 の 0.3 ヘクタールのエリア内ミラバド通りの

No.27/10 の家に近接した建物は，合計面積 342 平方メートルの 1 階建て建物であり，let-

ter 0002 は，合計面積 91 平方メートルの 1 階建て建物で，所有権が SAVDO LLC に移さ

れており，その証明書が TS0351191 で発行されている。

LLC SAVDOと JV LLC ANOR間で締結された2018年6月11日付の売買契約によると，

指定物件は，JV LLC ANOR に売却された。

更に，2019 年 5 月 15 日，タシケント市検察庁は，住所 : タシケント市ミラバッド地区，

ミラバッドストリート，27/10 の非居住地隣接の建物及び隣接テリトリー (Liter 0001，

0002) の 配分に関する 2018 年 1 月 18 日付 No.85 タシケント市長決定パラグラフ８の取

り消しに抗議した。

抗議に対して，タシケント市長は，2019 年 5 月 27 日，検察官の抗議を満足させるため， 

No.763 を採択し，2018 年 1 月 18 日付 No.85 タシケント市長の決定の別紙パラグラフ 8

の取り消しを採択した。

事案の資料から明らかなように，タシケント市検察官の 2018 年 1 月 18 日付 No.85 タ

シケント市長の決定の別紙パラグラフ 8 の取り消しに関する抗議は，2019 年 5 月 27 日付

No.763 タシケント市長の決定により満たされた。

2018 年 1 月 18 日付 No.85 タシケント市長決定の別紙パラグラフ８取り消しの理由は，

住所， タシケント市ミラバッド地区，ミラバッドストリートの非居住区にある No.27/10 の

家に隣接する建物の面積は，440 平方メートルであり，タシケントの国営事業「土地管理

及び不動産地籍簿サービス」における国の登録に適合しないためであることを示していた。 

更に，配分された建物には隣接テリトリーがなかった。 建物を隣接テリトリーと合わせて

配分する際，与えられるテリトリーに隣接区画が存在しないことは考慮されておらず，配

分された土地区画の面積も示されておらず，更には，地下施設「防空壕」が建物との境界

に存在していた。かくして，建物を隣接テリトリーと合わせて配分する際，ウズベキスタ

ン共和国大臣会議決議で承認された「都市計画，設計，建築プロジェクト登録の和解およ

び受容としての土地付与手続」規則の要件が，2013 年 2 月 25 日付 No.54 及びウズベキス

タン共和国大臣会議議決 2008 年 8 月 22 日付 No.189「タシケント市の土地提供・使用の

手続を更に改善する方法」に違反していた。タシケント市長の上記決定に賛同できない申

請者は，裁判所に控訴した。訴訟では，2018 年 4 月 8 日付 No.730 タシケント市緊急管理

部のレターに従って，建築作業が防空壕を破壊する可能性に鑑み，SAVDO LLC は，防空
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壕上に位置する建物を取り壊すことを禁止されていると述べられた。

2019 年 5 月 1 日付 No.311 ウズベキスタン共和国建築省のタシケント市国家統合事業「都

市計画専門技術」の専門家の意見のまとめでは，防空壕付近に建設されるロケーションは，

防空壕との境界に接しない建築に障害を生じない。

事例へのコメント

上記の事例では，信頼保護の原則の適用を考慮することができる。公益は，防空壕付近

に建物を建設しないことである。名宛人の利益は，行政行為の有効性を維持し，行政行為

取り消しの場合には，フェアーな賠償を獲得することである。

しかし，上記より，「防空壕の隣に建築中のロケーションは，防空壕との境界に接しない

建築に障害を生じない」と言える。

そうであれば，APL 第５９条９項を適用する問題が検討されない可能性がある。

次に出てくる問題は，悪意の問題であるが，上記事件の事実を見ると，不誠実の兆候は

存在しないということができる。

従って，公益に矛盾しない，名宛人の欠陥を伴わない行政行為の保全は，APL 第５９条

の規則に準拠していると推測することができる。

Ⅲ . 結びに

APL の原則について，長時間議論し，様々な解釈を与えることはできる。しかし，上記

の事例に関しての科学的作業の一環として，関係省庁・部署の職員への聞き取りでいくつ

かの問題が浮かび上がった。

第１に，APL の規範や原則を解釈するにあたって，政府の役人がどの程度能力を発揮で

きるのかという疑問である。第２に，「解釈の基準はあるのか？」「APL の規範・原則に関

する異なる解釈をどうまとめることができるのか？」「「APL の一般的な規範・原則は，当

人の不誠実な利益に解釈されるのではないか？」といった問題に関して多くのディスカッ

ションが行われた。

APL 解釈の問題は，非常に重大な課題である。しかし，残念ながら，ウズベキスタンに

おける APL の法学上の理論的基盤はまだ発達していない。

もちろん，今までは，このような問題が生じたのは，法律や行政裁判所の欠如が原因の

一つであると指摘できた。しかし，今日では，こうした問題はなくなった。従って，APL

規範の問題について，エビデンスベースの基盤を発展されることが必要である。 [9]

行政手続の原則の問題に戻ると，行政法が発達した国々では，通常，APL 条項解釈のた

めに受容される手続があることに注目したい。すなわち，国家機関の職員は，具体的な例

にもとづいて APL 規範・原則を解釈・適用する。そして，これら規範・原則の意味や法的

な適用に争いがある場合は，私人が裁判所に訴訟を起こす ( 上級の行政当局に申立てた後

で訴訟する場合もある )。裁判所は，事件を検討し，国家機関の職員が APL 規範・原則の

解釈をした決定の合法性にもとづいて判決を下す [10]。更に，一定の期間経過後，最高裁
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判所により司法実務が統合され [11]，APL の規範・原則の解釈に関する理論や議論にもと

づく全過程，行政法学が発達する。これら全ては，APL の規範・原則の一定の価値を制定

するまでには，多くの時間が必要であることを示している [12]。 他国の解釈モデルを盲目

的に真似することは不可能であるから，各国は，とりわけウズベキスタンも，行政法とり

わけ APL 理解の独自のモデルを開発していかなければならない [14]。
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活動報告

【会　合】

第２１回法整備支援連絡会

国際協力部教官

小　谷　ゆかり

第１　開催状況

日時	 令和２年２月１４日（金）午前１０時から午後５時４０分まで

場所	 東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

	 関西会場：ＪＩＣＡ関西　「ブリーフィングルーム」

テーマ	 「Access	to	Justice の向上と法整備支援～エンパワーメントにつながる	

法情報の提供とその実質的な利用～」

式次第	 後掲資料「プログラム」参照

出席者	 １１２名（東京会場９３名，大阪会場１９名）

第２　第２１回法整備支援連絡会の概要

１　はじめに

法務総合研究所では，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との共催により，平成

１２年（２０００年）以降，法整備支援関係者間の情報共有や意見交換の場として，法

整備支援連絡会を開催しています。

年々，法整備支援の重要性は高まり，その活動範囲も広がりを見せていますが，これ

に伴い，法整備支援連絡会も，関係者間の情報共有・意見交換にとどまらず，法整備支

援の在り方，方向性を考える貴重な機会を提供する場となりました。

２１回目を迎えた今回の法整備支援連絡会では，「Access	to	Justice の向上と法整備支

援～エンパワーメントにつながる法情報の提供とその実質的利用～」と題し，東京都昭

島市にある法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」をメイン会場，兵庫県神戸市

にあるＪＩＣＡ関西「ブリーフィングルーム」をサテライト会場として行なったところ，

両会場合わせて１００名を超える参加者が集まり，活発な意見交換が行われました。

　　　　

【東京会場の様子】　　　　　　　　　　　【関西会場の様子】
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２　第２１回法整備支援連絡会のテーマについて

前回の法整備支援連絡会では「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備支援」をテー

マとし，海外の専門家も参加するなどして幅広く意見交換が行われましたが，掘り下げ

た議論を行うには時間が足りなかったという印象が残りました。とはいえ，意見交換の

中では，法の支配がＳＤＧｓ達成に向けて中核的な役割を担っていること，法の支配に

は途上国の貧しい人々に対する司法アクセスの保障を始めとする様々な側面が含まれる

ことなど，ＳＤＧｓの観点から見た法整備支援の役割・課題が示されました。

そこで，２１回目となる今回の法整備支援連絡会では，引き続きＳＤＧｓに関するテー

マとして司法アクセスに焦点を当て，更に掘り下げた議論を目指すこととしました。

ご承知のとおり，ＳＤＧｓのゴール１６では，すべての人々に司法へのアクセスを提

供することが明記されており，世界的に見ても「司法へのアクセス」の関心は高まって

います。京都で開催予定の第１４回国連犯罪防止刑事司法会議 1，いわゆる京都コングレス

においても，２０３０アジェンダの達成に向けた犯罪防止，刑事司法及び法の支配の推

進を全体テーマとして掲げる中で，すべての人々へ司法へのアクセスを提供するための

取組について議論される予定であり，当部においても，司法アクセスをテーマとしたパ

ネルディスカッション等の準備を進めているところです。

他方で，我が国の法整備支援は，約四半世紀にわたってその実績が積み重ねられてき

ましたが，その効果は支援対象国の国民一人一人に行き渡っているのだろうかという新

たな問題が指摘されるようにもなりました。このような問題の背景事情として，政府が

法整備支援を行う場合，実施機関となるのは対象国の政府・司法機関が中心となり，市

民への波及効果や，司法へのアクセスの改善については正面から取り組むことが少なかっ

たこと，また，司法アクセスに取り組む弁護士会などの関係機関との連携も十分ではな

かったことが挙げられますが，そのほかにも複雑な問題が絡み合っているのかもしれま

せん。

このように，法整備支援の効果が支援対象国一人一人の国民に行き渡るにはどうすれ

ばよいかという法整備支援の問題は，司法へのアクセスを考えることと密接に関わるよ

うに思います。

そこで，今回の連絡会では，これまであまり議論してこなかった「Access	 to	Justice

の向上と法整備支援」をテーマとし，その中でも特に，一人一人の立場（能力）に焦点

を当てるという観点から，「エンパワーメントにつながる法情報の提供とその実質的利用」

をサブタイトルとして，法整備支援の役割や課題，今後の方向性について議論すること

としました。

３　プログラムについて

プログラムの概要をご紹介いたします。詳細につきましては，後掲のプログラム及び

1　後掲の議事録において，京都コングレスにつきましては今年４月に開催予定である旨告知されています
が，コロナウイルス感染拡大による影響により，開催延期となりました。今後の予定につきましては，コ
ングレス専用ホームページ（http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/）をご参照ください。



61ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

議事録をご覧ください。

（１）第１部では，当部（ＩＣＤ），国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ），ＪＩＣＡ，

日本弁護士連合会，名古屋大学法政国際教育協力研究センター（ＣＡＬＥ）及びジェト

ロ・アジア経済研究所から，それぞれ活動報告が行われました。活動報告では，ここ１

年の活動状況に加え，司法アクセスの向上につながる取組についても報告がなされたほ

か，プロジェクトと研究活動の連携，国際機関との連携，ＡＳＥＡＮとインドといった

地域間の連携など，活動の幅を広げる様々な取組や方向性が示唆されました。また，質

疑応答では，会場出席者から，日本インドネシア法律家協会についての活動紹介や，中

国における司法アクセスの状況の報告があるなど，全体を通じて有益な情報共有の場と

なりました。

（２）第２部では，海外から２人のゲストスピーカーをお招きし，それぞれ講演を行って

いただきました。

まず，ワールド・ジャスティス・プロジェクト（ＷＪＰ）2 のエグゼクティブ・ディレ

クターであるエリザベス・アンダーセン氏から，「Global	 Insights	on	Access	 to	Jus-

tice（司法へのアクセスに関する世界的洞察）」と題して，ご講演いただきました。Ｗ

ＪＰは，２０１７年から２０１８年にかけて，世界１０１か国で法的ニーズに関する

調査・分析を行い，その結果を「Global	Insights	on	Access	to	Justice	２０１９」と

して取りまとめ，ウェブサイトで公開しています 3。

アンダーセン氏の講演では，上記調査の手法として，主に対面によるインタビュー形

式で行い，日常の法的問題（ニーズや解決方法）を評価し得る１２８の質問を用意し

たことなどが紹介されました。また，調査・分析結果として，グローバルな司法格差

や法的ニーズ，取り組むべき課題などが示されました。講演の最後には，法整備備支

援に求めることとして，消費者問題等最も一般的なニーズへの対応，市民教育や法情

報戦略の重視，社会的事業等法律以外のサービス提供者との協力に対する投資，弁護

士以外の支援提供者における能力向上といった提言もなされました。

アンダーセン氏の講演は，全体を通じて，上記調査・分析結果を法整備支援に生かす

ことの重要性が示されており，今後の法整備支援の活動や方向性，評価方法の検討に

資する有益な内容でした。

2　ＷＪＰは，法の支配の促進に向けた取組を行っている学際的な団体（非営利団体）であり，ワシントン
D.C. に拠点を置いています。毎年，法の支配の実態調査として「Rule of Index」を発表していることで知ら
れています。
3　http://data.worldjusticeproject.org/accesstojustice/#/
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【エリザベス・アンダーセン氏による講演の様子】

続いて，ＪＩＣＡプロジェクトの実施機関の一つであるベトナム弁護士連合会より，

同会会長のドー・ゴック・ティン氏に，「法整備支援を通じた司法アクセスの実現」と

題してご講演いただきました。

ティン会長の講演では，昨年１０周年を迎えたベトナム弁護士連合会の沿革 4 に加え，

ベトナム弁護士連合会による司法アクセス強化の取組として，弁護士による法律の周知

宣伝，訴訟活動の参加，冤罪事件の取組，広報誌やウェブサイトを通じた広報活動が

紹介されました。そして，これらの中でも特に，司法格差問題を解消するための広報

や，個々の弁護士の能力・責任感を向上するための教育が重要であるとの指摘がなされ，

これらの取組に資する法整備支援の必要性が伝えられました。

また，講演の中では，ＪＩＣＡプロジェクトによる協力で完成した３分冊の弁護士ハ

ンドブック（弁護士の業務マニュアル）が紹介されるとともに，我が国の法整備支援

に対する感謝の気持ちが述べられました。

【ドー・ゴック・ティン氏による講演の様子】

（３）第３部では，「Access	to	Justice	の観点から見た法整備支援の課題と展望」をテー

マにパネルディスカッションを実施しました。パネルディスカッションは，パネリスト

4　ベトナム弁護士連合会の沿革については，ICD NEWS ８２号「ベトナム弁護士連合会１０年間の発展の
軌跡」（ベトナム弁護士連合会弁護士チャン・トゥイ・ズン，翻訳監修等 JICA 長期専門家枝川充志）をご
参照ください（http://www.moj.go.jp/content/001316918.pdf）。
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として，首都大学東京法学部我妻学教授，釜井英法弁護士，原若葉弁護士，鏑木信行弁

護士（日本司法支援センター本部事務局長付）の４名にご参加いただき，モデレーター

を務める当部部長の森永太郎による進行で進められました。

冒頭では，まず，森永部長より，「Access	 to	Justice」の意義・範囲が広いこと，本

パネルディスカッションでは一般市民が法的問題に直面した際の対応に焦点を当てる

ことなどの説明がなされ，議論の方向性が示されました。

その上で議論は，現場で司法アクセスの問題に関わってこられた釜井弁護士，鏑木弁

護士，原弁護士によるプレゼンテーションから始まりました。

釜井弁護士からは，国内の取組として，弁護士過疎・偏在解消のために日弁連が取り

組んだ活動や，都市型公設事務所が果たした役割などが紹介されました。発表の中では，

これらの取組により，弁護士過疎・偏在の問題は相当程度改善したものの，依然とし

て弁護士にたどり着くことができない市民が多く存在しており，Access	 to	Justice の

実質を埋める必要があること，この実質を埋めるためのキーワードが「連携」であり，

都市型公設事務所，法テラス，行政，各種分野の専門弁護士，法律以外のサービス提

供者との協力が必要となることなどの指摘がありました。

鏑木弁護士からは，法テラス中津川法律事務所（岐阜県下呂市）での取組を踏まえ，

地域における司法アクセスの可能性を伴った司法インフラ整備についてお話しいただ

きました。発表では，下呂市の事例を挙げつつ，ゼロ・ワン地域解消の次の課題とし

て隠れた司法過疎の問題があること，様々な工夫を重ね，市，弁護士会，ソーシャルワー

カーと連携しながら相談体制を構築した取組などが紹介され，地域ニーズの掘り起こ

しやその結果の分析，解決策立案の重要性が指摘されました。

原弁護士からは，法テラスでの勤務やＪＩＣＡ個別案件専門家として支援に携わった

経験を踏まえ，コートジボワールにおけるコールセンター立ち上げの取組や，司法ア

クセス向上に向けた法整備支援の課題などについてお話しいただきました。発表では，

コートジボワールでの経験として，住民に対するニーズ調査インタビューの実施，コー

ルセンターで用いるＱ＆Ａ集や市民に周知させるためのリーフレットの作成などをご

紹介いただくとともに，司法アクセスに関する日本の知見（特に法テラスをモデルと

した司法アクセスの取組）は途上国においても有益であること，司法アクセスの現状

及び現地ニーズの的確な把握が重要となる旨の指摘がありました。

このような発表を踏まえて，我妻教授には，研究者としての立場から，司法アクセス

の阻害要因や，司法アクセス向上のための法整備支援の役割などについて整理していた

だきました。発表では，司法アクセスの阻害要因として，距離（都市と過疎地域），高

齢者など家族関係の問題，費用，心理的要因，情報収集，遅延（紛争解決までに時間

がかかること）があると指摘された上で，司法アクセス向上に向けた法整備支援の課

題については，ニーズに即した法整備支援，関係機関との連携，多様なサービスの提

供及びグローバルなネットワークの構築の必要性が示されました。

質疑応答では，持続性の観点から見た我が国の法整備支援の問題点や，垣根を取り
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払ったグローバルネットワーク構築の必要性などの意見が会場から示され，活発な議

論が展開されました。

【パネルディスカッションの様子】

以上のとおり，本プログラムの概要について簡単にご紹介いたしましたが，全体を通

じて有意義かつ大変興味深い議論が行われましたので，是非，後掲の議事録もお読み

いただければと思います。

４　おわりに

本連絡会での議論を通じて，一般市民が司法へアクセスすることのできる環境整備の

重要性，そのための法整備支援の役割・課題について確認することができました。これ

までの法整備支援連絡会においても，法整備支援の在り方として関係機関との連携の重

要性が指摘されていましたが，今回「Access	 to	Justice」をメインテーマとしたことで，

より，国内外を含めた関係機関・関係者との幅広い連携，協力の重要性を意識した議論

が展開されました。

ご参加いただいた皆様においても，本連絡会は，上記メインテーマ等について活発か

つ忌憚のない議論がなされたことにより，法整備支援の在り方についてこれまでとは異

なる視点から考察する良い機会となったものと考えます。

次回の第２２回法整備支援連絡会については，現在，関係各機関との間で開催日を調

整しているところです。開催日が決まりましたら，当部ホームページに日程等を掲載し

ますとともに，開催日が近くなりましたら，改めて詳細な御案内を掲載いたしますので，

法整備支援に興味のある方は，是非ご参加ください。
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第２１回法整備支援連絡会 プログラム

第１　日時

令和２年２月１４日（金）午前１０時から午後５時４０分まで

第２　場所

東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

関西会場：ＪＩＣＡ関西「ブリーフィングルーム」

第３　主催・後援

主催：法務省法務総合研究所，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

後援：最高裁判所，日本弁護士連合会，独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

アジア経済研究所，公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ），国連開

発計画（ＵＮＤＰ）駐日代表事務所

第４　開催趣旨

法制度整備支援関係者の情報交換，支援の在り方に関する意見交換

第５　テーマ

Access	to	Justice の向上と法整備支援

～エンパワーメントにつながる法情報の提供とその実質的な利用～

第６　プログラム概要　 ※敬称略

開会挨拶　10:00 ～ 10:05

法務省法務総合研究所長 大塲　亮太郎

挨拶　10:05 ～ 10:10

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事 天 野　 雄 介

第一部　活動報告　10:10 ～ 12:00（休憩 10分含む）

法務省法務総合研究所国際協力部副部長 伊 藤　 浩 之

国連アジア極東犯罪防止研修所教官 二 子 石　 亮

ＪＩＣＡ産業開発・公共政策部次長兼ガバナンスグループ長 澤 田　 寛 之

日本弁護士連合会 /弁護士 内藤　裕二郎

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（ＣＡＬＥ）センター長 藤 本　　 亮

日本貿易振興機構（ジェトロ）	
アジア経済研究所新領域研究センター・グローバル研究グループ長 今 泉　 慎 也

――　昼食休憩　12:00 ～ 13:20　――
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第二部	 講演　13:20 ～ 15:10	

（１）「Access	to	Justice の現状と分析」　13:20	～ 14:20

ワールド・ジャスティス・プロジェクト　

　　Executive	Director	 エリザベス・アンダーセン

（２）「法整備支援を通じた Access	to	Justice の実現」　14:20	～	15:10

　　ベトナム弁護士連合会会長	 ドー・ゴック・ティン

――　休憩（15:10 ～ 15:25）――

第三部　パネルディスカッション　15:25 ～ 17:35（会場との質疑応答含む）

＊テーマ

「Access	to	Justice の観点から見た法整備支援の課題と展望」

＊モデレーター

法務省法務総合研究所国際協力部長 森 永　 太 郎

＊パネリスト

日本弁護士連合会 / 弁護士 釡 井　 英 法

日本司法支援センター本部事務局長付 /弁護士 鏑 木　 信 行

首都大学東京　法学部教授 我 妻　　 学

弁護士 原　　 若 葉

閉会挨拶　17:35 ～ 17:40

公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ）理事 / 弁護士					小杉　丈夫

備考　日本語・英語同時通訳，日本語・越語逐語通訳



67ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

○下道　ご来場の皆様，大変長らくお待たせいたし

ました。

　ただいまから第 21 回法整備支援連絡会を開会い

たします。

　私は，本日の司会を務めさせていただきます法務

省法務総合研究所国際協力部教官の下道良太と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

　開会に際しまして，プログラムの一部変更につい

てお知らせいたします。

　第２部でご講演を予定していましたＵＮＤＰバン

コク地域ハブ，ビジネスと人権専門官のショーン・

リース氏ですが，残念ながらご都合により本連絡会

を欠席することとなりました。そのため，第２部の

プログラムを一部変更させていただきますのであら

かじめご了承ください。

　なお，ショーン・リース氏が講演を予定していま

した内容につきましては，配付資料を準備しており

ますのでご参照ください。

　法整備支援連絡会は，今回で２１回目を迎えます。

本日は，この会場と関西の会場をテレビ会議システ

ムで結び，関西からも質問やコメントをいただきま

す。

　ここで，関西会場につないでみたいと思います。

　関西会場，聞こえておりますでしょうか。

○氷室　はい，聞こえています。

　関西会場の進行役を務めます法務総合総研究所国

際協力部教官の氷室隼人でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○下道　関西会場もたくさんの皆様にご参加いただ

きまして誠にありがとうございます。

　まず初めに，本連絡会の主催者であります法務省

法務総合研究所所長の大塲亮太郎より，開会のご挨

拶を申し上げます。

　大塲所長，よろしくお願いいたします。

○大塲　皆さん，おはようございます。法務総合研

究所長の大塲亮太郎でございます。

　まず，本法整備支援連絡会に多くの方々にご出席

を賜りまして，大変ありがたく厚く御礼を申し上げ

る次第であります。

　本日は，ベトナム弁護士連合会のドー・ゴック・ティ

ン会長，ワールド・ジャスティス・プロジェクトから，

エグゼクティブ・ディレクターのエリザベス・アン

ダーセン様及びアジア・太平洋地域ディレクターの

ジェラルド・ヴィンルアン様にご参加いただいてお

ります。大変お忙しい中おいでいただきありがとう

ございます。

　また，活動報告やパネルディスカッションをお願

いいたしております皆様にも，お忙しい中ご準備を

いただきまして心から御礼を申し上げるところであ

ります。

　そして，今日ご出席の皆様には，日頃，法務総合

研究所の行う法整備支援活動に多大なご支援，ご協

力をいただいておりますことを改めて感謝申し上げ

る次第であります。

　さて，２０００年から始まりましたこの法整備支

援連絡会も今回で２１回目となりました。

　日本の法整備支援につきましては，四半世紀にわ

たって実績を積み重ねてまいりましたが，アジアの

国々を中心に，我が国の支援に対する期待は引き続

き高く，支援の対象国や対象とする法分野も拡大し

ております。

　そうした中で，法整備支援に関わる関係者が一堂

に会し，情報を共有し，意見交換をする場としての

法整備支援連絡会の重要性はますます高まっている

ものと思っています。

　今回の法整備支援連絡会におきましては，「Access	

to	Justice の向上と法整備支援」をテーマとしてお

ります。

　皆様ご承知のとおり，２０１５年に国連で採択さ

れた持続可能な開発目標，いわゆるＳＤＧｓ１６は，

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進

し，全ての人々に司法へのアクセスを提供し，あら

ゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築するとされております。

第２１回法整備支援連絡会発言録
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代表事務所の皆様に感謝を申し上げますとともに，

本日ご出席いただきました皆様のますますのご活躍

を祈念いたしまして，私の挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○下道　大塲所長，どうもありがとうございました。

　続きまして，同じく主催者であります独立行政法

人国際協力機構理事，天野雄介様よりご挨拶を申し

上げます。

　天野理事，よろしくお願いいたします。

○天野　ただいまご紹介にあずかりました独立行政

法人国際協力機構理事をやっております天野と申し

ます。

　本日お集まりの皆様方，参加される皆様方並びに

本日の法整備支援連絡会の準備に関わられた全ての

方々に改めて厚く御礼申し上げます。

　ＪＩＣＡのミッションの一つとして人間の安全保

障がございます。これは全ての人々が恐怖や欠乏か

ら自由になり，尊厳を持って生きる権利を有し，各

国政府や国際社会は，その権利が保障された社会を

創る責務を有するという概念です。もっともＪＩＣ

Ａの理事長でありました故・緒方貞子氏がこの概念

の最も強固な推進者のお一人でございましたが，現

理事長の北岡もこれを引き継ぎ，昨年，人間の安全

保障の今日的な意義を人間の安全保障２．０と再整理

いたしました。

　その中で，法整備支援も人間の安全保障を実現す

るための協力として明確に位置づけられておりまし

て，ＪＩＣＡは人々の基本的人権が保障される法の

支配に基づく社会の促進に向けて，法律の起草支援

や法運用組織の機能強化や実務改善に係る支援を進

めてまいりました。

　法律や司法制度が整備・改善されると同時に，一

般市民が問題に直面した際に，法律についての情報

や司法制度にアクセスできる環境が整っていなけれ

ば，人々の権利の保障にはつながりません。そして，

一人一人の個人が自己の権利を享受するためには，

各個人が法の趣旨，内容を十分に理解し，そして司

法制度を活用できるよう，法・司法分野におけるエ

ンパワーメントも必要であるでしょう。

　昨年の法整備支援連絡会におきましても，このＳ

ＤＧｓと法整備支援をテーマにいたしましたが，今

回は司法へのアクセスに焦点を当てて法整備支援を

考えてみたいと思っています。

　様々な法整備支援の実績が積み重ねられてきた一

方で，果たして支援の効果が対象国の一人一人の国

民に行き渡っているかどうか，あるいは行き渡るに

はどのようにすればよいかという視点で現状を認識

し，その上で法整備支援の役割や課題を検討するこ

とは意義があるものと考えています。

　本日は，日本司法支援センター，いわゆる法テ

ラスからご出席をいただいております。私自身，

２００５年から法務省でこの法テラスの設立に関与

し，２００６年の設立から１年間法テラスに出向し

て業務開始に向けて尽力しておりました。当時，法

テラスの立ち上げに関わった関係者とともに，司法

アクセスを勉強し，新しい全国組織の展開に取り組

んだことをよく覚えています。本日の皆様の講演や

ディスカッションを大変楽しみにしているところで

あります。どうぞ皆様の自由闊達なご議論をお願い

いたします。

　また，今年４月には，京都で第１４回国連犯罪防

止刑事司法会議，いわゆるコングレスが開催されま

す。そこでも，２０３０アジェンダの達成に向けた

犯罪防止，刑事司法及び法の支配の推進が全体テー

マに掲げられておりまして，その中で全ての人々に

司法へのアクセスを提供するための取組が議論され

る予定となっています。

　国連アジア極東犯罪防止研修所，ＵＮＡＦＥＩの

参加はもちろんでありますが，法務総合研究所国際

協力部におきましても，ＪＩＣＡの皆様とともに，

Access	to	Justice をテーマにした講演やパネルディ

スカッションを実施するためにただいま準備を進め

ているところであります。この点においても，本日

の議論を参考にさせていただきたいと考えています。

　最後になりますが，本法整備支援連絡会にご後援

を賜りました最高裁判所，日本弁護士連合会，独立

行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所，公益

財団法人国際民商事法センター，国連開発計画駐日
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トに対する皆様のご協力に感謝申し上げたいと思い

ます。

　また，本日，この連絡会のためにご来日いただき

ましたワールド・ジャスティス・プロジェクトのエ

リザベス・アンダーセン様，あるいはベトナムの弁

護士連合会会長のドー・ゴック・ティン様に改めて

御礼申し上げるとともに，本連絡会に参加されてい

る皆様方と法整備支援に取り組むパートナーとして

今後の活動を共に展開できることができればと願っ

ております。

　本連絡会の成功と今後の協力の発展を祈念し，私

からの挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがと

うございました。（拍手）

○下道　天野理事，ありがとうございました。

　それでは，第１部に入ります。

　第１部では，法整備支援に関わる方々から活動報

告をいただきます。

　報告者の方を発表順にご紹介いたします。

　まず，法務総合研究所国際協力部副部長の伊藤浩

之。

　国連アジア極東犯罪防止研修所教官の二子石亮様。

　ＪＩＣＡ産業開発・公共政策部次長兼ガバナンス

グループ長の澤田寛之様。

　日本弁護士連合会，弁護士の内藤裕二郎様。

　名古屋大学法政国際教育協力研究センター長の藤

本亮様。

　ＪＥＴＲＯアジア経済研究所新領域研究センター・

グローバル研究グループ長の今泉慎也様です。

　それでは，伊藤副部長，よろしくお願いいたします。

○伊藤　皆様，改めましておはようございます。

　本日は，法整備支援連絡会にお越しいただきあり

がとうございます。

　トップバッターを務めさせていただきます法務総

合研究所国際協力部の伊藤浩之でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

　皆様には，日頃，私ども国際協力部の業務に多大

なるご支援，ご協力をいただきましてありがとうご

ざいます。

　早速ご説明を始めさせていただきますが，以前に

　人間の安全保障の概念と同様，誰一人取り残さな

い世界を目指すＳＤＧｓのゴール１６．３におきまし

ては，国家及び国際レベルでの法の支配を促進し，

全ての人々に司法への平等なアクセスを提供すると

いう目標が掲げられています。ＪＩＣＡはこうした

目標の達成に寄与すべく，民事法や知的財産法等の

起草支援に加え，ベトナムやカンボジア等における

弁護士会の強化，市民に法律や司法に関する情報提

供を行うコールセンターの設立支援，司法アクセス

の向上に向けた日本の経験や取組を途上国と共有す

る研修の実施，市民がより身近に問題解決ができる

よう，紛争の迅速かつより適切な解決につながる調

停制度の導入支援など，途上国における人々の権利

の保障・実現の手段へのアクセス向上に寄与する取

組を強化しておるところでございます。

　また，法整備支援の視点から，人間の安全保障を

見た場合，それは国家のみにとどまるものではあり

ません。近年，株主の利益を最優先する従来の資本

主義は，格差の拡大や環境問題という副産物を生ん

だという問題意識から，社会や環境にも配慮したス

テークホルダー資本主義への転換という議論も行わ

れるようになりました。このように，ビジネスが社

会環境に与える影響の関心が世界的に高まる中，Ｊ

ＩＣＡとしても，例えばカカオ産業における児童労

働等の課題を民間企業やＮＧＯ等との協働で解決す

るプラットフォームを今年度に立ち上げるなど，新

たな取組を進めているところでございます。

　本日は，「Access	to	Justice の向上と法整備支援」

というテーマの下，現在の国際社会における司法ア

クセスの現状について共有し，どのような取組が必

要であるのか，さらにはビジネスの負の影響からの

救済の在り方を考える中で司法アクセスをどのよう

に位置づけることができるのか，そして，法整備支

援としてどのような活動が適切であるのかについて，

皆様と活発に意見交換させていただくことを大変楽

しみにしておるところでございます。

　本日，この場には日頃よりＪＩＣＡの事業にご協

力いただいている関係者の皆様に多数ご出席いただ

いております。改めて日頃のＪＩＣＡのプロジェク
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　ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー，イ

ンドネシア，この５か国につきましてＪＩＣＡのプ

ロジェクトが行われておりまして，そこには私ども

法務省からも検事，この検事の中には裁判官出身の

者も含んでおりますけれども，検事あるいは裁判官

が現地に長期専門家として派遣をされて活動をして

いるというテリトリーでございます。

　また，ちょっとこの中には入っていないのですが，

もう一つ，中国でも現在法整備支援のプロジェクト

自体は行われておりまして，法務省として協力をさ

せていただいている内容は限定的ではありますけれ

ども，現地に弁護士の長期専門家，白出弁護士が行っ

ておられて活躍をしておられます。白出先生には，

私どもＩＣＤニュースという機関誌を年に４回発行

しておりますけれども，こちらの方に継続的に中国

の法制度についてご寄稿をいただいておりまして，

この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。

　今申し上げました５か国のプロジェクト，ベトナ

ムとラオスにつきましては，後ほどもう少し詳しく

ご説明いたしますので，それ以外について簡単に先

に触れさせていただきます。

　カンボジアにつきましては，日本が起草支援をし

ました民法，民事訴訟法などが施行されているとこ

ろ，現在，幾つかその運用の改善に向けての活動を

しておりますが，一つ判決の公開に向けた活動とい

うのを行っております。

　カンボジアの判決につきましては，まだまだその

理由が不明確，内容が不明確であったり，時には法

律に従っていない判決も見られる，そういった問題

があると承知しております。ですので，その判決自

体を正しく理由付けをして判決書を書けるように，

裁判官の方たちを対象にしたセミナーを実施しなが

ら，将来的にはその判決を公開できるようにと，こ

ういった準備を今進めているところでございます。

　それから，ミャンマーとインドネシアについてで

すが，ミャンマーにつきましては，本日，現地に今行っ

ておられます小松専門家から調停について少しご紹

介いただいて，プロジェクトで作成された，その調

停に関するプロモーションビデオもあるということ

もこの法整備支援連絡会にご出席いただいた皆様に

は，今年のプログラムが少し変わったのではないか

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。ここ

数年は，まずは基調講演をいただいて，活動報告に

つきましては，午後のプログラムの最初に入るとい

うことが多かったかと思います。今年も海外からエ

リザベスさん，あるいはティン会長にお越しいただ

いておりまして，早く講演を伺いたいという気持ち

はもちろんありますけれども，今年のテーマであり

ます Access	to	Justice について，午後に連続する形

で講演とパネルディスカッションをさせていただき

たいということが一つプログラムを変えた理由とし

てございます。

　それから，もともと法整備支援連絡会という名前

がついていますように，関係者の皆様の情報共有，

情報交換の場でございますので，この活動報告につ

いて一番最初にさせていただくということで今年は

このようなプログラムにさせていただいております。

　また，この活動報告につきましては，この後，幾

つかの機関，組織の皆様からご報告をいただく予定

になっておりますが，恐らく多少時間はあるのでは

ないかと思っておりまして，本日ご出席いただいて

おります皆様からも，自分のところでは最近こんな

活動をしているというようなご説明があれば，是非

ご発言いただきたいと思っておりますので，その点

につきましてもどうぞよろしくお願い申し上げます。

　それでは，早速私どもの国際協力部の活動につい

て，簡単ではございますけれども，説明をさせてい

ただきます。

　私どもの活動，大きく分けてＪＩＣＡのプロジェ

クトなどの活動に協力をさせていただくものと，そ

れから，私ども法総研が独自に，独自にといいまし

ても，多くの活動は関係機関の皆様のご協力をいた

だきながら行っておりますが，こうした活動を大き

く２つに分けることができます。

　最初に，ＪＩＣＡのプロジェクト等への協力につ

いてご説明いたしますけれども，これまで行ってき

たプロジェクトについて引き続き行っているものが

ございます。
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　すみません，ちょっと時間がなくなってまいりま

したので，駆け足で参ります。

　幾つかご紹介させていただきますが，ちょっと今

日のテーマに多少関係があるかなというところを中

心にご紹介しますので，全てのプロジェクトの活動

などを網羅したものではないという点ご了解いただ

ければ幸いでございます。

　ベトナムにおきましては，裁判所を中心とした活

動を幾つか行っておりまして，その一つが争訟原則

と，これが憲法，それから刑事訴訟法に規定されて

保障されているということで，これについての研究

をベトナム側と進めております。

　この争訟原則というのは何を意味するのか，まだ

日本側にとって十分明らかでない部分もございまし

て，いわゆる職権主義，inquisitorial	system という

ものと，それから adversarial	system，当事者主義

というその概念ともまたちょっと違う意味で争訟原

則が使われているのかなと思いますが，いずれにし

ても被告人の防御を保障し，権利を保障する観点か

ら取り入れられたものという説明を受けております

が，これは実際に実務にどうやって反映されるのか

ということについてプロジェクトで研究を進めてい

るようなところでございます。

　それから，日本でいえば家庭裁判所に当たる家庭・

未成年者法廷，ここの活動の支援として，家庭裁判

所の調査官ですとか，あるいはここに書きましたが，

子供に対するインタビューの方法，こういったもの

について日本の知見を提供するセミナーなどを実施

しております。

　それから，ラオスにおきましても，裁判所ばかり

ではないですが，事実認定をするときにきちんと説

明がされていないという現状があります。そういっ

たところから民事，刑事共に，この事実認定を適切

に行い，それをきちんと論理的に文章にもして説明

できると，こういうことを目指して資料になるもの

を，あるいはテキストというか，参考書とも言えま

すが，そういったものをつくる活動を行っておりま

す。

　例えば，一つだけ例を挙げれば，ラオスの刑事事

ですので，後ほどご紹介していただきたいと思いま

す。

　インドネシアとミャンマーは，それ以外に知的財

産権に関して裁判所と活動を行っておりまして，ミャ

ンマーでは裁判所の規則の制定の支援ですとか，裁

判官向けの教材の作成支援，インドネシアでも知財

事件を扱う裁判官を教育，研修するためのトレーナー

ズ・トレーニングですとか，知財事件に関する判決

集の作成，こういったものを行っております。

　それから，バングラデシュとスリランカですが，

国別の研修として実施をしております。バングラデ

シュは調停人の養成に関する研修，それからスリラ

ンカは，今年度新たに始まったものでして，刑事司

法実務の改善，刑事事件が裁判所に滞留していると

いう状況があるようですので，その改善に向けた研

修というのをつい先月から今月の初めにかけて第１

回目のものを開始したところでございます。

　そのほかにも，ＩＣＤの活動といたしまして幾つ

かの国と協力を行っているものがございます。東ティ

モール，あるいはミャンマーなどで土地登記をはじ

めとする土地関連の法制度に関する共同研究を行っ

ているものや，ウズベキスタンとの協力で行政法，

行政事件訴訟法を含みますけれども，新たに制定さ

れた法律が円滑に運用されるように日本の知見を提

供しつつ共同研究を行うといった活動を行っており

ます。

　また，最近，幾つかの国と法務総合研究所は協力

覚書，Memorandum	of	Cooperation，ＭОＣを結

んでおります。２０１８年にラオスの国立司法研修

所と結び，その後に，こちら写真にありますように，

現地で刑法をテーマとした現地セミナーを両機関の

間で開催しております。

　それ以外にも，ウズベキスタンの検察アカデミー，

それからカンボジアの司法学院，Royal	Academy	

for	Judicial	Professions との間での協力覚書を先月

ちょうど結んだところでございます。こういった人

材育成機関との協力を強化しております。

　こういった研修あるいは共同研究を合わせますと

年間で約２０回私ども協力部では実施しております。
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わっていただいて行っております。現在はジョイン

トベンチャー契約をテーマに，ベトナム，インドネ

シア，マレーシア，タイ，これを対象国として研究

会を行っておりまして，今年の夏頃には，その成果

としてのシンポジウムも開催する予定になっており

ます。また一部の研修などは大阪で行っているもの

もございます。

　最後になりますが，京都コングレス，先ほど大塲

所長のご挨拶にもありましたけれども，４月に開催

予定になっておりまして，その京都コングレスにお

きまして，私どもの方もサイドイベントとしてＪＩ

ＣＡの皆様と企画をさせていただいております。

　京都コングレスの詳細につきましては，インター

ネットで京都コングレスで検索していただきますと，

すぐにアクセスできますので，もしご関心がある方

はご参照いただければと思います。

　以上，国際協力部からの説明とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手）

○下道　伊藤副部長，どうもありがとうございまし

た。

　続きまして，ＵＮＡＦＥＩの二子石様，よろしく

お願いいたします。

○二子石　国連アジア極東犯罪防止研修所の教官を

務めます二子石と申します。皆様，おはようござい

ます。

　今日は，この場をお借りして，通称アジ研または

ＵＮＡＦＥＩと呼んでおります我々の研修所の活動

について皆様にご紹介したいと思います。

　今日お話しする内容でございますが，皆様の中に

はまだＵＮＡＦＥＩについてご承知でない方もい

らっしゃるかとも思いますので，まず，ＵＮＡＦＥ

Ｉの概要についてご説明し，その後，ＵＮＡＦＥＩ

のメインの業務であります研修内容について具体的

に説明いたします。

　また，ＵＮＡＦＥＩは今年４月に開催されます京

都コングレスでも幾つか役割を果たしておりますの

で，この点についても併せてご説明差し上げたいと

思います。

　まず，ＵＮＡＦＥＩの概要であります。

実認定について情況証拠，間接証拠というものです

ね。直接の自白ですとか，直接の目撃証言がないよ

うな事件でも間接証拠から事実認定をできる，その

ために証拠構造というものをきちんと理解して説明

できる，こういった能力を身につけられるようにと

いう活動をしております。

　また，判決書，以前マニュアルを作りましたが，

これの改定といった活動もしております。

　次に，ネパールにつきましても様々な活動を行っ

ておりまして，２０１８年から，それより前にムル

キアインという形で民法，刑法，民事訴訟法，刑事

訴訟法等，全部一緒になった法律がありましたが，

それを５つの法律に分けて改正をいたしました。こ

れが円滑に運用されるようにということで現地での

セミナーを繰り返し行っております。

　テーマにつきましては，ここに幾つかこれまでに

扱ったテーマというのを書きましたけれども，こう

いったものが基本的にネパールで新たに導入された

概念，あるいは制度ということですので，これにつ

いて日本の制度がどうなっているのかという紹介を

しながら，ネパールで新たに取り入れられたもの，

法改正されたものについて法曹関係者の皆さんが理

解して運用できるように推進をしております。こち

らの写真はセミナーの様子，それから大学で模擬裁

判というのも年末に現地で行っておりまして，そう

いった活動を行っております。

　それと，私どもＩＣＤがもともとは大阪にありま

した関係で，大阪での活動も引き続き行っているも

のがございます。その柱の一つとなっているのが，

司法アクセスとはちょっと離れていきますけれども，

法整備支援へのいざないというタイトルで若手の

方々，大学生，法科大学院の方々，若手の実務家の方々

などに法整備支援の魅力を知ってもらうイベントを

毎年行っております。これは昨年も６月に大阪で開

催をいたしました。

　また，アジア・太平洋法制研究会というものを３

年スパンで一つの研究会ということで繰り返し行っ

ていますが，これも大阪の研究者の先生方，あるい

は弁護士の実務家の方々，それから調査の方にも加
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ＵＮＡＦＥＩは，国連犯罪防止・刑事司法プログラム・

ネットワーク機関，通称ＰＮＩと呼ばれるものです

が，こちらの機関の一つとなっております。この機

関は国連の犯罪防止とか刑事司法に関する政策やプ

ログラムに協力する機関という位置付けであります。

具体的には，京都で今年開催されるコングレスや国

連犯罪防止・刑事司法委員会といって国連の犯罪防

止や刑事司法の政策決定などを任務とする委員会に

ＵＮＡＦＥＩからも参加をして一定の貢献を果たし

ているといます。国連の政策やプログラムに協力す

る機関ということでありますので，国連で関心の高

い犯罪防止分野や刑事司法分野について特に研修活

動を行っています。この研修活動に当たっては，主

にＯＤＡ予算による途上国支援という形で我々は研

修活動を行っているため，主にＪＩＣＡ様のご協力

を得て研修活動を行っております。

　先ほど申し上げましたこのＰＮＩ機関ですが，Ｕ

ＮＯＤＣを中核として，それ以外，世界各国に，

１８機関あります。ＵＮＡＦＥＩはそのうち最も古

いＰＮＩとなっており，約５５年以上の歴史を持っ

ています。

　今ご説明したとおり，ＵＮＡＦＥＩには２つの顔

がありまして，いわゆる国連の関連機関，国連の政

策やプログラムに協力する機関という側面，また，

法務省の途上国支援の実施機関という側面，この２

つの顔を持ち合わせているというのがＵＮＡＦＥＩ

のユニークな特徴と言えると思います。

　これは，ＵＮＡＦＥＩの運営がどのようになって

いるかというのを示した概念図であります。

　上に示されているとおり，国際連合と日本国政府

の協定によってもともとＵＮＡＦＥＩが設立されて

おり，法務省の法務総合研究所の国際連合研修協力

部がＵＮＡＦＥＩを運営しているという形になりま

す。

　先ほど申し上げたとおり，現在は日本政府が実質

的には単独で運営しておりますが，現在でも，ＵＮ

ＡＦＥＩは年次活動報告をＵＮОＤＣ，国連薬物・

犯罪事務所に提出していますし，所長の任命につい

ては国連からの承認を得ております。

　先ほど，私，ＵＮＡＦＥＩまたはアジ研というこ

とでお話しさせていただきましたが，もともと我々

の研修所の正式名称は，日本語では国連アジア極東

犯罪防止研修所となっております。ただ，これは長

いので，通称で皆様からはアジ研というふうに呼ば

れております。また，海外名で言いますと，この下

に書かれてあるとおり，United	Nations	Asia	and	

Far	East	 Institute	 for	 the	Prevention	of	Crime	

and	the	Treatment	of	Offenders と，こちらが正式

名称なのですが，こちらも非常に長い名称となって

いるため，頭文字をとって，ユナフェイと呼ばれて

おります。

　名称に「国連」とありますので，国連に何か関わ

りある業務なのかということで，国連との関係など

についてご説明したいと思います。

　もともと，ＵＮＡＦＥＩは，国連と日本国政府と

の間の協定，こちらが１９６１年になりますが，こ

の協定によって設立されたものとなります。協定が

結ばれて翌年に，当時はここではなく府中に研修所

が設立されました。当初は名前のとおり国連と日本

国政府でＵＮＡＦＥＩを共同運営しておりまして，

最初の所長は国連の会議にも関与する有名な方が任

命されたりとか，そういった関与もありました。ただ，

１９７０年から日本政府で予算を全額負担し，事実

上単独で運営することとなりまして，現在の形となっ

ております。

　実際には，日本政府の法務省の法務総合研究所の

中の国際連合研修協力部が運営を担当していること

になります。具体的な組織としては，検事出身の所長，

検事出身の次長，教官が，裁判官教官が１名，私を

含めて検事教官３名，矯正教官２名，保護教官３名，

あと警察が非常勤教官１名の体制となっております。

また事務部門についても，検察事務官，矯正，保護，

入国管理庁と，様々な分野からこちらに派遣されて

勤務しております。さらに，基本的に国連業務など

で英語を用いた文書のやり取りや実際の会議のやり

取り等もありますので，語学顧問としてアメリカの

弁護士有資格者を採用しております。

　続いて，ＵＮＡＦＥＩの国連との関わりですが，
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生がおりまして，一定の国・機関，特にＡＳＥＡＮ

諸国の方々とは非常に良好な関係を結んでおります。

また，研修に当たって，客員専門家として招へいし

た方々とも良好な関係を築いており，研修を通じた

人的ネットワークというものが一つのＵＮＡＦＥＩ

の重要な資産となっています。今，この人的ネット

ワーク維持のための取組として，アラムナイリスト

やメルマガ配信，さらには同窓会といったことを企

画しております。

　最後に，京都コングレスとの関係で若干説明させ

ていただきます。

　もうご案内のことと存じますが，４月２０日から

京都コングレスが開催されます。言うまでもなく，

コングレスは，国連最大の会議ということで，５年

に一度開催されるものですが，ＵＮＡＦＥＩはＰＮ

Ｉとして公式ワークショップを企画・運営しており，

京都コングレスでも再犯防止に関するワークショッ

プを企画・運営することになっております。

　そしてまた，このワークショップ以外にも，特に

５０年ぶりの京都でのコングレスということですの

で，ＵＮＡＦＥＩ卒業生の活動報告や同窓会も併せ

て企画させていただいて，ＵＮＡＦＥＩの重要な資

産である人的ネットワークの強化に努めたいと考え

ている次第であります。

　以上，簡単ではありますが，ＵＮＡＦＥＩの説明

をさせていただきました。ご清聴どうもありがとう

ございました。（拍手）

○下道　二子石様，どうもありがとうございました。

　続きまして，ＪＩＣＡの澤田様，よろしくお願い

いたします。

○澤田　皆さん，おはようございます。ただいまご

紹介をいただきました独立行政法人国際協力機構Ｊ

ＩＣＡの産業開発・公共政策部ガバナンスグループ

長をしております澤田と申します。

　本日はＪＩＣＡを代表いたしまして，２０１９年

度の法整備支援分野における活動と２０２０年度の

取組についてご紹介をさせていただきたいと思いま

す。

　二子石教官，それから伊藤副部長は，立ってビビッ

　続いて，具体的にどんな研修をやっているかとい

うことについて説明いたします。

　基本的に，我々の研修は刑事司法分野の研修がメ

インとなっております。途上国を対象とした能力向

上支援ということで，メインとして国際研修と呼ば

れるものが年４回，また地域研修として東南アジア

を対象とした汚職対策を内容とするセミナーなどを

行っているほか，国別研修として，ここに書いてあ

るような研修を，２週間などの短期間ではあります

が行っております。その他小規模研修や講師派遣も

行っている状況です。

　メインの国際研修でありますが，年４回ありまし

て，４～６週間の研修で，春は捜査・公判，秋が矯正・

保護をテーマとする研修，そのほかは，高官の方々

を対象としたセミナー，また汚職対策をテーマとし

た汚職研修を行っております。対象となる研修参加

者は世界中の途上国各国１名から２名，プラス日本

人の方々も刑事司法分野から５，６名程度研修参加者

を募っております。実施言語は英語で，研修参加者

はこの建物の隣にあります寮棟に住み込む形で研修

を受けております。

　国際研修でどんなテーマを扱っているかというこ

とですが，基本的にはＳＤＧｓや国連条約・準則等

の推進を念頭に置きつつ，国際社会や日本の重要関

心事項をトピックに掲げて研修を実施しております。

令和元年度は，ここに書いてあるとおりの研修テー

マで研修を実施し，来年度については，ここに書い

てあるような内容で研修を行うことを予定しており

ます。

　今回，司法アクセスがテーマとなっておりますが，

司法アクセスはＳＤＧｓにも掲げられているテーマ

ですので，こちらについてもＵＮＡＦＥＩでも扱う

べきトピックということで，令和２年度の春の国際

研修や，平成２９年の高官セミナーでは，刑事法分

野の司法アクセスをトピックとして扱わせていただ

いております。

　こちらが大体の研修風景となっております。

　ＵＮＡＦＥＩには，５０年を超える歴史の中で

１３９の国や地域の方６，０００人以上の研修同窓
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２０１９年に実施をいたしましたプロジェクトの活

動を大きく分けますと，こちらにもありますように，

起草に関する支援と法の運用のための組織の強化の

支援というものに大別できるというふうに考えてお

ります。

　起草に関する支援といたしましては，直接の立法

ではございませんけれども，インドネシアにおきま

して法制執務参考資料というものが完成をいたしま

して，インドネシアの法務大臣にもご出席をいただ

いて，大々的に引渡し式を実施したと承知しており

ます。

　また，中国につきましても，昨年末の全国人民代

表大会常務委員会にて証券法の改正が成立するとと

もに，今年の春の全国人民代表大会で民法典分篇，

それから専利法の制定に向けた協力を引き続き行っ

ているところでございます。残念ながら中国の現在

の状況に鑑みまして，ここの部分については遅れて

しまうかもしれませんけれども，遅れつつもここは

しっかり協力を続けていきたいというふうに思って

おります。

　こちらにあります不動産登記法令の起草支援に関

しましては，カンボジアでの支援を継続しておりま

すし，担保法制に関しましては，ベトナムでの取組

を継続して実施をしております。

　次に，法運用のための組織強化に関する支援でご

ざいますが，インドネシアやミャンマーにおきまし

て知的財産に関するガイドブックや教科書の作成を

行っております。また，ベトナムにおきましては，

先ほどもご紹介のありました刑事訴訟の争訟原則の

定着に向けた取組，ラオスでの事実認定に関する人

材育成の取組，カンボジアでの書式例の作成，判決

公開の取組，ラオス，ネパールでの民法逐条解説，

普及教材の作成，現地セミナーの開催といったよう

な活動を実施いたしました。

　続きまして，課題別研修でございます。

　先ほど，ＵＮＡＦＥＩの二子石教官からもご紹介

ございましたけれども，ＵＮＡＦＥＩ，それから日

本弁護士連合会，公正取引委員会のご協力をいただ

きまして，こちらにも記載をしております６コース

ドにプレゼンテーションをされたんですが，私はそ

ういう用意をしてこなかったので，ちょっとこの後

座って続けさせていただきたいと思います。

　まず最初になりますけれども，ＪＩＣＡの事業運

営に当たりまして，法務省，最高裁判所，日本弁護

士連合会，公正取引委員会，特許庁，さらに大学等

の研究機関，研究者の方々に多大なご協力をいただ

いておりますことを改めて御礼を申し上げたいと思

います。

　２０１５年１１月に閣議決定をされた開発協力大

綱では，重点課題の一つとして，普遍的な価値の共有，

平和で安全な社会の実現というものが掲げられてお

ります。こうした課題をより具体化し，かつＳＤＧ

ｓのゴール８や１６ともアラインする形で事業を実

施すべく，ＪＩＣＡでは法整備支援における重点取

組課題として，人間の安全保障のための基本的権利

の保障・実現，公正かつ透明なビジネス環境，国際

関係の安定という３つの柱を打ち出しております。

２０１９年度はこうした課題を意識しながら，各案

件の実施を進めてまいりました。

　先ほど，国際協力部，伊藤副部長の方からご報告

をいただきましたここの部分，多少重複するところ

もございますけれども，ＪＩＣＡでは２０１９年，

１２か国で１５件の技術協力プロジェクト，個別専

門家派遣，第三国研修，国別研修，そして過去に実

施をいたしました案件のフォローアップというもの

を実施いたしました。こちらに実施をいたしました

案件の一覧を掲載しております。このうち，インド

ネシアの競争法のプロジェクト及びケニアの競争法

の国別研修は２０１９年度をもって終了ということ

になっております。インドネシアの競争法のプロジェ

クトにつきましては，残念ながらプロジェクトで想

定をしておりました競争法の改正という上位の目標

は達成できませんでしたが，競争法の改正後の実務

に当たる人材の育成ということにつきましては一定

の成果を挙げたものというふうに認識をしておりま

す。

　続きまして，プロジェクトの主な活動状況を報告

させていただきたいというふうに思います。
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らこちらにも記載をしております長期研修，法制分

野の中核人材育成コースというものを開始いたしま

して，博士号取得を目指した研修員の受入れを行っ

ております。本コースの実施に当たりましては，名

古屋大学及び九州大学から多大なご協力をいただい

ております。この場をお借りして改めて感謝を申し

上げたいと思います。

　他方，法整備支援分野における留学のニーズとい

うのは大変高いものがございますので，２０２０年

以降，長期研修，法制分野の中核人材育成のコース

におきましても，これまでの博士レベルの留学生に

加えまして，修士レベルの留学生の受入れを行う方

向で現在検討，準備を進めているところでございま

す。

　留学生に関しましては，以上ご説明をいたしまし

た従来からの取組に加えまして，新たにＪＩＣＡ開

発大学院連携というものを開始いたしております。

これは開発途上国の未来と発展を支えるリーダーと

なる人材を日本に招き，欧米とは異なる日本の近代

の開発経験と戦後の援助実施国としての知見を学ぶ

機会を提供するというものでございます。

　もちろん，このプログラムにおきましても，それ

ぞれの専門分野の教育・研究というのが行われるわ

けでございますが，一つの目玉といたしまして，共

通プログラムとしての日本理解プログラム，各大学

における独自のプログラムとして近代の日本の開発

経験に関する授業科目を開講いただくということに

なっております。こうしたプログラムの中で，法学

を専門分野として専攻する学生に対して，日本の法

整備支援の取組を講義するとともに，法曹関係者以

外の行政官等，将来各国のリーダーとなる人材に対

しても法整備支援の意義や法の支配の重要性を共有

するプログラムを実施していくところでございます。

　次に，本日の連絡会のテーマである Access	to	

Justice に関連するＪＩＣＡの取組について説明をさ

せていただきたいと思います。

　国内では，日弁連のご協力をいただきまして，課

題別研修「司法アクセス強化」を２０１８年度から

開始をいたしております。

を昨年度実施いたしました。

　次に，２０１９年度に新規に着手をした案件に関

しまして簡単にご紹介をしたいと思います。

　２０１９年は５件の案件につき新規に開始をいた

しました。このうちモンゴルとベトナムにつきまし

ては，新たな技術協力プロジェクトでございまして，

いずれも公正取引委員会のご支援を得て競争法を対

象とした案件を実施したものでございます。

　それから，国別研修につきましては，いずれも刑

事司法分野での能力強化を目的とするものでござい

ます。

　スリランカの研修でございますが，こちらにも掲

載をしております研修コースのタイトルからもお分

かりいただけますように，もともとはスリランカ内

戦に伴う国民の和解を促進するために，内戦期間の

犯罪を適正に処罰するということを目指したもので

ございました。しかしながら，現時点のヒアリング

等を通じて，刑事司法手続全般に課題があるという

ことが判明したことから，当局の捜査・訴追能力の

強化を目指すということで，つい最近まで第１回目

の研修を実施したところでございます。

　次に，仏語圏アフリカ対象の研修でございますが，

こちらは各国の刑事司法における課題を把握し，改

善策の検討を図るとともに，各国の刑事司法に関す

る組織間の連携，さらには参加７か国の連携を図る

ことを目的としております。２０１９年度は，アビ

ジャンで現地セミナーを開催し，現地の課題の洗い

出しを行い，今後の日本での研修実施に向けた検討

を進めたところでございます。また，公正取引委員

会にご支援をいただいております競争法の研修につ

きまして，また今年度から３年間さらに継続して実

施をするということで，こちらの方に記載をさせて

いただいております。

　ＪＩＣＡにおきましては，短期の課題別研修に加

えまして，長期研修というものを実施しております。

　法整備支援分野では，これまでも無償資金協力「人

材育成奨学計画」いわゆるＪＤＳと呼ばれているも

のを通じて，修士課程の留学生の受入れを図って人

材育成を行ってまいりました。また，２０１７年か
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ふうに承知をしておりますので，２０２０年度はこ

ういった案件に積極的に取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。

　最後になりますが，ＪＩＣＡといたしましても，

２０２０年度も引き続きＳＤＧｓの目標達成への貢

献を目指すとともに，４月に京都で開催予定の第

１４回国連犯罪防止刑事司法会議，京都コングレス

の議論，成果を各国に展開していくことを意識しな

がら，法整備支援事業の実施に努めてまいりたいと

思います。

　ちょっと長くなりまして恐縮ですが，どうもあり

がとうございました。（拍手）

○下道　澤田様，どうもありがとうございました。

　続きまして，日本弁護士連合会の内藤様，よろし

くお願いいたします。

○内藤　皆さん，おはようございます。日本弁護士

連合会国際交流委員会から参加させていただいてお

ります弁護士の内藤裕二郎と申します。

　今回，私は際立って恐らく経験の浅い発表者，報

告者だと思いますが，その点ちょっと含みおいてい

ただければ大変ありがたいです。

　資料がありますので，着座にて報告させていただ

きます。

　一応題名としては，この１年間，２０１９年度の

活動と今後の活動予定といただいています。報告内

容として目次というか，５つの点，研修について報

告させていただきます。

　短く最初に説明をさせていただくと，カンボジア

に対する支援，これはカンボジアの弁護士に対する

現地セミナーなどの支援です。テーマについてはそ

の都度というか，相手方のニーズをお聞きしてテー

マを選んで行っているものです。

　次がベトナムに対するもので，これは２００９年

から毎年１０年間ＪＩＣＡからご依頼いただいて，

ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）に対する本邦研修

の支援，日本に来日していただいて，各年度のテー

マごとに研修をさせていただくという内容です。

　その次がモンゴル。モンゴルについては，モンゴ

ルの弁護士さんが自費で来日して研修を受けていた

　この研修では，日本における法情報の提供，法律

相談等のサービス，法律扶助制度，開発途上国にお

けるコールセンターの導入事例等を紹介し，日本の

取組・経験を共有し，今後の検討のための材料を提

供していきます。

　また，海外では，ベトナムにおける弁護士会強化

や調停制度導入支援，バングラデシュにおける調停

人養成，ミャンマーにおける調停制度の試行導入支

援等の取組を行っております。

　また，新たな取組といたしまして，昨年開催をさ

れましたＴＩＣＡＤ７における平和と安定という取

組の一つといたしまして，制度構築とガバナンス強

化というのが政府の中でも特に注力する分野となっ

ておりますので，今後の協力可能性を検討すべく南

スーダンでの調査というものを実施しております。

　また，昨年の連絡会でもご紹介いたしました書籍

でございますが，現在，英語版の出版に向けて準備

を進めておりまして，今年上半期には出版ができる

見込みとなっております。

　最後になりますが，２０２０年度に向けた取組に

ついて簡単にご紹介をしたいと思います。

　２０２０年度も，冒頭ご紹介いたしました重点取

組課題を意識しつつ，既存のカンボジア，インドネ

シア，ラオス，ミャンマー，ベトナム，中国，モン

ゴルの案件の実施に取り組んでまいりたいと思いま

す。

　他方，既にご承知のように，対中国のОＤＡは現

行案件の協力期間をもって終了するということに

なっておりますが，ОＤＡ以外での枠組みにおいて，

法・司法分野での協力関係を構築するということで，

２０２１年３月まで案件の延長をする方向で現在検

討，準備を進めておりますし，ОＤＡ以外での枠組

みの構築に向けて準備を進めてまいりたいと思いま

すので，関係者の皆様とご議論を進めさせていただ

きたいと思います。

　それから，２０２０年度の新たな取組といたしま

して，こちらに書いてあるような案件が現在要請を

受けてございます。現在，政府で検討中かと思いま

すが，いずれも前向きに検討いただいているという
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施させていただいています。

　昨年の報告ということなので２０１９年度に絞り

ますが，２０１９年度は「弁護士会の組織運営の改

善，弁護士の実務能力向上（判例制度・刑事法人処

罰等）」をテーマに１２月に，３か月前ぐらいですか，

実施させていただきました。これは毎年の準備のや

り方が下に書いてありますが，大体半年前ぐらいか

ら現地のＪＩＣＡ専門家，今は枝川弁護士を通じて

ＶＢＦと協議を重ねていただいてニーズの調査をし

て，それでテーマを設定して，そのテーマに関して

どんなことが知りたいのかという詳細な質問項目を

ＶＢＦ側に質問して，それの回答をもらって講義を

具体化させていくというような流れで準備をしてお

ります。

　今回，２０１９年度の研修については森永部長に

も講師していただいて非常に盛り上がった内容に

なっておりましたし，また，２０１９年度はティン

会長はいらっしゃいませんでしたが，複数回ティン

会長には代表としていらしていただいて，皆さんを

まとめていただいてありがとうございます。

　次にいかせていただきます。

　モンゴルです。モンゴルは，昨年の活動としては

書いてあるとおりなのですが，２０１５年まではＪ

ＩＣＡプロジェクトとしてモンゴルに対して調停に

関する支援をさせていただいていて，それが終わっ

た後も，モンゴルの弁護士会と日弁連で友好な関係

を継続できておりまして，モンゴルの弁護士さんが

自費で来日して研修をするというのを毎年開催して

います。

　２０１９年３月，去年の３月には証券取引市場の

規制について証券取引所に訪問したりですとか，講

義を受けたりとか，そういう研修を開催しました。

　その研修と同時に，同じ機会に調停制度に関する

日本とモンゴルのシンポジウムも開催いたしました。

調停制度は２０１５年から始まっている，すみませ

ん，正確な年数は私把握できてはいないんですが，

前後から始まっていると思うんですが，去年３月の

シンポジウムでは，モンゴルにおける調停が現在年

間１万件以上の申立てがあるという報告もなされま

だくという内容です。

　次がマルチ本邦研修。これは正式名称ではないの

ですが，先ほどＪＩＣＡの方からの報告にもありま

したが，２０１８年から始まった司法アクセスの向

上に関する３年間の連続研修です。

　最後，これが今一番新しいというか，これから作

り上げていくものなんですが，トヨタ財団助成プロ

ジェクト，トヨタ財団から資金を頂きまして，ベト

ナム，カンボジア，ラオスとの４か国で共同のプロ

ジェクトとして司法アクセスの向上を図るという支

援内容です。

　最初，カンボジアについてです。

　これについては，先ほど申し上げたとおり，現地

セミナーの開催，現地弁護士を対象として行います。

毎回，前後ありますが１００名程度の弁護士さんに

参加していただいております。

　テーマについては，最初２０１８年１月には遺産

分割，同じ年の３月に離婚について，同じ年の８月

に民事執行について，去年になって２０１９年３月

には民事保全及び訴状作成について，セミナーを開

催いたしました。

　この各セミナーの講師は，日弁連の弁護士を派遣

というか，渡航して講師をさせていただいたり，あ

とＩＣＤの教官にご協力いただいて講師をしていた

だいたり，あとは現地の弁護士さんに講師をしても

らうというような内容です。

　このカンボジアのプロジェクトについては，日弁

連の国際交流委員会の現地セミナーの開催準備のた

めのプロジェクトチームの会合にも教官に出席いた

だいて，継続的に協力をしていただいているので非

常に助かっております。欲を言えば，括弧に記載さ

れていますが，他のプロジェクトにもご協力いただ

ければ大変ありがたい，慢性的な人手不足に悩んで

おりますので，是非よろしくお願いします。

　今年は，来月，３月の下旬に要件事実と立証に関

するセミナーを実施予定です。

　次，ベトナムについて，ＪＩＣＡの法・司法制度

改革支援プロジェクトの一環として，２００９年度

から弁護士会の能力強化を目的とする本邦研修を実
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は日弁連が自主的というか，国際交流委員会がトヨ

タ財団の公募に応募して資金をいただいて法整備支

援のプロジェクトを行っていくという経緯なんです

が，その内容としては，ベトナム，カンボジア，ラ

オスを対象にして各国の経験を共有し，この３国に

日本をプラスして４国の経験を共有し，相互に学び

合いながら司法アクセスを向上するということが目

的となっています。

　２０１９年，去年の１１月からプロジェクトは開

始しまして，２０２０年２月以降に，各国との個別

ワークショップを開催して，今年の６月に４国合同

セミナーをカンボジアで開催する予定です。

　今週か，昨日までカンボジアに私も出張していま

して，カンボジアで６月に開催するための準備とか，

カンボジアの弁護士会との協議をしてきました。

　これは，Access	to	Justice を一応こういうふうに

考えているという映像，図にしたものです。一番上

のところにＪＩＣＡその他のドナーとなっていて，

その下の層に，ベトナム司法関係者とベトナム弁護

士連合会とか，カンボジアも同じように司法関係機

関，カンボジア弁護士連合会，ラオスも関係機関と

弁護士会，ここの上の部分，例えばベトナムでいう

とＪＩＣＡその他ドナーから，下にベトナム弁護士

連合会に下りてくる矢印で組織能力，強化支援，そ

の左側の法令整備支援，制度構築支援については，

今まで日弁連としても協力させていただいたところ

ですが，これからトヨタ財団の助成をもって行うこ

とは，その下の段階，ベトナムの弁護士連合会から

ベトナムの人々へとアクセスする，逆ですか，ベト

ナムの人々がベトナムの弁護士さんにアクセスする

ための支援を行っていきたいと思っております。

　細かいところを話し始めるとちょっときりがない

のですが，黄色い枠の中が主に今構想している支援

内容です。この黄色い枠の中に日弁連という丸が書

いてありますが，日弁連プラス，プランナー／クリ

エーター，日弁連を媒介にして，他の３か国の教訓

等の共有ですとかをしながら，各弁護士会が各国の

人々にどういうふうにアプローチしていくかという

のを検討し，目的というか，成果としては何かしら

して，日本の調停は平成２９年度で民事について年

間約３万５，０００件，家事について約２０万件と

いうことなので，もちろん日本の方が多いんですが，

モンゴルの人口は日本の約４０分の１ということか

らすれば，比率でいったら日本よりもより多く利用

されているんじゃないかというような発表がモンゴ

ル側からなされました。また，成立率も約８０％と

高く，多くの調停が一日で終わるという報告もなさ

れていました。

　最後のところですけれども，２０１９年１０月，

２０１９年度の自主来日研修として日本の離婚制度

ですとか，少年事件に関する研修を行いました。

　次にいかせていただきます。

　司法アクセス強化に関するマルチ本邦研修という

ことですが，こちらも２０１８年度からＪＩＣＡに

ご依頼いただいて実施しているもので，２０１９年

１１月には第２回を実施いたしました。８か国から

司法アクセス改善の制度設計に関与できる人材８名

を招へいして司法アクセス強化に関する研修を行い

ました。

　８か国というのは書いてあるとおり，カンボジア，

コートジボワール，インドネシア，ラオス，マラウイ，

モンゴル，ウズベキスタン，ベトナムから来ていた

だきました。

　３番目のポチですが，日本の司法アクセスに関す

る施策の現状把握，法テラス訪問ですとか，宮城の

過疎地域事務所を訪問したりですとか，東京の都市

型公設事務所，あと東京ウィメンズプラザなどを訪

問して，そこの方にどういうふうに運営しているか

とか，どういう趣旨で例えば公設事務所ができたん

ですとか，そういったお話をして，例えば都市型公

設事務所を作りたいなと考えている参加者からは細

かい質問が，細かいって悪い意味じゃないですけれ

ども，具体的な質問が寄せられたりとか，各訪問や

講義は盛り上がっていたと思います。

　最後のポチですが，２０２０年度も一部招へい国

を変えて実施予定となっています。今はもう準備も

始まっております。

　最後ですが，トヨタ財団助成プロジェクト，これ
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究の協力，あるいは教育の展開といったような法整

備支援の活動は，今日もいらっしゃっていますが，

森嶌先生あるいは鮎京先生が始められたものが現在

まで続いているということでございます。

　内容といたしましては，アジア市場経済移行国に

対して法整備支援事業を実施，ということになって

おりますが，こういう長い先輩たちの人徳によりま

して，大学関係ではアジア法整備支援，あるいは国

際的な法整備支援における屈指のセンターとして評

価をいただいているところでございます。

　次のスライドに移りまして，ＣＡＬＥの役割とい

うところでお話しさせていただきたいと思います。

　３つの柱がございます。１つはアジア法の研究，

あるいは法整備支援という事業，あるいはプログラ

ムについての研究ということであります。また，そ

ういった国際的な研究をコーディネートしていくと

いったようなことが私たちの１つ目の課題となりま

す。

　２つ目は，法学教育支援という形で，アジア諸国

で求められている，自国の法律を自ら作り，運用で

きる人材の育成ということが２つ目の柱でございま

す。

　３つ目が，国内の人材育成ということで，アジア

に精通し，アジアの発展に貢献するグローバルリー

ダーの育成ということで，これは私どものこういう

プロジェクト，あるいはこうした様々な機関，団体

の皆様が長い間展開してきている法整備支援事業，

未来を担っていく，人材を育成していくということ

が３つ目の課題であります。

　本日は，このうち２あるいは３ですけれども，主

に２について中心として現在の活動状況について少

しご紹介させていただきたいと思います。

　この法学教育支援ということで，大学でございま

すので，研究，教育，これは一つの大きな役割，社

会にも委託されている役割だというふうに考えてお

ります。ですが，この教育，あるいは人材育成といっ

たようなものは一体何を指すのかということであり

ます。やはり教育機関として何を教えるのかという

ことについてはきちっと反省をして，反省をすると

の成果物を作りたいなと。それは例えば法律相談ア

プリですとか，まだそこまで，これから各国と協議

しながら決めていくものなので，これというもので

はないんですが，そういった法律相談アプリを運営

できるようにしていくとか，コールセンターまで行

かなくても，電話番号を用意して，それを周知して，

担当の弁護士さんを用意して，その弁護士さんにい

つでも法律相談できますよというふうな制度を小さ

くてもいいから作っていくとか，そういったことを

考えております。

　すみません，ここについてはまだ作り込み中なの

で，説明についても大分ごちゃっとしていますが，

お許しください。

　それでは，以上で日本弁護士連合会国際交流委員

会の昨年の活動とこれからの活動についての説明，

報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。（拍手）

○下道　内藤様，どうもありがとうございました。

　続きまして，名古屋大学の藤本様，よろしくお願

いいたします。

○藤本　すみません，お時間もあると思いますので，

資料が配付してありますので，それに従って始めさ

せていただきたいと思います。

　名古屋大学法学研究科，藤本でございます。法政

国際教育協力研究センターのセンター長を務めさせ

ていただいております。この通称私どもＣＡＬＥと

呼んでおりますけれども，このＣＡＬＥというとこ

ろを通じて，名古屋大学あるいは他の大学と協力し

て法整備支援の事業を展開しているということでご

ざいます。

　法政国際教育協力研究センター，ＣＡＬＥのご紹

介をさせていただきたいんですが，まず２００２年

に国際協力を推進するセンターとして名古屋大学に

設置されておりまして，この時点で名古屋大学の独

立というか，共同利用施設というふうに呼んでおり

ますけれども，そんな形で設置されておりました。

前身となる事業体というのも幾つかございました。

ですので，２００２年からスタートというわけでは

ございませんで，９０年代からの個別の国際的な研
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　ステップとしては，初年次，あるいは２年次に日

本語の教育を行い，徐々に日本事情であるとか，あ

るいは日本の歴史，先ほどＪＩＣＡの方でも日本の

近代化の特殊性ということが書籍として出版されて

いますけれども，それに準ずる内容になります。そ

れから，憲法の入門，あるいは民法の入門という講

義を提供しております。修了につきましては，モン

ゴル以外は日本と同じように４年間の標準修了年限

でありますし，また，モンゴルでは５年間で学部を

修了するということになります。その後，優秀な学

生につきましては奨学金の提供をしたりして日本へ

留学してもらうと，名古屋大学へ入学してもらうと

いうのが多いですけれども，それだけではなくて，

できるだけ多くの方に日本に留学して，この場合の

留学というのは大学院へ行くということになりまし

て修士課程ということになります。

　現在，留学生を何十万人にするという政策がござ

いますので，留学生の数がどんどん増えております

が，名古屋大学でも１９９０年代の末から英語によ

る教育課程を提供し，留学生の数を増やしてまいり

ました。この日本法教育研究センターが２００５年

にウズベキスタンを最初として開設されて以降，本

修了生がやはり留学生として日本に来るわけですが，

この場合は日本語教育課程に入る学生ということに

なります。これも極めてユニークなものでありまし

て，十全な協力を受けた上で，日本で日本語教育課

程の中で修士論文も日本語で書く，進学すれば博士

論文も日本語で書くというような教育プログラムと

なっております。

　ここで，このＣＪＬのコンソーシアムというのを

２０１７年に設立しております。これは名古屋大学

だけでこういう優秀な人材，この人たちを受け入れ

るというのはキャパ的には難しいものですから，ま

た他の大学でも様々な教育プログラムを提供してお

りますので，多くのこの出身者に日本に留学してほ

しいと。もちろん英語による大学院教育課程という

のはやはり限られておりますので，日本語ができて

日本語で普通に教育課程に入るということであれば

受入れ大学もたくさん増えてまいります。そういう

いうのはリフレクションして，そのこと自体を問い

直すことも必要だろうと考えます。

　また２つ目に，誰が教えるのかということであり

ます。これは教育の分野ではよくあることですが，

よくスポーツの世界で言われますが，名選手が必ず

しも名コーチになるわけではないということであり

ます。教育というのは，やはり一定の独自の専門性

を持っているのだということが大学の機関としてき

ちっと捉えていく必要があるだろうと考えています。

　３つ目です。これがやはり大きく，大学としても

遅れている部分だというふうに私個人としては考え

ておりますが，どのように教えるか，すなわち教育

方法，あるいは教育方法論と言われるものです。近時，

ここ二，三十年の間，大学でも，高校と大学の教員の

接続である，あるいは大学での一方的なレクチャー

ではなく参加型の学習をする，アクティブラーニン

グと言いますが，このようなものについての問題意

識というのはかなり共有されてきたところでありま

す。

　しかしながら，こうした先進的な教育方法論に基

づいた教育実践というものは，現在のところまだ散

発的なところにとどまっているということが言える

と思います。

　そういったことが一つ大きな枠組みではあります

が，そういうことを踏まえて，少し私どもがやって

いる国際的な教育支援の話をさせていただきたいと

思います。

　日本法教育研究センター（ＣＪＬ），これの法整備

支援の各地に行かれている方はご縁があって，訪問

していただいたり講師をしていただいたりしたこと

があるのでご存じだと思いますけれども，基本的な

コンセプトは日本語による日本法の教育であります。

教育対象は法学部の学部生ということになります。

これはまさに各国の法整備，あるいは法律の専門家

の育成ということを手伝うということでもあります

が，これに加えて，やはり日本語という一つの言語

を通じて，かつ日本語についての一定の知見を持っ

た人材を育てていくということがこのセンターの課

題であります。
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４年間の教育課程を修了しているということになり

ます。このうち多くの者はそのまま現地で就職をす

るということになりますが，また日本に留学してき

た後，各国に帰ったり，あるいは日本でそのまま就

職をしたりするというような形になっています。ど

ういうところに就職するかといいますと，現地政府，

企業，法律事務所，大学，研究機関，あるいは日系

企業の事務所，あるいは日系の法律事務所，また中

にはＪＩＣＡ，ＪＩＣＥで働いている修了生もおり

ます。

　こうしたような人材が量的にも蓄積してきている

というところでありますので，最後のスライドでご

ざいますが，こうした修了生等活躍する人材とのネッ

トワーク，これをきちっと維持拡大していくという

ことが教育研究機関としての大学の役割だろうとい

うふうに考えている次第であります。これを通じて

自立的な法治国家へということが達成できていくん

ではないかと。具体的には，現在様々なプロジェク

トを展開しておりますが，大きな柱といたしまして

は，国際共同研究への積極的取り込み，取り込みと

いうのは，先ほどの修了生のネットワーク，これを

最大限生かして，もう研究者として自立している修

了生もたくさんおります。名古屋大学留学生博士号

を取って戻って准教授をやっているような研究者も

おりますので，こうしたネットワークを最大限生か

して共同研究を推進していくということであります。

　また，これに加えまして，大学の先ほど教育方法

論のところで申しましたけれども，大学教育の方法

の改善ということで，現役の大学教員を短期ですけ

れども受け入れました。日本の大学で，社会人ディ

ベロップメントですけれども，大学教育，教員とし

て研修，これは短期のもので散発的ではありますが，

実施しております。具体的には昨年ウズベキスタン

のタシケントの法科大学の教員３名を１０日間ほど

招きまして様々なＡＬＴの研修を行いました。これ

は大変好評を得まして，先日，学長から，タシケン

トのは大変これはよかったと，もっと規模を拡大し

てやってくれというふうに言われたものです。そう

いったものもありますし，それから，ＣＪＬ，現地

ことがありまして，この左にありますような日本法

教育研究センターのコンソーシアムというのを作り

まして，国内大学の各法学部，法学研究家が団体の

正会員，個人正会員として賛同される皆さん，それ

から協賛会員というような形で会員を募っておりま

す。名古屋大学の海外拠点を中心にではありますけ

れども，ここにありますタシケント，モンゴル，ハ

ノイ，ホーチミン，カンボジアのロイヤル，それか

らヤンゴン，ラオス，インドネシア・ガジャマダといっ

たような大学の修了生，この人たちをコンソーシア

ムの中でいろいろと留学への道を開いてあげる，あ

るいはそれぞれの大学での法学教育，あるいは日本

法の教育についての教材を提供したり，あるいは教

育方法の研修を行ったりということをしております。

　こうした中で，教育や研究事業というものを展開

していくわけですが，先ほどＣＡＬＥの役割のとこ

ろでお話しいたしましたような，教育と研究，これ

を標準として関係性を深めていき，その中でこうし

た人材育成ということにしっかりと貢献していきた

いというふうに考えているところであります。

　この２００５年，先ほど申しましたようにウズベ

キスタンは２００５年に最初のＣＪＬがスタートい

たしました。ですので，学部が変わって４年です。

ですから２０１０年ぐらいにだんだん留学生が来る

ようになると，その後，順調に修了して博士課程を

終えて戻っていっている学生たち，あるいは日本で

研究者として就職していく，実務家として就職して

いく，こういったような人たちも増えてきています。

このいわゆるＣＪＬの拠点は，先ほど言いましたウ

ズベキスタン，モンゴル，それからベトナムのハノイ，

カンボジアのプノンペン，ここが現在の学生の受入

れを継続しております。ハノイにつきましては，学

生の受入れは諸般の理由で中止になっておりますけ

れども，４拠点などであります。この４拠点，ある

いはこれまでも受け入れてきた拠点からＣＪＬの課

程を修了した者がもう合計しますと２００人以上お

ります。それぞれ皆各国のトップ校の正規の法学部

生であります。この法学部生として卒業するのと同

時に，課外の課程にはなるんですけれども，ＣＪＬ
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整備支援に関わるような事業がございまして，例え

ば，日経企業に対するそういう現地の投資情報であ

ります，法整備の情報の提供というのはウェブサイ

トなんかで行っております。

　それから，あと知的財産関係でございますけれど

も，模倣品対策なんていうのが非常に重要な事業に

なっておりまして，例えば途上国の国境地帯にある

関税事務所に対する研修事業というのを行っており

まして，なかなか現地の人だけだと模倣品を見つけ

ることができないので，日本の企業の方を派遣して，

それでどうやって模倣品を見つけたらいいのかとか，

それから見つけたらどう対応したらいいのかという

ことを研修したり，そういう事業も行っております。

　それに対しまして，アジア経済研究所の方は，こ

こに書いてありますように，開発途上国の政治経済

の研究を主にしておりまして，アカデミックに行っ

ております。

　現在，研究者は１２０名ほどおりまして，大きく

地域研究，それと開発研究という２つの部門に分か

れております。地域研究の研究者につきましては，

やはり現地の言葉を勉強すること，現地で長期で滞

在するということ，それから現地の資料を用いるこ

とといった現地主義ということを原則として話し，

研究者の育成も行っております。

　研究所の活動は，研究会という仕組みを使ってお

りまして，個々のアジア経済研究所の研究者ももち

ろん研究するんですけれども，外部の大学の研究者

の方をお招きして一緒に研究チームを作るという形

で行っております。海外の方も入っておりまして，

年に５０件ほど研究テーマがございます。ちょっと

数が多くて細かいので一つ一つはご紹介できません

が，また後ほど幾つかご紹介したいと思っておりま

す。

　それから，私ども今現在，海浜幕張の幕張に本部

がございますが，そこに図書館がございまして，そ

こは日本での開発途上国の資料収集の一つの拠点と

なっております。

　また，研究成果につきましては，全て公開となっ

ておりますので，ウェブサイト等で閲覧することが

での教育について，修了生に積極的に管理してもら

う，講演もしてもらう，あるいは講義を担当しても

らうということも進めております。

　こうした人材を育成した結果として，さらに後に

続く人間たちにとってみれば，こうした先達たちと

いうのは立派な一つのロールモデルとなりますので，

こういう形でよい意味での循環がこれから充実して

いけばいいなというふうに考えているところでござ

います。

　雑駁ではございますが，私からの報告は以上とさ

せていただきます。ありがとうございました。（拍手）

○下道　藤本様，どうもありがとうございました。

　資料の映写につきまして，いろいろトラブルがあ

りましてお見苦しいところがございました。大変失

礼いたしました。

　続きまして，ジェトロの今泉様，よろしくお願い

いたします。

○今泉　ジェトロ・アジア経済研究所の今泉でござ

います。

　アジア経済研究所も，実は通称アジ研でございま

して，ちょっとＵＮＡＦＥＩと紛らわしいので今日

は封印させていただきたいと思います。

　アジア経済研究所は，第１回の法整備支援連絡会

議からの後援機関として名前を連ねさせていただい

ているんですけれども，直接的には法整備支援事業

の実施機関ではございません。むしろアジアに関す

る知見などの研究者の集団として，そういう知見の

提供ということでご協力させていただいております。

第１回の頃は，初期にこの事業を立ち上げられた野

口元郎さんがアジ研の方にいらっしゃっていただい

たりして，ディスカッションをしたのを非常に今は

懐かしく覚えておりますけれども，このように盛大

な事業になりまして，努力しまして後援機関として

名前を連ねさせていただいていることは非常に光栄

に思っております。

　今日は，若干どういう研究をしているのかという

ことをご紹介していきたいと思っております。

　アジア経済研究所は，日本貿易振興機構，ジェト

ロの研究部門にございます。若干ジェトロの方も法
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非常にそういう認証とか取組を重視しています。例

えば工場に行くと，企業を訪問しますと，うちの工

場の敷地内にできたココナッツですとか言ってサー

ビスをしたりして，その環境への取組を確認するこ

とができます。

　それから，モルディブの事例なんですけれども，

水産業の会社なんですけれども，モルディブは実は

全て一本釣りで，カツオもマグロも本当に一本釣り

なんです。それについて環境に優しいということを

非常に強調している。その企業の方がおっしゃって

いたんですけれども，やっぱりヨーロッパの消費者

はそういうストーリーに対してお金を払っている。

環境に優しい方法で魚を捕っていると，そういうこ

とに対してお金を払っているんだというふうにおっ

しゃっていました。やはり日本企業としてそういう

ところにもう少し関心を持ってくださいというのが

私たちの一つ事業のメッセージであります。

　もう一つ，私たちの事業のご紹介をしますと，ア

ジア諸国の障害者法に関するプロジェクトというの

を１０年ほど続けております。これはご存じのよう

に障害者権利条約というものが成立しまして，各国

で障害者法の見直しというのが今進められておりま

す。そうした状況について比較研究を行っておりま

す。

　幾つか個別のテーマを決めておりまして，例えば

差別禁止でありますとか，教育制度，女性の問題，

それからアクセスビリティ，バリアフリーといった

問題についても取り上げています。

こういった成果の一部は既に出版されておりますの

で，是非ご関心のある方はウェブで入手できますの

でご参照ください。

　それから，そのほかにも私たちとしましては，法

と Labor	Migration，法と移民の問題で外国人労働

の問題でありますとか，人身売買の問題についての

研究，それから国別の法制度の研究というものも実

施しております。私自身はタイを中心に東南アジア

の法制度を見ておりまして，ちょっと数年前ですけ

れども，タイの立法過程についての研究というもの

をまとめております。

できるようになっておりますので，是非活用くださ

い。

　では，幾つかの事業のご紹介をしたいと思います。

　ここ数年しておりますのは，ビジネスと人権につ

いての研究事業でございます。

　ご存じのように，国連でビジネスと人権に関する

原則というものが採択されていまして，そういった

ものの普及と，あるいは日本国内におけるアクショ

ンプランの策定，そういう事業を行っております。

　主な内容は，細かいところは次のスライドに書い

てありますが，日系企業に対する聞き取り調査です

とか，それから，そうした調査結果に基づくセミナー

の開催などの件の活動も行っております。日本だけ

でなく，海外でもセミナーは行っておりまして，バ

ンコクとバングラデシュ，ダッカでの会合に私自身

も参加しました。

　若干，所管としてちょっと幾つかご紹介したいと

思いますが，もともとはサプライチェーンの中で日

本企業の子会社とか取引先で人権侵害に遭ったり，

あるいは環境規制を守っていなかったりといったこ

とが見落とされていると，それがリスクになります

よというのを日本企業の方に知っていただくという

のがこの活動の趣旨なんですが，実際に現地で操業

されている日本企業の方たちと話をしていると，実

は非常にしっかりとやっている。バングラデシュで

操業されている中小企業の方にお話ししたんですけ

れども，従業員の福利厚生もそうですし，従業員た

ちのコミュニティーとの関係を深めるために日本で

運動会を開催したりして。ところが，それをうまく

宣伝するということにあまり無関心なんです。しっ

かりできているのに，ＳＤＧｓとか，国連のそうい

うインデックスに合致しているんだということを対

外的に宣伝すべきことに非常に得意ではないという

ことが分かったと。これはしっかりできているのに

残念なことです。

　それに比べると，実はアジアの企業の方がそうし

た点がうまくできています。例えば，スリランカの

企業ですと，あるアパレルメーカーなんですけれど

も，やっぱり取引先は主にヨーロッパの企業なんで，
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ばというふうに思っております。

　以上で私の報告を終了させていただきます。どう

もありがとうございました。（拍手）

○下道　今泉様，どうもありがとうございました。

　それでは，ここで質疑応答の時間に入りたいと思

います。

　会場の皆様から活動報告に関するご質問，ご意見

を伺いますが，先ほど伊藤からも申し上げましたと

おり，特に活動報告に関連して，自分たちはこのよ

うな活動を行っているというものをもしご紹介いた

だけましたら幸いでございます。

　ご発言される際は，お名前とご所属を言っていた

だいてからご発言ください。

　ご質問の場合は，どなたに対する質問なのかを明

らかにしていただけると助かります。

　それでは，どなたかいらっしゃいますでしょうか。

　活動の報告というふうにさっき申し上げましたけ

れども，それに限らず，何でもご質問，ご意見いた

だければ幸いです。

○伊藤　そうしましたら，ちょっとご検討いただい

たり，ご質問などをお考えいただいている間に，国

際協力部の伊藤の方から少しコメントをさせていた

だきます。

　活動報告をしていただきました皆様方，大変あり

がとうございました。

　改めまして，各機関の活動をこうやって報告をし

ていただいて，それぞれの活動がいろんなところで

関わりを持っているという，そして大変参考になる

活動であって，我々としても非常に学ぶことができ

る内容であるというふうに改めて感じました。引き

続き，各機関の皆様，関係者の皆様と連携をさせて

いただければと思っております。

　それと，日弁連の内藤先生の方からも，各国に関

するプロジェクトチームがあって活動されていると

いうお話をいただきました。以前から，私どもＩＣ

Ｄとしましても，日弁連の特に国際交流委員会の先

生方と協力をいろいろな場面でさせていただいてお

りまして，そういった各国ごとに我々の担当者と日

弁連の担当者との間で定期的に情報交換等もさせて

　あと，最近では少し書いておりますけれども，フィ

リピン人の船員の問題について，法制度も含めた研

究をしておりまして，今ちょうどダイヤモンド・プ

リンセス号の問題が出ておりますけれども，感染者

の中にフィリピン人であるとか，インド人もその船

員の中にいらっしゃるという話が出ております。さ

らに今グローバルな，商船世界でそういう外国人労

働者，外国人船員のことが非常に重要になっていま

して，そういう問題に対しても教育もやっておりま

す。

　今後の私どもの課題としましては，ここにも書き

ましたように，アジア以外の地域です。だんだん

日本の企業活動は西へ西へと進んでおりまして，今

関心は中東とかアフリカのいわゆる新興国に対して

どういうふうに進出していくかということが課題に

なっています。

　それからもう一つの課題は，地域間の連携です。

例えば，今まではＡＳＥＡＮだけを見ていればよかっ

たんですけれども，今度ＡＳＥＡＮとインドの関係

がどんどん深まりつつある，そういうときに，そう

いう地域的な協力の枠組みというものをどんどん還

元していくことが私たちの課題になるんじゃないか

なというふうに思っております。

　最後に，ちょっとお時間をお借りしまして，アジ

ア法学会という学会活動についてご紹介したいと思

います。

　アジア経済研究所とは直接関係はないのですが，

たまたまアジア経済研究所の研究者が事務局を務め

ております。アジアを視野に入れた本学会活動とい

うのは日本の法学者なんかでいろいろ取り組まれて

いて，アジア法学会以外のアジア国際法学会であり

ますとか，労働分野の学会ですとか，いろいろ活動

がございます。私が今回ご紹介しますアジア法学会

といいますのは，やはりアジア全般的に見ている研

究者であるとか，実務家の方が今参加していただい

ております。中にはもちろん法整備支援で現地で駐

在経験した方もいらっしゃいますので，是非今後も

この法整備支援に対する知見を提供する場として，

このアジア法学会というものも活用していただけれ
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　大変失礼しました。今，通信上のトラブルがござ

いまして，大変お手数なんですけれども，もう一度

質問等，要点をおっしゃっていただけないでしょう

か。申し訳ありません。

○下道　ちょっと関西会場の音が聞き取りにくいの

で，一旦東京会場で引き取りますね。

　先ほどの関西会場からのお話は，インドネシアの

日本インドネシア法律家協会，法整備支援のＯＢ，

ＯＧのグループがあるというお話で，カンボジア，

ベトナム，モンゴルに限らず，インドネシアも含め

て協力関係を検討していただきたいという内藤先生

に対するご提案でしたけれども，これに対して内藤

先生の方から何かコメント等ありますでしょうか。

よろしくお願いします。

○内藤　ありがとうございます。

　もちろん，是非お願いしたいところですが，すみ

ません，前半の方がほとんど私，聞き取れませんで，

ご意見いただいた方の所属ですとかもちょっとわか

らなかったんですが，後で連絡させていただければ

と思っております。どういう手段をとるか，後でＩ

ＣＤの方に教えていただきます。ありがとうござい

ます。

○下道　内藤先生ありがとうございます。関西会場

聞こえますでしょうか。

○氷室　はい，聞こえております。それでは白出先生，

お願いいたします。

○白出　中国の法整備支援プロジェクトの長期専門

家の白出博之です。

　２週間前から日本に戻っており，観察期間も十分

クリアしていると思いますが，北京からこの法整備

支援連絡会のために参りました。

　Access	to	Justice と，あと活動報告との関連で中

国での取組について，若干ご紹介申し上げます。

　この中国への法整備支援では，中国の立法機関で

ある全国人大に対して２００８年から民訴法の改

正，あと２０１２年から行政訴訟法の改正の支援を

実施し，それぞれ改正法が成立しております。た

だ，中国の場合には訴状を出しても裁判所が直ちに

受け付けてくれないという立案難あるいは提訴難と

いただけたらというお話をさせていただいたことも

あるんですけれども，カンボジアの協力，現地でセ

ミナーを行うといったことは非常にうまくいってい

る例かなと思います。それ以外の国につきましても

ご提案をいただきましたので，今後，どういった協

力ができるかということについて，お互いにいろい

ろ情報を交換し合うというのは非常に大事だと思い

ますので，引き続きご相談させていただければと思

います。ありがとうございました。

○下道　ありがとうございました。そのほか，どな

たかいらっしゃいますでしょうか。ご質問，ご意見，

コメントでも何でも結構ですので。

　それでは東京会場はないようですので，もし関西

会場の方でご質問，コメント等ありましたらお願い

いたします。関西会場よろしくお願いします。

○氷室　それでは関西会場の皆様，いかがでしょう

か。ご質問，ご意見のある方はカメラの関係上，大

変恐縮ですが，中央の質問者席までご移動いただく

ようお願いいたします。

　ご所属とお名前をおっしゃってからご発言いただ

くようお願いいたします。

○身玉山　大阪観光大学の身玉山宗三郎といいます。

　インドネシアの法整備支援に関わっていたことが

ありました。日弁連の国際交流委員会の内藤先生に

対してご提案なんですけれども，インドネシアの法

整備支援についてですが，矢吹元国際交流委員会の

委員長や草野元高裁判事がその後，調停の授業が終

わった後に日本インドネシア法律家協会というのを

立ち上げて地味にインドネシアの法曹の人々と協力

関係を続けております。私は，私たちのやっている

ことの紹介なんですけれども，先ほどの内藤先生の

発表の中では，カンボジアとベトナムとモンゴルと

出てきておりますので，是非インドネシアも含めて

いただいて，今申し上げた日本インドネシア法律家

協会という法整備支援に携わったОＧ，ОＢのグルー

プなんですけれども，そちらとの協力も考えていた

だけたらというご提案です。

　以上です。

○氷室　ご質問ありがとうございました。



87ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

法の知見は，２０１８年の刑訴法の改正及び司法改

革関連での人民法院組織法と人民検察院組織法の改

正，また２０１９年４月に裁判官法，検察官法の改

正ということで，それぞれの受皿になるハード面や

裁判官や検察官の人的リソースをどのように合理的

に配置するのか，こういった点も勘案された新法が

できています。これについては，今年１月に当プロ

ジェクトの終了時評価に関する調査を行った際に，

カウンターパートである全国人大法制工作委員会及

び関係機関に対してヒアリング調査等を実施しまし

たが，最高人民検察院の関係者からは，２０１５年

にプロジェクト日本のトップレベルの先生方や関係

機関からご提供いただいた知見が法改正作業に非常

に役に立ったとして高い評価と感謝が示されました。

特に本邦研修及び現地セミナーで大変お世話になっ

たＩＣＤ関係の皆様，直接現地セミナーに来ていた

だいた森永部長及び当時ご担当の渡邉教官と関係者

の皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいという

メッセージを賜ってきましたので，この場をお借り

してご報告させていただきます。

　以上申し上げたのは，手続的正義の実現が中心で

すが，現在，法整備支援プロジェクトではさらに実

体的正義の部分，実体法の改善についても協力を継

続しています。

　先ほど，澤田次長の方からお話のあった中国民法

典編纂ですが，これは昨年１２月に総則と合体した

全部で１，２６０条の草案に関する審議と４回目のパ

プコメがちょうど終わったところです。当初の予定

では３月５日開始の全国人民代表大会で最終審議さ

れ，３月１５日に表決・成立という見込みでしたが，

昨今の新型肺炎問題との関係から，最終審議等は遅

れるもようです。

　最後に，この民法典ができてからの課題として。

これを実現する強制執行手続についても，さらに日

本から学びたいというリクエストが中国側から示さ

れているのが現状です。

　早口ですみませんでした。ありがとうございまし

た。

○氷室　白出先生，詳細なご報告どうもありがとう

いう問題がありましたが，この２０１２年改正民訴

法，あと２０１５年の改正行訴法及び関連司法解釈

によって手続が改善され，２０１５年下半期での全

国受理件数は９９４万件強となり，前年度同期比で

約３０％の増加，即日に訴状が受理された件が約

９５％に上っています。内訳で見ますと，民事事件

で２６％，行政事件で６６％，また中国には被害者

自身が刑事訴訟を起こすことができる刑事自訴事件

があり，その受理が５８％といずれも大きく改善し

ていることが最高人民法院の統計で報告されていま

す。

　したがって，このように訴訟が非常に受理されや

すくなっているということ自体，裁判を受ける権利

がより保障されてきていると評価できると思います

が，今後の課題は，さらに訴訟の中身，実質審理に

関連する部分をどのような形でフォローするのかと

いう点に重点が移っています。

　現在の継続中である「市場経済の健全な発展と民

生の保障のための法制度整備プロジェクト」では，

２０１３年の法制度整備支援に関する基本方針改訂

版における方針における，中国については日本企業

の円滑な活動及び法の支配に基づいた健全なガバナ

ンスの確立のため協力を行っていくという趣旨に

従って，それぞれ対象法令や活動方針を協議・決定

していますが，２０１５年度には「犯罪被害者の権

利保障制度及びその関連司法制度」に関して日本法

の知見を提供しております。この点，日本の場合に

は強行犯等による被害を念頭に置いた犯罪被害者の

救済が中心ですが，中国ではそれに限定せず，例え

ば先ほどジェトロ様からもご指摘のあった知財模倣

品被害なども実務上非常に大きな問題であるため，

そういった知財権侵害等による経済事犯も広くカ

バーする犯罪被害救済制度の起草研究をしています。

　また，これらの問題は，具体的には刑事裁判手続

を中心として展開されることから，一緒に関連司法

制度，これも中国における司法改革関連の論点と絡

めて調査研究を行いました。

　現時点ではまだ犯罪被害者救助法制については審

議待ちの状態ですが，プロジェクトで提供した日本
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は司法，一般的に今日はむしろこちらで司法アクセ

スと使っていますけれども，狭い意味では裁判所へ

のアクセス，裁判所による権利救済という意味で使

われることも多いかと思います。ただ，もちろん意

味としては，このAccess	to	Justice といったときに，

そればかりではなくて，裁判所以外の機関ですとか，

インフォーマルな手続とかも含まれると思います。

　そういったことについて，今の段階で何か一つに

絞ってというわけではありませんで，いろいろな場

面，あるいは意味がありますけれども，それについ

てはこれから第２部，第３部の中でその点も明らか

にしながら話が進められていくものと思いますので，

その点をご理解いただきたいと思います。

　ありがとうございます。

○下道　それでは，これからワールド・ジャスティス・

プロジェクト，エグゼクティブ・ディレクターのエ

リザベス・アンダーセン様，それからその後，ベト

ナム弁護士連合会会長のドー・ゴック・ティン様か

らご講演をいただきます。

　なお，予定しておりましたＵＮＤＰバンコク地域

ハブ，ビジネスと人権専門官のショーン・リース氏は，

冒頭にお伝えいたしましたとおり，急遽欠席となり

ました。講演を予定されていた内容につきましては，

発表用の資料を配付しておりますので，これをご参

照ください。

　それでは，最初にご講演をいただきますエリザベ

ス・アンダーセン様をご紹介いたします。

　エリザベス・アンダーセン様は，ニューヨーク南

部地区連邦地方裁判所ロー・クラーク，旧ユーゴス

ラビア国際戦犯法廷リーガル・アシスタントを経て，

国際人権ＮＧＯヒューマン・ライツ・ウォッチのエ

グゼクティブ・ディレクター，米国国際法学会エグ

ゼクティブ・ディレクター，米国弁護士会アソシエ

イト・エグゼクティブ・ディレクターを歴任されま

した。２０１８年からは，データの収集，分析，調

査等を通じて，法の支配の促進に貢献するワールド・

ジャスティス・プロジェクトで現職を務められてい

ます。

　また，冒頭，大塲所長からもご紹介ありましたが，

ございました。

　それでは東京会場の方にお戻ししたいと思います。

○下道　白出先生，中国での多岐にわたる取組のご

報告，どうもありがとうございました。

　それでは，時間になりましたので，これで第１部

を終了いたします。ご報告者の皆様，どうもありが

とうございました。（拍手）

　これより昼休憩となりますが，皆様にご案内がご

ざいます。午後の部は午後１時２０分から開始しま

すので，お時間までにこの会場にお集まりください。

昼食につきましては，大変恐縮ですが，１階の食堂

はご利用いただけません。１階にございますラウン

ジＡを開放しておりますので，昼食や休憩にご利用

ください。ご案内が必要な方はお近くのスタッフに

お申し付けください。また本日この会場入口横に展

示スペースを設けています。法整備支援成果物やＩ

ＣＤニュースなどを展示していますので，是非とも

ご覧ください。なお，この会場は施錠いたしません

ので自由に出入りすることができますが，ご飲食は

ご遠慮ください。最後にお帰りになられる方はご着

用いただいている入門票を受付にご返却願います。

再入場される方につきましては，そのままご着用く

ださい。それでは昼休憩に入ります。

（休　　憩）

○下道　ご報告の後，関西会場で一番最初に発言さ

れた方のご所属とお名前が聞き取りにくかったと思

います。大変失礼いたしました。大阪観光大学の身

玉山様からのご発言でございました。

○伊藤　それでは，これから第２部を始めさせてい

ただきますが，開始の前に私，伊藤の方から簡単に

コメントをさせていただきます。

　ご出席の森嶌先生からも貴重なアドバイスをいた

だきましたので，短くコメントをさせていただきま

すが，本日のテーマがAccess	to	Justice の向上と法

整備支援，このAccess	to	Justice についてでござい

ます。

　皆様ご承知のように，これを日本語に訳した場合

に，Justice を正義へのアクセスと訳すのか，あるい
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かったどのような問題があったかということを知っ

ていただきたいのです。

本日の講演については，特に５つの目標があります。

１つ目として，ＷＪＰの研究調査結果から，世界に

おける司法の格差に関する分析を見ていただきたい

と思います。世界の司法においてどのような差異が

あり，我々がどのような課題に対峙しているかとい

うことを見ていただきたいと思います。

　そして次には，この司法アクセスの格差の中でも，

特に民事法の分野においてどのようなニーズがある

かについてこれまでＷＪＰが行ってきたことを皆様

方にご紹介したいと思っています。この調査結果に

ついては皆様方のお手元にあると思います。もちろ

んそれを今開いていただいて私の話を聞いていただ

かないということはちょっと困りますが，講演の中

でこの調査結果についていくつか触れようと考えて

います。３つ目には，その分析結果を知っていただ

きたいと思います。そして，貧困の撲滅や，公衆衛

生といった他のＳＤＧｓのゴールとの関係性につい

てお話し，この分析を通じて，世界的な開発課題の

さらなる発展において司法の占める重要性を強調し

たいと思います。

　４つ目には，この調査結果が法整備支援において

もつ意味について考察したいと思います。このデー

タが何を我々に示しているのか，我々は法整備支援

においてどのようなことをしていかなければならな

いのか，といったことです。

そして，最後に，我々がまだ気付いていないどのよ

うな問題があるか，リサーチのその後にどのような

課題があるのかということを見ていきましょう。そ

して，我々はこのリサーチの課題を次にどの高みに

持っていくかということも聞いていただきたいと思

いますので，是非，そのリサーチに皆様方参加して

ください。

　国連のＳＤＧｓは，世界が２０３０年までに世界

が達成すべき意欲的な目標を制定しました。その中

には，ゴール１６．３として制定された，「全ての人

のための司法アクセス」を含む１６のゴールがあり

ます。ＳＤＧｓは我々に発展のための取組や，デー

本日はワールド・ジャスティス・プロジェクト，ア

ジア太平洋地域ディレクターのジェラルド・ヴィン

ルアン様にもお越しいただいておりますので，ここ

で簡単にご紹介させていただきます。

　ジェラルド・ヴィンルアン様は，シンガポール政

府にて１４年間以上にわたって国際関係やコーポ

レート・コミュニケーションの問題に取り組まれた

後，２０１６年からワールド・ジャスティス・プロジェ

クトに所属し，主にＡＳＥＡＮ地域の問題を取り扱っ

ておられます。

　それでは，エリザベス・アンダーセン様より，

「Access	to	Justice の現状と分析」と題してご講演

いただきます。

　エリザベス・アンダーセン様，どうぞよろしくお

願いいたします。

○アンダーセン　大塲さん，ティンさん，そしてご

来賓，ご参集の皆様，このような機会をいただきま

して本当に嬉しく思っております。

　皆様方から学びたい，そして世界のワールド・ジャ

スティス・プロジェクトについて知っていただきた

いというふうに考えております。連絡会の担当者の

皆様方に，このようなテーマを選んでくださったこ

とを本当に嬉しく思っております。

　司法へのアクセスに関しましては，司法へのチャ

レンジであるというふうに考えています。政治的，

経済的に安定性を保つために必要です。ワールド・

ジャスティス・プロジェクトはグローバルな学際的

な組織です。そして知識を共有し，注意を喚起し，

アクションを起こすということを，法をもって実行

していきたいと思います。法の支配に関する世界

１２６か国で実施した調査をまとめた Rule	of	Law	

Index を毎年発行しています。次は３月に出ること

になっています。

　我々は，我々自身を法の支配のコミュニティーの

リソースとして考えており，それこそが本日私がこ

こで果たす役割と考えております。私は，皆様方に

対してワールド・ジャスティス・プロジェクト（Ｗ

ＪＰ）の調査方法の詳細を紹介し，その幅，特性，

そして司法において今まで十分に解決されていな
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より司法の仕組みにアクセスすることがほぼ不可能

になっています。このようなグループには，無国籍

の人，現代の奴隷状態にある人，非常に脆弱な国家

の中に住んでいる人々たちなどがあります。

　ワールド・ジャスティス・プロジェクトでは，こ

れらの異なったカテゴリーの人々について，１年か

けて司法上の格差を分析しました。この作業は，司

法格差に関するワーキンググループや，オランダ，

シエラレオネ，アルゼンチンの政府が関与するタス

クフォースと共に行ってきました。

　この分析は，概念的な枠組みを充足されていない

司法上のニーズの分類の中に変換したものです。ニー

ズの分類に際しては６００以上の世界的，あるいは

国別のデータソースの考察から導かれた基本の質問

事項とこれに対応するデータを検討しました。

　このスライドは，主要な我々の司法における格差

を示しています。１５億の人々が民事，行政，刑

事司法から排除されています。また４５億の人々が

法の提供する機会から疎外されています。そして

４５３０万人が司法が実行されない極限状態中で暮

らしている人々です。複数の問題を抱えている人が

いるため，人数が重複してカウントされている部分

もあるかもしれませんが，５１億人がこの司法から

の断絶の中にいると推定されます。

　明らかに，我々は，ＳＤＧｓのターゲット１６．３

の実現に向けた大きな挑戦の中にいます。

　そして，この司法格差についての概観を前提とし

て，我々の活動の詳細，格差の一面をどのように測

定したかということに話を進めていきたいと思いま

す。

　これは，民事，刑事司法，そして法的なニーズを

満たされていない世界中の人々，５１億人の人々が

いるという状態の中で，これらを政策や法整備支援

に反映していくには，司法格差に関する異なる分析

が必要です。

　そして包括的な司法アクセスを証拠に基づき評価

する手法を深化させるために，ＷＪＰは司法のニー

ズと司法アクセスに関する調査のためのモジュール

を開発しました。

タを集積して年ごとの進捗に注目させる役割を果た

しています。

　また，司法が実行されていない，正義が実現され

ていない状態の本質や規模を理解することは，適切

な政策立案や投資目標の設定，司法の格差の是正の

ために不可欠です。

　２００８年には，国連の「法律によって貧困層の

権利を守る委員会」により世界で約４０億の人々が

法の支配から遮断されていることが判明しました。

これは，「司法（Justice）」の定義がまだ限定的で，

しかも限られた国々に対する調査に基づいて出され

たものです。それから１０年が経過し，我々には当

時より相当程度多くのデータがあります。また，司

法 (Justice) という言葉もより多層的なものとして理

解されるようになりました。

　この２年間で，ワールド・ジャスティス・プロジェ

クトはこのデータに取り組み，充足されていない司

法分野におけるニーズについて，データを集積し，

分類しました。そして我々は，意思決定者らの中で

ＳＤＧｓのゴール１６．３を実現することの重要性に

対する理解を高めるためのフォーマットを作りまし

た。

　我々は，現在も世界で５１億の人々が司法の問題

を抱えているという結論に至りました。

このような人々は３つのカテゴリーに分類できます。

　まず，民事，行政，刑事などの問題を抱え，日常

生活上の正義の実現を得られない人々です。ここに

は，犯罪の被害者や，行政上，民事上の救済を必要

としながら，既存のシステムではこれを充足できな

いような人々です。

　２つ目は，法により提供される機会から排除され

ている人々です。彼らは，身分証明書，土地や建物

の保有権，正式な労働上の取り決めなどの法的なツー

ルを持たない人々のことです。このようなツールの

欠如により，彼らは自分たちの資産を守ったり，経

済的な利益を得たりすることができないでいます。

　そして３つ目として，不正義の極限状態で生活し

ている人々がいます。彼らは生きるために最も基本

的な人権を否定され，制度自体の深刻な機能不全に
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　各国での調査結果については，国別のプロフィー

ルがあり，人々がどのような日常の司法の問題に直

面しているかということがわかります。

　プロフィールは６つのパートで構成されています。

１つめのパート，左の上のところですが，これはど

れだけの人々がどのような法的問題を抱えているか

ということを示しています。これは，直近の２年間

で全体としてどれだけの人々がこういった法的な問

題を経験したかということを表しています。

　２つめに，我々は調査の回答者の法的な能力，彼

らにどのような手段があったかということに目を向

けました。彼らは情報にアクセスすることができた

か，専門家の手助けを得ることができたか，彼ら自

身が自らの問題解決能力にどの程度自信があったか，

といったことです。

　３つめとして，右上のところに，彼ら自身の法的

能力に対する認識は置いておいて，彼らが何らかの

援助にアクセスしたか，そしてその援助が公の司法

あるいは非公式の助言者であったかという点を調べ

ました。

　４つめには，その問題を完全に解決できた割合が

示されています。それ以外は問題が未解決というこ

とになります。

　５つめは，問題解決過程への評価，それが公平で

あったか，どの程度時間がかかったか，といった点

です。

そして最後に，法的問題の結果がどのようになった

かという点です。法的問題を抱えた人々のうち何％

が困難を経験したか，この「困難」には身体的なもの，

人間関係の崩壊，雇用の喪失などを含みます。

全てのデータがこの報告書に記載されているわけで

はありませんので，是非皆様には我々のウェブサイ

トで地図をクリックしてより詳細なデータを見てい

ただき，より深く知っていただきたいと思います。

　ウェブサイトでは，各国，地域での司法の現状に

ついて比較することも可能です。また，ここでは，

特定の国への法整備支援に有益なデータ，どのよう

な種類の法律上の問題があるのか，司法プロセスに

要する平均的な時間，人々が司法プロセスの公正さ

　調査のモジュールは，一般的な人々が法的な問題

をどのように対処しているか，データを把握できる

よう設計されました。これは人々の間で最も一般的

な法的問題，人々の自らの法的な能力や助けを求め

る相手の対応に対する評価などに着目しています。

これに加えて，このモジュールでは，人々が直面し

ている問題の状況，彼らがたどった解決のプロセス，

そして法的な問題が彼らの生活に与えた影響などに

ついてのデータを収集しています。

　我々は２０１６年に６１か国でこの調査を行い，

改訂を加えながら２０１７年，さらに２０１８年に

１０１か国で再度調査を実施しました。

　その調査結果は Global	 Insights	on	Access	to	

Justice として皆さんのお手元にあります。これは史

上初の世界的規模で民事分野における司法アクセス

に関するデータを記録しようという試みです。

　司法アクセスモジュールは１２８の質問から成り

立っており，質問者が，日常生活の中で法的にどの

ような問題を経験したかということをさらに分解し

て質問ができるようになっています。

　インタビューはメキシコ，ネパール，モザンビーク，

ブルガリア，アフガニスタンなどを含む様々な国で

実施されました。ほとんどの国々では対面でその国

の言語を使って行いました。また，高いレベルのイ

ンターネットシステムを持っている国々では，オン

ライン調査もできるようにしました。しかし，ほと

んどの場合は対面方式で個別にインタビューを実施

しました。そして，日常的に使用されている言葉で，

あなたは法的な問題がありますかというような質問

ではなく，例えば，あなたは住居について問題があ

りますか，あなたの子供たちが学校でいじめに遭っ

ていませんかというような質問方法を採りました。

そうすることによって，法的な問題がどのようなも

のであるか，法的なニーズで測定するということを

したいと考えていました。

　調査方法に関してご関心のある方々には，我々の

ウェブサイトにより詳細な調査手法に関する記載が

ありますので，そちらを御覧ください。調査の結果

もその中に記載されています。
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的給付金を受給している人，紫の方は給付金を受給

していない人を示していて，ほとんど全ての国にお

いて公的給付金の受給者の方がより多くの法的な問

題を有していることが分かります。この所見は，失

業者においても，収入が低い人においても同様でし

た。

　貧困層というのはより多くの問題を抱え，その問

題を解決することにもより多くの困難を有し，そし

て法的問題からより悪い結果を得ているといえます。

　このように，司法格差は，貧困と不平等の症状で

あり，これらをさらに悪化させるのです。

　もう一つの所見というのは，ほとんどの人たちは

弁護士だとか裁判所に行って法的問題を解決しよう

としていないということです。私自身弁護士であり

ますので，この所見というのは本当に気になるもの

です。

　３分の１未満の人たちというのが法的な問題を何

らかの助言を得て解決しようとしています。何らか

の助言を得ようとする人々は，家族や友人に頼るこ

とを好みます。全体の約１７％は権力者や第三者の

所へ行き，調停などで問題の解決を図っています。

或いは当事者間で直接交渉を行います。

このような手段を採ることは，もし人々が問題を解

決できその結果に満足しているのであれば問題では

ないと言えるかもしれません。

　しかし，我々は，実はそうではないということを

分かっています。

　皆様に注目していただきたい最後の所見は，司法

の問題というのは人々の生活に影響を与えるという

ことです。

　回答者の４３％が司法の問題が生活に悪い影響を

与えたと答えています。さらに２９パーセント，４

分の１以上の回答者が，法的な問題により身体的・

精神的な病気を法的な問題の結果として経験したと

答えています。また，５分の１以上の人々が失職，

転居を余儀なくされたと答えています。

　このチャートでは，上にどのような種類の問題が

あったか，横にどのような種類の結果に至ったかが

書かれています。例えば４７％が法的な問題の結果

をどのように考えているか，司法プロセスにアクセ

スする際に直面する困難といったことを提供してい

ます。

　皆様は様々異なる国のプロフィールを見て分析し

たいと思われているのではないかと思いますが，こ

れらを通して，ある一定の世界的なトレンドを見出

すことができます。

　５つ主要な点を挙げます。

　まず第１に，法的な問題というのはどこにでも存

在するということです。問題の内容は国によって違

いますが，法的な問題は経済的な発展のレベルを問

わず全ての国に見られました。ＳＤＧｓは，まさに

それに対する世界的な挑戦であり，全世界で適用さ

れることになっています。

　全体を見ると，全ての人々の４９％，回答者の約

半数は過去２年間に法的な問題を経験したという平

均値が出ました。当然のことながら，司法制度は地域，

国によって異なるため，法的な問題の内容は国によっ

ても様々です。最もよく見られる法的な問題は消費

者関連，住宅，金銭，借金の問題などです。

　ここで左側には国名が記載されており，右側には

どのような問題があるかが書かれていて，色が濃い

ほどより問題の発生率が高いということになります。

人々は様々な障害に直面しており，これはすなわち

人々の抱える法的な問題は，彼らが持つ法的救済を

得るための能力から始まっているということです。

　これは法整備支援に携わる者にはとても重要な所

見です。自身の抱える問題が，運やコミュニティー

の問題ではなく，法的な性質の問題と理解していた

人は２９％，全体の３分の１未満でした。

　我々は公的な法的サービスを提供する施設や，経

験を積んだ弁護士らの拠点を作ることはできますが，

人々はそもそもこれらの法的サービスを知らないの

であり，このような支援は的外れだといえます。

　３つ目の所見は，低所得者層の人々はより多くの

法的な問題を経験し，そして司法による救済を得る

ことにより多くの困難を伴っているということです。

このグラフは政府からの給付金の受給の有無による

法的成果の違いを示したものです。青のドットは公
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た，コールセンターやベトナム，カンボジア，ラオ

スにおいて実施されている法的な情報発信を一般市

民に対して提供するといったことも，司法格差のこ

のような側面においては非常に重要です。

　３つ目として，様々な分野との横断的な協力の重

要性です。法的なニーズとその他の開発の成果との

関連性があるということです。ＷＪＰとＯＥＣＤが

行った調査では，法的な問題のコストは多くの国に

おいてＧＤＰの０．５％から３％を占め，司法格差の

問題に取り込むことは，あらゆる包括的成長戦略の

根本的な要素の一つといえます。ＪＩＣＡの皆さん

が午前のセッションで，法整備支援で司法格差に対

応していくためには，これを他の開発戦略と結びつ

けて統合しなければならないと発言されていたこと

をとても嬉しく思いました。

　例えば住宅，土地，雇用，公衆衛生といった分野

の担当者と協力し，これらを通して，人々がこのよ

うな分野で直面する法的な問題について解決するこ

とができます。また，公衆衛生の担当者を通して法

的サービスを提供するということもできます。公衆

衛生の問題というのは法的な問題の中核であったり

するわけです。実際に４分の１の回答者が法的な問

題によって不健康になったということを言っていま

す。法的なニーズに対応するということが，健康へ

の悪影響を予防する重要な手段となるのです。

　最後に，人々を法的過程に導くために，弁護士以

外のサービスが非常に重要だという点です。人々が

弁護士以外のものに目を向けていても，十分に訓練

されたパラリーガル，先端テクノロジーより多くの

司法格差を埋めることができます。

　そして我々は，法的サービスと法的機関に対して，

並行して支援を提供していかなければなりません。

　今日の講演の締めくくりとして，我々が今回の調

査・研究過程で得た法的な課題についてお話ししま

す。

　ＷＪＰの司法格差と司法アクセスに関する世界的

な調査は，すべての人への公正の実現，非常に巨大

で複雑な挑戦だということを示しています。我々の

調査は人々が日常的に抱える問題を強調しています

により健康上の問題が生じたと答えています。

　ここで，本日の会議のテーマ，法整備支援に対し

てこの調査にどのような意味があるかという点につ

いて見解を述べたいと思います。

　まず，このようなデータ収集は，世界規模での法

整備支援において，ターゲットを決める際に非常に

重要だということです。つまり，消費者関連や住宅，

借金の問題などがニーズの多い分野ですが，これは

国によって異なる部分もあるため，法整備支援を提

供する方々によって，我々のニーズに関する仮説が

正しいかどうかを検証していただきたいと思います。

極めて重要なのは，我々が活動している地域におけ

るデータ収集をサポートし，危機的な状況にある地

域がどこであるかを明確にすることです。

　ワールド・ジャスティス・プロジェクトでは，比

較的明確な方法で多くの国々において世帯調査を実

施しています。

我々は，国連がＳＤＧｓに関して民事の司法アクセ

スを評価するための指標１６．３を新たに採用するこ

とを期待しています。これによりさらに多くのデー

タ収集が可能になります。そのためには皆さんのご

支援やご協力が必要です。

　２点目として，我々が調査の中で最も驚いた発見

について述べます。第一に，問題は機関や制度にあ

るのではないということ，すなわち，裁判所とか弁

護士がいないということが問題ではないということ

です。

　これに加えて，我々は人々が法的な権利や救済に

ついての情報を欠いているという点に取り組んでい

かなくてはなりません。多くの人々は，自身が抱え

る問題に法的な救済手段があるということを知らな

いため，公的機関に目を向けることをしないのです。

　この発見は，我々の法整備支援に対して核心的な

意味を持っています。特に，法教育と法に関する情

報の重要性，さらには公的教育に関する政策と提携

することの重要性を示しています。

　一般の人々が携帯電話や，ＡＩといった科学技術

を使って法的な解決策を使えるようにすることも可

能です。午前のセッションで日弁連からお話があっ
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○下道　アンダーセン様，どうもありがとうござい

ました。

　それでは，ここでアンダーセン様のご講演につき

まして，会場の皆様からもご質問とコメントをいた

だければというふうに思います。

　発言される場合はご所属とお名前をお伝えくださ

い。

　それでは，まず東京会場からお聞きしますが，ど

なたかございますでしょうか。

○森嶌　森嶌でございます。

　すばらしいプレゼンをいただきまして，ありがと

うございました。

　私のコメントですが，概念，正義，司法，司法ア

クセスの概念について，あなたはコモンローの国か

らいらっしゃっています。コモンローの国々では，

正義，司法，これは裁判所における法律ということ

になりましょう。我々は大陸法の国ですから，法律，

立法があるということになるわけですから，あなた

のアプローチ以外に，またリサーチをされていまし

たが，法律扶助のプロジェクトの中で留意していか

なくちゃいけないのは，普通の人々がどのように保

護をされているのであろうか，人権はどのように守

られているのかということを知らなくてはなりませ

ん。人権の保護のみならず，どのようにしたならば

裁判所へのアクセスをとることができるのか，また，

その前に，あなたのおっしゃっていることに異議を

申し立てているのではありませんが，伊藤さんがおっ

しゃいましたように，法的な法律扶助の話をすると

きには，途上国に対して人権を守るための法律を提

供するための援助をするべきだというふうに思うの

です。多くの国々にはそういうふうな人権を守るた

めの法律がないからです。ありがとうございました。

○アンダーセン　応答していいですか。

　ありがとうございます。考察をいただきまして本

当に重要なことだと思います。本当に私も全くその

とおりだと思います。私はコモンローの国から来て

いるということは事実です。私が弁護士としての訓

練を受けたのもそこでした。もっと普遍的なユニバー

サルなアプローチをとるべきだというふうに考えて

が司法アクセスの問題に取り組むにはより多くの情

報が必要です。

　今回の調査は問題の表面をひっかいただけに過ぎ

ません。我々は答えることを待ち望んでいるより多

くの質問を考えなくてはなりません。特に，我々は

今人々の法的なニーズについてある程度認識してい

るのですから，これらのニーズにどのような対策が

効果的であるか評価していきたいと思います。また，

我々が作成した地図に，その国の制度や皆様が実施

している支援に関する要素なども加えていきたいと

思います。また，質的，量的データ両方を収集する

ことによって，なぜ未だ人々の司法アクセスに困難

が存在するのか，そして司法アクセスの改善のため

に我々に何ができるかということをさらに理解して

いく必要があります。

　これに関連して，我々は，さらに厳密な費用対便

益分析やそれに関連する戦略を問わずに影響評価の

範囲を広げ，司法に投資をするということには見返

りがあることを明確にしなくてはなりません。

　ＷＪＰは，ここにいらっしゃる皆さまのお仕事と

の関連でも，このような調査・研究で共同して取り

組む機会があれば大変嬉しいです。

さらに我々は，各国政府と協力して，様々な司法制

度に対しての評価，法的なニーズや行政のデータの

調査，ＳＤＧｓの目標達成の進捗の測定をしていき

たいと思っています。

　我々のデータは司法アクセスの現状を示すもので，

このような多面的な協力は我々の目標を達成するこ

とに役立つと信じています。

　最後になりましたが，このような機会をいただき，

我々の司法アクセスに関する活動についてお話をす

る機会を得ましたことに対して今一度御礼を申し上

げます。今回の会議，それから夕方にも皆様と質疑

応答できることを楽しみにしております。是非私た

ちのホームページを御覧いただき，詳しくデータを

御覧ください。是非色々な質問をお願いいたします。

特に，皆さんと今後の私たちとの協力を楽しみにし

ており，それによって世界的な司法格差をなくして

いきましょう。ありがとうございました。
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値ある調査結果を示していただきありがとうござい

ます。

　ちょっとテクニカルな質問になります。方法論，

方法についてなんです。

　脚注の６，これは５ページですが，この報告書の

５ページの脚注を見ますと，サンプルはそれぞれの

諸国の３つの最大都市の１，０００名の方々から当初

選んだということでした。こういったような大都市

を選んでいらっしゃるということなんですけれども，

この点は日本においてちょっと問題になってきたん

です。というのも，弁護士の人口が大都市に集中し

ているため，地方の方々，地方在住の日本の方々と

いうのは大都市在住の人に比べるとなかなか司法ア

クセスを得られないのです。ということで，もし皆

さんの調査がもっと幅広い対象地域，対象都市，例

えば地方も含んでなさったんであったとしたら，恐

らくこのパーセンテージや数字というのが随分変

わってくるんではないかと思います。少なくとも日

本においてはそうだと思うんです。

　ということで，各国においてなぜ３つの大都市だ

けを対象に調査されたんでしょうか，というのが私

の質問です。

○アンダーセン　すばらしいご質問ありがとうござ

います。

　報告書の１１６ページを御覧いただけましたらば，

全ての参加諸国が入っております。そして，どのよ

うに調査を行ったのか，回答者だとか，あるいはそ

の回答者の数，サンプルサイズも示されています。

そして，３大都市というのは確かにそうです。ある

いはその国を代表するような都市となっています。

私たち，このような国の半分におきましては，国全

体を代表するようなデータがありました。残り半分

につきましては，３大都市を対象にしています。と

いうことで日本においての調査は国全体を評価でき

る，代表するようなデータとなりました。この方法

なんですけれども，なぜ選んだか，一つはリソース

の問題です。このやり方が大半の国で最も安価であっ

た，つまり３大都市だけで行う方が低コストだった

ということなんです。調査に充てる十分なリソース

います。特に手法についてですが，各国の住宅を回っ

て人々に対してどんな問題がありますか，それをど

のように解決しましたかということを質問していっ

たわけですが，これは，先生がおっしゃったような

懸念を払拭し，そして単に国家機関としての裁判所

であるとか，何件訴追されたかとか，どういうふう

に処理されたか，何件だとかという統計だけではな

くて，人々の声を聞こうと思ったからです。そうす

ることによって，人々がどういう問題に直面し，そ

してそれらを解決しているのか，もっと基本的な人

権，そして正義というところを深掘りしたいという

ふうに思ったからです。この調査が今後さらに進ん

でいき，先生のおっしゃったようなアイデアがもっ

と進展し，そして皆様にフィードバックできるよう

になればと思っています。

○森嶌　あと二，三コメントいいですか。

　例えば，民事裁判所の方で住宅を持っている所有

者を保護することができていないとしますと，高い

家賃を請求されるというふうな状況になってしまい

ますと，日本では借地法がありますので，借りてい

る方を保護するということはできるのです。でも，

途上国でそのような法律がなければ，保護法がなけ

れば十分な保護が提供されていないということにな

ります。

○アンダーセン　非常に恣意的な形で住宅を持って

しまうということに関しては，おっしゃったように，

日本は法的な問題が一番少ないのではないか言われ

ています。それは法的な枠組みがこういった主要な

ところでは充足しているからではないかと思います。

そこで，次の段階のリサーチで我々はデータのマッ

ピングをしたいと考えています。いろいろ制度的な

枠組みの中で，例えばデータの中でコモンロー系と

大陸法系の国々の間で差がないかということを見て，

考察したいと考えています。そうすれば，この司法

格差がどの国で高いかということが分かると思いま

す。先生は非常に重要な点をご指摘くださいました。

ありがとうございます。

　では，次の方どうぞ。

○金子　金子です。神戸大学の教授です。非常に価
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　関西会場の方からご質問ありますでしょうか。お

願いします。

○氷室　それでは，お願いいたします。

　ご質問される際には，大変恐縮ですが，ゆっくり

とマイクに向かって，大きな声でご発言されるよう

お願いいたします。

○身玉山　身玉山宗三郎です。大阪大学観光学部で

教えております。金子先生がおっしゃったことにつ

いて私２つ質問があります。

　まず，第１の質問は次のようになります。

　法整備支援をするということについて，例えば日

本政府のような先進国の政府が税金を使って，この

問題について援助をしていくということについてど

のように正当化することができるのでしょうか。私

はインドネシアにおいての法律扶助，特に調停の施

設の設置に関与してきましたが，その後政府，ＪＩ

ＣＡが政策を変えまして，もっと知財であるとか，

それから独禁法関係の話をするということに移って

しまったのです。先進国がこのような形で税金を使っ

て司法の扶助，援助をするということについてどの

ような方法が一番いいのでしょうか。

　２つ目は，簡単な質問になります。

　ＷＪＰの資金源はどこでしょうか。

○アンダーセン　ご質問分かりましたか。最初のは

聞こえたんですが，２つ目が聞こえませんでした。

まずは最初のご質問からお答えしたいと思います。

　どのようにすれば投資を正当化することができる

か，法整備支援であるとか，そのような援助をある

国からある国に対して提供するときに，それらを正

当化することができるかということですが，強力な

ツールがあるのです。投資のケースを正当化するた

めに，そして法的，また技術的なものを提供すると

きに，司法格差が存在する国に提供します。法的な

ニーズが人々の生活において満たされていないよう

な国々に実行することによって，その影響が健康面

に対してはどうであったか，経済発展に対してはど

うであったか，また社会の不均衡に対してどのであっ

たかということを測定します。そして，不安定な環

境にあったような状況であったならば，ＳＤＧｓの

があったわけではないので，最初の４５国につきま

しては国全体を代表するようなデータとし，そして

その後，十分に資金が集まったらもう少し広げてい

くという方法を採用しました。このような２種類の

データというのは，今先生がおっしゃったような理

由から，比較可能ではありません。つまり，国全体

を代表するようなデータがあった国と３大都市しか

調査をしていない国とでは，データが比較可能では

ないことになってしまいます。しかしながら，もっ

と突っ込んだデータ調査もルーマニアやアフガニス

タンでは実施しています。こういった諸国におきま

してはサンプルサイズも非常に大きいですし，国全

体の代表性のあるデータとなりました。これらを３

大都市それぞれと比較してみますと，驚いたことに

この２つの国におきまして，ルーマニアとアフガン

は全然違うわけです。ここの２つの国においては，

この国全体を代表するデータと３大都市だけで集め

たデータの間で法的な問題の数や問題の性質に大き

な違いが見られませんでした。地方都市と大都市で

それほど変わらなかったということです。皆さん驚

かれることではないかと思いますし，私たちはこの

ような調査を今後も続けていかなければならないと

思っています。

　一つ，このような調査のいいところというのは，

世界規模の調査として，１０１か国が参加したとい

う点です。これは非常に特別な結果だと思います。

ただ弱点もあります。それは１０１か国という広範

囲で調査を実施する代わりに，各国の１，０００世帯

だけしか調査できなかったということです。ほかの

調査を見てみたら，もっと突っ込んだ，特定の国に

ついてもっと深く突っ込んだデータもありますので，

もし皆さんにリソースがあるようでしたら，このよ

うな突っ込んだ調査もしてみてください。より多く

のデータが集まれば集まるほど，より価値のある情

報が問題の性格などについて得られると思うからで

す。

○下道　ちょっとまだ質問，東京会場からはあるみ

たいなんですけれども，一旦ちょっと関西会場にも

振らせていただきます。
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ＪＩＣＡ本部の専門員をしながら，ミャンマーの法

整備支援プロジェクトの専門家として，ミャンマー

の首都であるネピドーで勤務をしています。これか

ら，エリザベスさんのプレゼンなど司法アクセス全

般についてもコメントをしながら，ミャンマーのプ

ロジェクトについてご紹介をしたいと思います。専

門家としての発言と本部の専門員としての発言とが

少し交じる場合もあると思いますけれども，ご了承

ください。

　午前中，澤田の方から紹介があったとおり，

２０１８年からＪＩＣＡは日弁連の協力を得て，司

法アクセスに関する課題別研修を実施しています。

その内容とＪＩＣＡが今後，どのように司法アクセ

スについて取り組むべきかについては，昨年６月の

ＩＣＤニュースに寄稿させていただきました。それ

は英訳されて近々発行される予定だと聞いています。

その記事の内容は，先ほどのエリザベスさんのプレ

ゼンとも重なるところはあるのですけれども，おお

よそ，以下の２つではないかと考えています。

　まず，１つ目ですが，問題に直面している人が紛

争解決に至るためのステップを具体的にイメージし

ながら案件を形成していく必要があるというのが一

つ目です。特に，エリザベスさんの報告にもあった

とおり，問題が見つかってから裁判所で解決に至る

までの各ステップでドロップアウトしていく人がた

くさんいます。そういう人のことを考えながら案件

の形成をしていった方がいいのではないかと。そう

することによって人々に身近な問題が解決でき，ア

クセスしやすいような紛争解決制度をつくることが

でき，それは裁判所の中でもあっても構いませんし，

外につくってもいいのではないかと思います。ただ，

それはやっぱり各国の状況によって変える必要があ

ると思います。例えばその調停に関してはバングラ

デシュとミャンマーの両方でＪＩＣＡプロジェクト

により行っています。バングラでは，司法省の下に

National	Legal	Aid	Services	Organization（ 国 立

法律扶助機関）という組織があります。それは全国

に６０か所以上もオフィスがあり，ある程度の予算

がつけられているわけですけれども，そのような組

目標を十分に達成することができるのかどうかとい

うこと，これらがちゃんと分かれば，これこそ法整

備支援の効果があるということの証左ではないかと

思います。ほかの開発の援助もそうですけれども，

経済発展に資することができるのか，また労働問題

を解決することができるのか。是非我々のデータを

このように使っていただきたいと思います。

　２つ目のご質問は，繰り返していただけますか。

○身玉山　私の２つ目の質問は資金源です。あなた

の組織をサポートしているのは経済的にどこですか。

○アンダーセン　ありがとうございます。

　資金源ですが，このリサーチと我々の作業ですが，

様々な資金源があります。レポートの後ろのところ

にリストアップしています。個人の方もいらっしゃ

いますし，企業もあり，政府当局もあり，米国政府

が主要なサポーターになりましたし，それから財団

も入っています。最初のそもそものデザインをする

ところ，司法アクセスのデザイニングのところです

が，このリサーチですが，オープンソサエティファ

ウンデーション，それからマークファウンデーショ

ンの方の資金を受けています。ありがとうございま

した。

○氷室　東京会場，いかがでしょうか。

○下道　ありがとうございました。

　東京会場に来ております。

　すみません，まだ東京会場からもご質問いただい

ているんですけれども，申し訳ありません。ちょっ

と時間が来てしまいましたので大変申し訳ありませ

ん。

　それでは，質疑応答の時間はこれまでとさせてい

ただきます。エリザベス・アンダーセン様どうもあ

りがとうございました。（拍手）

○アンダーセン　ありがとうございました。

○下道　それでは，ここでミャンマーの具体的な取

組についてご紹介させていただこうかと思います。

　ミャンマーのＪＩＣＡ長期専門家の小松健太様か

らご紹介いただきます。

　小松様，よろしくお願いいたします。

○小松　ご紹介頂きました小松と申します。私は，
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　加えて，こちらで協力をしたことをどのように人々

に知ってもらって使ってもらうか，そういう視点も

必要なのではないかなというふうに思っています。

いい制度をつくれば，それに自然に普及しているも

のでもないので，例えばコールセンターを設置して

情報提供をするというようなことも必要なのではな

いかというふうに思っています。その一例として，

今朝，伊藤副部長からも話にありましたミャンマー

のプロジェクトでつくったプロモーションのビデオ

をちょっとご紹介したいと思います。

　ミャンマーでは去年，調停制度のパイロット事業

として，４つの裁判所で調停が始まっています。一

般の人たちにこのような調停制度を紹介するために

どういう視点でつくった方がいいのか，できるだけ

分かりやすい言葉にするとか，分かりやすい事例を

使うとか，そのようなことからミャンマーの最高裁

判所の職員とも議論をして作成をしました。英語で

申し訳ないのですけれども，スクリプトがお手元，

最後の方についているので，そちらを御覧になりな

がら見ていただければと思います。ストーリーの内

容としては，まず，調停の紹介から始まるのですが，

２人の女性がお金の貸し借りの問題で争いになって

いて裁判所に来ました。原告の方が被告に向かって，

私から借りたお金でいい服を着ちゃって，といった

話から始まります。その後，黒い服を着ている裁判官，

ミャンマーの裁判官というのは黒いタイポンと呼ば

れている民族衣装を着ているのですけれども，それ

を着ている裁判官が，調停の制度について，つまり

調停とはこういうもので，こういうメリットがあり

ますというような説明をし，その後，白い服を着た

女性，この人は実際の調停人ですが，当事者を連れ

て出てくるのですけれども，そこで調停と裁判の違

い，あと調停室と法廷の違いといった説明をしてく

れます。その後，弁護士，実際の弁護士ですけれども，

弁護士が出てきて調停の評価があり，その後，最高

裁幹部が調停制度をこれから広めていくというよう

なコメントをしています。当事者や，調停人，制度

を紹介している人たちは，みんなミャンマーの実際

の裁判官が演じています。

織がありますので，裁判所の外の調停を支援してい

ます。ミャンマーは，一応リーガルエイド法という

法律はできているのですけれども，法律扶助機関が，

組織的に動くまでの体制というのが十分に整ってお

らず，予算もつけられていません。そういう意味で

ミャンマーのプロジェクトでは，裁判所の中で行わ

れる調停に対して支援をしています。

　調停の話のついでですが，調停に対する途上国の

期待は非常に高いと感じています。人々に身近な紛

争，例えばお金の貸し借りであったり，離婚や遺産

分割などの家事紛争であったり，そのような紛争を

調停が扱っていて，Access	to	Justice の向上に大

きく役立つことができるのではないかと思っていま

す。ただ，調停については，公正に紛争を解決でき

るかどうかというのが，調停人の資質にかかってい

て，調停人の研修が一番重要だと思います。調停人

が村の村長さんであったり行政機関であったりする

と，あるバイアスを持っていることが多く公平な解

決ができない場合があります。そこで，公正な調停

人を育成する研修を計画する必要があり，例えばバ

ングラデシュの調停人の研修にはジェンダーの専門

家の方にも参加していただき，ジェンダーの視点を

バングラデシュの方々に伝えているということもあ

ります。今調停の話をしてきましたけれども，もち

ろんフォーマルな制度，裁判所の機能強化なども非

常に重要だと思っています。ただ，途上国に行くと

手続が複雑で，しかも，昔の法律がそのまま残って

いて時間がかかってしまったり，上訴が容易でさら

に時間がかかったりということがあります。そこで，

その裁判の手続の簡素化や少額訴訟の制度の導入な

ども Access	to	Justice の側面からは考える必要があ

るのではないかと思います。それが１点目です。

　もう一つの点は，問題を抱えている人々に支援や

協力がちゃんと届くかどうかという，そういう視点

を持ちながら案件をつくっていくべきではないかと。

先ほどのプレゼンでご紹介いただいたニーズ調査と

いうのは，どういうことをやっていけばいいのかと

いうことを示していただく上で非常に有用なものだ

と思っています。
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法務総合研究所長，大塲様，そしてご出席の皆様，

私個人，そしてベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）は，

今回の第２１回法整備支援連絡会にご招待いただき

本当にうれしく光栄に思っています。

　今日，私が皆様にお話しするテーマは，法整備支

援を受けてベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が実施

した司法アクセス改善への貢献ということでお話を

する予定です。

　まず，この法整備支援連絡会に出席の機会をいた

だいたことについて，法務総合研究所の所長，そし

てＪＩＣＡプロジェクトの皆様に感謝を申し上げた

いと思います。

　本日の私の講演は，三部構成となっています。

　第１部は，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の設

立について，第２部は，司法アクセスにおいてベト

ナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が過去に行ってきた取組，

そして現在行っている取組についてです。第３部は，

ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が司法アクセスを

行うに当たっての法整備支援の役割についてお話し

します。

　まず，第１部ですが，ベトナム弁護士連合会（Ｖ

ＢＦ）の設立についてです。

　皆様もご存じのとおり，ベトナムは，長い間

実施してきた計画経済からの改革ということで，

１９８６年にドイモイ政策が始まりました。集中計

画経済の下では，弁護士という仕事の存在感は非常

に薄かったといえます。なぜならば，生活の全ての

工程において，例えば生産，物流などにおいては全

て国が統制しています。社会の中の全てのファクター

が国の指揮下で動いていました。

　ベトナムでの弁護士という仕事は，１９８７年の

弁護士組織に関する国会常務委員会令がありますが，

これによって再生されました。その後，２００１

年に弁護士に関する国会常務委員会令が制定され，

２００６年には弁護士法が成立しました。これらの

法律は，市場経済における弁護士法の方向づけとな

りました。

　２００６年では，ベトナムの全国６４省のうち

６２省において，弁護士会が設立されました。そ

　すみませんけれども，ビデオの方をよろしくお願

いします。

○下道　ご紹介いただきましたミャンマーの調停の

プロモーションビデオをこれから流しますので御覧

ください。

（ビデオ上映）

○下道　小松様，このビデオにつきましてコメント

いただけますでしょうか。

○小松　いかがでしたでしょうか。

　いろいろ改善点などはあると思いますが，分かり

やすく，調停の内容を説明しているビデオではない

かなと思っています。具体的にこのような広報的な

活動をやっていかないと，人々に対してサービスを

デリバリーすることはなかなか難しいのではないか

と思っています。引き続き，このような活動に注目

して，また，できるだけ身近な紛争にアドレスでき

るようなことを我々のプロジェクトはやっていきた

いと思います。お時間いただき，ありがとうござい

ました。（拍手）

○下道　どうもありがとうございました。

　先ほど，法務省の義家弘介副大臣がこの会場に到

着いたしました。

　後ほど，義家副大臣からは皆様にご挨拶を申し上

げます。

　それでは続きまして，次にご講演いただきます

ドー・ゴック・ティン様をご紹介いたします。

　ティン様は，ベトナムにおいてハノイ法科大学の

講師，司法学院での職務を経て，共産党中央組織委

員会で要職を務められた後，２００９年からベトナ

ム弁護士連合会において役職を務め，２０１６年か

らは同会の会長を務められています。また，同年か

ら国会議員としても活動されています。

　なお，このご講演は日本語とベトナム語の逐語通

訳で行います。

　それでは，「法整備支援を通じた Access	to	Jus-

tice の実現」と題しましてご講演をいただきます。

　ドー・ゴック・ティン様，よろしくお願いいたし

ます。

○ティン　まず，日本の法務副大臣，義家弘介様，
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ます。個人，組織及び社会の利益が侵害されること

になります。人権侵害を起こす冤罪などが阻止され

ず，またはその被害が克服されなかった場合，正義

は傷つけられることになります。

　司法アクセスは国民や社会弱者のニーズであり，

法律に規定された権利，義務を果たすことができる

ように，国家や弁護士による司法援助を受ける必要

があります。国民の司法アクセスを実現するために

は，司法機関，公的機関は法律に規定された任務を

厳粛に実行しなければいけません。同時に，国家機

関は，国民が法律規定に従って権利と義務を遂行で

きるように支援している弁護士を支援する責任があ

ります。

　そして，ベトナムの状況は特殊的なものであり，

国民の司法アクセスについてのニーズは，ベトナム

が計画経済から社会主義市場経済へ移っていく中で，

そしてベトナム社会主義法治国家を建設していく中

で発生することは必然的であります。そして，この

計画経済から市場経済へ変わっていくモデルの移行

の間においては，民主的・文明的・近代的な司法を作っ

ていくためには社会の全てのファクターの努力と時

間が必要になります。この中で弁護士の役割は大き

くなります。全ての社会の人々だけでなく，社会弱

者への支援を行うことにより司法アクセスに貢献す

る，また社会の公平性を持つ司法を作ることに向け

ても，弁護士は大きな役割を果たしていきます。

　この設立された１０年間で，ベトナム弁護士連合

会（ＶＢＦ）は組織として，そしてベトナムの弁護

士たちは司法アクセスへの強化に貢献してきました

が，しかしながら，実際のニーズが大きく，我々の

貢献はまだそのニーズに対して小さなものです。

　４つの成果をご紹介したいと思います。

　まず，１つ目の成果ａです。新しく制定された法律，

法規範などの宣伝・周知に弁護士が参加するように

なりました。この司法援助を行うことは，弁護士法，

地方の弁護士会，そしてベトナム弁護士連合会（Ｖ

ＢＦ）が毎年行う計画になっています。この活動は，

貧困者，あるいは奥地に住む人々への司法アクセス

の改善に貢献しています。

して，弁護士の数がその後徐々に増えています。

１９８７年では弁護士は約４００名しかいません。

しかし，２００１年には２，１００名，２００６年に

は２，８７１名，そしてベトナム弁護士連合会（Ｖ

ＢＦ）が設立した２００９年５月には５，３００名，

２０１９年１２月３１日現在では，全国の延べ弁護

士数が１万３，８６０名にまで増加しました。この

設立１０年間のうちにベトナムの弁護士の数が８，

５６０名増加したということになります。平均して

１年間に８００名が増加しています。これらの数か

ら読み取れることとしては，ベトナムにおける弁護

士業が今勢いのある仕事であるということです。こ

の発展する潜在力がある弁護士は，社会，そして依

頼人に対し法律のサービスを提供しています。ここ

から社会のファクターに対して司法権の分譲が行わ

れるプロセスに貢献することと，この数の増加から

読み取れるもう１つの内容は，ベトナム弁護士連合

会（ＶＢＦ）が，弁護士数の増加において大きく貢

献したことであります。

　そのため，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の誕

生は，弁護士だけでなく，弁護士という職業が社会

全体に対する貢献を記す大きな出来事になります。

そしてベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の誕生は，

弁護士たちの団結する，集結する，必然的なニーズ

に基づいたものというふうに言えます。弁護士が団

結して正義を守る，法制を守る，そして今後の弁護

士の発展のために貢献するといった必然的なニーズ

があります。

　では，第２部，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）

が過去，そして現在行っている司法アクセス強化の

取組についてです。

　正義と司法へのアクセスは，全ての法治国家が尊

重するべき人類の共通価値であるというふうに認識

しています。私たちの認識では，正義とは，人権，

個人や社会経済の組織の権利及び合法的な利益を保

護することを目的とした司法機関によって規定され

た法律規定の通分であるということです。権力機関

が法律に不適切な決定，法律に違反する決定を行っ

た場合，正義はゆがめられ，ねじられることになり
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ばいけない点は何なのかということを世間に対して

働きかけを行ってきました。これらの取組により世

間から賛同を受け，事件の解決に結びつきました。

そして訴訟執行機関に対しては，事件解決において

はさらに慎重になるように求める取組にもつながっ

ています。

　４つ目の成果ｄです。ベトナム弁護士連合会（Ｖ

ＢＦ）は広報活動の強化も図っています。ベトナム

弁護士雑誌やベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）のホー

ムページを通じて，訴訟活動，法律相談，司法支援

について発信を行っています。この取組により，国

民は，弁護士が行っている正義を守るための活動，

司法アクセス強化への取組について更に関心を示し

てくれています。これらの活動における弁護士の役

割を，社会，そして国家に対してアピールするとい

う効果もあります。

　そして，これから第３部に移りたいと思います。

　ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が行っている司

法アクセスの取組における法整備支援の役割につい

てです。

　そして，この３．１では，これまでの法整備支援が

行ってきた役割についてです。この中ではａという

項目があります。

　ベトナムにおける法律の作成に参加する活動につ

いての法整備支援の役割についてです。ベトナム弁

護士連合会（ＶＢＦ）は，法案が国会に提出される前，

法案を作成する政府機関，あるいは最高人民裁判所，

最高人民検察院から意見を求められます。例えば，

２０１５年の刑事法，そして２０１５年の刑事訴訟

法，勾留・暫定留置の執行に関する法律，刑事判決

執行法などが挙げられます。こういった意見を求め

られる場合，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）のメ

ンバーであります弁護士，そして弁護士会から意見

を聴取するセミナー，懇談会を開くことがあります。

そして，こういったセミナー，懇談会において，Ｊ

ＩＣＡプロジェクトからは，その開催に当たる費用，

技術的な支援，あるいは専門家を派遣してくださり，

日本で行われている経験を共有してくださっていま

す。この取組を通じてベトナム弁護士連合会（ＶＢ

　そして，２つ目の成果ｂですが，この１０年の間

に弁護士が刑事裁判，民事裁判，経済裁判，労働

裁判，行政裁判の訴訟活動に参加しています。この

参加する弁護士数が毎年増えています。この裁判に

参加することによって，国民の合法的な権利を守る

ことだけでなく，公的機関と一緒に正義を守るとい

う役割も果たしてきました。弁護士が参加した事件

の数はお手元の資料にも書いてありますが，合計

１３万３，０００件以上，弁護士が参加した事件があ

ります。

　３つ目の成果ｃの内容ですが，近年，裁判所によっ

て冤罪の判決が出た事件についてです。これらの事

件は，特に終身刑あるいは死刑などの判決が言い渡

されたのですが，弁護士が根気よくこの事件と共に

歩んできています。弁護士が被告人の家族と一緒に，

裁判所，そして訴訟執行機関に対して冤罪であると

いうアピールを続けてきました。その結果として，

皆様のお手元の資料にも書いてありますように，幾

つかの事件の冤罪を晴らすことができました。例え

ば，ハン・ドック・ロン氏，死刑の判決が出されて

います。その罪名は殺人と強姦です。そのほかには

グエン・タイン・チャン氏の事件もあります。刑が

終身刑で罪名が殺人罪，この方は既に１０年間刑務

所に収容された後，冤罪を晴らすことになりました。

また，チャン・ヴァン・テム氏の事件もあります。

こういった冤罪を晴らすような事件は，弁護士の正

義を守るという観点から，根気よく弁護士活動を通

じて行った結果であります。こういった事件の潔白

を証明することによって，弁護士が訴訟執行機関と

共に正義を守るということにも役割を果たしていま

す。

　このように典型的な例を皆様に説明しましたが，

これらの事件の冤罪を晴らすためには，弁護士が訴

訟機関に対して専門的に働きかけ，要望を出すこと

において大変根気よく取り組んできました。それ以

外には，マスコミ，メディア，ウェブサイトなどを

通じて，こういった情報があることを国民，世間に

広く知らせるということも同時に行っています。訴

訟機関が尊重しなければいけない，明確にしなけれ
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く，あるいは職業スキルを向上する機会を得ること

ができました。日本の弁護士が行う各地の住民に対

する法律支援が，大変貴重な経験になっています。

これを見習って，ベトナムの弁護士がベトナムの状

況に即した形で法律支援を行っています。

　２０１８年，２０１９年の２年間を通じて，ＪＩ

ＣＡプロジェクトは，ベトナム弁護士連合会に対し

て，弁護士ハンドブックの作成を支援してください

ました。このハンドブックは３冊立てで，今ここに

手元に持っています。この３冊がハンドブックです。

　ＪＩＣＡの専門家の皆様と話し合った結果，この

３冊をどういうふうに分けるかということで意見が

まとまりました。３冊のうちの１冊目は，弁護士に

関する法律，弁護士の職業倫理規定などが内容にな

ります。２冊目は，刑事，民事，労働，経済，行政

裁判における弁護士として必要なスキルが書かれて

います。そして３冊目は，コンサルタント，知的財

産権など，ビジネスなどに関するコンサルタントの

内容が盛り込まれています。

　このハンドブックは，弁護士のためのハンドブッ

クですけれども，弁護士以外としては，弁護士への

見習いの方々，あるいは法学部の学生，大学で法を

勉強する学生からも関心が寄せられています。

　３つ目の役割，ｃの部分ですが，ＪＩＣＡからの

法整備支援，技術支援は，常に深みのある戦略的な

視野を持って，実質的な効果をもたらしているとい

うことを皆様に述べたいと思っています。ベトナム

弁護士連合会（ＶＢＦ）が受ける外国からの支援の

中で，１０年間切れ目なく連続して行われる支援は，

ＪＩＣＡ案件のみです。ＪＩＣＡの支援は常に計画

的であり，そして，その準備が詳細に行われています。

ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）は，常に，責任を持っ

てこのような支援を受け入れるという姿勢で，プロ

ジェクトのいろいろな取組を効果的に実施していま

す。

　それから，ベトナムの弁護士の質が明らかに向上

した，そして弁護士が司法アクセスへ貢献する機会

が増えたということが言えます。

　では続きまして，２０２０年までのベトナム弁護

Ｆ）は，重要な提案を行うことができました。例えば，

２０１３年憲法１０３条５項の中に，争訟原則とい

うものが国会に採用されました。

　２０１３年憲法３１条４項の中には，逮捕・勾留

中などの人は自己を弁護する，あるいは弁護をする

ための弁護士を依頼する，そのほかの人に対して弁

護を依頼することができるという規定がありますが，

これも争訟原則の例の１つであります。こういった

原則は，刑事訴訟法第２６条にも述べられています。

弁護人，そしてその他訴訟参加人は，証拠の提出，

証拠の評価，そして事件の客観事実を明確にするた

めの要求を出すことにおいては平等である，という

ふうに規定されています。

　また，そのほかの規定としては，裁判所が出した

判決・決定は，証拠の確認，証拠の評価，そして公

判における争訟の結果に基づいて作成されなければ

ならないという決まりもあります。

　こういった例は，ＪＩＣＡが行う法整備支援の下

で，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が法作成機関

に対して質の高い意見を述べることができ，また，

述べられた意見が反映された形で法案が国会に提出

され，国会を通過したということの結果になってい

ます。

　ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）は，ＪＩＣＡプ

ロジェクトの支援を通じて，法律作成だけでなく，

ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の組織自体を強化

する支援も受けています。例えばベトナム弁護士連

合会（ＶＢＦ）の定款，あるいは弁護士の職業倫理

規定の作成においても，ＪＩＣＡプロジェクトの支

援を受けています。これらの支援を受け，ベトナム

弁護士連合会（ＶＢＦ）は，組織の強化，またはベ

トナムの弁護士職業における基準を作ってきました。

　では，次の内容ｂについてお話しします。

　これは，弁護士同士の経験の交換，また弁護士の

スキルの向上，資料の提供などです。ＪＩＣＡの支

援の下で，ベトナムの弁護士に対して研修・セミナー

など，経験を共有する場が設けられています。この

機会を通じて，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）に

所属するたくさんの弁護士が，日弁連から経験を聞
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てまいりたいと考えています。皆様から寄せられた

支援に応えられるよう，更に努力してまいりたいと

考えています。どうもありがとうございました。（拍

手）

○下道　ティン会長，どうもありがとうございまし

た。

　ここで，義家法務副大臣より，皆様に一言ご挨拶

を申し上げます。

○義家　本日は，大変多くの皆様に，第２１回法整

備支援連絡会にご出席いただきありがとうございま

す。

　お忙しい中，海外からお越しいただいた，ただい

まスピーチを行っていただいたベトナム弁護士連合

会（ＶＢＦ）のドー・ゴック・ティン会長，ワールド・

ジャスティス・プロジェクトのエリザベス・アンダー

セン様，ジェラルド・ヴィンルアン様には改めて感

謝を申し上げます。

　所用により，本日一部のプログラムにしか出席で

きませんでしたが，ただいまティン会長からは，ベ

トナム弁護士連合会（ＶＢＦ）における司法アクセ

ス強化に向けた具体的な取組に関するお話や，我が

国との国際協力について，大変貴重なお話を伺うこ

とができました。

　本日のテーマでもある司法アクセスの向上は，持

続可能な開発目標，いわゆるＳＤＧｓでも取り上げ

られている重要なテーマであり，各国が取り組んで

いる課題でもあるところ，国際機関やほかの国々な

どと知見を共有し，連携することで着実に目標に向

かって前進することができると思います。そうした

点でも，本日の法整備支援連絡会が有意義なものに

なると確信しております。

　法務省においては，これまで四半世紀にわたり，

関係者の皆様のご協力をいただきながら法整備支援

を行ってまいりましたが，引き続き各国における法

の支配の浸透，持続的な発展に向けた取組を支援す

るものとして積極的に進めてまいります。引き続き，

皆様のご理解，ご協力をお願いいたします。ありが

とうございました。（拍手）

○下道　以上で第２部を終了いたします。

士連合会（ＶＢＦ）の発展における法整備支援の役割，

そしてその先の期待される役割について，お話しし

ます。

　まずは，これまでの継続的・全面的な，全面的と

いうのはベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の組織の

構築，そして弁護士の能力構築を含めて全面的とい

うふうに申し上げたいのですが，この支援が１０年

間継続されたことによって，ベトナム弁護士連合会

（ＶＢＦ）の成長，そして成功に欠かせないものになっ

ています。

　しかしながら，ベトナムの住む地域によっては，

つまり都市部と農村部の住民の間には，法律の知識，

認識に差があります。一部の人々において法律的な

知識が不足していることによって，整備された法体

制がもたらす利益にアクセスすることができません。

この状態を解消するためには，弁護士の責任感，能力，

責任，意識を高める必要があります。

　ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）は，さらに広報

の活動を強化して，人々の認識，そして知識を増や

していきたいと思っています。一方では，弁護士に

対しては，社会への貢献，そして正義への貢献とい

うことで，さらに意識を高める教育も行っていく必

要があります。

　そして，今後のベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）

としては，是非各国のドナー，そして日本，ＪＩＣ

Ａから，全面的な効果のある支援を引き続き期待し

ております。これらの支援を通じ，ベトナムの弁護

士の集結を図ることによって司法を守り，人権を守

り，国民の自由，民主に向けた取組を守り，またベ

トナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が理念として持って

いる民主的な社会の構築などを実施するために，ご

支援を引き続き受けたいと考えています。

　今日の連絡会というこの大事な場をお借りして，

ＪＩＣＡプロジェクトの皆様，そしてＪＩＣＡ，ま

たは日弁連，日本法務省にお礼を申し上げたいと思

います。これまでの技術的な支援，財政的な支援を

行っていただき，誠にありがとうございました。皆

様のご支援を受ける側として，ベトナム弁護士連合

会（ＶＢＦ）はその支援が効果的であるように頑張っ
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だいておりますけれども，Access	to	Justice という

こと自体が多義的といいますか，非常に範囲が広い

ものである，ということであります。ですから，こ

こに参集されている皆様がAccess	to	Justice といっ

た場合にそれぞれ何をイメージされるのかというの

は，人によって微妙に，あるいはどうかすると大き

く異なるというようなことが，当然のことながら発

生するわけでありまして，その点については，今日

はこのパネルディスカッションに，主に弁護士の先

生方に来ていただいております。それから，もちろ

ん我妻先生にもおいでいただいているわけですけれ

ども，どちらかというと，一般市民が，何らかのト

ラブルが起きた，あるいは何か悩みを抱えている，

生活の中で問題が起きたというときに，その解決方

法，あるいはその解決手段に対して常に接触を持ち

得るのか，というようなことがメインになってくる

のだろうと思います。

　ほかにもAccess	to	Justice と申しますと，広い意

味で捉えれば立法そのものがそうだったりするとい

うこともありますし，それから，従来非常に言われ

ておりましたのは，刑事の弁護のアベイラビリティー

といいますか，そういったものも Access	to	Justice

の問題として非常に大きく議論された時代もござい

ました。

　それから，そもそも，もう少し遡りますと，恐ら

くこれは１９６０年代からだったと思いますけれど

も，このAccess	to	Justice というのは，あくまでも

Access	to	Courtだった，つまり裁判所へのアクセス，

正式司法へのアクセスだったと。そしてもっと厳密

に言いますと，Access	to	Litigation だったというよ

うなこともあります。しかし，時代とともにそれが

どんどんどんどん，言わば範囲を拡大してまいりま

して，今ではもうあらゆるところで，例えば行政の

行為によって何か不当な損害を受けた人が救済を求

められるのかとか，そういったいろいろな面で，あ

るいは，もっと広くなりますと，例えば市民がちょっ

と困り事があったときに市役所の窓口でどんなサー

ビスが受けられるのか，というようなことまでも含

んでくる可能性があるわけです。

　ここで義家副大臣はご退場されますが，その前に，

先ほどご講演いただきましたティン会長から義家副

大臣に記念品をお送りいただけるということです。

（拍手）

　それでは，これで第２部を終了いたします。

　ここで１０分ほど休憩時間をとらせていただきま

す。

（休　　憩）

○下道　

　それでは，時間になりましたので，これより第３

部のパネルディスカッションを開始いたします。パ

ネリストとモデレーターをご紹介いたします。

　まず，パネリストですが，日本弁護士連合会から，

弁護士の釜井英法様。

　日本司法支援センター本部事務局長付でいらっ

しゃいます弁護士の鏑木信行様。

　首都大学東京（現・東京都立大学）法学部教授の

我妻学様。

　元ＪＩＣＡ個別案件専門家で弁護士でいらっしゃ

います原若葉様。

　以上でございます。

　パネリストの皆様のご経歴の詳細につきましては，

席上配付しましたフライヤーの２枚目をご参照くだ

さい。

　モデレーターは，法務省法務総合研究所国際協力

部長の森永太郎が務めます。

　それでは，森永部長，よろしくお願いいたします。

○森永　ただいまご紹介にあずかりました国際協力

部長の森永でございます。

　そろそろ皆様もかなりお疲れのこととは存じます

し，もうあまり堅苦しい話にはしたくないのですけ

れども，第３部ということで，このパネルディスカッ

ション，タイトルとしましては，「Access	to	Justice

の観点から見た法整備支援の課題と展望」というこ

とでございます。

　昨日，ちょっと皆様と打合せをしたのですけれど

も，そもそも Access	to	Justice，先ほど副部長の伊

藤からも若干申し上げましたし，ご指摘も多々いた
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Access	to	Justice，まさに以前は我々がこれは弁護

士さんの仕事だというふうに考えていた部分，つま

り日弁連の取組，これは１番長いと思いますし，そ

ちらの方からお話をいただいた後に，それから次に，

今度はようやく官民共同の事柄が始まった，法テラ

ス，日本司法支援センターのお話に続きまして，そ

して，まずこの国内の状況についてお話しいただい

た後で，さて，それではこれが法整備支援の，つま

り外国クライアントのいる世界に入ってきたときに

これがどういうふうに生かされるのか，あるいはど

ういうアダプテーションをしなきゃいけないのかと

いうことで，その点では大変輝かしい成果を上げて

おられます原若葉先生にお話しいただき，そして最

後に，我妻先生に，ややコメンテーター的な役割を

押しつけてしまって申し訳ないのですけれども，理

論的な整備，あるいは特に我妻先生が着目されてお

られるこのAccess	to	Justice の阻害要因というのは

一体何だろうと，それをどういうふうに克服してい

くべきなのか，そしてそれが今度は法整備支援のコ

ンテクストでどういうふうに考えていくべきなのか

という，こんな感じで進めていきたいというふうに

考えます。

　それでは，ちょっと前置きを長くしてしまいまし

たけれども，大変恐れ入りますが，トップバッター

ですみませんけれども，日本弁護士連合会から釜井

先生にお願いいたします。大体お一人１５分ぐらい

ずつを予定しております。

　それでは，お願いします。

○釜井　弁護士の釜井です。

　私の方は，一応パワーポイントを作りました。

１５分程度で終わると思います。

　この後，簡単に自己紹介をしますけれども，都市

型公設事務所長の経験が私はあります。その経験と，

事件としては消費者問題とか環境問題に取り組んで

おりますので，そのような弁護士の立場から考える

Access	to	Justice と法整備支援というような形で少

し考えをまとめてみたところです。

　（２枚目のスライドを示す）私は，ちょうど弁護士

になって今年で満３２年になります。池袋で弁護士

　しかし今回は，先ほど申し上げましたように，ど

ちらかというと一般市民が法的な問題，さきほどエ

リザベス・アンダーセンさんのお話の中にもありま

したけれども，例えば，あのデータですとハウジン

グの問題が非常に大きかった。割と世界共通でハウ

ジングの問題，そういったところに非常に大きなニー

ズがあるというようなことでした。そういった一般

的な生活の面でリーガルサービスがきちっと受けら

れるのかどうかという観点で，そういう点を中心に

議論は進むというふうにお考えください。

　それから，もう１つ申し上げておかなければなら

ないのは，自戒を込めてということなんですけれど

も，私は割とこの法務省の中で法整備支援に携わっ

て経歴の長い人間なのですけれども，当初私ども法

務省のやっております法整備支援のことについて説

明をする際に，まずよく起草支援，つまり法律を作

る支援，それから法律を運用する体制を作る支援，

そしてそれらを運用する人たち，その能力向上の支

援だと，この３つというふうによく説明をしておっ

たわけです。

　ここでお気づきになると思いますのが，実はその

リーガルサービスを受ける側のことについては割と

あまりカバーしてこなかったというのが正直なとこ

ろであります。ただ，その後，実は日本も言わば官

民共同で，まさにここに当所の大塲所長がおります

けども，まさに官民共同で，司法支援センター，法

テラスというふうに呼んでいますけれども，そういっ

たものができました。法務省もそれまで，言わば，

悪く言えばもう弁護士さんに丸投げしていたといい

ますか，お任せしていたといいますか，そういった

Access	to	Justice の分野にも，一応法務省も遅まき

ながら参画してくるということになりました。それ

に平仄を合わせるようにしまして，法務省の行って

いる法整備支援の中でも，この Access	to	Justice の

問題を取り上げつつある，まだ進化途中という感じ

なのですけれども，そのような時代状況でこの議論

が行われるというふうにご理解いただきたいと思い

ます。

　今日の流れといたしまして，まず，そもそもその
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ちんと受けられるような，そういう事務所にしなけ

ればいけないということで，もう１つの目的という

のは都市の中の法的駆け込み寺というような機能を

果たそうということでできておったところです。具

体的には社会的，経済的な理由で弁護士へのアクセ

スが困難な都市，地域，住民のための法的支援をす

ると，この２つを主要な役割としていた事務所です。

その他として，刑事弁護の体制を整備して専門性を

高めようというような目的を持った公設事務所もあ

りますし，弁護士任官や裁判官，検事などの弁護士

職務経験の支援をするところもありますし，法科大

学院，ロースクールの学生の臨床教育支援などを目

的とする事務所もあります。しかし，この上の黄色

のマーカーをしている２つのところが大体各事務所

に共通した目的と言ってよいと思います。

　（４枚目のスライドを示す）ここにある地図は，ゼ

ロ・ワンマップという，弁護士がゼロのところ，こ

れは裁判所の支部と本庁という，そういうその地域

の中に弁護士がいるかというところで分けています

が，これは１９９３年の時点，２７年前ですか。ゼ

ロの支部が５０か所，そして弁護士が１人しかいな

いところが２４か所ありました。全部で７４か所と。

弁護士が１人だとどういうことが起こるかというと，

その地域である人が１人の弁護士に頼んだら，相手

方が同じ地域の住人であったとき，その相手方が弁

護士に頼みたいなと思ったときには違う地域の弁護

士に頼まなければいけないという，距離が遠いとこ

ろの弁護士に頼まなきゃいけないということになる。

だから，弁護士が１人のところも解消しなければい

けない，そういうような考え方に立っております。

　（５枚目のスライドを示す）この弁護士過疎解消の

ために日弁連が取り組んだことというのは，最初に

取り組んだのが，このひまわり基金法律事務所とい

うものを過疎地に作る，作るときの開設費用や運営

の費用，売上が上がらなかったときに最低限の所得

は保障してやるとか，そういうような援助や，また

今度は金銭面，財政面だけではなくて，困難な事件

が来たときにそれを一緒に考えてやる支援委員会と

いうものを作ったりしてこれを支えていくと，そん

５人の事務所を共同経営していると，そういう者で

す。主に取り組んできたことが消費者問題というふ

うにありましたが，具体的には多重債務，自己破産

とかの問題，悪質商法とかクレジットなどの被害の

問題，そういうことに取り組んできました。

　もう１つの環境問題というところでは，廃棄物処

理の煙が出たり，不適正な処理をして環境が汚染さ

れるとか，また火葬場とか墓地の建設，森が壊され

るとか，そういうようなことに関する問題，このあ

たりも扱ってきました。

　そういう事件を扱う中で，これはこの後お話し

しますけれども，日弁連が２０００年から，ちょ

うど２０年前ですけれども，全国の弁護士がいな

い地域に弁護士を派遣してゼロの地域をなくすと

いうような動きを始めました。そこに若い人を育

てて送り出すというところが都市型公設事務所と

いうところなんですが，全国で２番目にできた，

ちょうど２００２年にできた都市型公設事務所であ

る東京パブリック法律事務所の所長を２００７年

から２００９年までの２年間と，２０１５年から

２０１９年の４月までの４年間，計６年間務めたと

いうような経験があります。そういうところでの経

験からお話をさせてもらいたいと思います。

　（３枚目のスライドを示す）「都市型公設事務所と

は？」というところですが，現在は全国に１２か所

あります。１番多いときには１６か所ぐらいあった

んですけれども，これは先ほども少し言いましたが，

弁護士過疎や偏在の解消をするために，過疎地型の

公設事務所，これはひまわり基金法律事務所と言っ

ていました。それや，その後できた法テラス法律事

務所，過疎地型の事務所もありますし，刑事対応の

事務所もありますが，そういうような法テラスの常

勤弁護士を育成するというような役割を１つ持って

いるところです。そして，そこはただ育成だけでは

なくて，やっぱり若い人たちが地方に行って，弁護

士経験年数が１年から２年ぐらい，２年弱ぐらいの

弁護士が１人で地方に行っていろんな問題に対応す

るわけですから，そもそも養成の段階からその事務

所が同じような形で一般市民の方の悩みや相談をき
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ワンの地域も一旦はなくなったと。ちょうどできて

から１１年たって，日本全体における地域の過疎の

状態を最低限度克服したというところです。その後

はやはり，弁護士にも寿命もありますし，いろんな

事情もありますから，またせっかく１人いたところ

がゼロになったりすることもありながら，しかし，

このグラフの流れを見てもらうと，ほぼゼロワンは

なくなっているというような状況が分かってもらえ

るかなと思います。

　（８枚目のスライドを示す）都市型公設事務所がこ

ういう弁護士過疎の問題を克服することについて果

たした役割と現在の課題というところです。

　これは司法アクセス障害，法的情報の欠如という

ような観点から考えるのが良いかなというふうに

思っています。

　先ほどもありましたように，都市型公設事務所は，

ひまわりや法テラスに派遣する弁護士を養成すると

いう任務があったわけですが，これで日本全体の過

疎，偏在状況は相当程度改善しました。また一方で，

都市の中の法的駆け込み寺という役割のところでは，

これは都市の中での行政などとの連携による司法ア

クセス障害の解消に向けたいろんな試みを実践して

きました。これまでの個人の事務所ではなかなかで

きない試みをここでは実践ができ，相当程度積み重

なっています。これは都市型公設だけではなくて，

今は法テラスの弁護士たちがこれに加わって，実践

をさらに蓄積し，いろんなトライをしているという

ような状況にあります。

　しかし，まだまだ課題はあるというところですが，

日本全体の過疎・偏在状況等が改善したということ

はそうですが，それはまだ形式的な物理的な条件が

クリアできたと，近くに弁護士はいると。そういう

ものですね。そういうことができたにすぎない。やっ

ぱり実質的にその地元の人が困ったときに弁護士の

ところに来るのかというのは，こういう困ったとき

には弁護士のところに行けばいいんだという，先ほ

どエリザベスさんからも報告がありましたが，本来

ならば相談に行っていい人たちが，自分たちが行か

ないで自分で処理をしたりしてしまう。裁判制度な

な体制を作ったわけです。

　このひまわり基金というのは，国からお金をもらっ

たりしたものではなくて，日弁連が全ての弁護士か

ら集めている会費の中からそれを積み立てて一定金

額を充てるということで，会費を集めて作った基金

が元になっております。これをウィキペディアで何

かうまい言葉で書いていないかなと思って見たとこ

ろ，「このような仕組みは他の国や他の業界ではほと

んど見られず，この点に最大の特徴がある」と。Ｎ

ＧＯですね，官ではなくて非政府的な組織というと

ころがこういう仕組みを作って，国民，市民の要望

に応えようというような仕組みを作った，こういう

ところに特徴がありますということで説明されてお

りました。

　（６枚目のスライドを示す）ひまわり基金法律事務

所は，現在は３９か所です。しかし，２０００年か

らずっと今までの間に延べで１２０か所できていま

す。そのうち廃止になったところが数か所あります

が，あとのところは，ひまわり基金法律事務所に行っ

て，そこで定着をして，その地域で弁護士をしてい

ると。だから３９か所しか残っていないということ

で，８０か所のところは，また弁護士がいなくなっ

たのかというと，そうではなくて，そこに弁護士が

定着をしたというふうに捉えてもらったらいいかな

と思います。

　ここに地図があって，本当はもうちょっときれい

な地図だと，ここに北海道とか東北とか，こういう

ところに一つ一つの今ある事務所のマークがついて

おるんですが，ちょっと見えにくくて申し訳ないで

す。

　（７枚目のスライドを示す）この部分（注：左側

の赤線部分）が２０００年のところです。この時点

ではゼロが３５で，１人の地域が３６でした。７１

か所ゼロワンのところがあったということです。

ちょっと文字が潰れていますが，ゼロが解消したの

が２００８年６月です（注：右側の赤線部分）。まだ

この時点ではワンの地域が２４あったんですが，ちょ

うどこの地点（注：２０１１年１２月），ゼロワンが

解消したのが２０１１年，このときにゼロの地域と
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　あとは，やっぱり公設事務所は基本的にもう役割

を終えたんじゃないかという議論が一方ではありま

す。しかし，最前線の中で救急病院的に，救急的状

態にある方の事件を個人の事務所，小さい事務所が

継続的に受けることはできません。市民の方に，あ

そこに行けば人数が一定程度いて受けてもらえるん

だという，そういう安心感を与えて，いつでも来て

くださいという状況を作っておくことが重要だとい

うふうに考えております。

　（９枚目のスライドを示す）最後になりますが，ま

たその Access	to	Justice の実質を埋めていくため

に必要だと思っていることがもう１つあって，これ

はソフト面の必要性です。今私が言ったのは，都市

型の公設事務所があった方がまだいい，まだ役割は

ある，法テラスの事務所もあったほうがいい。でも，

それだけではまだまだちょっと足らないところもあ

るんだろうということです。司法アクセスの最前線

には公設事務所と法テラスのスタッフ，弁護士だけ

でなくて，各種分野の専門の弁護士集団というのが

あります。このような弁護士は，先ほど言った困難

な事件も受けている。でも，継続的にその人に１０

件来たらちょっとお手上げになってしまうから，専

門分野の仲間の弁護士を作る，そうやってできてい

る弁護士の集団が各種分野にある。その集団は，救

急病院的な対応を継続することは苦手だけれども，

委員会とか研究会とかの活動で実践を蓄積して，研

究して，トラブルの対策の集団的検討をし，それに

基づく実践を積み重ねると。そして最新の情報に基

づいて対処法を考え，被害救済システムを考え出し

て，それを実践すると。その上で法自体に欠陥がある，

今の時代に合わなくなっているというときには，弁

護士会を挙げてやっぱりこの制度は改善すべきでは

ないか，また新たな制度を作るべきではないか，そ

ういうような動きができる集団です。そういう専門

弁護士集団と最前線にいるもう一つの公設事務所や

法テラスのスタッフ弁護士という弁護士集団，ここ

がやっぱり協働してお互いにそれぞれの情報を補い，

救済のレベルを上げていく，これが必要なんじゃな

いかと。

んかを利用しないでやってしまう，そういうような

状況はまだ日本にもあります。ゼロワンが解消した

からといって，そこで手を休めてはいけなくて，い

かにして地域の人たちが困ったときに相談に来れる，

事件を頼みたいときにはそれを受けることができ

る，そういうようなことをやっていかなければいけ

ないということです。これからはさらに Access	to	

Justice の実質を埋めていく必要があるんだと。弁護

士が近くにいても弁護士にたどり着かない市民はた

くさんいます。そのためのキーワードは連携という

ところですかね。これもエリザベスさんが指摘され

ていましたが，そういう状態を克服するために法律

以外のサービス提供者との協力ということをご報告

されていましたが，まさにそういう意味での連携と

いうところが必要なんだろうと。私が実感している

ところでは，やっぱり困ったなというときには行政

の窓口に行く人の割合の方が法律相談に来る人の割

合よりは高いです。ところが，行政の方は，そこに

来てもやっぱり直接つなぐところがないんですね。

法律相談が必要なんじゃないかと思っても，じゃあ

具体的にどこに行きなさいというと，弁護士会とか

法テラスがやっているところに電話をかけなさいと

いうような情報は提供するんですが，なかなかその

電話をかけること自体に大きな壁がある人にとって

は，そこで止まってしまう。たどり着ける可能性が

すぐそこまで来ているんですが，そこでもやっぱり，

もうまた閉じ籠もって自分のところに帰ってしまう。

そういう方が非常に多いというのは実際公設事務所

の弁護士をしていて思いました。

　個人の事務所を行政が紹介することは難しいんで

すが，都市型公設であれば比較的紹介しやすいとい

うことで，東京パブリックでは行政の方用の専用の

番号というのを作って，今窓口でこういう人がいま

すが，そこまで連れて行っていいでしょうかとか，

この人は外に行けないので，ここまで出張の相談に

来てくれないですかと，そういうようなケースは非

常に多くありました。だから，こういうところにこ

れから実質を埋めていかなければならないところが

あるのかなというふうに思っています。
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はなくて地域であるということ。地域というもう少

し狭い範囲の司法アクセスについて話題にしてみた

いと思います。それから，テーマにある「司法イン

フラ」というのは，司法アクセスの可能性を伴った

司法インフラという意味です。	

　それでは，お話をしたいと思います。

　話の舞台は下呂温泉です。人口は約３万２，０００

人。日本三名泉の１つ。市内には温泉宿が立ち並び

ます。一体何が問題なのか。ある１枚の写真を見て

いただきます。

　これは約６０年前の下呂市の写真です。写ってい

るのは温泉宿に住み込みで働く仲居さんです。下呂

市というのは温泉街です。地方から出稼ぎに来て，

温泉宿に住み込みで働く労働者というのが非常に多

いのです。さあ，時は流れます。あの頃若かった仲

居さんが今どうなっているのか。身寄りのない独居

高齢者になっているのです。これが下呂市の象徴的

な問題です。それでは，下呂市に司法アクセスは確

保されているのか。

　岐阜県です。このピンクで色をつけたところ，こ

れが下呂市です。ちなみに，東京都はこのぐらいの

大きさです。岐阜県というのは結構大きいんですね。

私が赴任していたのは，この下呂市の下にある中津

川市というところでした。

　初めに見ていただくのは，本庁・支部管轄あたり

の弁護士人口（2017 年 7 月 21 日当時）です。先ほど，

釜井先生のお話の中に「ゼロ・ワン地域」という言

葉が出てきました。日本弁護士連合会は，地裁の支

部管轄あたりの弁護士人口がゼロ又は１の地域を「ゼ

ロ・ワン地域」と呼んで，その解消に取り組んでま

いりました。その指標で見ると，下呂市というのは

どうなっているのか。こうなっております。下呂市

があるのはピンクのところ，岐阜県高山支部です。

高山支部には７人弁護士がいます（当時）。つまり下

呂市というのは「ゼロ・ワン地域」でも何でもない

のです。それでは，本当に司法アクセスが確保され

ていると言えるのか。

　次に見ていただくのは，同時期の地域別の弁護士

人口です。見ていただければ分かるように，下呂市

　それから，公設事務所や法テラスというところは，

制度の整備的な面があります。こういう制度はまず

作って，それで動かしていかなければなりませんが，

それを動かすためにはただ制度を作っただけでは駄

目で，それを動かすソフトといいますか，他の弁護

士集団などからの情報や研究成果などを取り入れ，

そこに自分たちの実践に基づく成果を付加してやっ

ていく，これは車の両輪ではないのかというふうに

考えているところです。

　（１０枚目のスライドを示す）最後，これは私が今

回発表するために「市民の被害・トラブル」と，行

政とか弁護士とかの関係はどうなるんだろうなとい

うところで考えたところ，ちょっと横長，ひしゃげ

ていますけれども，この左の方にあるのが，赤い部

分が専門的な弁護士集団というところで，そこには

災害とか犯罪被害者や刑事，外国人，消費者，高齢者，

環境，女性，ＬＧＢＴ，子供の問題，こういう分野

で委員会とかでたくさんの弁護士が動いております。

　一方で，右の方には公設事務所，法テラスの法律

事務所がある。ここは救急的な，かつまた研究の最

前線にもいる，新しい情報が発見できる一番の最前

線にいる。

　この２つの部分が，連携・協力しながら，市民の

ために，まさに Access	to	Justice を実現する活動を

していくべきなのだろうと，そんなふうに考えてい

るところです。

　以上です。

○森永　ありがとうございました。

　それでは次に，日本司法支援センター，通称法テ

ラスですけれども，そちらのお話を鏑木先生からお

願いいたします。

○鏑木　日本司法支援センター，いわゆる法テラス

の常勤弁護士（スタッフ弁護士）の鏑木と申します。

　先ほど，釜井先生のお話の中に「養成事務所」と

いうお話が出てきました。私も養成事務所で養成を

受けました。弁護士会に育てていただき，法テラス

のスタッフ弁護士としての歩みを始めました。

　私からは，「地域における司法インフラ整備」とい

うテーマでお話をさせていただきます。まず，国で
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　ただしです。この制度が動き始めたのはつい最近

のことです。私は２０１３年に岐阜県中津川市に赴

任しました。そこから１年，２年，３年経って自分

の任期を同じ岐阜県中津川市で更新します。この最

初の３年間，下呂市に司法アクセス障害があるとい

うことはもちろん分かっていました。何とかしたい

と思っていました。でも，全く進展はありませんで

した。それが任期を更新した２０１７年に突然制度

として動き始めます。なぜか。それはこの直近の１

年間でやり方を変えたからです。その話をさせてい

ただきます。

　なぜ地域の司法インフラの整備に失敗したのか。

原因が２つありました。

　１つは，自治体側，下呂市側の問題です。下呂市

の方でも，弁護士とつながると何が良いのか。司法

のサービスを受けられると何が良いのか。この実益

が必ずしも理解されていませんでした。

　もう１つは，弁護士側の問題です。特に地域の弁

護士の先生方の理解をどのように得ていくかという

点でした。もし，自分が弁護士業を行っている地域

で，自分以外の誰かが，今までなかった新しい法律

サービスを始めるとしたら，誰だって抵抗があるは

ずです。私がその地域で活動する弁護士だとしたら，

やはり抵抗があると思います。弁護士も事業者であ

る以上，自然な感情です。この誰でも持つ当たり前

の抵抗感をどうやって和らげていくか。これが課題

でした。

　最も重要なことは，利害関係者へのアプローチ方

法でした。スタッフ弁護士の私から，単に地域の弁

護士の先生方や岐阜県弁護士会に呼びかけをするだ

けでは，なかなか事態の進展が見込めません。そこ

で次のようなアプローチを考えました。まず，下呂

市に司法サービスの実益を理解していただく。その

上で，下呂市から岐阜県弁護士会に声をあげていた

だく。下呂市には弁護士がいません，法律相談を受

けるサービスが必要ですと。そして，岐阜県弁護士

会から地域の弁護士の先生方に対して，下呂市の司

法アクセス障害に取り組む必要性を説明していただ

く。こうすることで，地域の司法インフラ整備に失

というところには１人も弁護士がいないのです。隣

接市に弁護士はいます。けれども，下呂市から隣接

市に通うのに車で片道１時間半弱かかるのです。高

齢，障がい，生活困窮。こういった問題を抱えてい

る人たちが現実的に司法にアクセスできるかと言え

ば，その可能性が乏しいのです。地裁支部管轄あた

りの弁護士人口という指標からは見えてこない「隠

れた司法過疎」の問題が下呂市にはあるのです。

　先に結論を申し上げます。現在，下呂市では，こ

んな取組をしています。自治体である下呂市，岐阜

県弁護士会，法テラス。この三者で協力してコスト

を負担し合って，高齢者，障がい者，生活困窮者の

専門相談（出張相談）を行っています。

　相談担当。相談は弁護士しかできませんので弁護

士会が派遣します。

　予約受付。法テラスの民事法律扶助という制度が

あります。資力が一定基準以下の方に無料で法律相

談をしたり，事件を依頼する際の弁護士費用を立て

替えたりするという制度です。この制度を利用でき

る方かどうか資力をチェックした上で，相談日を決

める予約受付ですね。これはその事務に慣れている

法テラスが担当します。

　会場費用。相談会場の使用にはお金がかかります。

これについては，下呂市が無償で会場を提供してく

れました。

　相談料。民事法律扶助の対象者ついては法テラス

の制度を使います。非対象者については，直接ご本

人に負担いただいています。

　交通費。相談担当者が相談会場まで行くための交

通費です。民事法律扶助の対象者については，同制

度から交通費を支出します。非対象者については，

下呂市の方が予算を組んでくれました。

　ケース会議。福祉関係者と弁護士が，福祉関係者

の担当するケースについて会議をすることがありま

す。このケース会議の予算は，現状，民事法律扶助

では手当されていません。これについては回数に上

限がありますが，下呂市の方が予算を組んでくれま

した。

現在は，こういう制度が動いています。
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ができないからです。では，弁護士は，司法は一体

何ができるのか。それを講座の中で話しました。

　生活困窮者自立支援の分野から４分野。高齢者，

障がい者の分野から５分野。最初にイントロダクショ

ンを設けて，「弁護士も福祉の一部」であることを知っ

てもらうための連続法律講座を開催しました。講義

をやって，毎回必ず発言をしてもらいました。時に

はグループワークを，時には寸劇もやりました。ち

なみに，このアマゾンで買ったおばあさんのカツラ

をかぶってくれているのは法テラス中津川法律事務

所の事務員さん（当時）です。そんな工夫をしながら，

「弁護士も福祉の一部」であることを伝えました。

　もう１つやったことがあります。新聞を自分で作

りました。これは実際に発行していた広報誌の紙面

です。本日の資料の中にも現物を印刷してあります。

よろしければ後ほど御覧ください。紙面の割りつけ

を簡単に紹介します。表面の下に先ほどの法律講座

の案内が出ています。裏面には，福祉の方が利用で

きる司法サービス。どんなものがあるのかというこ

とを，アイコンを添えて説明しています。さらに，

弁護士会がやっている法律相談，法テラスがやって

いる法律相談，今月の実施予定を整理して説明して

います。そして，１つ工夫をしたのはここです。今

までの情報だけですと，ただの宣伝になってしまい

ます。そこで，表面の冒頭に記事を書きました。何

の記事か。既に私もこの時点で３年間地域で活動し

ていました。信頼できる福祉関係者というのが何人

かいました。この人たちに「弁護士と連携したらこ

んなにいいことがあったよ」ということを語っても

らったんです。口コミですね。私が自分で言うより

もずっと説得力があります。

　その結果，全く関係のなかった下呂市の福祉の方

たちと，極めて短期間にこういう信頼関係を持つこ

とができました。そして，この信頼関係を基礎に下

呂市に声を上げてもらったのです。下呂市に弁護士

の法律相談が必要だと。そして，冒頭で紹介した下

呂市，岐阜県弁護士会，法テラス，三者協働の司法

インフラ整備が実現しました。	

　下呂市での仕組みづくりの経験を踏まえて，考え

敗した２つの原因を乗り越えることを目指しました。

問題は，下呂市にいかに声を上げてもらうかという

点です。ポイントは，下呂市の福祉関係者の司法ニー

ズを顕在化することでした。下呂市の市民の司法ニー

ズを直接顕在化するのはあまりにもコストがかかり

ます。けれども，その市民の隣にいる福祉関係者の

司法ニーズを顕在化するのであれば，１人でもでき

るのではないか。そう考えました。

　ただ，ここにも壁があります。市民と弁護士の間

に司法アクセスの壁があるように，福祉関係者と弁

護士の間にも司法アクセスの壁があるのです。大き

くは２つです。１つは，「情報の壁」。弁護士にアク

セスすると福祉にとって何がいいのか。福祉の何の

問題が解決するのか。これが情報として共有されて

いない。もう１つは，「心理の壁」。やはり弁護士と

いうのは何か近寄りがたい，敷居が高い，そういう

存在だと思われている。この２つを解消しなければ

福祉関係者の司法ニーズは顕在化されません。それ

をいかに短期間に，マンパワーがない中で，お金も

ない中でやることができるか。これがポイントでし

た。私がとったのは，ある意味で古典的な方法です。

２つのことをやりました。

　１つは，「福祉関係者向けの連続法律講座」の開催

です。これは，講座の中で扱ったモデルケースです。

お母さんがいます。認知症で要介護３です。年金が

月２０万円あるのですが，全部次男の借金返済に消

えています。それから，認知症の影響で悪徳業者の

被害に遭ってしまった。布団代３００万円を請求さ

れている。こんな状況です。次男。この人には今収

入がありません。会社を解雇されたからです。しか

も，借金が１，５００万円ある。住宅ローンの残りで

す。妻と２年間別居しています。１年前から子供を

連れて実家に帰ってきました。こんな家です。

　弁護士の視点ではなく，福祉関係者の視点で問題

点を整理しました。何に困っているのか。お母さん

の介護サービスが使えないことです。なぜなのか。

それは年金が使えないからです。なぜ年金が使えな

いのか。それは，布団の問題が，次男の借金の問題が，

生活費の問題が，福祉関係者だけでは解決すること
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か。以上を踏まえて，具体的，現実的，持続性のあ

る解決策を考える。これが必要だと思います。

　ステップ３は，行動計画の検討です。先ほどの下

呂市の仕組みづくりを例に考えてみます。１年後に

下呂市で出張法律相談を三者協働で行うことをゴー

ルに設定した。では，その半年前はどういう状態に

なっている必要があるか。少なくとも弁護士会の中

で制度についての議論が始まっていなければならな

い。では，そのためには何が必要か。下呂市から声

が上がっていないと困る。では，声が上がるために

は今何をする必要があるか。下呂市の福祉関係者の

司法ニーズを顕在化する必要がある。今はそのこと

に集中する半年間なのだ。こういうスケジュールを

意識しながら動くということが必要であると思いま

す。

　最後に一言申し上げます。この会に参加をさせて

いただいて，日本というのが法整備という点で非常

に恵まれているのだということを改めて感じました。

ただ，本当の意味での司法アクセスということで考

えれば，この恵まれている日本でさえも，まだまだ

そのアクセスが確保されているとは言えない状況で

す。それを実質的に確保するということは決して簡

単なことではないと思います。けれども，限られた

マンパワー，資源でも，きちんとニーズを見据えて，

その中で具体的，現実的，持続性のある解決策を見

つけて，利害関係を超えて取り組んでいく。そうす

ることで，何とかこの司法アクセス障害を解消して

いけないかと思っております。ありがとうございま

した。（拍手）

○森永　鏑木先生，どうもありがとうございました。

本当に工夫と努力の連続という感じがいたしますけ

れども。

　さて，今お聞きいただきましたのは，我が国日本

の状況でありまして，それぞれに苦心を重ねながら

現在の状況まで何とかたどり着いてきているような

状態でございます。

　さて，この経験が果たして法整備支援の世界でも

生かすことができるのか，あるいは生かせるとした

らどういう場面でなのか。そういったことについて，

ていることがあります。それは，これです。「地域戦

略」と書きました。地域の司法アクセス，司法イン

フラの整備。これを，マンパワーがない中で，資源

がない中で，また利害関係が対立する中で，実際に

前に進めていくためには，ある意味での戦略，司法

インフラを整備する戦略が必要なのではないかとい

うことです。

　今，法テラスでは，地域戦略に基づく司法インフ

ラ整備を試行として実施しています。全ての地方事

務所でやっているわけではありませんが，一部の地

方事務所でこんなことを試行しています。

　ステップ１は，地域ニーズの分析です。アンダー

セン先生のお話の中にもありました。まずこれをき

ちんと把握することが大事だと思います。御覧いた

だいているのは，法テラスの民事法律扶助の利用実

績，例えば，相談件数が市町村ごとに何件ぐらいあっ

たのかを地図上にマッピングしたものです。資料の

中にもう少しきれいに印刷したものがあります。よ

ろしければ後ほど御覧ください。こういったものを

まず出発点にしてみる。その上で，弁護士の分布状

況を重ねてみる。さらに，地域の地形，交通はどう

なっているか。高齢化率とか貧困率はどういう状況

か。地域的特性は何かあるか。例えば外国人の方が

多いとか。自分のこの地域ではどこでどういう法律

サービスが今供給されているのか。こういうのを全

部地図上にマッピングしてみる。そうすることによっ

て，地域のニーズというのをデータによって見える

化，可視化することができるのではないかと考えて

います。

　ステップ２は，解決策の検討です。その際には次

のようなことを考える必要があると思います。第１

に，誰の協力が必要か。これは，あくまで法テラス

の目線で書いているからこういう絵になりますが，

自治体，弁護士会，支部の弁護士，誰のどんな協力

が必要になるのかを検討する。第２に，利用し得る

資源。地域にどういう利用しる制度があるか。どん

な人に協力してもらえそうか。キーパーソンは誰か。

第３に，コスト。その解決案に予算はどのぐらいか

かるのか。実現するのに時間はどのくらいかかるの
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　よく日本の法整備支援というのは「日本の経験を

共有する」支援だと言いますけれども，自分の経験

から申し上げて，「日本の経験共有をベースにした司

法アクセスの改善支援」というのも，十分にやって

ゆけるし，実施できるし，それは法制度の違い，文

化の違いを超えて，恐らく世界のどこでもやってい

けるんじゃないかという，そういう感覚を自分では

持っております。

　それから，これも自分の経験から，今の日本では

総合法律支援法の下に法テラスを中心とした司法ア

クセスの支援を行う制度になっておりますけれども，

これは途上国に対するモデルとしても有効で使いや

すいという印象を持っております。今日は，なるべ

く具体的にコートジボワールでの経験と，それがそ

れなりにうまくいったと思われるその鍵は何かとい

う観点から，まとめてみました。

　コートジボワールはどこにあるかというと，西ア

フリカでございます。フランス語圏の国です。まず

は，どんなところか，何がどうなったのかをご紹介

するために，現場の映像を見ていただこうと思いま

す。これは現地の国営放送で，コールセンターの開

所式が放送されたときのものです。大体１分ぐらい

の映像です。

　（映像の説明）こちらはコールセンターのオペレー

ターです。オペレーターは２人で，場所は司法省の

中です。小さい部屋をひとつ，コールセンター用に

改装しました。オペレーターは男性１人，女性１人。

次に出てくるこの人はスーパーバイザーです。彼は

裁判所の書記官の経験のある人です。「Ｑ＆Ａを使っ

て回答する」と，これも法テラスに倣ってそういう

仕組みなんですけれども，そのことを説明したとこ

ろです。次の場面で，真ん中にいるのが司法大臣，

隣が日本の大使です。こういうふうに華々しく開所

式もやっていただいて，「しっかり使います」という

ようなことを司法大臣が言いました。そして番組の

最後に，これが電話番号なのですが，この電話番号

が一瞬流れただけで，次の日に２５本電話がかかっ

てきまして，そういうふうにコールセンターが始ま

りました。

それを実際に法テラスにもいたご経験がおありに

なって，この日本の司法アクセスのノウハウ，知見

を実際に本当に使っちゃって，西アフリカで八面六

臂の活躍をなさいました原先生に，さあ，コートジ

ボワールはどうだったのかというようなお話に，突

然インターナショナルな話になりたいというふうに

思います。

　原先生，お願いします。

○原　ただいまご紹介にあずかりました弁護士の原

でございます。

　私は，２０１０年から２０１７年までＪＩＣＡの

法整備支援に非常勤の客員専門員として関わらせて

いただいており，その間，２０１２年度と１３年度

は法テラスの本部で第一事業部長を務めておりまし

た。法テラスでは，情報提供業務，それから民事法

律扶助業務などが所轄の分野でございました。

　その頃，ちょうどアフリカで司法アクセス分野の

支援をすることになって，原さんたしかコールセン

ターもやっていたよねとＪＩＣＡからご連絡をいた

だき，私自身が専門家として２０１４年１２月から

２０１７年３月まで，西アフリカのコートジボワー

ルに赴任いたしまして，結論から言うと，法テラス

をモデルにした情報提供サービスを立ち上げてまい

りました。

　その後，午前中に紹介がありましたけれども，Ｊ

ＩＣＡで今取組んでおられ，日弁連が実施主体とし

て引き受けております課題別研修に責任者として関

わらせていただいておりまして，さらには，Global	

Access	to	Justice	Project というものにも関わらせ

ていただいており，法整備支援と司法アクセス関係

にこれでもかというほど関わってしまって現在に

至っております。

　今日は，法整備支援のご関係者のほか，法テラス

の皆様も大分おいでいただいております。ＪＩＣＡ

でお世話になった皆様には，この機会に改めてお礼

を申し上げたいと思います。そして，今日の発表の

機会を与えてくださったことに大変感謝しておりま

す。

　では，始めさせていただきます。
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てもらってやり取りするミーティングを開きました。

このとき用意したのは質問票で，そこに，コートジ

ボワールでよくある法律問題をリストアップしてお

きました。実は先ほど，アンダーセンさんのお話を

伺って，自分もほとんど同じことをやっていたと思っ

たのですが，最初の質問は，「あなたには今以下のよ

うな問題がありますか，家族や周りの方はどうです

か」というもので，「仕事について，お金について，

家族について，住まいについて，暴力被害について，

土地関係について，市民権について，相続について，

その他」というふうに項目をあげました。この質問

票も日本のものがモデルにあって，項目のラインナッ

プは地元の状況に合わせて修正してあります。具体

的には，法社会学の専門家の方が監修された法テラ

スの被災地でのニーズ調査の質問票をベースに，そ

れを一度フランス語に訳し，特に質問項目は地元の

法律相談の現状の分かる人に書き直してもらって作

りました。さて，そうしたところ，ほとんどの人に

問題状況があるのですけれども，それをどうやって

解決しているか尋ねたら，誰も法律家には相談して

いない。なぜかというと，お金がない，裁判所が嫌

い，長老の意見の方がいい，時間がかかるなどという，

そういう返事が返ってきます。そして一番大事なこ

ととして，そもそも誰も，「それが法律問題だ」とい

うことに気がついていなかったのです。ということ

は，すなわち，人々に法律情報のニーズがあるとい

うことです。

　３つ目の，何を支援するかという選択との関係で

は，この法律情報に対するニーズの存在が，コール

センターを作ることにした最大かつ最も基本的な理

由です。

　なぜコールセンターを作るかという理由の２つ目

は，電話というチャネルの有効性です。司法アクセ

スの改善についてやることは沢山あります。どんな

国でも司法アクセスの課題がないなどということは

ないのですが，コートジボワールにも課題はいっぱ

いありました。では，そういう状況下でなぜコール

センターを作るのかというと，電話による情報提供

がなかなか効果的だからです。司法アクセスの障害

（法テラスのコールセンターのスライド）こちらが法

テラスのコールセンターです。法テラスのコールセ

ンターにはオペレーターが大体１００名弱くらいい

まして，最大に稼働させるときで６０人くらい着台

しています。電話は大体１日１，０００件かかってき

ます。４０秒に１件くらいです。１日１，０００件で

すから年間３０万件になります。このコールセンター

をモデルにしました。

　さて，今日は，コールセンターの経験から，司法

アクセス改善に向けた法整備支援が成功するための

ポイントとして，３つ考えてまいりました。

　まず成功のポイント１は，正しい支援対象の選択，

「何をやるかということを正しく選ぶ」ということだ

なと思います。そしてこのベースになるものが３つ

あります。１つ目は，は司法アクセスの現状把握を

きっちりすること。２つ目は，現地のニーズの把握。

今日も何度も出てきておりますけれども，ニーズを

しっかり把握すること。３つ目は，何を支援するか

ということを的確に見極めて出来ることをやる，と

いうことです。

　１つ目の司法アクセスの現状ですが，こちらのス

ライドがコートジボワールにおける司法アクセスの

概要です。裁判所や管轄がどうなっているか，法曹，

弁護士の現状はどうか，リーガルエイドの現状はど

うか，その他の取組がどうなっているかという，現

地の司法アクセスの現状と，それから各ドナーがど

んなことをやっているかということ，これについて

はもう初めの一歩としてしっかり把握する必要があ

ります。

　ちなみに，コートジボワールは日本の大体５分の

１ぐらいの人口の国ですが，弁護士は１，０００名お

りませんでした。そして，そのほとんど全員が東京

のような大都市に集中しているというすさまじい偏

在の状況でした。こういう状況についてはまず第一

歩として，ちゃんと把握する。

　２つ目のニーズ把握に関しては，住民に対するニー

ズ調査インタビューを実施したことをご紹介したい

と思います。アビジャンという大都市の郊外にある

下町のようなところで，そこの住民の皆さんに集まっ
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と起案にあたった法律相談チームなどから構成され

るＱ＆Ａ委員会がブラッシュアップしまして，コー

トジボワールでよくある法律の質問については，も

うこれだけあればほぼ網羅したといえる形にしまし

た。今日も持ってきていますけれども，大体バイン

ダー１冊分ぐらいあります。

　それから，Ｑ＆Ａを利用してリーフレットを作り

ました。今日これをサンプルに持ってきたのは，現

地の好みを最大限に反映したということが分かりや

すいと思ったからです。コートジボワール人は国旗

に使われているグリーンとオレンジ色が大好きなん

です。そこでリーフレットの背景もグリーンとオレ

ンジ。これはもう全面的にコートジボワール人好み

を反映しております。

　そして，イラストは当然ながら現地のイラストレー

ターにお願いしました。それから，現地で私が日

本人だと分かるとマンガの話をしようとする人が多

かったことから，日本の支援なのでマンガを入れよ

うとイラストレーターに頼みました。この土地法の

リーフレットでは，機能的には一番肝心なのが右側

の女性のセリフです。「女性も土地を持てるのかしら，

持てるのよ，法律に書いてあるわ」と，そういう内

容で，これこそがコートジボワールの土地法の関係

で現地の一般市民の方に最も知っていただきたかっ

たことの一つであります。

　家族法のリーフレットでは，実は，私は当初これ

を離婚Ｑ＆Ａにしようと計画していたのです。そう

したら現地スタッフがやめろと反対しました。なぜ

かというと，本当に離婚しようと思っている女性は

離婚のパンフレットと書いたら手に取れないと。で

すので，実は離婚しようかなと思っている方に向け

た情報は１ページしっかり書いてあるのですけれど

も，もっとニュートラルに家族法のパンフレットと

して作りました。

　犯罪被害者向けのパンフレットには，例えばレイ

プとか，早過ぎる結婚などは犯罪なのだということ

が分かるような，「知っておくと役に立つ」というコー

ナーを設けました。ちなみに同じ犯罪被害者向けの

法テラスのパンフレットを見るとこのように日本の

としてよく挙げられる地理的障害，経済的障害，心

理的障害のどれにも有効に作用します。それからア

フリカでは携帯電話が爆発的に普及しておりまして，

特にコートジボワールの場合は，今や都市だけでは

なく農村まで，全国ほぼ津々浦々どこでも，男性だ

けではなく女性もほぼ必ず携帯電話を持っていると

いう状況でした。

　コールセンターを作ることにした３つ目の理由は，

これは現地専門家としては非常に重要だったのです

けれど，コールセンターなら一つ作れば全国に支援

ができることでした。ちなみに，当時ドナーのうち，

例えばＵＳＡＩＤは全国の裁判所に情報提供のデス

クを作ったりしていましたけれども，そのような大

規模なことはワンオペで活動する専門家には無理で

す。でも，この小さなコールセンターを作るだけだっ

たら大丈夫だろうと，予算的にも何とかなりそうだ

ということでコールセンターを作ることにしました。

　さて，成功のポイント２，これは現地化です。日

本のアイデアやモデルを持っていたとしても，現地

で受け入れられるような形にしなければなりません。

コールセンターの場合は，まずはサイズが全然違う

ものを作りました。既に映像で見ていただいており

ますけれども，小さくていい，現地でやっていける

こと，できることをやろうということで，ミニマム

なコールセンターにいたしました。

　Ｑ＆Ａによる情報コンテンツも現地化しました。

日本の場合は，法テラスでは情報コンテンツとして

Ｑ＆Ａを大体５，０００問ぐらい作ってあるのですけ

れども，現地では結果として約７００問になりまし

た。初めに法テラスのＱ＆Ａをいくつかフランス語

に訳して，こんなものを日本では作っているんだよ

ということを示しました。そして，法テラスの情報

提供業務における「よくある質問」として法テラス

白書に掲載されているリストをフランス語に訳して，

現地の相談経験豊富な弁護士やＮＧＯの関係者に見

てもらいました。その上で，Ｑ＆Ａのドラフトは，

現地のそれもまさに相談経験の豊富な弁護士グルー

プとして，具体的には女性法律家協会の法律相談チー

ムに依頼しました。この草案を，司法省のメンバー
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ら予算を得ていなかったら恐らく無理だったと思い

ますが，おかげで最低限のオペレーションコストの

予算は継続してついているんですね。これが今もコー

ルセンターが続いている第一の理由。それから，やっ

ぱりコールセンターを使う情報提供の取組みが，現

地の人々のニーズに合ったんだろうなと思います。

　というわけで，私の発表はこれで終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。（拍手）

○森永　原先生，ありがとうございました。

　日本とは恐らく気候，風土，その他相当異なると

ころだったんでしょうけれども，意外に人間のニー

ズというのは似ているなという感じだったんだろう

と思います。

　それでは，続きまして我妻先生に，申し訳ないん

ですが，お三方の発表を締めくくるといいますか，

講評していただいた上で，ご自身の，特に今回注目

されておられます阻害要因の話を中心にお願いした

いと思います。

　それでは，我妻先生お願いいたします。

○我妻　首都大学東京（現・東京都立大学）法学部

の我妻でございます。後は座ってお話しさせていた

だきたいと思います。

　私は，ほかの御報告者と違いまして，研究者の立

場から，ご報告したいと思います。具体的な取組み

について述べるということよりは，むしろ今までの

議論を整理したいと思います。蛇足に蛇足を重ねて

いるような気もしないではありません。限られた時

間ではございますので，お話を始めさせていただき

たいと思います。

　私自身は，法整備支援というよりは，むしろ法律

扶助についての国際会議等で報告，あるいは情報交

換をしております。

　まず初めに，森永部長，あるいは森嶌先生のコメ

ントにございましたように，今回のテーマ表題であ

ります司法アクセスについて述べたいと思います。

ここでは特に持続可能な開発目標という国連の目標

の１６に関し，持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し，全ての人々に司法へのアクセス

を提供することが規定されております。その際に，

現状に合わせた展開です。事程左様に現地のニーズ

をなるべく反映していこうと意識しました。コール

センターのＰＲのためのカードも作りましたが，市

民の皆さんにも持ち歩いてもらえるよう，現地のＩ

Ｄカードと同じ大きさにしました。

　最後に，成功ポイント３，持続可能・自立可能で

あることです。おかげさまでコールセンターは，ま

だ営業を継続しております。２０１６年１２月に開

業しまして，私が離任したのは２０１７年の３月で

す。その時点での情報提供件数は２００件台でした。

それが昨年の３月，たまたまコートジボワールに出

張する機会があって行ってきましたが，２０１９年

３月下旬の時点で累計情報提供件数は約３，０００件

でした。この間，彼らは日本人専門家の支援も得る

ことなく自分たちだけで２人のオペレーターだけで

何とかやってきたということになります。

　そして，昨年アビジャンに行ったときに，さっき

申し上げましたニーズ調査をやったユプゴンに，こ

ちらから頼んだわけではないのですが，行ってみま

すかという話になり，ユプゴンに行って町の人とや

り取りし，コールセンターの感想を聞いたりする，

そういう機会を得ました。町の人に電話をかけても

らうと，いつもなかなか好評なのですが，今回も非

常に好評でした。これはその後送られてきた写真で，

ユプゴンの人たちが町の掲示板にコールセンターの

情報をプリントして張ったと知らせてきてくたもの

です。そういうわけで，コールセンターは今も市民

の皆さんのニーズに合っているようです。

　こうしてコールセンターがまだ続いている最大の

理由は，今も司法省に予算があることだと思います。

これはＪＩＣＡの計画方針の素晴らしいところで，

財政支援にあたって立ち上げに必要なイニシャルコ

ストしか負担しないのです。それで，当初から運営

に必要なオペレーションコストは司法省側，あなた

たちが用意しなさいと，非常にしっかり要求してお

りまして，現地の司法省はこのときに，これがＪＩ

ＣＡからの条件なんだと言って，なんとか財務省か

ら予算を獲得したのです。これは世界共通で司法省

は財務省に弱いものです。立ち上げのとき財務省か
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に多義多様化していくことにともないまして，担い

手も多様化していることが重要です。しかし，残念

ながら，ただ単に発展途上国であるとか，あるいは

先進国という違いを超えて司法へのアクセスを阻害

しているいくつかの要因に，現在我々が直面してお

りますことも既に皆さんと共有されていると思いま

す。最初に，距離の問題でございます。これはどう

いうことかといいますと，中央集権である我が国に

典型でありますように，東京などの大都市に裁判所

あるいは弁護士が偏在しているとか，あるいは経済

活動，社会活動の中心をなしております。これに対

して，鏑木先生のご報告にありましたように，下呂

市に見られますように，地域の偏在化が顕著になっ

ており，司法のインフラの問題がございます。我が

国をはじめとする先進国が共通に抱えている問題と

しては，高齢化社会がますます進み，特に独居世帯

の増加が指摘されております。都市部ではさほど問

題がないのかというと，釜井先生のご報告にありま

すように，都市型公設事務所という形でニーズを掘

り起こしていく必要があると指摘されております。

高齢化社会，独居世帯の問題がただ単に過疎部では

なくて，東京の都心部でもありますし，各地で問題

となっている荒廃した空き地に見られますように，

相続，多重債務などと関連した種々の家族の問題が

潜在的に存在しております。

　次に費用が問題となります。例えば法律相談に行

く，さらに弁護士を選任して事件の処理を頼むとか，

あるいは裁判所を利用すること自体にも費用がかか

ります。さらに過疎地であれば，裁判所あるいは弁

護士のところへ行くまで交通費もかかります。その

ような種々の費用をどのようにして工面していくか

は一般人々には大きな障害になっております。法律

扶助により，裁判を受ける権利を実質的に保証する

ことが必要であると思います。

　第３に，心理的要因があります。これは先ほどア

ンダーセンさんのご報告にありましたように，弁護

士の敷居が高いとか，あるいは裁判制度ないしは裁

判所による紛争解決ということについて，なかなか

一般人が気軽に相談できるか，あるいは気軽に裁判

あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包

摂的な制度を構築する，これは外務省の仮訳でござ

いますが，その中の具体的なものとして本日問題と

なりますのは，１６．３の国家及び国際的なレベルで

の法の支配を促進し，全ての人々に司法への平等な

アクセスを提供していくということをまず確認した

いと思います。

　そうしますと，司法へのアクセスと一口に言い

ましても，多様多元的な意味を持っておりますの

で，どういうものであるのかということで，若干字

が小さいのですが，司法へのアクセス，Access	to	

Justice という概念について様々な紛争の解決及び権

利の実現を包含するものと考えるのが今回の共通の

プラットフォームではないかと思います。もともと，

これは森永部長がおっしゃられましたし，私が学生

時代ですと，裁判による権利実現という非常に狭い

意味で使用されていたと思います。これはもちろん

意味がないということではなくて，刑事，民事を問

わず，人権の尊重とか，あるいは権利の実現という

のは今までももちろん重要な意味を持っております。

　しかし，裁判その他の法による紛争の解決のため

の制度の利用をより容易にしていくことも，現在は

包含していると思います。これは総合法律支援法の

１条にも規定されているところですが，Access	to	

Justice の概念が，Access	to	the	courts	and	a	judi-

cial	systemという非常に広い意味で現在では使われ

ているとご理解いただければと思います。

　従来の法律相談についても，法律家である弁護士，

あるいは我が国でいえば司法書士を含めた法律の専

門家による法律の相談，あるいは裁判を中心とした

情報提供としての法律相談とか，あるいは裁判を中

心とした権利の実現を図るというのが従来の司法へ

のアクセスという観念であったわけです。先ほど来

言われていますように，法律情報の提供に関して，

必ずしも個別具体的な法的助言というよりは紛争解

決に関する情報を提供していくとか，あるいはバン

グラデシュとかミャンマーにおいても調停などのＡ

ＤＲを裁判だけではなく活用していくことが紹介さ

れております。司法へのアクセスという概念が非常
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と思います。各報告で既に結論，あるいは方向付け

がされておりますが，それらを幾つかまとめたもの

です。

　まず１つは，原先生のご報告にもありましたけれ

ども，ニーズに即した法整備支援というのが必要不

可欠であろう思われます。昨年，一昨年のＪＩＣＡ

と日弁連の研修で原先生がモデレーターあるいは講

師をされておりましたが，私自身も講師として参加

をしました。既にアジアの諸国，例えばネパール，

インドネシア，ベトナム，東ティモールなどでは，

女性とか子供，あるいは社会的弱者に対して限られ

た予算の中で特別のプログラムを設けているとの紹

介がございました。ただし，制度としては存在して

いるけれども，マンパワーとか予算不足などで本当

に機能しているかというのは今後検証していく，あ

るいは現地の方々の評価を聞く必要があるという点

は注意する必要があるのかもしれません。しかし，

そうした法整備支援を必要とする諸国においても，

我々日本が同様に抱えている問題に対しても，自ら

そうしたニーズを考えて，法律扶助等のプログラム

を整備しているというのは注目すべきであろうと思

います。

　やはりニーズに即した法整備支援であるかに関し，

アンダーセン先生のご報告にありましたように，ワー

ルド・ジャスティス・プロジェクトとか，あるいは

ロンドン大学（University	College	London）の Ha-

zel	Genn 教授及び Pascoe	Pleasence 教授などの法

社会学者による Paths	to	Justice という実態調査が

行われております（H.Genn,	Paths	to	Justice:What	

people	do	and	 think	about	going	 to	 law,1999;	

P.Pleasence	,	N.Balmer	,	R.Sandefur,	Paths	to	Jus-

tice:	A	Past,	Present	and	Future	Roadmap,2013;P.

Pleasence,	and	N.Balmer,	Legal	Needs	Surveys	

and	Access	to	Justice.2018.）。実態調査による法

的なニーズ調査を，個別に各国だけで行うのではな

くて，グローバルに行うことは非常に大事なことだ

ろうと思います。我が国の法社会学者を中心とした

種々のニーズ調査も行われております（村山眞維・

松村良之編・紛争行動調査基本集計書（2006）など

手続が利用できるかというと，なかなかそういかな

いだろうと思います。関連する問題として，例えば

我々法律家が日常に使っている法律用語というのが

一般人にとっては分かりやすいかというと，必ずし

もそうではないだろうと思います。

　第４に，情報に関して，原先生のご報告にありま

したように，ＩＴ化が進み，インターネットに多量

の情報が溢れているとともに，若年層を中心として

スマートフォンとか，あるいはパソコンを自由に駆

使できるという若者がいる一方で，他方で，高齢者

がパソコンなどのＩＴ機器を利用できるかというと，

これは必ずしもできないということになります。

　ＩＴ機器を利用できるからといって，例えば家屋

の立ち退きの問題に対して必要な情報を適切に収集

できるかが問題となります。イギリスの実態調査が

ございますが，そうした先進国においても若年層で，

家屋の立ち退きとか，自分が直面している法律問題

について適切な情報をＩＴ機器により，それこそゲー

ム感覚で簡単にとれるかというと，これはなかな

か難しいと指摘されております（P.	Pleasence	and	

N.	Balmer,	The	Legal	Problems	of	Renters:	Find-

ings	from	How	People	Understand	and	Interact	

with	the	Law,	Legal	Education	Foundation,	June	

2015.）。

　これらの問題については，既に一橋大学の山本和

彦先生が総合法律支援の理念という表題でジュリス

トの１３０５号の８ページに論じられておりますが，

その他の重要な要因として私が考えておりますのは，

遅延の問題です。弁護士に依頼して紛争を解決する

こと，あるいは裁判所による紛争の解決に時間がか

かることも司法へのアクセスの阻害要因になってい

くのではないかと考えております。

　そうした種々の司法へのアクセスを阻害する要因

は，一つ一つが別個に存在するというよりは，むし

ろ相互に関連しております。司法へのアクセスを阻

害する主要な要因だけをピックアップして論じまし

た。

　今回のテーマでありますAccess	to	Justice の向上

と法整備支援をどのように考えるのか，まとめたい
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訴訟代理だけではなくて，法律相談から法情報とい

う紛争を解決するために必要な情報を提供していく，

あるいは裁判制度だけではなく，必要に応じて，裁

判以外のＡＤＲを整備していく，多様なサービスの

提供を関連機関と連携して行っていくことが非常に

大事だろうと思っております。

　原先生のご報告にありましたように，コートジボ

ワールではコールセンターを開設して，そうしたニー

ズに合ったサービスを提供して，今でも展開してい

くというのが一つのモデルとなるのではないかと思

います。特に，そうした限られたマンパワーと，そ

れから慢性的に不足する予算というものをどのよう

にして積極的に活用して，我が国の提供できる最大

限の，あるいは最善の法整備支援をしていくかとい

うのは非常に大事だと思います。

　最後になりますが，司法へのアクセスの向上と法

整備支援において，グローバルなネットワーク化

は不可欠ではないかと思います。アンダーセンさん

のお言葉によれば，コラボレーションが必要不可欠

であると思います。例えば２０１７年に東京で開催

されましたＬＡＷＡＳＩＡ（LAWASIA 東京大会

2017 法の支配による大いなる飛躍～ローエイシアの

軌跡とこれからの役割）と関連しまして，法テラス

を中心として法律扶助円卓会議（Legal	Aid	and	Ac-

cess	 to	Justice	round	–table	Conference	 in	Asia	

2017）を開催しました。アジア諸国の方々をお招き

して，法律扶助の諸問題に関し，意見交換をしました。

　さらに２０１８年に台湾で法律扶助の国際会議

（International	Forum	on	Legal	Aid,	Expanding	

the	Horizons	of	Legal	Aid,2018）が開催され，ア

ジア諸国内の人的交流がより深められております。

　京都コングレスが２０２０年４月２３日，２４日

に開催される予定ですが，国際的なネットワーク及

びコラボレーションがより深まることが期待されま

す。各国の抱えている諸問題を解決するのは，我が

国だけでできることではもちろんありません。我が

国が抱えている問題をグローバルな視点から見てい

くのは非常に大事だと思います。特にアンダーセン

さんのAccess	to	Justice プロジェクトに我が国から

参照）。日弁連による超高齢化社会における高齢者，

障害者の司法アクセスに関するニーズ調査報告書が

２０１８年に公刊されております。このように，特

定の領域に特化した形での調査も行われております。

ただ他方で，昨年，一昨年の研修でカンボジアの方が，

自らニーズ調査をするのはマンパワーもないし，費

用の手当ても難しいので，実際に自ら行うのは非常

に困難であると指摘されました。このような場合に，

どのようにして我々あるいは世界で協力していくか

というのを考えていく必要があると思います。

　次に，関連機関との連携，司法ソーシャルワーク

が重要となります。従来の司法へのアクセスという

概念が，弁護士を中心とした法律家が裁判所による

紛争解決モデルを念頭に置いていたものを，より広

い，例えばソーシャルワーカーとか医療制度，ある

いは病院等と連携していく方向付けが重要となって

おります。もちろん，ベトナム弁護士連合会会長の

ティンさんがおっしゃられたように，人権保護の観

点から弁護士によるそうした活動というのはもちろ

ん尊重すべき，あるいは賞賛すべきことです。他方で，

今日的な問題としては，具体的な事案に応じて多様

な法的なサービス，あるいは関連機関と連携してい

く必要があると思います。我が国では一般に司法ソー

シャルワークと言われたりしておりますが，釜井先

生のご報告あるいは鏑木先生のご報告で指摘されて

いますように，具体的な事案に応じて地方自治体の

福祉関係者，医療関係者との連携が必要となります。

ターゲットは高齢者あるいは障害者ですので，自ら

積極的に，あるいは自発的に法律家ないしは必要な

機関に紛争解決を求めていくのは非常に難しいと思

われます。当事者に適切に手を差し伸べる仕組みを

整備する必要があると思います。既に幾つかのアジ

ア諸国における女性，子供，あるいは社会的弱者の

特別なプログラムも，いかにニーズに合わせて持続

発展させていくか，まさに原先生のご報告で指摘さ

れたように，持続性は非常に大事で，予算が限られ

た中でどのように適正に持続させていくかは一つの

大きな問題だろうと思います。

　多様なサービスの提供と関連して，弁護士による
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で躓きがあったかということです。このような努力

の中で，なかなか難しいと思いますが，でもそういっ

た例から学習効果があるわけですから，失敗例があ

りましたらお聞きしたいです。

○森永　そうですよね。ついこういうところだと成

功した例ばっかり出てくるんですけれども，実はそ

の裏に結構失敗があるというようなことがあるんで

すが，何かこれはしまったと思うような，パネリス

トの中でそういうことを経験された方はいらっしゃ

いますでしょうか。

○原　自分の最大の失敗は，ＪＩＣＡの支援を継続

させるにはどうしたらよいかということに意を払わ

なかったことです。私の配慮が足らなかったと今も

思っています。それから，何かできたのではないか

とも今も思っています。あらゆる法整備支援には終

わりがありますし，いつやめるかという判断は恐ら

くすごく難しいものですけれども，当然のことなが

ら，もし専門家がもっと長く滞在すれば，もっと何

かできたことがあるのは間違いないです。そういう

意味では何をすればよかったんだろう，自分が至ら

なかったなと思うところが幾つかあります。

○森永　ありがとうございます。

　失敗例，私は実はこのAccess	to	Justice を正面か

ら取り扱った活動はしたことはないんですけれども，

いかがでございましょう，ほかにフロアの方でもい

いですけれども，こんなことをやって，それが失敗

しちゃったというのはありませんか。

○鏑木　法テラスの鏑木です。

　私の発表の中でも触れたのですが，私の失敗は，

まさに最初の何も動かなかった３年間だと思います。

一番の原因は，何か関係者と連携をして話していれ

ば，いつかうまくいくのではないかというふうに非

常に漠然と考えていたことだと思います。「何となく

連携」と言いますか。地域で関係者を巻き込んでい

く際に，こういうアプローチでは，協力を得られな

いかもしれない。でも，こういう事情があれば協力

してもらえるのではないか。そのためには何が必要

か。そういうことを本当はぎりぎり考えなければな

らなかったのに，十分考えずにやっていた。これが

も私を含めて多数の学者が協力していくということ

は今後も必要ではないかと思います。

　非常に雑駁としたお話で申し訳ありませんが，私

の報告は以上でございます。ご静聴ありがとうござ

いました。（拍手）

○森永　我妻先生ありがとうございました。

　さて，大分時間が押してしまいまして，それでも

まだ４０分ぐらいありますので，パネルディスカッ

ションというぐらいなんで，多少ディスカッション

を試みようかと思うんですけれども，まずはパネリ

ストの方々の中，パネリスト同士で何か特にこれは

聞いてみたいことがありましたら挙手の上発言して

いただきたいと思います。なければ，もうフロアに

振りますが，何かないですか。お互いはもう知り尽

くしているから別に要らんということのようですの

で，それではもう会場，オープンザフロアといきた

いと思いますけれども，それでは突然振って申し訳

ないんですが，せっかく外国からゲストの方に来て

いただいておりますので，アンダーセンさんに今の

パネルディスカッションをお聞きになってどんなこ

とを感じられたのか，インプレッションだけでも結

構でございますので，ご発言いただければと思いま

すが，よろしいでしょうか。

○アンダーセン　ありがとうございます。

　非常に興味深いディスカッションが行われました。

皆さんもお気づきだったと思いますが，私と同じよ

うなことをおっしゃっていたと思います。まるで類

似した見方をこういったチャレンジに対して行って

いるということを感じました。同じ問題について別

の見方をしたとしても，同じ経験をしてしまうとい

うことになっていますね。そしてソリューションも

同じだと思います。すごく意を強くしました。本

当にインスピレーションを受けまして，具体的なソ

リューションも，皆さん弁護士の先生方が成功裏に

行っているということ，日本も世界の各地域におき

ましてやっていらっしゃるということを聞いてうれ

しく思いました。ありがとうございました。

　私がお聞きしたいのは，いろんな成功例をおっ

しゃっていますが，関心を持っているのは，どこか
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　２つ目は，各リソースの準備です。人材，あるい

は財政面。

　３つ目は，計画を立てる必要があります。

　そして，効果的な運営の方法が必要です。

　そして５つ目は，この司法アクセスのために自分

を捧げてもいいと思う人たちが必要です。

　それ以外ですと，課題ということから言いますと，

どの国も実施に当たっては多くの課題があるだろう

と思います。ベトナムにも課題がたくさんあります。

こういった準備が十分でない状況の中では課題に直

面することや失敗することも避けられない要因にな

るかもしれません。ありがとうございます。

○森永　ティン会長，ありがとうございます。本当

にあるプロジェクト，何かそういうものをやるとき

は準備がきちっとしていないと途中で挫折するとい

う場面は多いかと思います。私どもも，この Access	

to	Justice のお話ではないんですけれども，準備不

足であったために活動の途中で非常に大きな支障が

生じるという経験は何度もしております。

　そこで，ＳＤＧｓは No	one	left	behind という標

語を掲げておりまして，ここらで関西会場に振らな

いと関西会場が怒りそうですので。関西会場，何か

ご意見，ご質問何でも結構です。ございませんでしょ

うか。

　あまり出ませんかね。関西会場出ないみたいです

ので，香川先生がお手を挙げておられますので，一

旦香川先生に振ります。お願いします。

○香川　今日，パネリストの方々が話をされた前提

としては，日本人に対して行った法的アクセスの問

題をテーマにされていたんですけれども，日本には

随分外国人の方が来ておられます。そして，随分外

国人の方々がいろんな問題を抱えているんですけれ

ども，今やっておられる中で外国人の問題について

扱ったケースというのはないんでしょうかという質

問です。

○森永　ありがとうございます。

　先生お願いします。

○釜井　私が関わった東京パブリック法律事務所に

は外国人の部門というのがありまして，一時は三田

自分の失敗だったと思っております。

○森永　ありがとうございます。

　それでは，今のような話，あまりこれといった失

敗談は出ないみたいですけれども，アンダーセンさ

ん，今のみたいな回答でよろしいでしょうか。

○アンダーセン　ありがとうございました。

○森永　それでは，お隣に振っていいですか。シン

ガポールのパースペクティブはいかがでしょう。

○ジェラルド　ありがとうございます。コメントし

ます。

　日本と同じように，あるいはその他の諸国と同じ

ように，シンガポールは，東南アジア，その他の国

と同じように人口が高齢化し，また縮小しています。

最も出生率が低い国の一つとなっています。シンガ

ポール人がそのうちもう絶滅しちゃうんじゃないか

ということが言われています。もちろん，そうなら

ないよう願っているんですが，高齢者への対応，鏑

木先生，すみません，お名前正しい発音できている

でしょうか，鏑木先生がコミュニティーで活動なさっ

ていたということなんですが，何か助言があればい

ただきたいんです。このような要するに高齢者が多

いといったようなところ，技術のこともあまりお詳

しくないでしょうし，さらにまたその他のインフラ，

様々な新しい技術や制度になじみがないと思うので

すが。

○森永　それでは，また無茶ぶりかもしれませんけ

れども，ティン会長いかがでしょう。この今の議論

をお聞きになっていて，何かご意見ございますでしょ

うか。

○ティン　まず，日本国内，そして外国でパネリス

トの皆さんが実施してきたいろんな経験，そしてク

リエイティブな活動のご説明をいただきありがとう

ございます。

　しかし，この司法へのアクセスという活動が持続

的にできるためには，持続的な要素をつくる必要が

あると思います。

　まず，どこの国においても言えることですが，司

法アクセス強化ができるための法律，この法整備を

する必要があります。



122

わけですが，これは金額に限りがあります。この点で，

最近の試みとしては，コーポレートロイヤーのプロ

ボノ活動に関して弁護士がネットワークを作ったり，

チームを組んで対応するということが始まっており，

私も個人的に関わらせていただいています。

　外国人の方の司法アクセスのために言語対応など

もきちんとしなければいけないという問題意識は

あって，意外に取組みは進んでもいます。近時，在

日コートジボワール人の方のもめごとのご相談をい

ただいたときは，フランス語対応もしていただける

ので，東京パブリックに連絡するのが一番だとお伝

えできています。

○森永　ありがとうございます。

○森嶌　ここでアンダーセンさんのご質問，つまり

何か失敗がないのかということについて，私の方か

ら，私が失敗と思われることについて指摘したいと

思いますけれども，今日はパネリストのプレゼンテー

ションに関わって私は非常に勉強させていただきま

した。ありがとうございました。

　ところが，例えば鏑木さんにしても，原さんにし

ても，いろいろなさったのは，例えば何年も前なん

ですね。ところが，その情報が，我々それなりに関

わってきた人たちに共有されていないんですね。今

日来て，いや，そういうことをやっていたのかと思

うんですが，そこで，例えばコートジボワールであ

れ，下呂であれ，そこの固有のものでなくても，そ

こでの先ほどの鏑木さんの，どういうふうにして，

例えば町をまず説得するとか，そのときには福祉の

人からとか，ああいうのはやっぱり実際にやってみ

てノウハウ，恐らく下呂でなくたってよそだって通

用する，あるいはよそでは少し変更するかもしれな

い。原さんのコートジボワールも別にあれでなくて，

ノースナイジェリアだって通用するかもしれん。こ

れは釜井先生も同じなんですけれども，その情報を

出していないんじゃないかというのは皆さんの責任

じゃないけれども，我々が共有していないというの

は非常にもったいない。これはこの問題だけじゃな

くて，実は法整備そのもののあれでして，例えばベ

トナムは二十何年やってきているんですけれども，

の方に別の支所をつくって弁護士５，６人で取り組ん

でいたことがあり，今は池袋の本所の方に一緒になっ

て弁護士４人かな，ちゃんと事務員も多言語対応が

できるような形でやっています。これは全国の公設

事務所の中では唯一の部門で，各大使館とか領事館

とかと関係を作って，彼らに対し，外国の方が困っ

たときにここに来れば，こういうことができるんだ

よという情報を伝えるとともに，日本のリーガルエ

イドの制度とか，利用できる制度とか，また刑事事

件になった場合にどういう手続になるのかとか，生

活保護とかはどんな形で利用できるのか，そういう

具体的なこともレクチャーしながら，各領事館など

に来た自国の方々にそういうことをアドバイスして

もらい，必要であれば弁護士に繋げてもらうという

ようなことをしています。あとは全国にＬＮＦとい

う，これは任意の弁護士の団体，弁護団みたいな団

体で，外国人の方々の相談を受けて事件に取り組む

という，そういうものがあって，この東京パブリッ

クの外国人部門はそこの事務局も兼ねていて，いろ

んな弁護士向けのセミナーを主催したりしておりま

した。件数も大変たくさんといいますか，たくさん

電話が来て，基本的には，彼らの事件は日本人の事

件は少ないですね。外国人の事件が７割から８割ぐ

らいと，そういう形で実際に動いてはおります。

○森永　ありがとうございます。

　香川先生，よろしいでしょうか。

○原　私もＬＮＦのメンバーですけれども，全国で

１，５００名ぐらいの弁護士，外国人事件を実務で

扱っている方の恐らくほぼ全員が入っているのでは

ないかと思います。非常に活発な有用なメーリング

リストで，外国人関係の事件に関わるなら入ってい

ないと実務に差し障るのではと思うくらいの充実し

たネットワークです。

　それから，外国人の方の司法アクセスの関係では，

例えば法テラスの民事法律扶助制度は，在留資格が

あれば外国人であっても国籍に関わらず利用できま

すけれども，在留資格自体を争っている，例えば難

民事件の場合には法テラスは使えません。そうする

と日弁連の基金によるリーガルエイドの対象になる
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たです。すみません。お願いします。

○佐藤　東京大学の佐藤安信です。

　私も，森嶌先生のご提言に賛成です。以前，たし

かそういうことで何かＪＩＣＡで研究会のようなこ

とをやり始めたと思うんですけれども，何か立ち消

えになっちゃったようでとても残念だと思うので，

是非この機会にそういうケーススタディー，事例研

究を中心にいろいろそういう現場から学ぶというこ

とでやったらいいと思うんですね。

　そこで，一つそれに追加的な提案なんですけれど

も，やっぱり法律家や弁護士含めて，そういう方だ

けじゃなくて，先ほど鏑木先生のお話にもあったよ

うに，いろんな協力していただく専門家の方，福祉

のケースワーカーとかソーシャルワーカーとか，あ

るいは外国人であれば外国人支援のためのいろんな

ネットワークやＮＧＯがあると思うんですね。それ

はまさにグローバルな社会ですから，日本の中でも

外国人の方の問題があるし，逆に日本から出ていっ

て，海外でいろいろ問題に含まれることもあるし，

そういう中で，やはり問題は幾ら法律を作っても，

その国の主権に関わることになると，なかなかそこ

で壁がありますし，もちろん国際法というのはすぐ

に執行できるわけでもなく，最近ソフトローという

意味では，今回残念ながらビジネスとか人権の専門

の方は来ておられないようで残念なんですけれども，

そういったソフトローの分野にわたって，やはりそ

れは要するにそれぞれの人々の慣習ですから，まさ

にそういう法律家以前の現地の慣習とかを学ぶとい

うことがないとえらい勘違いするんじゃないかと。

それは私自身がベトナムで大変大きな勘違いをして

大失敗をしているんですが，実はベトナムでそうい

うケーススタディーの勉強会をやろうと思ったんで

すけれども，このコロナウイルスのあれでキャンセ

ルしましたけれども，そういうことで炎上をしてい

る国との間の勉強会でもいいと思うんですが，でき

るだけそういう壁を取り除いた，いわゆるマルチス

テークホルダーですよね。そういう形でいろいろ勉

強会をしていくということがこれから大切じゃない

かと。

あそこでいろんなレクチャーをしたり，研修をした

り，いろんな立法したものは，みんなこの間倉庫か

ら発掘してきたんですけれども，入ったまま，つま

り日本側のリソースが sustainable になっていない。

そして体系化されていないということなんですね。

持続可能でないということがあるので，私は今日の

こういうのは非常によかったし，評価するんですけ

れども，最大の失敗は，せっかくこれだけのことを

何年も積み重ねていながら，それを法務総合研究所

が悪い，悪いというか，法務総合研究所がしていな

かったのか，ＪＩＣＡがしていなかったのか，誰か

の責任の問題ではなくて，やはりストラテジックに

きちっとあれをして，さっきのあれじゃありません

けれども，何をいつまでにやるのかということをやっ

て，そういうせっかく溜まってきたリソースとか，

あるいはインフォメーションをやって，それをどう

いうふうに情報を伝達していったら最も効果的に伝

達できるのかという法整備支援学という，そして法

整備支援人材というのを，やはりせっかくこれだけ

の立派な建物もあることですし，予算も持っておら

れることでしょうから，ＪＩＣＡもそうでしょうか

ら。是非とも私としてはアンダーセンさんが何か失

敗はあるかとおっしゃられたもんですから，こうい

うことをちゃんと sustainable にきちっと体系化し

てこなかったことは失敗であるということで，それ

に便乗してこれからちゃんと人材を育てたり，リソー

スを sustainable にしたらどうかと。そのためには

今日来ておられる人を中心に，それから外国の方も

入れて早急に，例えば先ほどの鏑木さんのあれでい

くと２年ぐらいで早急に作って，そして，さっきの

ティンさんじゃありませんけれども，日本ではこう

いうことをやったと。ベトナムの弁護士会が人々に

Access	to	Justice とやら，日本の経験でこのうちで

役に立つものはお使いくださいというぐらいのこと

を言えるようにしてはどうでしょうかということを

森永さん，頑張ってください。

○森永　ありがとうございます。

　失敗の総元締のＩＣＤ部長の森永でございますが，

今一瞬見ましたけれども，安信先生の方が一瞬早かっ
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いう議論は，必ずしも国連の中で議論が深められて

こなかったのではないかという印象を持っておりま

して，そういった意味ではアンダーセンさんのプレ

ゼンにもありましたように，ゴール１６．３の下で新

たなインジケーターができたということは大きなグ

ラウンドブレーキングなことなんだというふうに感

じております。

　こうした民事の分野で，じゃ，国連の議論がどう

やって深まっていくのだろうか，そこに法務省，日

本としてどういうふうに関わっていくのだろうかと

いうところは国際課においても検討しているところ

でございまして，このような観点から法務省の検事

を１人ＵＮＤＰに派遣している次第でございます。

　この後，じゃ，ＵＮＤＰ，国連においてどういう

議論が深まっていくのか，民事の分野でこうした司

法アクセスの議論が深まっていくのか，そこにどう

やって法務省が関わっていくのかというのは，まさ

に司法外交として国際課が考えていかなければいけ

ないことだろうと思っておりまして，まさにパート

ナーシップでコラボレーションというのを深めてい

きたいと思っております。

　こういった観点で，国連において特に民事の分野

で，じゃ，どういった議論が深まっていくんだろう

かということについては，できればアンダーセンさ

んからも視野なりパースペクティブをいただけたら

と思います。特に，国連におけるポリシー・メイキ

ングであったり，データコレクションといったとこ

ろについて，今はＮＧＯの方でむしろ行われている

ところはあると思いますけれども，国連のマルチの

インターガバメンタルなポリシー・メイキングといっ

たことについての展望など，もしありましたらお聞

かせください。

○森永　ありがとうございます。

　すみません。金子先生でしたね。お願いします。

○金子　神戸大学の金子でございます。

　本日，日本の法制度経験の得意分野を生かした法

整備支援が展開しつつあるなという印象を受けなが

らお聞きしておりました。

　それで森嶌先生，また佐藤先生が法整備支援学と

　その点で一つ，森永さんの方に，日本の法務省の

中にも国際課ができて，来月それこそ司法外交とい

うことで国際仲裁センターが東京にできますよね。

こういったものともっと連動できないかなと，この

法整備支援のこちらのお仕事と。やはりグローバル

化の中で，日本企業も非常に困っている部分もある

し，いろいろそういう日本企業はむしろ人権侵害と

いうことで訴えられる場合もあるかもしれない。そ

ういう意味で紛争の解決を通じてやっぱり法の支配

というのを実際に実現していくということですから，

そういう意味で今回紛争の仲裁，調停，そういうも

のも単に商事だけじゃなくて，いろんな角度から総

合的にやっていく，それが日本の司法外交，先ほど

我妻先生が言っておられたまさにグローバルネット

ワークですね。私も今 Access	to	Justice のための

グローバルネットワークガバナンスという研究会を

やっておりますけれども，そういった形で幅広く対

応していくということが大事だと思います。その点，

法務省サイドではその司法外交とこの位置付けとい

うのはどうなのかなとちょっとお伺いできればと思

いますけれども。

○森永　ありがとうございます。

　国際課，よろしくお願いします。

○菅野　官房国際課の課付の菅野と申します。よろ

しくお願いします。

　本日は，非常に有益でインスパイアリングなプレ

ゼンテーションをいただきありがとうございました。

　私自身は，どちらかといいますと国際協力の分野

というと，刑事司法の関係で国連のマルチ外交とい

うことでウィーンの代表部にいたことから，コング

レスの準備などにも携わっていた次第でございます。

　こうした司法アクセスの議論というのは，どちら

かというと国連の中で私の限られた経験ではござい

ますけれども，コングレスだとか，経社理の下にあ

るコミッションといった分野で会議体の下で政策決

定というのが行われてきて，国連における政策形成，

データ収集といった活動というのが行われてきたと

いう経緯があろうかと思います。

　他方で，こうした民事の分野での司法アクセスと
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ミャンマーでは，調停というニーズがわっと上がっ

てきたと。恐らくミャンマーは弁護士の人数とか弁

護士費用の低さとかいう意味では，ちょっと日本と

また状況が違って，Litigious 社会，日本に比べて訴

訟が起こりやすい社会なのかもしれなくて，そうす

ると違ったニーズが，むしろ訴訟がたくさん起こり

過ぎているのを裁判所が裁き切れていないといった

ようなニーズから，日本のうまくいっているという

調停，これをちょっと教えてくれないかというニー

ズが出てきたのかもしれないというふうに見ており

ました。そういう意味では，相手国社会のニーズを

どう把握して日本とのマッチングを考えていくかと

いう論点があろうかと思われまして，佐藤先生が先

ほどおっしゃったような勉強会を，得てしてＪＩＣ

Ａプロジェクトが相手の機関と１対１の非常に密接

な関係をつくるのがうまいと言われておりますけれ

ども，そこに加えて，もっと開かれた，例えば調停

制度もミャンマーの最高裁を相手にしておりますけ

れども，もっと例えば学会とか商工会議所みたいな

ところも取り込んでいったような勉強会が広がって

いくとか，そういったような何か工夫があるともっ

と展開するのかなと思って拝聴しておりました。何

かそのあたりにパネリストのコメントをいただけま

したらと思います。

○森永　さあ，いかがでしょう。もうあまり時間が

ございませんけれども，それじゃ，釜井先生お願い

できますか。

○釜井　日弁連の方の活動で，過疎地に弁護士を送

ると，しかも，それを自分たちのお金でやるという

ようなことを他のところにまねてくれというのはあ

まりに難しいことだなと思うんですが，こういう試

みをする前に試みていたこととしては，Access	to	

Justice という試みの中では当番弁護士という当番を

決めて身柄拘束された人から依頼が来れば駆けつけ

るという制度があります。これはある弁護士会が決

めた後，全国の弁護士会に一気に広がったというこ

とがあります。

　それともう一つは，確かに司法過疎ではあるけれ

ども，そこにちゃんと定期的に弁護士会として法律

いったものを体系的に立ち上げていくべきときだと

強くおっしゃられたのに触発されてなんですけれど

も，アンダーセンさんから先ほど，日本の成功例が

紹介されているけれども失敗例はというご指摘があ

りましたけれども，私なりに考えると，その成功例，

失敗例というよりも，日本の制度経験のうまくいっ

ている成功例の部分と相手国とのマッチングの良し

悪しという視点で考えることが有益なのではないか

なと思います。もちろん日本にも失敗がいろいろあ

るわけですけれども，うまくいっている部分，せっ

かくだから役立てたいという気持ちは当然生じるわ

けですが，それが相手国の状況にうまくマッチング

するかどうか。しないのに押しつけていっても成功

しないはずなので，そこを考えていくことが森嶌先

生のおっしゃられたような体系化への一つのアプ

ローチかなと思っておりました。その意味でパネリ

ストの方々に一つお尋ねしたいなと思ったのは，日

本のモデルと相手国のモデルのかみ合わせを考えて

いくとしたときに，日本自身の日本の法社会の特色

というものを意識している必要があると思うんです

けれども，そのあたりについて何かコメントがおあ

りかということです。

　例えば，鏑木先生，釜井先生をはじめ，今日非常

に法テラス，ひまわり等の積極的な成功例を紹介さ

れて，日本の強みだとまさに感じるわけなんですけ

れども，これは日本が Non-Litigious 社会といいま

すか，訴訟がなかなか起こらない状況があって，そ

れが実は何か社会的なボトルネックがあって訴訟が

十分起こっていないんではないかというような問題

意識があったから，それで展開していった活動であっ

たと思われますが，そういう意味では，同じような

状況，コートジボワールが抱えていたとしたら非常

にマッチングがよかったんではないかと思われます。

そういったことで，まず日本自身の認識ということ。

　それからもう一つは，相手国のニーズ，相手国の

社会的な特色をどのように把握していくかという

テーマがあるような気がいたします。コートジボワー

ルはマッチングしたんではないかと思いますけれど

も，例えば午後，小松弁護士等からご紹介のあった
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この財団が設立され，またＪＩＣＡの法整備支援が

始まった年から理事をしておりまして，この法整備

支援連絡会も第１回というのに出ております。そう

いう意味では，もう絶滅危惧種かというふうに思う

ぐらいであります。

　本当に今日は，スピーカーの方々，それからパネ

リスト，加えてフロアから大変活発な質疑がなされ

て，大変充実した会議になったのではないかという

ふうに思います。

　最初，Access	to	Justice というこの今日の連絡会

のテーマを見たときに，一体どこへ連れていかれる

んだろうなと，こう思って今日は始まったわけです

けれども，プログラムが進むごとに非常に内容が深

まってきて，本当に最後はいい形で終わることがで

きたというふうに思っております。

　なるほど，私がこの会議の前に考えていたよりは，

もうAccess	to	Justice という概念が最近は非常に広

く使われているということがアンダーセンさんの話，

我妻先生の話，ほかの方々の議論を聞いてよく分か

りました。ただ，そう言いながら自分のこの２０何

年の法整備支援というのを振り返ってみると，Ac-

cess	to	Justice ももちろん大事だけれども，ジャス

ティスをどうやって構築するかということで２０年

間皆様とともにやってきたわけで，この問題という

のがまだまだ大事だと，まだ終わっていないという

ことも改めてそういう感を抱いたわけでございます。

　Access	to	Justice という話になって，やはり新し

いことをやるにしても，地元の団体，それから地元

の人たちが主体になって日本からやっぱり応援をす

るという形は，必ずそういうふうになるんだろうな

と思います。ベトナムのドー・ゴック・ティン弁護

士会長の話も聞いて，いや，素晴らしい発展をした

なと思いました。

　２００１年という年に，私はハノイに初めて訪問

をして，森嶌先生なんかとともにベトナムの第２

フェーズの調印式というのに出たんですけれども，

その頃のベトナムの弁護士会というようなものはま

だまだ体をなしていなかった。それが２０年たって，

こういう形で活動していらっしゃるというのは本当

相談をちゃんと毎週やるとか，そんな形でやってい

たことがあって，しかし，弁護士相談の機会ができ

ても，依頼したいとなると遠い町や遠い市の弁護士

に頼まなければいけないというところに限界を感じ

て，やはりそこの土地に弁護士事務所をつくらなけ

ればという話にはなったんですが，そういう試み（注：

法律相談センターの設置）も参考になるかなと思い

ます。

　先ほど，ベトナムの報告の中にも当番を決めてと

いうのが少しあったと思いますけれども，これはす

ごく，まさに当番弁護士と同じような形での試みか

なというふうに感じたところですね。私はそんなと

ころです。

○森永　ありがとうございます。

　時間もそろそろ参りまして，あと数分ですけれど

も，関西会場，本当に何もないですか，大丈夫ですか。

　分かりました。ありがとうございます。

　ちょっと長々とやってまいりましたけれども，い

かがでしたでしょうか。

　まずは，パネリストの皆様本当にありがとうござ

いました。ご苦労さまでございました。

　これで今回のパネルディスカッションはおしまい

にしたいと思います。皆様ご参加ありがとうござい

ました。もう一度パネリストの皆様に大きな拍手を

お願いします。（拍手）

　また，元の司会に戻します。

○下道　皆様，どうもありがとうございました。い

ま一度，パネリストの皆様に盛大な拍手をお願いい

たします。（拍手）

　以上で第３部のパネルディスカッションを終了い

たします。

　それでは，ここで公益財団法人国際民商事法セン

ター理事，小杉丈夫様より，閉会のご挨拶をいただ

きます。

○小杉　皆様，朝１０時から５時半まで長い間大変

お疲れさまでした。

　私は，今ご紹介のあった国際民商事法センターと

いう法務省の法整備支援を民間からお手伝いをする

公益財団法人の理事をしております。１９９６年，
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語とベトナム語の通訳の方のお力がなければ成功で

きなかったというふうに思います。改めてお礼を申

し上げて，最後の私の言葉といたします。今日は皆様，

長い間ありがとうございました。（拍手）

○下道　ありがとうございました。

　以上をもちまして第２１回法整備支援連絡会を終

了いたします。

　皆様，本日は長時間にわたりましてご参加ありが

とうございました。

　関西会場の皆様も，本日はありがとうございまし

た。

に素晴らしいことだなと思います。その頃のことで

思いますと，三ヶ月章先生，その頃は法務省の特別

顧問でいらっしゃったと思うんですけれども，法務

省からの支援，法務省から向こうの司法省だけの支

援じゃ駄目なんだと。その当時，日弁連がＪＩＣＡ

のプロジェクトで弁護士の支援ということをやると

いうことを言われたときに，三ヶ月先生は，それは

大賛成だと，当時はまだ日本の弁護士会と，それか

ら法務省，裁判所というのはもう少し対立色があっ

た時代なんですけれども，三ヶ月先生が言われたの

は，日本は明治以来，西欧の制度を取り入れて，条

約改正のためにもう一気に整備を進めたんだけれど

も，そのときにやっぱり弁護士のところをないがし

ろにしたというか，切り落としてどんどん日本の整

備をやったと。それが元で日本で在朝在野の法曹の

対立というような大きな傷を残すことになったと。

ベトナムの支援を始めるに当たって，そういうこと

がないように初めから考えてやるのは大事なことな

んだということを言われて，ベトナム支援の１０周

年の記念式典のときもそういうことを触れられたん

ですね。だからそういうことを今日の皆さんの話を

聞きながら思い出しました。やっぱり先人はそうい

う先を見通したことをやっていらしたんだなという

ことも改めて思いました。

　そういうことで，新しい Access	to	Justice という

ことをこれからの法整備支援でどうやっていくかと。

新しい選択肢でも議論に出たように，先方のニーズ

ということもあります。予算ということもあります。

いろいろな環境の中で新しい時代に即応した方策を

これから考えていくということになると思います。

そういう新しい方向に向けて皆さんの力を結集して

いき，また，海外ともネットワークをつくりながら

進めていかなければいけないというお話が出たと思

います。

　今日の連絡会は，外国からのスピーカーの方々，

それから日本でのパネリストの方々，大変ありがと

うございました。また，ご参加いただいた方々に厚

く御礼を申し上げたいと思います。

　それとともに，通訳の方，日米の通訳または日本
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【海外出張】

カンボジア王立司法学院と法務総合研究所の 
協力覚書締結について

国際協力部教官

小　島　麻友子

第１　はじめに

２０２０年１月２２日，カンボジア王国（以下，「カンボジア」という。）のプノンペン

にある王立司法学院 1 において，王立司法学院と法務省法務総合研究所との間で，法・司法

分野における相互の友好，理解及び協力を発展させることを目的とする協力覚書を締結しま

した。

法務総合研究所は，２０１８年１２月にラオス人民民主共和国司法省の国立司法研修所

との間で，２０１９年７月にはウズベキスタン最高検察庁アカデミーとの間で，それぞれ

協力覚書を締結しており，王立司法学院との協力覚書の締結は，法務総合研究所にとって

３番目の締結となります。

本稿では，その概要を御紹介します。

第２　締結の背景

カンボジアでは，１９９９年から，独立行政法人国際協力機構（以下，「ＪＩＣＡ」という。）

による民法及び民事訴訟法の起草を支援する法制度整備プロジェクトが始まりました 2。そ

して，２００５年１１月から２０１２年３月までの間，それら民法及び民事訴訟法を適切

に解釈し，運用することができる人材を育成できるよう，裁判官・検察官養成校において，

民事教育改善プロジェクト（フェーズ１，フェーズ２）が実施されました。このプロジェ

クトでは，民事訴訟法の適切な運用，普及に向けた教材である模擬記録の作成，教官候補

生である裁判官や検察官に対する民法草案の講義，民事分野の講義のシラバス作成に対す

る助言，指導などが行われました 3。

また，２０１２年４月から２０１７年３月までの間，王立司法学院を実施機関の一つと

して，民法・民事訴訟法普及プロジェクトが実施されました。このプロジェクトでは，王

1　Royal Academy for Judicial Professions(RAJP)。裁判官・検察官養成校，書記官養成校，執行官養成校，公
証人養成校で構成され，司法大臣の管轄下にある法律専門家を養成する機関である。
2　 詳しくは，ＩＣＤＮＥＷＳ第７号（２００３年１月）掲載の「カンボディア民法・民事訴訟法起草支援
に関わって」及び「カンボディア民法・民事訴訟法起草支援，その画期的な成果」や，第９号（２００３
年５月）掲載の基調講演「カンボディア民事訴訟法起草支援の経験と法整備支援の今後の課題」，第１１号
（２００３年９月）掲載の「カンボジア民法草案の起草支援事業に携わって」などを参照されたい。

3　 詳しくは，ＩＣＤＮＥＷＳ第１８号（２００４年１１月）掲載の「カンボジアにおける裁判官・検察官
養成の動向とその支援」や第３５号（２００８年６月）掲載の「裁判官・検察官養成校民事教育改善プロ
ジェクト・フェーズ１完了報告」に加え，第３１号（２００７年６月），第３３号（２００７年１２月），
第３８号（２００９年３月），第４２号（２０１０年３月），第４６号（２０１１年３月），第４８号（２０１１
年９月），第５０号（２０１２年３月）掲載のカンボジア法曹養成支援研修に関する記事を参照されたい。
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立司法学院の教官候補生の育成や教材の作成などが行われました 4。

現在，これらの支援を受けた卒業生の中から輩出された教官が，王立司法学院で活躍し

ています。

２０１７年４月から実施している民法・民事訴訟法運用改善プロジェクトでは，王立司

法学院はカウンターパートとはなっていないものの，それまで日本が実施してきた支援が

高く評価されており，２０１９年１月，王立司法学院から，裁判官や検察官の養成などに

ついて協力関係構築の要請があり，協力覚書を締結することとなりました。

第３　協力覚書の締結

２０２０年１月２３日，王立司法学院において，署名式が開催され，Chhorn Proloeung

学院長と法務総合研究所の大塲亮太郎所長（当時）は，意見交換，情報や経験の共有，セミナー

や共同研究の実施，相互訪問その他の活動により，司法分野での人材育成のための協力関

係を推進し，強化することなどを内容とする協力覚書に署名しました 5。

この署名式には，Chhorn 学院長，大塲所長のほか，王立司法学院の Bunyay Narin 副

学院長，Chhan Sina 事務局長，裁判官・検察官養成校の Keng Somarith 校長（当時），

国際協力部森永太郎部長などが出席し，また，在カンボジア日本国大使館の別所健一公使，

ＪＩＣＡカンボジア事務所の菅野祐一所長，ＪＩＣＡ長期派遣専門家（当時）篠田陽一郎

氏などに御参加いただきました。

署名式では，Chhorn 学院長から，協力覚書を締結することができることの喜びや感謝の

気持ち，この覚書の実現のためには関係者の方々の協力が必要不可欠であることなどが述

べられました。

また，大塲所長からは，関係者の皆様にお集まりいただき，協力覚書に署名することが

できることをうれしく思い，この協力覚書によって両機関が知見を共有し，機関相互の友

好関係・協力関係を更に発展させるものとなることを確信しており，ＪＩＣＡをはじめ，

他機関の協力を得ることにより，広く両国の法・司法分野における協力関係の深化につな

がることを期待していることなどが述べられました。

さらに，別所公使からは，王立司法学院に対し，日本のカンボジアに対する法制度整備

支援活動への協力に対する感謝とカンボジアの司法の発展への貢献に敬意が表され，法整

備と法の適切な運用は国民の生活と社会の安定，経済発展に不可欠であり，そのためにも

法の運用を担う裁判官・検察官の更なる育成は重要な課題であることから，日本政府は，

司法プロセスの透明性や公正性の強化のために引き続き協力していく考えであり，大使館

としても，協力覚書の締結を歓迎し，「国民に信頼され，活用される司法制度及び人材の育成」

4　 カンボジア民法・民事訴訟法普及支援本邦研修に関しては，ＩＣＤＮＥＷＳ第５５号（２０１３年６月号），
第５８号（２０１４年２月），第６０号（２０１４年９月），第６２号（２０１５年３月），第６３号（２０１５
年６月），第６５号（２０１５年１２月），第６７号（２０１６年６月），第７０号（２０１７年３月）を参
照されたい。
5　 協力覚書については，http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/housouken20200122.html 添付の「【英語】日カンボ
ジア協力覚書（ＭＯＣ）」を参照されたい。
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に向けた全ての関係者の努力を支援していく旨のお言葉をいただきました。

【協力覚書に署名する大塲所長（左）と Chhorn 学院長（右）】

【署名後の握手の様子】

署名式終了後，Chhorn 学院長は，私たち日本側参加者を講義が行われていた教室へ案内

し，学生に対して協力覚書の締結を告知してくださいました。この行動，そして，その際の，

Chhorn 学院長を始めとする王立司法学院の皆様の喜びに溢れた，にこやかな表情からも，

皆様が，この締結を大変喜んでくださり，また，協力関係の実現に向けて大きな期待を寄

せてくださっていることを強く感じました。
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第４　おわりに

２０２０年３月，この協力覚書に基づき，王立司法学院において，裁判官を対象とした

第１回目のセミナーを実施することを計画していましたが，ＣＯＶＩＤ－１９の影響によ

り，そのセミナーは延期となってしまいました。本来であれば，そのセミナーの実施状況

も併せて本誌において御紹介したいと考えていましたが，延期となり本当に残念です。

今は，一日も早くこの事態が収束することを祈り，今後，両機関の協力関係を更に深め

る活動が活発化していくことを期待しています。
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ラオス首相府共同セミナー

国際協力部教官

前　田　佳　行

１　はじめに

２０２０年１月２７日から２８日にかけて，ラオス首相府とＪＩＣＡプロジェクトの共

催による共同セミナー（以下 ,「本セミナー」という。）が開催された。本セミナーのテー

マは法制執務及び法教育であり，ラオス首相府との共同セミナーは初の試みとなった 1。

ラオスでは，法案の起草を各省庁やその他の政府機関で行い，その草案を司法省法制局

で審査した後，首相府法律審査局でも政治的及び法的観点から法案審査がなされることに

なる。しかしながら，現状，法案の起草能力及び審査能力のいずれも十分なものとはいえず，

２０１９年１０月には，ラオス首相府からＪＩＣＡ現地プロジェクトに対し，①党 2 の決議

内容を適切な法律にする方法が確立されていない，②公務員が適切に法を執行しない，③

法律と下位法令の整合性がとれていない，④法律の執行状況を適切に評価する方法が確立

されていないなど，現在抱える課題に関する支援要請があった。そこで，これらの課題の

うち，②に対し，公務員の適切な法執行を下支えする国民の法意識向上に関する日本の制

度（法教育）の紹介，③に対し，法律と下位法令の整合性を含む法令相互の整合性担保に

関する日本の制度や , 日本による諸外国に対する法令の整合性確保に関する支援内容の紹介

を目的として，本セミナーが企画された 3。

なお，本セミナーにおいては，議長はラオス首相府のブンクート・サンソムサック大臣

が務められ，また，ケート・ケティサック元司法省副大臣，ダヴォン・ワーンヴィチット

元国会法務委員会委員長，ケッサナ・ポンマチャン司法省国際協力局長が講演を行ったほか，

法整備・法制執務に関わる多くの関係者が出席されており，ラオス側の関心の高さがうか

がわれた。

また，日本側からは，法務総合研究所の山﨑耕史総務企画部長と当職（前田）がスピーカー

として参加し，それぞれテーマに沿った講演を行った。

２　プログラムの内容

（1）１月２７日午前のプログラム

本セミナーの冒頭では，ブンクート大臣からオープニングリマークスが述べられ，本

セミナーの大きな目的は法令制定能力の向上であり，より具体的には，ラオス人民にとっ

て良い法令，原則に基づいた法令，きちんと実施できる法令の制定により法の支配に資

1　 ラオス首相府は，現在実施されている「法の支配発展促進プロジェクト」（プロジェクト期間は 2018 年 7 
月～ 2023 年 7 月）を含め，今までにＪＩＣＡが実施してきた法整備支援プロジェクトのカウンターパート
には入っていない。
2　 ラオス人民革命党。
3　 当時のチーフアドバイザーである伊藤淳元専門家が対応した。
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することを目的とするものであることが確認された。

そして，ＪＩＣＡラオス事務所の米山芳春所長からセミナー開催の祝辞が述べられ，集

合写真が撮影された。

集合写真

その後，ケート元司法省副大臣から，ラオスにおける法令の整合性に関する講演が行わ

れた。講演の内容は，ラオスにおける①法令制定の一般知識，②憲法の制定・改正，③

法律の制定・改正など多岐に及ぶものであり，ケート元副大臣は , 法令の改善のためには，

各法令を憲法や経済，社会の状況に沿ったものとする，党の政策に関して十分に理解する，

パブリックコメントや他省庁との調整を行う，言葉を意識し , その意味をはっきりさせる，

税・投資など様々なことを把握する，といったことが重要であることなど，長年の経験

に基づく意見を述べられた。

また，この講演の中では，ラオスでは言葉遣いに規則性がなく，起草者がそれぞれの

意思・経験で言葉を用いるため，法案の言葉遣いに矛盾がある場合を想定した規則を作

らなければならず，それによって法の適用が明確になり，外国語に訳すことも可能とな

る旨の提言もなされた。この点に関しては，ブンクート大臣も，講演終了後にコメント

として，国際条約やそれに基づく法律の制定について触れ，外国の法律を翻訳したり , ラ

オスの法律を外国語に翻訳する際には ,その意味が正しいのかを常に検討する必要があり ,

国際的な法制定の手続について学ぶ機会が必要である旨述べていた。

続いて，山﨑部長から「日本における立法手続と立法における留意点」をテーマとす

る講演が行われた。

この講演では , 日本における基本的な立法手続に関する説明がなされた上，立法におけ

る留意点として，政策合理性 ( 立法目的・手段の合理性・妥当性・実効性など )，法的整

合性 ( 縦と横の関係，内容・形式の整合性など )，確立された立法技術が挙げられ，具体

例を用いた説明が行われた。また，正確で矛盾のない立法のためには , 各府省（の職員等）

がその所管する法令に習熟すること , 必ず全府省に照会・協議をしてコメントを求めるこ

と ,「ことば」に厳しくなることが重要であることなど , 法令の整合性確保のためのポイ
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ントが説明されたほか，法は国の利益を実現し，国民の幸せを増進するものであるとす

る日本の過去の学者の言葉の紹介がなされた。

講演後には，ラオス側出席者から，政令の制定手続に関し , ラオスと日本を比較した視

点からの質問が出るなど , 講演内容に対する関心の高さがうかがわれた。

ケート元副大臣の講演

山﨑部長の講演

（右側檀上はブンクート首相府大臣。以下の講演に関する写真において同じ。）

（2）１月２７日午後のプログラム

午後のプログラムの冒頭では，当職（前田）が ,「各国における法制執務に関する日本

の法整備支援」と題し，ベトナム，インドネシア及びミャンマーにおける法制執務に関

する国際協力部の法整備支援の実情とその内容についての紹介を行った。

その際には，どの国でも法制執務に関する問題を考えるに当たって特に興味を持たれ

るのは，法令データベースの作成や省庁間の調整等であるが，それらの方策やシステム

は基本法制の整備や法理論の確立が前提としてなされなければ十分に機能しないと考え

られること，法制執務に関しても，当然ながらそれぞれの国でその国に合った体制作り
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をすることが肝要であることなどについても触れつつ，上記各国を対象とする本邦研修

の内容等に関する説明を行った。

その後，ダヴォン元国会法務委員会委員長による講演が行われ，法の支配の実現のた

めには法の適正な執行が欠かせないこと , ラオスの問題点として公務員の法遵守意識が高

くないことや，法の支配の実現のために法の効力を強化しなければならないこと，法の

支配の意味は国家が意味のある法律を制定することにあり，国民は法律が国民の利益を

守るために作られたものであることを十分に理解しなければならないことなど , 数々の提

言が出された。

また，その後の質疑応答では，ラオス首相府及び司法省の職員から，法律実施の検査

や評価をどのように行うべきか，日本でも立法計画に沿った立法がなされることがある

かといった質問や，下位法令の検査方法に関するハンドブックを作成する予定なので日

本の知見を提供してほしいといった要望などが出された。

当職（前田）の講演

ダヴォン元国会法務委員会委員長の講演



136

（3）１月２８日午前のプログラム

２日目となる１月２８日のプログラムの冒頭では，当職（前田）から「日本の法教育」

に関するプレゼンを行った。

このプレゼンでは，日本でも裁判員制度の導入や選挙年齢及び成人年齢の引き下げなど

の社会制度の変化により法教育の重要性に対する意識がさらに高まっていること , 法は権

力によって強制されるものではなく，日常生活の中で機能するべきものであり，「自由で

公正な社会の担い手として必要なものの考え方」を身につけるために法教育が必要とな

ることなど，日本において議論されている法教育の核心について説明するとともに，年

齢に応じた法教育が実践されている実例について紹介していった。

プレゼン終了後には , ブンクート大臣から , ラオスでも村民を対象に一般的な法教育を

行うことがあるが，その対象は子供ではなく社会人レベルであるというコメントがあっ

たほか，セミナー参加者から，小学校における法教育の位置付けや法教育のカリキュラ

ムに関する質問が出るなど，関心が寄せられた。

その後，ケッサナ局長から，ラオスにおける法の支配に関する講演が行われた。

この講演の中では，ラオスにおける法の支配の意味がどのようなものか考える必要が

あることや，ラオスの法律を外国語にも翻訳できるように言葉の問題を解決していく必

要があることなどについて触れられた上で，法律の原則を理解し，外国の専門家と意見

交換や勉強会をすることで，ラオスにおける「法の支配」をどのように実現するか学ぶ

必要があることについても強調して述べられていた。

一方で，この講演後，ブンクート大臣は，「法の支配」の構成は８個あるとして，「国

民のための国家」「平等な社会」「人権の保護」「法律が一番上にあること」「条約に応じ

た法律を作ること」などを挙げつつも，「党の指導の下の国家」「党の指導に基づき国家

が施政を行う」「( 国民や公務員は ) 憲法や法律を信用しなければならないこと」も挙げて

コメントをしており，国家体制の違いもあることから「法の支配」に関する共通認識を

得ることの難しさが感じられた。

ケッサナ局長の講演
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セミナー会場の様子

その後の質疑応答では，首相府法制局副局長から，今後次期ＪＩＣＡプロジェクト等

において，首相府も対象にして法制執務に関するプロジェクトを実施する予定はないか

との質疑もなされた。

これに対しては，伊藤元専門家から，現状そのような予定はないとしつつも，法制執

務を課題とするセミナーを今回と同様の形で開催することは可能と考えられること，そ

れ以上にプロジェクト活動に組み込むことを考えるには，要望を挙げてもらい，検討の上，

別途プロジェクトとして取り上げられることを要することなどといった回答がなされた。

３　所感等

冒頭でも述べたが，今回の首相府共同セミナーは，ＪＩＣＡによる法整備支援プロジェ

クトとしてはラオス首相府との初めての共同活動であり，１日半の短い時間ではあったが，

ラオス側参加者の関心も高く，充実したプログラムが実施されており，本セミナー自体は

十分に成功したものと考えられる。

しかしながら，本セミナーの中でも随所で述べられていた「法の支配」の意義については，

国家体制や法制度の違う日本とラオスの間でどの程度共通認識が得られているのか不明確

なところもある。

また，本セミナーが , 法制執務や法教育といったテーマに関するラオス側のニーズにどの

程度資することができたかについても，現状不明確であり，本セミナーの内容がどのよう

に現場等にフィードバックされるのか，何らかの形で法制執務の改善等に生かされていく

のかについては , 今後の動向も見守っていく必要がある。

さらに，首相府職員からは，今後首相府をカウンターパートに加えたプロジェクトを実

施できないかという質疑も出るなど，今後も法制執務等に関して継続した知見の提供を求

められることも予測されるところ , プロジェクト活動として行うかどうかはともかく，法令

の整合性確保は法の支配の発展促進に不可欠なものといえることからすれば，可能な範囲

で今回のような共同セミナーを実施していく必要性も認められる。
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いずれにしろプロジェクトとしては，今後も首相府関係者とも継続的に相談の機会を持

ちつつ，そのニーズを正確につかんだ上，必要に応じて本セミナーのような共同活動を行

うことを目標としていきたい。
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Seminar on development skill of making and reviewing legislative 

On 27-28 January 2020, at Crown Plaza Hotel 

Time Details Person in Charge 

Day 1, on 27 January 2020 

8:00-8:30 Registration (Lanexang Meeting Hall 2nd floor) Legislation Department (Prime Minister Office) 

8:30-8:40 Explanation the purpose of the seminar 
- DG of Legislation Department (PMO) 

- Mr.Atsushi ITO,  Expert of JICA project  

8:40-9:00 Opening Remark (Chairperson) 

- Mr. Bounkert SUNGSOMSACK 

Minister of Prime Minister Office (PMO) 

- Mr.Yoshiharu Yoneyama  

   President of JICA Laos Office 

9:00-9:05 Group Photo All Participants 

9:05-10:20 

Topic 1:  

Drafting and reviewing consistency legislative 

system in Laos  

Prof. Ket KIETTISAK 

Former vice minister of MOJ of Laos 

10:20-10:30 Coffee Break All Participants 

10:45-11:55 

Topic 2:  

Drafting and reviewing consistency legislative 

system in Japan 

Mr.Koshi Yamasaki  

Vice president of Research and Training 

Institute of MOJ of JAPAN (RTI) 

12:00-13:15 Lunch All Participants 

13:15-14:50 

Topic 3:  

Sharing experience on supporting legislative duty for 

the developing country 

Mr.Yoshiyuki Maeda 

Professor of International Cooperation 

Department of RTI of MOJ of Japan (ICD) 

14:50-15:00 Coffee Break All Participants 

15:00-16:00 
Topic 4:  

Law enforcement system in Laos 

Prof. Davone VANGVICHITH 

Former chairman of National Assembly’s law 

Committee 

16:00-16:20 Discussion Q & A All Participants 

16:20-16:30 Closing Remark (Day 1) Chairman Committee 

 

Day 2, on 28 January 2020 

8:30-9:15 
Topic 5:  

Law dissemination and education system in Japan 

Mr.Yoshiyuki Maeda 

Professor of ICD 

9:15-10:00 
Topic 6:  

Rule of Law in Laos 

Mr. Ketsana PHOMMACHANH 

Director of International Cooperation of MOJ 

10:00-10:10 Coffee Break All Participants 

10:15-11:45 Opinion Exchange, Q & A  All Participants 

11:45-11:50 Closing Speech from Japanese side 
- Mr.Koshi Yamasaki  

   Vice president of RTI 

11:50-12:00 Closing Remark 
- Mr. Bounkert SUNGSOMSACK 

Minister of Prime Minister Office (PMO) 
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【国際研修】

第１回スリランカ本邦研修

（刑事司法実務改善～刑事訴訟の遅延解消に向けて～）

国際協力部教官

高　梨　未　央

１　目的及び研修の背景事情

（1）スリランカ民主社会主義共和国（以下「スリランカ」という。）は，２００９年の内戦

終結以降，平和の構築と社会の再建に努力を続けており，そのなかの重要課題の一つとし

て裁判所の機能改善，特に刑事司法の機能強化が挙げられる。

スリランカの刑事司法自体はそれほど脆弱なものではなく，いずれの関係機関も相当

程度の能力を備えているものの，古い時代に英国から継受した複雑な刑事訴訟手続と実

務慣行，訴訟当事者の保守的な態度，立証活動の非効率など，多くの細かな実務上の要

因が積み重なって極めて深刻な手続の遅延を招いている状況にある。

これらの点の改善は，武力紛争中の重大犯罪の適切な処理という観点からも非常に重

要である。

（2）そこで，今回の国別研修では，基礎的な刑事司法実務の改善に焦点を当て，テーマを「刑

事訴訟の遅延解消」に絞ることとし，研修参加者については検察官・裁判官を中心に据え，

これに重大犯罪の捜査に不可欠な鑑識活動の専門家も若干名加えて，２回の本邦研修を企

画することとした。

本研修はその第１回目となるものである。

２　研修日程

令和２（２０２０）年１月２６日（日）から同年２月８日（土）まで（移動日を含む。）

の１４日間。

詳細は別添１研修日程表を参照されたい。

３　場　所

法務省法務総合研究所赤れんが棟ほか

４　研修参加者

法務長官官房刑事担当訟務長官ほか１０名（別添２参加者名簿のとおり）
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５　研修総括（本研修プログラム）

（1）研修内容について

研修プログラムは，日本の刑事司法の実情と，円滑且つ迅速な捜査・公判の遂行のた

めに現場において留意されていることを紹介することを主眼に置いて構成した。

具体的には，東京地方検察庁の凶悪事件を取扱う本部係検事による講義，東京地方検

察庁サイバー担当の講義及び見学，科学警察研究所の見学，刑事裁判の傍聴といった各

分野の現場を直接体感できるようなプログラムを多く取り入れ，刑事手続きの詳細にわ

たる部分については国際協力部教官が補う形式で研修を進めた。

英米法系のバックグラウンドを持つスリランカでは，主に大陸法系を基礎とする日本

と比較して刑事司法制度が大きく異なっており，検事が捜査に関わることもないが，刑

事事件の捜査という点では共通する部分も多分にあり，研修参加者から積極的に質問等

がなされていた。

また，日本の刑事司法の昨今の関心事項を紹介する意味合いも兼ねて，児童から正確

な供述を得る手法，司法面接について，立命館大学仲真紀子教授による講義を実施した

ところ，司法面接の手法はまだスリランカでは浸透していないとのことで，研修参加者

らは講義に高い関心を示すとともに，グループワークにも積極的に参加していた。

（2）研修参加者発表について

研修参加者らが所属する各機関につき，現在のスリランカの訴訟遅延の原因や，司法

における各機関の役割に関する発表が行われた。

人員不足がどの機関にも共通する問題点として存在しており，また，捜査・公判いず

れの段階においても，法（又は前例，慣例）を硬直的に適用することが遅延の大きな原

因になっているという印象を受けた。

（3）総括

研修全体を通して研修参加者と講師との間で活発な議論がなされ，スリランカの現状

や問題点についても研修参加者から積極的な発言があった。

また，発言は特定の研修参加者に偏ることなく発せられており，受講態度は非常に良

好であった。

研修参加者のアンケート結果及び研修における研修参加者の態度を総合的に見れば，

研修参加者は本研修内容について満足していることがうかがわれる。

本件国別研修は来年度までの２年間の枠組みであるが，スリランカの刑事司法の状況

を改善するには，今後も（国別研修という形態を採用するかはおくとして）継続的な

支援が必要と思われる。

本研修は，令和２年度に実施される第２回本邦研修とセットとなるよう，まずは基礎

的な部分に重点を置いて実施したところ，新型コロナウイルス流行の拡大により令和

２年度の研修予定は未確定な部分も多いが，より充実した研修となるよう担当者一同

今後も努力して参りたい。
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別添１

日 曜

付 日

1

26
1 10:00 12:00 12:00　　　　　　12:40 14:00 17:15

27 TIC 研修参加者 TIC

1 10:00 12:30 12:45 14:30 16:30
所長主催意見交換会

28 赤れんが 法曹会館 ICD教官 赤れんが

1 10:00 11:30 14:30 16:45

29 TIC

1 10:00 12:15 14:30 17:00

30
東京地検DFセンター TIC

1 10:00 12:15 13:30 17:00

31 ICD教官 TIC ICD教官 TIC

2

1
2

2
2 10:00 12:30 14:00 17:00

3 ICD教官 TIC ICD教官 TIC

2 10:00 12:30 13:30 17:00

4 TIC ICD教官 TIC

2 10:00 12:00 13:30     15:00 15:30        16:00 16:00　　　　　17:00

5 ICD教官 赤れんが 東京地方裁判所 赤れんが 赤れんが

2 10:00 12:00 13:30 17:00

6 ICD教官 TIC TIC

2 10:00 11:00 11:00　　　　　　11:30

7 TIC

2

8

研修の振り返りと今後取り組むべ
き事項についての討論

評価会

ＴＩＣ

効果的な証人尋問（主尋問）
- 証人に聞くべきこと・聞いてはいけないこと -

日

ICDオリエンテーション

ICD教官

UNAFEI細川教官

凶悪犯罪の初動捜査（続）

研修参加者発表及び討議（続）
「スリランカにおける刑事手続遅延の現状と対策」

第１回スリランカ本邦研修（刑事司法実務改善～刑事訴訟の遅延解消に向けて～）日程

研修参加者発表及び討議
「スリランカにおける刑事手続遅延の現状と対策」

JICAオリエンテーション

検察における科学捜査（DF捜査について）

- 検察官が知っておくべきこと  -

効果的な証人尋問（反対尋問・再主尋問）
- 信用性の弾劾と回復 -

検察官の裁量
-裁量権の効果的・効率的な行使-

効率的な訴訟運営

- 訴訟の迅速化に向けた裁判所の取組  -

科学的証拠について
-確たる証拠を求めて  -

金

月

脆弱な証人に対する事情聴取

- 対象者を傷つけずに供述を得る方法  -

東京地方検察庁　原島一郎検事，
吉田正宏情報解析官 研修参加者

立命館大学　仲真紀子教授

主張立証の組み立て

- 否認事件における公判検察官の技術  - 裁判傍聴振り返り

火

日

水

凶悪犯罪の初動捜査

- 初動捜査にあたっての留意点  -

千葉県柏市・警察庁科学警察研究所

東京地方検察庁　中畑知之検事

木

午前 午後

金

木

科学警察研究所訪問

- 専門家は何をしているか  -

参考人事情聴取と裏付証拠・弾劾証拠
- 公判を見据えた参考人供述の位置づけと評価  -

意見交換

被疑者取調べと裏付証拠・弾劾証拠
- 公判を見据えた被疑者供述の位置づけと評価  -

脆弱な証人に対する事情聴取（続）

/

/

月/

/

入国

土/

/

/

/

裁判傍聴

/

/

/

/ 水

火

/

/ 土 出国



143ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

別添２

ｘ ヘッティゲ　デシルバ　バルニカ
HETTIGE DE SILVA Varunika

ｘ スワンドゥルゴダ　ナディー
SUWANDURUGODA Nadee

プンチヘワ　ウパラーワンナ
PUNCHIHEWA Uppalawanna

4 ウェリカラ　ガヤニー
WELIKALA Gayani

5 クルップ　ルワナディニ
Ms. KURUPPU Ruwanadini

モハマド　イルサーディーン　モハマド　ヤコブ
Mr. MOHAMED IRSADEEN Mohamed Yacub

ラーマナーダン　カンナン
Mr. RAMANATHAN Kannan

スーセイダース　デニス
Mr. SOOSAITHAS Denis

カルタラコララ　ニローシャナ
Mr. KALUTARAKORALA Niroshana

14 モホマド　ニサール　ルーフル
Mr. MOHOMED NISAR Ruhul

　　カルナラトネ　チャミラ　
Ms. KARUNARATHNE Chamila 

2
Ms.
Senior State Counsel, Attorney General's Department
法務長官官房上級検事

State Counsel, Criminal Division - Supreme Court Unit, Attorney General's Department

7

Assistant Secretary, Legal Division, Ministry of Justice, Human Rights and Legal Reforms

5

Judge, High Court Batticaloa, Judicial Service Commission

司法，人権・法制改革省法務課次官補

3

6

バッティカロア高等裁判所判事

Ms.

教官 / Professor 高梨　未央（ＴＡＫＡＮＡＳＨＩ，Ｍｉｏ）

10

Assistant Secretary, Legal Division, Ministry of Justice, Human Rights and Legal Reforms

9 Legal Officer, Legal Division, Sri Lanka Police

法医病理・毒物研究所司法・医務官

第１回スリランカ本邦研修

1
Ms.
Deputy Solicitor General, Criminal Unit, Attorney General's Department
法務長官官房刑事担当訟務長官

バブニヤ高等裁判所判事

4
Ms.

司法，人権・法制改革省法務課次官補

Judge, High Court Vavuniya, Judicial Service Commission

8 Judge, High Court Batticaloa, Judicial Service Commission

法務長官官房最高裁判所担当検事

Consultant Judicial Medical Officer, Health, Institute of Forensic Medicine and Toxicology

バッティカロア高等裁判所判事

国民和解メカニズム調整事務局副課長

【研修担当/Officials in charge】

スリランカ警察法務課法務官

Deputy Director-Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms (SCRM)11

国際専門官 / Administrative Ｏｆｆｉｃｅｒ 吉田　有里(YOSHIDA, Yuri)  
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インドネシア法整備支援第１３回本邦研修

国際協力部教官

下　道　良　太

第１　はじめに

２０２０年１月２７日から同年２月７日にかけて 1，インドネシアの裁判官を日本に招き，

裁判官を対象とする知的財産法に関する研修を行う講師を養成することを目的として，講

師に必要な知見を提供することなどを内容とする「インドネシア法整備支援第１３回本邦

研修」（以下「本研修」という。）を実施した。本稿では本研修の内容について紹介する。

第２　本研修の背景

インドネシアでは，２０１５年１２月から５年間の予定で，インドネシア最高裁判所（以

下「最高裁」という。），法務人権省法規総局及び同省知的財産総局を実施機関として，知

財保護制度の強化及び知財法令を中心とする法的整合性を確保するための手続整備を目的

とするＪＩＣＡの「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェ

クト」（以下「本プロジェクト」という。）が実施されており，ＪＩＣＡから長期派遣専門

家が現地に派遣されている 2。国際協力部は，現地セミナーに参加したり，本邦研修を企画，

運営するなどして，本プロジェクトを支援している。

最高裁は，本プロジェクトにおいて，知財に係る事件処理の予見性の向上を目指し，長

期派遣専門家と協力して，裁判官に対して知財法に関する研修を行う講師の養成，商標法

のガイドブック（条文，主文例，裁判例等を紹介する執務参考資料）の作成，知財事件

の判決集 3 の作成などの活動を行っている。この活動の一環として，２０１８年２月及び

２０１９年１月に上記の講師の養成を目的とする本邦研修が実施されたところ，これらの

研修の参加者が実際にインドネシアにおいて裁判官を対象とする研修の講師を務めており，

講師養成を目的とする活動は一定の成果を上げている。もっとも，上記の本邦研修におい

ては，著作権法に関しては余り時間を割いておらず 4，インドネシア側からは本邦研修におい

て著作権法を扱ってほしいとの要望が出されていた。また，２０１９年７月から８月にか

けて商標法に特化した本邦研修が実施されたところ 5，同研修で得た知見も踏まえて商標法

ガイドブックの作成作業が進められている上，インドネシアの知財関連訴訟では商標の事

件が大きな割合を占めていることも考慮すれば，次の本邦研修においても日本側から商標

法の知見を提供する必要性は高かった。

そこで，本研修では，上記のとおり過去の本邦研修では扱われる機会の乏しかった著作

権法をメインテーマに据え，同法について，裁判官を対象とする研修に携わる講師として

1　 移動日を含まない。
2　元国際協力部教官である検事 2 名（うち 1 名は前職が裁判官）及び特許庁職員 1 名が派遣されている。
3　2018 年 11 月に第 1 集が完成し，現在第 2 集の作成が進められている。
4　2018年 2月に実施された第 7回本邦研修において，林いづみ弁護士が半日間の講義を行ったのみであった。
5　この本邦研修の内容については，ICD NEWS81 号 141 頁以降の拙稿を参照されたい。
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必要な知見を提供することを目的とした。また，インドネシアの知財実務において大きな

比重を占めている商標法についても，同様に講師として必要な知見の提供を目的とすると

ともに，ガイドブックの作成に生かせるような情報の共有を目指すこととした。

以上に加えて，インドネシアの裁判実務において，先例 6 との整合性が裁判官の間でどの

ように意識されているかについて把握することが今後のプロジェクトの活動において有意

義であると思われるから，インドネシアの裁判実務において先例が果たしている役割につ

いて把握するとともに，日本の裁判実務において先例が有する意義について説明するプロ

グラムも設けた。

本研修の参加者は，インドネシアの司法研修所，高等裁判所及び地方裁判所 7 所属の裁

判官並びに最高裁のアシスタント（裁判官）である。司法研修所については，２０１９年

１１月に教育研修部長が交代したところ，本研修には新任の部長であるバンバン・ヘリー・

ムルヨノ氏が参加され，インドネシアにおける研修の実情等について紹介していただいた。

研修参加者については，別添１の研修参加者名簿を参照されたい。また，同年１０月に現

地に赴任した細井直彰長期派遣専門家も本研修に帯同した。

本研修の日程については，別添２の日程表を参照されたい。

第３　研修の内容

１　講義，発表，意見交換

⑴　講義「日本の知的財産制度の概要」では，当職が，特許法，商標法，意匠法，著作権法，

不正競争防止法等の日本における知財法の概要や，知財が侵害された場合の救済方法や

手続の概要，知財事件の特別な管轄，知財事件の統計などについて講義を行った。研修

参加者からは，インドネシアの制度との異同について質問やコメントが出された。

⑵　発表・意見交換「インドネシアにおける著作権関連事件の状況」及び「インドネシ

アにおける先例拘束性について」では，インドネシアにおける著作権制度及び先例の位

置付けという二つのテーマについて，研修参加者の代表がそれぞれの現状につき発表を

行った後，東京大学先端科学技術研究センターの玉井克哉教授 8 をモデレーターとして，

日本とインドネシアの制度の異同等について意見交換を行った。

ア　スリティ・ヘスティ・アスティティ氏が著作権制度についての発表を担当した。お

おむね日本の著作権制度と共通する部分が多かったが，インドネシアに特徴的なもの

として，「公表」及び「複製」並びにこれらを許諾することが財産権の主たる内容と

考えられており，この二つの行為が日本の著作権法では各支分権の内容として規定さ

れている侵害行為をカバーしている点，国民的な文化資産については国が著作権を有

6　 ここでいう「先例」とは，同種事案について先行して出されている裁判所の判断を想定している。
7　インドネシアでは，営業秘密と種苗法を除く知財に関する民事事件の第一審は，特別法廷である「商事
裁判所」で扱われ，これは中央ジャカルタ，スラバヤ，スマラン，メダン及びマカッサルの各地方裁判所
に設けられており，本研修にはこれらの全ての裁判所から裁判官が参加した。これら以外の地方裁判所に
おいても，知財に関する刑事事件は扱われている。
8　 本プロジェクトの裁判所支援アドバイザリーグループ委員



146

するとされている点，私的使用の目的で複製できる著作物の数量が１部と具体的に限

定されている点 9，商事裁判所では著作権に係る事件は受理から９０日以内に判決をす

ることが求められている点などが特徴的であった。著作権に関する事件の判決も紹介

され，著作権管理団体の原告適格が肯定された事件と否定された事件，「放送権」が

著作隣接権として認められた事件，著作権に基づく請求と商標権に基づく請求を併合

している訴えが「訴え不明瞭」との理由で却下された事件などが扱われた。

発表後の意見交換では，インターネットにおいて無断で著作物を配信する行為がい

かなる侵害に当たるか（日本では一支分権の内容である「公衆送信」に該当，インド

ネシアでは財産権の一内容である「複製」に該当），著作権侵害行為が親告罪か否か

（日本ではＴＰＰ交渉の経緯から一部が非親告罪に，インドネシアではかつて非親告

罪であったが現在は親告罪に 10），著作権と他の知財権（意匠権，商標権等）との関係，

権利制限につきフェアユースのような一般的な規定を設けるべきか詳細な個別規定を

設けるべきかといった点について議論がされた。

イ　マルスーディン・ナインゴラン氏が先例の位置付けについての発表を担当した。イ

ンドネシアでは，先例の位置付けについて定める法令はないが，２００８年に「判例

による法の形成についての指針」が定められ 11，「重要判決（画期的判断）」及び「判例」

が定義されたが，いずれも法的安定性を確保するという目的を有している。「重要判

決」であるための基準として，①確定判決であること，②新しい法の発見であること，

③変化する社会の問題点に応えていること，④法発展の方向性を反映していること，

⑤初めて下される判断でまだこれに従う他の裁判官がいないこと，⑥その後繰り返し

継続して参照され確信されるようになると他の裁判官が従うようになることが挙げら

れた。他方，「判例」であるための基準としては，上記の①ないし④に加えて，⑦継

続的に繰り返し他の裁判官が従っていることが挙げられた 12。また，インドネシアの裁

判官の間で判例は「法源」の一つと理解されており，同種の事件での法規範として判

断理由に掲げられるとのことであった 13。その他，相反する二つの最高裁判決がある場

合にいずれに従うかについての基準 14，一定の学説 15 も「法源」とされていること，「永

久的判例（確定的判例）」は印刷媒体や最高裁のウェブサイトで公開されていること，

新しい判断を示した判決の内容が立法化された例 16 などが説明された。

意見交換では，日本において判例によって法規範が形成された例（パブリシティ権

9　 インドネシア著作権法（2014 年法律第 28 号）46 条 (1)
10　インドネシア著作権法 120 条
11　最高裁と EU が協力して作成したとのことである。
12　そうすると，①ないし④を満たすある事項についての初めての判断が「重要判決」であり，これに対し
他の裁判官が繰り返し追従するようになると「判例」に昇華すると整理できそうであるが，この点につい
ては確認していない。
13　もっとも，後に述べるとおり法規範としての果たす機能の程度は高くないようである。
14　公正の原則，法的安定性の原則及び有用性の原則に従って判断するとのことである。
15　著名な法学者の見解で教科書に掲載されている学説等が例として挙げられた。
16　悪意によって登録されたことが明らかな商標に対する登録無効の訴えは期間制限に服さないこと，商標
の類否の判断基準，商品の類否の判断基準
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等），英米法と大陸法における判例の位置付けの違い，インドネシアでは最高裁裁判

官の会議で法令の解釈の統一が図られているのに対し日本では最高裁判例の変更は最

高裁裁判官全員によって構成される大法廷で行われること，学者の意見がどのように

判決に反映されるか（日本では意見書として提出されるが判決に直接引用されること

は少ない，インドネシアでは「法源」の一つ）といった点について議論がされた。

【研修参加者による発表の様子】

⑶　講義「著作権法の概要」では，桜坂法律事務所の林いづみ弁護士 17 が，日本の著作権

法の基本的な仕組み，著作権侵害訴訟のポイント，民事・刑事・水際救済措置とその他

の実務などについて講義を行った後，インターネット上の著作権侵害をテーマに事例検

討を行った。

講義では，研修参加者から，著作者人格権の一身専属性（相続，譲渡がされないこと），

映画の著作権と脚本の著作権との関係，椅子のデザイン等の三次元のものを著作権で

保護することの可否，権利制限規定としての「引用」が認められる基準 18，インターネッ

ト上の著作権侵害への措置として当該ウェブサイトをブロックすることの当否 19，仮処

分制度の利用頻度などについて，質問ないしコメントが出された。

事例検討では，研修参加者から活発な意見が述べられ，類似性について判断する設問

では研修参加者の間で意見が分かれたが，いずれの意見についても説得的な理由が述

べられていた。

⑷　意見交換「商標法の論点」では，細井長期派遣専門家が，本プロジェクトで作成して

いる商標法のガイドブックの概要について紹介し，どのような内容を盛り込むべきか，

17　 本プロジェクトの裁判所支援アドバイザリーグループ委員
18　 インドネシア著作権法においても，権利制限規定として引用が定められている（44 条 (1)）。
19　 インドネシア著作権法では，インターネット上の著作権侵害について，情報通信技術分野の所管大臣が
当該ウェブサイトをブロックする措置について定めている（55 条，56 条）。
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どのような資料として位置付けるべきかなどといった点について，研修参加者との間で

意見交換を行った。研修参加者からは，一定の解釈が確立していない部分については議

論の状況を紹介するべきであること，何らかの拘束力を持つものではなく一定の指針と

して活用すべきであること，商標権の種類・内容，商標権の侵害となる行為，類否等の

判断手法，損害額の算定方法等を盛り込んでほしいこと，管轄や訴訟費用等の手続的な

事項も掲載すべきであることなどの意見が出された。また，ガイドブックの資料として

の位置付けについては，インドネシアではこの種の執務参考資料は，最高裁長官の決定

を得ることによって一般的に裁判官に用いられる資料になるとの情報が提供された。

その後，テーマを商標に限定せず，それまでの講義等を踏まえて疑問に思っている点

について質問を受け付けた。研修参加者からは，日本の民事訴訟制度に対して関心が集

中し，日本における訴訟の審理期間について定める規定の有無，一つの訴訟で複数の

法律に基づく請求を併合することの可否 20，複数の請求が併合された場合の裁判所の判

断方法（判断の順序，全ての請求につき判断する必要があるか等），著作権侵害におけ

る訴訟物の個数（各支分権ごとに請求権が発生するのか）などについて質問が出された。

加えて，当日午後に実施される東京地方裁判所の法廷傍聴の予習として，日本の民事

訴訟における法廷の配置について説明した。

⑸　講義「著作権法の論点」では，慶應義塾大学大学院法務研究科の小泉直樹教授が，二

次創作及びパロディをテーマとして，日本の現状，著作権や著作者人格権との関係，関

連する判例，実務の対応や立法的検討などについて講義を行った。研修参加者からは，

インドネシアでもパロディ自体は見られるが権利者がパロディに対して権利主張をする

ことはまれであること，政治的風刺を目的とするパロディは許容されるべきと考えられ

ていることといった実情が紹介された。また，講義で紹介されたパロディに関する日本

の最高裁判決であるモンタージュ事件 21 の結論について意見が述べられ，他人の著作物

を利用することが引用として許容される数値的な基準，米国の「風と共に去りぬ」に関

する著作権侵害事件が仮に日本で問題となった場合にどのような判断になるかなどにつ

いて質問が出された。

続いて，講義・意見交換「著作権法の講義の準備・手法」では，小泉教授が，日本

の大学や米国のロースクールにおける著作権法の講義手法を紹介し，両手法のメリッ

ト及びデメリットについて説明した後，実際に事例を用いて事例検討方式による講義

を実践しながら，日本とインドネシアの講義形式の異同等について意見交換を行った。

研修参加者からは，インドネシアの司法研修所の研修では理論に関する講義が占める

割合は３割ないし４割であり残りの主要な部分は事例検討であること，ｅラーニング

にも力を入れていること，本研修の講義で学んだ濾過テストや二段階テストといった

実務的な手法は著作権法の講義に取り入れるべきであることなどの意見が述べられた。

20　前記の発表で紹介された裁判例のとおり，インドネシアでは，異なる法律（著作権法と意匠法など）に
基づく請求を併合した訴えを提起すると，「訴えが不明瞭」との理由で却下されるそうである。
21　最高裁 1980 年 3 月 28 日第三小法廷判決
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また，小泉教授が講義で用意した事例についても，著作物性に焦点を当てた事例は研

修に用いるものとして適切であること，間接侵害を論点とする事例はいろいろなアレ

ンジを加えられるので使い勝手が良いことなど好意的な意見が述べられた。

【小泉教授による講義の様子】

⑹　講義「日本の裁判における先例の意義」では，当職が，日本における先例の位置付け，

判決中の「主論」と「傍論」の区別，先例の公開方法や調査方法，先例を参照する際の

注意点などについて，自らの裁判官としての経験も踏まえて講義を行った。研修参加者

からは，上級審が下級審の判決を取り消した場合の同判決の帰趨，最高裁判所民事判例

集・刑事判例集のアップデートの間隔，再審の回数制限の有無などについて質問が出さ

れた。

⑺　発表・意見交換「研修の振り返り等」では，研修参加者を代表してスリティ・ヘスティ・

アスティティ氏が，日本とインドネシアの法令や制度の共通点及び相違点について紹介

する形式で，本研修を振り返る内容の発表を行った後，本研修でテーマとなっている事

項全般について意見交換を行った。

同氏の発表は，その時点での研修内容につき簡潔に要点を絞ってまとめたものであ

り，内容もおおむね講義等を適切に理解したものであって，研修に対して熱心に取り

組んでいることがうかがわれた。

意見交換では，多岐にわたる事項について議論がされたが，その中では，インドネシ

アでは判例が「法源」とされているが，コモンローの国々における判例の位置付けと

は異なり，飽くまで判決を説得的なものにするための裏付けとして用いられているに

すぎないこと 22，インドネシアでは学説も「法源」の一つであり，法規範を形成する根

22　後の総括質疑の際にも，研修参加者からは，インドネシアにおいては，判例が後の裁判官の判断に対し
て与える影響力は日本よりも弱いのではないかという趣旨の意見が出された。
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拠となり得るが，どの学説を選択するかは各裁判官の裁量に委ねられていること，イ

ンドネシアでは民事訴訟の一般的な規定で審理開始時に調停を促す義務が定められて

いるが，「特別法」に当たる各知財法においてはそのような義務が定められていないた

め，結局知財事件では審理開始後の調停は行われていないことなどが印象的であった。

また，インドネシアの著作権法では応用美術も著作物として保護される旨が明記され

ていることから 23，意匠法による保護との重複について問題提起したが，明確な回答を

得ることはできなかった。

⑻　講義「商標法の概要」では，ユアサハラ法律特許事務所の飯村敏明弁護士 24 が，商標

の類否判断を中心に日本の商標法の概要について講義を行った。商標の類否判断につい

ては，実際の訴訟で問題となった多数の事例が用意され，研修参加者の意見を聴いた後

に講師が解説を行った。研修参加者は，各事例について積極的に自らの意見を述べてい

た。また，飯村弁護士の解説は豊富な実務経験を踏まえた大変示唆に富むものであり，

研修参加者は熱心に聞き入っていた。

研修参加者からは，商標の類否判断につき言語の専門家や当該分野の事業の専門家の

意見を聴くことがあるか，問題となっている商標が商品に付されている位置によって

考慮すべき要素が左右されるか，訴訟における商標法に基づく請求と不正競争防止法

に基づく請求の使い分けなどについて質問が出された。

⑼　講義「日本の著作権関連事件の主要な判例・裁判例について」では，知的財産高等裁

判所の國分隆文判事 25 が，著作物性，複製・翻案の定義，職務著作の要件である「法人

等の業務に従事する者」（著作権法１５条１項）の意義，侵害行為の主体といった著作

権の論点ごとに，ポイントとなる最高裁判例を紹介した後，これがその後の下級審判決

に与えた影響について解説した。

本研修では，主たるテーマとして著作権を扱ったが，いわば「サブテーマ」として先

例の意義についても取り上げ，これらについてそれぞれ講義等を重ねた後，最後に國

分判事が両テーマを融合した内容の講義を行うという構成をとっていた。したがって，

この講義は本研修の集大成的な意味を持つものであったところ，研修参加者からは大

変好評であった。研修参加者は，下級審判決中に現れた最高裁判決の解釈手法について，

賛成の意見を述べることもあれば疑問を呈することもあった。研修参加者は，下級審

判決の推移を検討することで，日本の最高裁判決が「事実上の拘束力」を有すること

の意義が明確となり，かつ，判例の射程を意識しつつ当該事件に固有の事情を考慮す

る必要があることが分かったとの感想を述べていた。

23　 インドネシア著作権法 40 条 (1)g
24　 元知的財産高等裁判所所長であり，本プロジェクトの裁判所支援アドバイザリーグループ委員
25　 本プロジェクトの裁判所支援アドバイザリーグループ委員（当時），現東京地方裁判所判事



151ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

【國分判事による講義の様子】

２　訪問

⑴　一般社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）を訪問し，次の内容の説明をして

いただいた。

まず，同協会総務本部国際担当の渡辺聡氏が，同協会の業務内容の概要について説

明を行った。前記の発表内容にあったとおり，インドネシアでは著作権管理団体の原

告適格が争点となった最高裁判決が出ていることから，研修参加者は権利者と同協会

との間の権利関係について関心を有しており，この点について質問が出された。また，

音楽の利用状況を把握する方法，ライセンス契約の締結に応じない業者に対する措置，

徴収したライセンス料を権利者に分配する方法などについても質問が出された。

次に，同協会企画部の江頭あがさ主査が，同協会の業務と密接な関連性を有するカ

ラオケに関する二つの判決（いわゆる「カラオケ法理」を採用した最高裁判決 26 とカラ

オケリース業者の契約締結確認義務違反を理由とする差止請求を認めた地裁判決 27）に

ついて説明を行った。研修参加者からは，これらの判決がカラオケ装置の利用者に与

えた影響について質問が出されたほか，間接的な侵害行為に対する損害額の算定方法，

強制執行の方法，刑事処罰まで求めるかどうかといった実務的な問題について質問が

出された。

⑵　経済産業省を訪問し，同省製造産業局模倣品対策室の宮川数正室長補佐に模倣品問題・

海賊版問題の現状と同室の業務内容について，同省商務情報政策局コンテンツ産業課の

田中信明課長補佐に海賊版対策に関する取組状況について，それぞれ説明をしていただ

いた。研修参加者からは，インドネシアにおいて非純正の自動車部品が堂々と売られて

26　最高裁 1988 年 3 月 15 日第三小法廷判決
27　大阪地裁 2003 年 2 月 13 日判決
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いる理由は何か，販売開始から時間が経過して模倣品が発見されることはあるかといっ

た内容の質問が出された。

⑶　東京地方裁判所を訪問し，著作権侵害事件の判決言渡し及び商標権侵害事件の第１回

口頭弁論を傍聴した後，同裁判所民事第４０部（知的財産権専門部）の裁判官に次の内

容の説明をしていただいた。

まず，同部の佐藤達文部総括判事が，同裁判所知的財産権部の概要，知財事件の特別

な管轄等について説明を行った。研修参加者からは，裁判所調査官が裁判官の判断に

与える影響の程度，裁判所調査官や専門委員の期日における立会いの有無，裁判所が

訴訟前の当事者間の交渉状況を把握する必要性，知財事件における証拠の種類や提出

方法などについて質問が出された。

次に，同部の三井大有裁判官が，複製及び翻案について最高裁判例の考え方を紹介し

た後 28，実際の事例（シャツのイラストが著作権侵害に当たるかが争点）を用いて，様々

なバリエーションのイラストがそれぞれ複製に当たるか，翻案に当たるか，非侵害であ

るかについて，事例検討を行い，研修参加者は積極的に自らの意見を述べていた。研

修参加者からは，原著作物から色だけを変えた場合にそれが二次的著作物と認められ

ることはあるか，著作権侵害の判断手法である濾過テストと二段階テストが生まれた

経緯，著作物における類似性と商標における類似性の判断方法の違いなどについて質

問が出された。

上記の各説明の後，同部の裁判官室，書記官室及び裁判所調査官室を見学した。

⑷　警視庁を訪問し，同庁生活安全部生活経済課の木島秀樹警部に，商標法違反事件及び

著作権法違反事件の検挙状況，日本で保護されている知財権の内容，日本における知財

に関する刑事事件の主な類型，同事件の捜査の手順・方法，同事件の処分状況，同事件

に関する捜査の問題点などについて説明をしていただいた。この訪問は，本研修の中で

は唯一刑事手続に特化したプログラムであったところ，研修参加者は知財に関する刑事

手続についても高い関心を有していたようであり，サイバーパトロールの技能を向上さ

せるための研修，サイバーパトロールで侵害品を見分ける方法，電磁的証拠の押収方法，

インターネットサービスプロバイダから情報を得るための令状の要否，令状を請求する

に当たって提出する資料，捜査の時間的制限，権利者に対して処罰意思を確認する必要

性，税関に保管してある侵害品の押収方法などについて多数の質問が出された。

３　総括質疑・意見交換・評価会

研修最終日に行われた総括質疑・意見交換・評価会では，インドネシアと日本の著作

権制度については，権利の規定の仕方に異なる部分はあるが，著作権がカバーする範囲

自体には余り差異がないのではないかということが確認された。また，先例の位置付け

について，研修参加者からは，日本の裁判官は判例に従おうとする意識が強く，このこ

とが判決内容のばらつきの少なさに帰結しているのではないか，反対にインドネシアの

28　江差追分事件（最高裁 2001 年 6 月 28 日第一小法廷判決）の判断手法が紹介された。



153ICD NEWS　第 83 号（2020.6）

裁判官はそのような意識が低いので，裁判官の間で判断にばらつきが出てしまうのでは

ないかとの意見が出された。

本研修のプログラムについては，双方向形式を意識したものが多かったこと，各講義に

おいて事例が多数用いられていたこと，初日に日本の知財制度の概要についての説明が

あり導入の役割を果たしたこと，刑事手続も取り上げられていたこと 29，様々な職種やバッ

クグラウンドを有する講師の話を聞けたこと，先例の意義について学ぶ機会があったこ

となどについて好意的な意見が出された。また，バンバン・ヘリー・ムルヨノ司法研修

所教育研修部長は，本研修の参加者の中から今後インドネシアでの研修の講師をお願い

する予定であると述べた。他方で，権利の譲渡やライセンスについての講義，電磁的証

拠についての講義，検察官を講師とする講義を設けてもらいたかった，訪問先ではもっ

と施設を見学したかったなどの要望も出されたので，今後の本邦研修を企画するに当たっ

てはこれらをできるだけ反映したい。

第４　おわりに

本研修では，裁判官を対象とする知財法に関する研修を担当する講師を養成することを

目的としていたところ，著作権法や商標法などの法令の内容や知財に係る制度について日

本側の知見を提供することにより，研修参加者において講師に必要な知見の向上を達成す

ることはできたものと思われる。他方で，効果的な研修を行うには，法令や制度の知識の

みならず，講義手法の向上や教材の充実も不可欠である。本研修では，小泉教授に著作権

法の講義の手法等について講義を行っていただいたが，今後の本邦研修においても，研修

の効果に直結するアウトプットの部分に着目したものとしてどのようなプログラムが考え

られるか，引き続き検討したい。今後，本研修の参加者の中から一人でも多くの方がイン

ドネシアにおいて研修の講師を担当することを期待している 30。

商標法ガイドブックの作成との関係では，掲載すべき内容やガイドブック自体の位置付

けについて，実務の現場にいる裁判官から意見を聴くことができたのは大変有意義であっ

たといえる。今後の本邦研修においても，プロジェクトの活動内容について研修参加者に

意見を聴く機会を設けたい。

先例の位置付けについては，インドネシアにおいて「重要判決」や「判例」を定義する

指針が作成されて先例が制度化されているにもかかわらず，裁判官の間では先例に従う意

識が乏しいことが分かり，このことが裁判官の判断内容にばらつきが生ずる一因になって

いるのではないかとの意見が研修参加者から出された。このことは，知財に係る事件処理

の予見性の向上を目的の一つとする本プロジェクトの活動内容に少なからず関係する問題

であり，今後の本邦研修においても扱う意義のあるテーマといえよう。

最後に，本研修で講師やモデレーターを務めていただいた先生方，訪問を受け入れてい

29　 本研修には，知財に関しては刑事事件のみ担当している裁判官も参加していた。
30　本研修の後，3 月にバンダ・アチェで実施されたショートコース（短期間のセミナー）では，本研修に
参加したアイナル・マーディア氏が著作権法の講師を担当されたそうである。
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ただいた各機関の担当者の方々，研修監理員を務めていただいた呼子紀子氏及びクスワン・

ワヒュウ・ムリアント氏，その他本研修に御協力いただいた関係者の皆様方に，心よりお

礼を申し上げたい。
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【研修等実施履歴】

２０２０年２月から同年４月までの間に，当部が実施した研修等は下記のとおりです。

研修の詳細等についてお知りになりたい方は，当部まで御連絡ください。

記

１　研修

⑴　第６５回ベトナム法整備支援研修

日　時　２０２０年２月２３日（日）から同年３月７日（土）まで

場　所　法務省赤れんが棟ほか

テーマ　法令等の整合性確保に向けた契約，担保制度，ＡＤＲの制度整備と運用改善

担　当　国際協力部教官　小谷ゆかり，国際専門官　本間基之

⑵　ラオス法の支配発展促進プロジェクト「民法典」第５回本邦研修

日　時　２０２０年２月２７日（木）から同年３月７日（土）まで 1

場　所　法務省赤れんが棟ほか

テーマ　新民法典条文解説書作成支援

担　当　国際協力部教官　前田佳行，国際専門官　執行優里

⑶　ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１８回本邦研修

日　時　２０２０年３月１日（日）から同月５日（木）まで 2

場　所　ＪＩＣＡ東京

テーマ　知的財産に係る裁判及び関連制度とその実務

担　当　国際協力部教官　村田邦行，下道良太，国際専門官　吉田有里

２　共同研究

令和元年度東ティモール共同法制研究

日　時　２０２０年２月１５日（土）から同月２４日（月）まで

場　所　法務省赤れんが棟ほか

テーマ　不動産登記法制及び司法制度について

担　当　国際協力部教官　大西宏道，鈴木一子，国際専門官　田島裕幸

1　 本研修期間は，当初，２０２０年２月２７日（木）から同年３月１３日（金）までを予定していましたが，
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け，研修期間を短縮して実施しました。
2　 本研修期間は，当初，２０２０年３月１日（日）から同月１４日（土）までを予定していましたが，新
型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け，研修期間を短縮して実施しました。
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３　シンポジウム

第２１回法整備支援連絡会

日　時　２０２０年２月１４日（金）

場　所　東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

関西会場：ＪＩＣＡ関西「ブリーフィングルーム」

（各会場をＴＶ会議システムで接続）

テーマ	 Access	to	Justice の向上と法整備支援～エンパワーメントにつながる法情報

の提供とその実質的な利用～

担　当　国際協力部教官　伊藤浩之，小谷ゆかり，国際専門官　豊田安史，執行優里
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専門官の眼

国際専門官の世界

法務総合研究所総務企画部国際事務部門

国際専門官　本　間　基　之

１　はじめに

“国際専門官”という肩書きを聞くとどのような仕事をしている人を想像されますか？

私が国際専門官になる前，国際専門官とは，英語がペラペラ，英語で仕事をこなし，取

り扱う資料の８割は外国語，世界中を飛び回っている，海外の会議に出席してスマートに

立ち振る舞い，夜は華やかなパーティーに参加して世界中の人々と談笑，というようなグ

ローバルで華やかなイメージを抱いていました。

しかしながら，国際専門官になるまで，具体的にどのような仕事をしているのかはよく

分かりませんでした。そこで，今回の「専門官の眼」では，国際協力部の仕事に従事する

国際専門官にフォーカスを当て，法整備支援を陰ながら支えている国際専門官の知られざ

る一面を御紹介したいと思います 1。

ICD NEWS を毎号読んでいただいている方も，今回初めて ICD NEWS を読まれる方も，

国際専門官という存在は知っているけど本当は何者なの？という方も，実はあまり知られ

ていない国際専門官の世界を覗いていただけますと幸いに存じます。

２　国際事務部門

まず初めに，国際専門官が所属する組織と私の経歴について簡単に御紹介します。

国際専門官は，法務省法務総合研究所総務企画部国際事務部門に所属しております。こ

の国際事務部門には，検察庁，法務局，矯正施設，出入国在留管理庁などの法務省の各庁

出身者が在籍しており，庶務担当，企画担当，経理担当，研修第一担当及び研修第二担当

の５つの担当で構成されております。今回フォーカスを当てる国際協力部の仕事に従事す

る国際専門官は，研修第二担当に所属しております。

私は，２０１９年４月に国際事務部門に配属となり，研修第二担当の国際専門官として

国際協力部の仕事に従事して参りました。それ以前の私の経歴を簡単に御紹介いたします

と，東京地方検察庁で検察事務官として１０年間勤務しておりました。その間，国際分野

に興味があった私は，異動希望に国際分野の部署を３年間書き続けたり，検察庁が実施し

ている外国語研修を受けさせていただいたり，独学で英語の勉強をしたりしていました（残

念ながら勉強の効果はほとんど見られませんでしたが・・・。）。それまでのわずかながら

の努力の甲斐もあってか，昨年度，念願の国際事務部門に異動になり，国際専門官として

今に至ります。

1　既刊の ICD NEWS「専門官の眼」では，国際専門官の一日の流れや個々の国際専門官の体験談が綴られ
ておりますので，よろしければそちらもご覧ください。
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３　いまさら聞けない？法整備支援とは

次に，国際協力部と法整備支援について御説明いたします。

国際協力部は，法務省が国際協力の一環として，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ），

公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ）等の関係機関と協力して，アジア諸国

に対する“法整備支援活動”を行っております。

いやいや，法整備支援活動ってなに？という疑問を抱く方もいらっしゃるのではないで

しょうか。ICD NEWS を読まれている方からすれば，「フッ，何をいまさら」と思うかもし

れませんが，案外，法整備支援ってなに？と思っている方が多いのもまた事実でございます。

恥ずかしながら私も国際専門官になる前は法整備支援について全く知りませんでした。そ

こで，簡単ではございますが，法整備支援とは何なのかについて御説明したいと思います。

先ほど，アジア諸国に対して法整備支援活動を行っているとお伝えしましたが，このア

ジア諸国というのは，いわゆる開発途上国のことです。開発途上国では，法律の整備やそ

の運用が不十分であるという問題が生じています。そういった国々に対して，法律（法令）

を作るサポートであったり，法律の運用を改善するサポートを行っております。これらの

サポートのことを法整備支援と呼んでいます。

法整備支援の具体的な内容としましては，①基本法令の起草支援，②制定された法令が

適正に運用・執行されるための制度の整備支援，③法律家等の人材育成支援の３つを基本

的な柱とし，これらの支援を実現するために，国際協力部は関係機関と協力して，支援対

象国に対して，日本国内での研修の実施，現地セミナーへの講師の派遣，現地へのアドバ

イザー型専門家の派遣等を行っております。

法整備支援は，これらの支援活動を通じて，「人・力による支配」ではなく，「法の支配」

の確立を目指しております。

以上が，法整備支援についての説明になります。簡単ではございますが，法整備支援に

ついてイメージしていただけましたでしょうか。

４　国際専門官の世界

それでは，法整備支援に携わる国際専門官について，その業務内容を通して御説明した

いと思います。

⑴　サブとロジ

この“サブ”，“ロジ”という言葉を聞いたことはありますでしょうか？

私は聞いたことがありませんでした。知りませんでした。はい，何も知らずに国際専

門官になりました。

サブというのは，サブスタンス（Substance）の略で，各種研修等のカリキュラムや

プログラムの実質的な内容，またはそれに関連した業務のことを言います。

ロジというのは，ロジスティックス（Logistics）の略で，サブを実施するために必要な，

会場，車両，通訳等の各種手配などの周辺業務のことを言います。
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国際協力部には，教官 2 と呼ばれる方が所属しており，教官がサブ面を担当し，国際

専門官はロジ面を担当しております。・・・あれ，国際専門官ってなんか地味じゃね？

と思われたそこのあなた。はい，悲しいかな非常に地味なお仕事でございます。仕事は

ほとんどデスクワーク，書類作成や関係機関との連絡調整に明け暮れております。華

やかなパーティーはどこへ行ったのでしょうか。しかし，ロジ面はとても大事なお仕

事です。格好良く言えば後方支援です。教官が表舞台で活躍するためには，専門官の

存在は欠かせないのです。専門官は陰ながら努力し，見えないところで汗水垂らして，

時には胃をキリキリとさせながら，身を粉にして働いているのです。そんな陰ながら

支えている国際専門官のおかげで，国際協力部は今日も法整備支援を行えるのです。

少し大げさに書いてしまいましたが，そんな国際専門官にも，もちろん魅力的な部

分があります。国際専門官の業務を大きく分けると，研修，海外出張，シンポジウム，

ICD NEWS の４つに分けることができますので，それぞれの魅力をお伝えしながら，

実際の業務を簡単に御説明いたします。

⑵　研修

上記３の後半に，法整備支援を実現するため日本国内での研修を実施していると記

載しましたが，この研修のことを我々は“本邦研修 3”，“共同研究 4”などと呼んでおり，

支援対象国の立法関係者（裁判官，検察官，弁護士等）を日本に招いて，実際に日本

の社会や組織に身を置いて，知識や技術を学んでもらうための研修として実施してい

ます。

研修のカリキュラム等サブ面は教官が考えますが，我々国際専門官はこの研修が円滑

に実施できるように関係機関と協力して，研修会場の確保，研修参加者の移動手段の確

保，通訳人の確保，講義資料の翻訳等の準備をします。そのほか，日本に来る研修参加

者に日本の文化や歴史に触れていただくための土日の活動プランを考えたりもします。

そして，これらの研修準備は，研修開始の約３か月前から始めます。時間をかけて念

入りに準備し，充実した研修を実施することがより良い法整備支援につながるのです。

もちろん，準備だけでなく，研修実施期間中も専門官は大忙しです。研修会場の設

営，講師の方や通訳人の対応，講義風景の写真撮影，研修参加者の対応をします。一

つの研修で来日する研修参加者は１５名から多いときは２５名くらいになります。日

本が初めての方も多いので，移動等不慣れな場面は専門官が誘導，案内をします。外

国人の対応は，文化の違いから日本人の感覚と違う面が多々ありますので慣れるまで

大変ですが，そこがまた面白い面でもあります。研修を担当する専門官の一番の魅力は，

なんと言っても研修参加者との交流です。研修参加者とコミュニケーションを取ると，

考え方や価値観，文化の違いを肌で感じることができ，自分の世界を広げてくれます。

また，仲良くなって連絡先を交換し，研修後も連絡を取り合ったり，彼らの国へ出張

2　令和２年度の国際協力部には裁判官，検察官，民事局出身の方が教官として所属しています。
3　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が主催する国際研修
4　法務省法務総合研究所国際協力部が主催する国際研修
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に行くことがあれば，再会を祝したりします。ちなみに研修参加者とは，英語，現地語，

Google 翻訳を駆使してコミュニケーションを取ります。また，研修期間中の専門官は

研修を円滑に実施するため，常に二手，三手先を読みながら行動します。格好良いで

すね。こうした専門官の活躍により，円滑な研修を実施することができています。

⑶　海外出張

グローバルな響きですね。国際専門官の魅力の一つと言えば，やはり海外出張です。

専門官は年に何回か海外出張をする機会があり，行き先は主に法整備支援対象国のあ

る東南アジアや中央アジアです。昨年度，私は韓国とウズベキスタンの２か国に出張

する機会をいただいたのですが，韓国へは第２０回日韓パートナーシップ共同研究 5 の

実施運営のため，ウズベキスタンへはウズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総

合研究所との協力覚書締結式 6 に出席するため出張しました。他の専門官は，インドネ

シア，ネパール，ラオス，スリランカ，東ティモール等へ出張し，それぞれ貴重な経

験をするとともに現地の美味しいごはんを堪能していました。もちろん遊びに行って

いるわけではなく，海外出張中は現地調査や現地セミナーの実施，共同研究の実施運営，

現地関係者と協議を重ねて関係性のさらなる強化を図る等，専門官は研修と同様に海

外でも仕事に打ち込みます。その合間に，たまたま現地の方のご厚意により観光名所

と呼ばれる場所へ案内していただいたり，たまたま現地の方のご厚意により美味しい

お店を教えていただいたりするだけです。また，海外出張に行く際は，海外出張手続，

フライトの予約，ホテルや車両の手配，訪問先との調整等事前準備は大変ですが，や

はり海外出張は貴重な経験です。百聞は一見に如かずと言うだけあって，実際に現地

を視察するのとしないのとでは，法整備支援活動にも大きな差が生まれます。専門官

もその一端を担っていますので，現地の状況を把握することが不可欠なのです。海外

出張の機会が得られた際は，その辺を意識しながら仕事に打ち込み，現地の特徴や文

化を楽しみましょう。

⑷　シンポジウム

国際協力部には，二大シンポジウムがあります。

“法整備支援へのいざない 7 ”と“法整備支援連絡会 8 ”です。

平たく言うと，法整備支援へのいざないは法整備支援初心者向けの公開シンポジウ

5　日本及び韓国の研究員が両国の民事法制の制度上及び実務上の問題点の検討及び比較研究を共同で行う
ことを通じて，相互に知識を深め，研究の成果を各制度の発展及び実務の改善に役立てるとともに，両国
間の友好協力関係を醸成することを目的として実施する国際協力部の活動の一つであり，日本で実施す
る日本セッションと韓国で実施する韓国セッションの２つのセッションで構成されています。ICD NEWS
８１号に本共同研究についての詳細が掲載されておりますので，よろしければ併せてご覧ください。
6　司法分野での人材育成のための相互支援の増大を目指し，これまでの友好・協力関係を更に発展させる
ものとして，２０１９年７月２５日にウズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間で司
法分野における協力覚書（Memorandum of Cooperation）を締結しました。
7　若い世代（学生，司法修習生，若手法曹・研究者）に法整備支援を知ってもらい，法整備支援の担い手，
理解者を増やすことを目的にした公開シンポジウム。
8　法整備支援に携わる関係者間の情報交換・支援の在り方に関する意見交換の場として開催する公開シン
ポジウム。
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ム，法整備支援連絡会は中上級者向けの公開シンポジウムです。いずれも１００人以上

の規模で実施しております。その数を聞いただけでも想像がつくと思いますが，準備

は非常に大変です。設営業者等を手配するのではなく，すべて教官と専門官において

準備をします。もちろん一般業務や研修等と並行して準備，実施をするので，この時

期は教官も専門官も大忙しです。時には終電ギリギリまで残業することもありますが，

その努力の甲斐あってか，突然のトラブルに見舞われながらも，毎回素晴らしいシン

ポジウムを開催することができております。無事に終了した後のビールがひとしお美

味しいことは言うまでもありません。

いずれのシンポジウムも，開催する際は広報活動をしておりますので，興味がござい

ましたら，是非一度，シンポジウムへお越しください。

⑸　ICD NEWS

今お手元にありますこの ICD NEWS ですが，実はこれ，専門官が編集作業をしてお

ります。製本の過程は業者にお願いしておりますが，掲載する原稿の編集作業や印刷

業者との調整等は専門官において行っております。もし，活字を見ると興奮する，本

の編集作業に興味があるなどの方ですと，面白い業務だと思います。逆に，活字を見

ると蕁麻疹が出る・・・というような方ですと，この編集作業は苦痛かもしれません（笑）。

ちなみに私は後者なので，歯を食いしばりながら今号の編集作業をしております。

⑹　まとめ

国際専門官の業務を４つ挙げさせていただきました。要は，これらの業務を円滑に実

施，運営するためにロジ面を整えるというのが国際専門官の主な仕事になります。また，

国際専門官をするにあたって大切なのは，スケジュール管理，コミュニケーション能力，

柔軟な対応と笑顔です。特別な能力は必要ありません。あえて言うなら英語ができれ

ば怖いものなしです。

５　おわりに

いかがでしたでしょうか。知られざる国際専門官の世界を垣間見ることはできましたで

しょうか。あまり表に出てくる職業ではありませんので，一見すると地味でつまらなそう

な仕事に思えるかもしれません。しかし，実はこれが本当に面白い仕事ばかりです。本稿

ではお伝えしきれなかった魅力がまだまだあります。私自身，検察事務官をしているとき

には得られなかった貴重な経験を重ねることができました。初めて経験する業務や体感す

る異文化など，言葉では言い表せない苦労や感動があります。国際専門官になってたった

の１年ですが，この１年で自分の世界は間違いなく広がったと感じております。この仕事

に出会えて本当に良かったと思っております。

今回の「専門官の眼」を読んで，少しでも国際専門官という仕事に興味が湧いたあなた。

もともと国際分野に興味があるあなた。興味はあるけど英語ができないから自信がないと

悩んでいるあなた。国際事務部門はそんなあなたをいつでもお待ちしております。英語が
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できなくても大丈夫です。私も「挨拶＋一言フレーズ」レベルですが無事に国際専門官を

しております。一緒に勉強していきましょう。もし，少しでも興味が湧いたのならその瞬

間がチャンスです。何かを始めるのに必要なものは少しの好奇心ぐらいです。

この国際という舞台で，あなたの世界，広げてみませんか？
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

ベトナム政府の公式発表によれば，本年４月２９日現在，新型コロ
ナウイルスの国内の累計陽性患者数は２７１名（うち２２１名は既に回
復），死者はゼロです。統計に対する評価は様々あり得ますが，本年３
月以降，同ウイルス感染が世界的に急速に拡大し続けている中でのこの
数字は，ベトナム政府の対応が成功例の一つであることを示していると
言ってよいと思われます。

ベトナムの対応が成功した理由の一つに，ベトナム政府が初期段
階から厳格な管理を行ってきたことがあるのは確かです。ベトナム
では，もともと，ＳＡＲＳのときの苦い経験があるためか，本年１
月末の時点で早々に中国からの入国者を制限したり，２月初頭から

全国の学校を休校措置とするなど，当初から国内での感染拡大に対してかなり強い警戒感を示してい
ました。また，その後も，罰則付きで，公衆でのマスクの着用を義務付けたり，外出禁止の指示を出
したり，感染者等を隔離したり，感染者が出たエリアを容赦なく封鎖をするなど，次々と厳しい封じ
込め対策を実施してきました。

このような対応ができたのも，ベトナムが社会主義国家だからと思われる方もいらっしゃるかもしれま
せん。その体制ゆえに，トップダウンで物事を迅速に決定しやすいのは確かでしょう。しかし，他の社会
主義諸国が同様の成果を収めているのかというと，必ずしもそうではないようにも見受けられます。驚い
たのは，イギリスのある会社が実施した調査によれば，ベトナム国民の９３％が国のコロナ対策に満足し
ている（国民の満足度世界第１位！）という点です。国による補償も，一律の給付というものはなく，一
人当たり月額約８，４００円の休業補償（最大３か月）は，月額約３万円と言われる平均賃金額に照らしても，
決して高額ではありません。そのような状況では，当然，日々の生活も大変で，我慢を強いられることの
方が遥かに多いはずなのですが，それでも多くの国民が国の対応に満足しているというのです。この現象
をどう見ればよいでしょうか。それは，このような未曽有の緊急事態において，何が大切であり，どうす
べきであるのかということを，他ならぬ国民一人一人が自分のこととして考え，行動しているからである
ように思われてなりません。ベトナムの成功のカギを握っていたのは，その体制もさることながら，実は，
たとえ窮屈な状態であっても，我慢しなければならないときであることを理解し，誰かに文句を言うこと
もなく，淡々と自制することができる，そんなベトナムの人々の心の在りようにあったのではないかと思
わされます。依然として新型コロナウイルスが猛威を振るっている渦中において，そんな人々からなるベ
トナムという国の芯の強さを感じさせられた次第でした。

（ベトナム長期派遣専門家　横幕孝介）



166

４月６日のＪＩＣＡ本部での審議の結果，カンボジアも避難一時
帰国の対象国となり，４月１０日までの間に，カンボジア赴任中の
当プロジェクトの全専門家が一時帰国しました。篠田陽一郎専門家
は３月３１日に離任し，後任の内藤裕二郎専門家は３月２３日にカ
ンボジアに派遣される予定だったものの，派遣は当面の間延期となっ
ています。一時帰国した専門家も，５月末現在，いつ再赴任できる
のか目途が立っていません。

避難一時帰国が決まったのは，日本で緊急事態宣言が発令される
直前でした。新型コロナウィルス感染症の日本国内での蔓延防止の

ため，帰国の翌日から１４日間は指定場所での待機が必要で，待機宿泊先や成田空港から同宿泊先ま
での移動手段を確保するにも，緊急事態宣言発令の影響を見越して，ホテルやタクシー会社からは，「場
合によっては直前のキャンセルがあり得る」などと言われてしまい，なかなか確定しませんでした。

日本で緊急事態宣言が発令された当日，カンボジアでは，フンセン首相の記者会見があり，４月
１３日から１６日までのクメール正月の祝日を延期することが発表されました。この時期，多くのカ
ンボジア人が田舎に帰るので，人の移動によって感染が拡大するのを防ぐためのようです。

カンボジアでは，４月１２日から１か月以上の間，新規感染者を出すことなく，感染者数は１２２
名に止まっていましたが，その後３名の感染者が出て，５月末時点で感染者数は１２５名です。新規
感染者がこれ以上出ることなく，早期に収束することを祈るばかりです。

司法省長官は，専門家が一時帰国した後も，ＷＧ会合の実施に強い意欲を示しており，内藤専門家
を含めた全専門家が，オンライン会議システムを利用して日本とカンボジアをつなぎ，ミーティング
やＷＧ会合を実施しています。

世界的に，新型コロナウィルス感染拡大が一刻も早く終息し，今までどおりの活動ができることを
願ってやみません。

（カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）

この度，２０２０年４月２３日をもって長期専門家としての任務
を終えました。コロナウイルスの影響により，３月末日をもって日
本に帰国し，その後は日本で業務を行った上での任期満了となりま
した。

慌ただしい帰国となりましたが，コロナウイルスの影響によりラ
オス国内も大きな影響を受ける中にも関わらず，プロジェクトスタッ
フを始め皆さんの親切な対応に心温まる感動を覚えながらの帰国と
なりました。

思えば，赴任した２年前，ぽっと出てきた私に対するラオスのカ
ウンターパートの皆さんの温かな接し方に驚き，ラオスの方々とプロジェクトがこれまで築いてきた
厚い信頼関係を感じずにはいられませんでした。そして，そのプロジェクトに対する信頼は，２年経
ち離任を迎える段階になっても変わりませんでした。

私自身の果たした役割を思えば心許ないものですが，長い間，関係者の方々が果たしてきた大きな
成果に改めて尊敬の念を覚えます。

現在，プロジェクトの活動は様々影響を受けておりますが，事態が収束し，またこれまでのような
活動に戻れることを願ってやみません。

私自身も今後もまた何らかの形で法整備支援に関わることができればと思っております。
最後になりますが，在任中は，多くの方々にプロジェクト活動にご協力いただきました。全ての方

に心より感謝申し上げるとともに，今後もプロジェクトに対するご支援とご協力を宜しくお願い申し
上げます。

（元ラオス長期派遣専門家（弁護士）佐竹　亮）
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により，ミャンマー法整備支
援プロジェクトは４月１２日までに専門家４名全員が避難一時帰国
せざるを得なくなりました。ミャンマーでは医療設備に不安がある
ことが主な理由です。

一方で社会的な行動規制は日本より厳しい措置が国内での感染拡
大前からとられており，飲食店の営業制限，公共交通機関の制限な
どが実施されたほか，４月１０日から約１週間続くミャンマー正月
中は，都市部の管区政府により外出禁止令が出され，多くの市民が
従っていました。既に感染者が発見されているホテルや病院もロッ

クダウンが行われており，ミャンマー政府の対応は諸外国の措置を参考にした素早いものと言えると
思います。

何より，国境の入国制限は厳しく，特に空路では，ヤンゴン国際空港の航空機の離発着が
原則禁止となるなど，強力な措置がとられました。５月１０日には唯一の日本直行便もしばらく運

休するようです。
このような状況ですので，日本及びミャンマーの感染拡大が完全に収まらない限り，日本からミャ

ンマーへの入国は拒否される状況が続くと予想されます。一刻も早く日本の感染拡大が終息すること
を願ってやみません。今後の活動が相当停滞してしまうことは避けられないと思いますが，幸い，我々
プロジェクトには優秀なナショナルスタッフが３名おり，今後，再赴任ができない間も，彼らとメー
ルやテレビ会議を通じて，リモートで活動することになります。現在，プロジェクト内や，カウンター
パートとの間で，複数のテレビ会議システムを試しながら，手探りで活動の新しい形を作っています。

世界的な非常事態ですが，決して悲観することなく明るく前向きに活動を維持していきますので，
引き続き皆さまのご指導を賜りますようお願いいたします。

皆さまのご健康をお祈りいたします。

（ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）

インドネシアでは，既に数千人のコロナウイルス感染者が出てお
り，コロナウイルス問題への対策として，外国人の入国制限，ジャ
カルタや複数の州での行動制限等の措置が講じられています。

インドネシア在住の日本人の多くが帰国しており，我々専門家に
対してもＪＩＣＡインドネシア事務所より一時帰国の指示が出され，
当プロジェクトの専門家は家族とともに全員帰国しました。

当職の子供が通っているジャカルタ日本人学校は，コロナウイル
ス問題で，６月まで授業は行われない予定です。４月現在，インド
ネシアに残っている生徒数は１５０名程度（総生徒数約１０００人）

とのことです。日本人学校で，コロナウイルス問題を受けて先生方を帰国させるべきか議論がなされ
たときに，先生方が，涙ながらに「残っている子供たちも沢山いるのに，私たちが帰るわけにはいき
ません。」と言っていたと友人から聞きました。当職はジャカルタ日本人学校の卒業生なのですが，
これを聞いて母校にとても誇らしい気持ちになりました。

コロナウイルス問題に対して，色々なところで責任をもって戦っている方々がいます。当職も今で
きることをしっかりやっていこうと思います。

この問題が一体いつまで続くのか，全く分からない状況ですが，早急に終息することを祈っており
ます。

皆様もくれぐれもご自愛ください。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。

（インドネシア長期派遣専門家　廣田　桂）
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－編　集　後　記－

ＩＣＤ ＮＥＷＳ８３号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

改めまして，本号に掲載された記事を御紹介したいと思います。

巻頭言では，三村量一弁護士より「ミャンマーと私のかかわり－法整備支援の経験から－」

と題して御寄稿いただきました。ミャンマーにおける知的財産法制度整備の歴史的背景と

共に，先生がこれまで携わってこられたミャンマーにおける知的財産法整備の支援につい

て御紹介いただいております。省庁の垣根を超えた法整備支援活動の実情から，様々な視

点での議論を通じて法案作成作業の段階から司法での権利実現を見据えた法整備支援の重

要性について気付かされました。

寄稿では，ミャンマー法整備支援プロジェクト長期専門家の小松様より「コロナ危機下

の法整備支援のあり方について」と題して，新型コロナウイルスによる世界的パンデミッ

クの影響を受けている中，法整備支援事業としてどのような活動ができ，また，すべきで

あるかについて御紹介いただいております。このような危機的状況だからこそ，自分が何

をすべきか，何ができるのか，様々な気付きの視点を得ることができる内容となっており

ますので，是非ご覧ください。

「外国法制・実務」では，ベトナム，ラオス，中国及びウズベキスタンにおける法制度等

について，各国の長期派遣専門家から御紹介いただいております。また，ウズベキスタン

の記事は，昨年度発刊しましたＩＣＤ ＮＥＷＳ英語版に御寄稿いただいたネマトフ・ジュ

ラベック氏の「ウズベキスタンにおける新しい行政法改革」の日本語版になります。各国

の法律や支援活動を巡る実状を知ることができる貴重な記事ですので，是非ご覧ください。

「活動報告」では，第２１回法整備支援連絡会，カンボジア王立司法学院と法務総合研究

所の協力覚書締結，ラオス首相府とＪＩＣＡプロジェクトの共催による共同セミナー，第

１回スリランカ本邦研修及びインドネシア法整備支援第１３回本邦研修について御紹介し

ています。

法整備支援連絡会では「Access to Justice の向上と法整備支援～エンパワーメントにつ

ながる法情報の提供とその実質的な利用～」と題して，国内外の法整備支援関係者を迎え，

活発な議論が交わされた様子がお分かりいただけると思います。

「専門官の眼」では，知られざる国際専門官の世界をテーマに，国際専門官の業務内容や

その魅力をお伝えできればと思い寄稿させていただきました。拙稿を読んでいただき，将来，

国際協力の現場を志す仲間が増えてくれると幸いに存じます。

最後になりましたが，御多用の折，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し

上げます。

関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何卒よろしく

お願い申し上げます。

国際専門官　本間　基之
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（国際法務総合センター 国際棟）
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